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平成 30 年 7 月豪雨での薬剤師と多職種との情報連携 
―岡山県真備地区避難所対策での成功例と改善策の提案― 
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和文要約 
 

岡山県真備地区を襲った平成 30 年 7 月豪雨において、避難所における夜間対応や

中長期的な薬剤師の活動の可能性を検証することを目的として、被災地近隣に在住す

る薬剤師の活動と他の医療者団体の活動について活動時間とその内容を比較検討した。

今回の救援活動は、倉敷地域災害保健復興連絡会議（KuraDRO）と連携して実施した

ものであり、それは「薬剤師のための災害対策マニュアル」に準ずるものであった。

避難者が 50 名以下の避難所と 250 名を超える大規模避難所での活動を比較した結果、

避難所での受付担当者の役割が、避難者の個人情報の管理や多職種と情報共有する際

に重要であり、鍵付きロッカーの利用や避難所の規模に応じたアナウンス方法および

受付担当者の人員配置等の体制整備が重要であると考えられた。また、医療者の夜間

巡回スケジュールや避難所に必要な物資の把握にソーシャルネットワークサービスの

LINE®の活用は有益であることが示唆された。 
 
 

キーワード：薬剤師、多職種連携、避難所、受付の役割、LINE®  
 

１．はじめに 
岡山県真備地区を襲った平成 30 年 7 月豪雨に際し、

避難者の薬の必要性の把握、受診勧奨、及び精神的不安

の軽減を目的として、岡山県薬剤師会玉島支部は 7 月 6
日の発災直後から支援活動を行った。玉島支部のある倉

敷市玉島地区は、倉敷市真備地区に隣接する地区であっ

たが、浸水被害は軽微であり、被災近隣地域の有志ボラ

ンティアから成る薬局薬剤師と病院薬剤師がチームとな

って各避難所の支援活動に参画した。 
避難所での支援活動は、保健体制と医療体制を併せて

支援を行う KuraDRO（クラドロ: Kurashiki Disaster 
Recovery Organization; 倉敷地域災害保健復興連絡会議）

と連携して実施した。KuraDRO とは、被害が拡大し、県

内外から避難所に派遣された医療チームが情報交換する

中で連携・協働した組織であり、倉敷市保健所（本部事

務局）、岡山県備中保健所、厚生労働省、岡山県、日本医

師会、日本赤十字社、全日本病院協会、国際医療ボラン

ティア（AMDA; The Association of Medical Doctors of Asia）、
及び災害派遣医療チーム（DMAT; Disaster Medical 
Assistance Team ／JMAT; Japan Medical Association Team）

等で構成された。 
東日本大震災後、災害時の薬剤師の活動や役割につい

て報告されてきている（永瀬ほか, 2012; 島田ほか, 2013; 
吉中ほか, 2013; 松田ほか, 2013; 若林, 2015;）。また、2012
年に示された「薬剤師のための災害対応マニュアル」（厚

生労働科学研究, 2012）では、薬剤師による救援活動とし

て、医療救護所におけるDMAT 等の災害派遣医療チーム

の一員として対応すること、及び避難所における一般用
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医薬品（OTC）の供給管理と衛生管理等の活動を行なう

ことが明記されている。その内、前者の医療救護所にお

ける“医療チームの一員として行う薬剤師の活動”につ

いては、救援物資としての医薬品・医療材料の仕分け作

業（島田ほか, 2013）、医薬品の供給体制の構築（若林, 
2015）、お薬手帳を活用した継続的に必要な治療薬の把握

と医師の処方支援（松田ほか, 2013）、DMAT における調

整員として人員・時間・安全・健康・情報管理の実施に

より医療支援環境を作ること（村木, 2015）に関する報告

がなされている。その一方で、後者の被災者の生活の場

である“避難所での薬剤師の活動”を報告したものにつ

いては、DMAT／JMAT が撤退した後の感染症への対応

や慢性疾患の医薬品供給に関する報告（名倉, 2014）はあ

るが、被災地域の状況をよく把握している現地のボラン

ティア薬剤師による避難所での活動を報告したものは皆

無である。これまでに報告された医療救護所における活

動だけでは、通常の災害派遣医療チームが居ない夕方・

夜間の対応は不可能であり、また、慢性疾患に対して服

薬している避難者に対する継続的な治療・医療を支援す

ることはできない。しかし、被災地周辺で働く薬剤師で

あれば、数週間から数か月間の避難生活を余儀なくされ

る避難者に対して、夜間対応や中長期的な医療支援を実

施できる可能性がある。 
そこで本研究では、避難所における夜間対応や中長期

的な薬剤師の活動の可能性を検証することを目的とした。 
 

２．研究方法 
発災から 8 月 15 日までの約 5 週間、薬剤師以外の職種

団体である倉敷市職員、保健師、看護師、およびDMAT
／JMAT が行った避難所での活動時間と活動内容に対し

て、被災地近隣のボランティア薬剤師が行った活動時間

と活動内容を比較検討することで、今後起こりうる水害

対策として、被災地近隣のボランティア薬剤師が効果的

に支援活動を行う時間や支援内容について考察した。 
 
３．被災状況とボランティア薬剤師の支援内容 
（１）岡山県真備地区での平成 30 年 7 月豪雨における

被害状況（概要） 
2018 年 7 月 5 日から 7 日にかけて、100 年に一度とい

われる豪雨が倉敷市を襲い 7 月 6 日には倉敷市で初めて

の「大雨特別警報」が発令された。真備地区では、小田

川をはじめ、末政川、高馬川（たかまがわ）、真谷川（ま

だにがわ）、大武谷川（おおぶだにがわ）における 8 か所

で堤防が決壊し、大規模な浸水被害が発生した。真備地

区は倉敷市北西部に位置し、人口は 22,797 人の 9,006 世

帯がある。浸水場所を図 1 に示す（国土交通省, 2019 参

照）。人的被害状況としては死者 52 人、重傷者 3 人、軽

症者103人であり、住家被害状況としては全壊4,646棟、

大規模半壊 453 棟、半壊 392 棟、一部損壊 469 棟であっ

た。浸水地域は約 12ha（真備地区の約 27％）で最大水深

は約 5.38m に達した。ライフラインの状況を表 1 に示し

た（倉敷市保健所, 2019 参照）。停電約 1,700 戸（7 月 12
日復旧）、真備地区全域の断水（7 月 24 日全面解除）、固

定電話の不通（8 月 3 日復旧）、携帯電話は発災から数日

の間、繋がりにくかった。鉄道に関しては井原線の三谷

駅から総社駅間の運転が見合わせとなった（9 月 3 日全

線復旧）。また、医療機関については発災前には 2 病院、

10 診療所、7 歯科診療所があったが、発災後は 1 病院を

除く殆どの医療機関に浸水被害があり診療は不可能であ

った。 
（２）各避難所の特徴 
倉敷市及び隣接する総社市で真備地区関連の避難所は

29か所あり、7月 6日時点では約 5,600人が避難した。

その内、玉島地区に 4か所設置された乙島（おとしま）

小学校、上成（うわなり）小学校、穂井田（ほいだ）小

学校、および黒崎公民館、船穂（ふなお）地区に設置さ

れた船穂小学校、真備地区に設置された二万（にま）小

学校の計 6 か所を薬剤師会玉島支部が担当した（図 2）。

表 2に避難所ごとの避難者数を示した。尚、黒崎公民館

は支援開始後数日で統合閉鎖されたため本研究の対象外

とした。 

a）上成小（最多避難者数 12名） 

5 つの避難所で唯一、個人ごとのカルテが作成され、

受付（倉敷市職員）が管理した。上成小は避難者数が少

なかったため避難所を巡回した薬剤師が全員に声掛けし

個人の状況を把握した。受付の市職員が管理していた個

人カルテを用い、医療チーム間で情報共有した。 
ｂ）二万小（最多避難者数 260名） 

二万小は避難者の人数が 250 名を超える大きな避難所

で、薬剤師会玉島支部が担当した避難所の中では唯一の

真備地区内にある避難所だった。5 つの避難所で唯一、

DMAT/JMAT による常設の医療救護所が開設された。ま

た支援団体の介入数が最も多かった。発災初期から保健

室で支援活動を行う許可が得られ活動の拠点として利用

された。薬剤師の到着を校内放送で案内し、医療救護所

である保健室にて避難者に対応した。DMAT/JMAT 以外

の医療チームも保健室を利用し、備蓄 OTC も診療に使

用した。衛生材料の補充リクエストも受けた。お薬手帳

の利用を校内放送で呼びかけたが、浸水で流失している

避難者が多く、新規でのお薬手帳の配布や利用は困難だ

った。 
ｃ）乙島小（最多避難者数 25名） 

乙島小は地域の社会福祉協議会（地区社協）の活動が

活発で、自家用車が流される等、交通手段の無い被災者

に対しても支援スタッフが細やかに対応した。市や県の

職員よりも地区社協スタッフは被災者個人の状況を細か

く把握しており、被災者の医療ニーズ、環境衛生ニーズ、

及び衛生用品等の物資ニーズを迅速かつ正確に把握した。 
ｄ）船穂小（最多避難者数 49名） 

船穂小は真備地区外の避難所の中で最も真備地区に近
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ことが明記されている。その内、前者の医療救護所にお

ける“医療チームの一員として行う薬剤師の活動”につ

いては、救援物資としての医薬品・医療材料の仕分け作

業（島田ほか, 2013）、医薬品の供給体制の構築（若林, 
2015）、お薬手帳を活用した継続的に必要な治療薬の把握

と医師の処方支援（松田ほか, 2013）、DMAT における調

整員として人員・時間・安全・健康・情報管理の実施に

より医療支援環境を作ること（村木, 2015）に関する報告

がなされている。その一方で、後者の被災者の生活の場

である“避難所での薬剤師の活動”を報告したものにつ

いては、DMAT／JMAT が撤退した後の感染症への対応

や慢性疾患の医薬品供給に関する報告（名倉, 2014）はあ

るが、被災地域の状況をよく把握している現地のボラン

ティア薬剤師による避難所での活動を報告したものは皆

無である。これまでに報告された医療救護所における活

動だけでは、通常の災害派遣医療チームが居ない夕方・

夜間の対応は不可能であり、また、慢性疾患に対して服

薬している避難者に対する継続的な治療・医療を支援す

ることはできない。しかし、被災地周辺で働く薬剤師で

あれば、数週間から数か月間の避難生活を余儀なくされ

る避難者に対して、夜間対応や中長期的な医療支援を実

施できる可能性がある。 
そこで本研究では、避難所における夜間対応や中長期

的な薬剤師の活動の可能性を検証することを目的とした。 
 

２．研究方法 
発災から 8 月 15 日までの約 5 週間、薬剤師以外の職種

団体である倉敷市職員、保健師、看護師、およびDMAT
／JMAT が行った避難所での活動時間と活動内容に対し

て、被災地近隣のボランティア薬剤師が行った活動時間

と活動内容を比較検討することで、今後起こりうる水害

対策として、被災地近隣のボランティア薬剤師が効果的
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（１）岡山県真備地区での平成 30 年 7 月豪雨における

被害状況（概要） 
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で堤防が決壊し、大規模な浸水被害が発生した。真備地

区は倉敷市北西部に位置し、人口は 22,797 人の 9,006 世

帯がある。浸水場所を図 1 に示す（国土交通省, 2019 参

照）。人的被害状況としては死者 52 人、重傷者 3 人、軽

症者103人であり、住家被害状況としては全壊4,646棟、

大規模半壊 453 棟、半壊 392 棟、一部損壊 469 棟であっ

た。浸水地域は約 12ha（真備地区の約 27％）で最大水深
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除く殆どの医療機関に浸水被害があり診療は不可能であ

った。 
（２）各避難所の特徴 
倉敷市及び隣接する総社市で真備地区関連の避難所は

29か所あり、7月 6日時点では約 5,600人が避難した。

その内、玉島地区に 4か所設置された乙島（おとしま）

小学校、上成（うわなり）小学校、穂井田（ほいだ）小

学校、および黒崎公民館、船穂（ふなお）地区に設置さ

れた船穂小学校、真備地区に設置された二万（にま）小

学校の計 6 か所を薬剤師会玉島支部が担当した（図 2）。

表 2に避難所ごとの避難者数を示した。尚、黒崎公民館
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5 つの避難所で唯一、個人ごとのカルテが作成され、

受付（倉敷市職員）が管理した。上成小は避難者数が少

なかったため避難所を巡回した薬剤師が全員に声掛けし

個人の状況を把握した。受付の市職員が管理していた個

人カルテを用い、医療チーム間で情報共有した。 
ｂ）二万小（最多避難者数 260名） 

二万小は避難者の人数が 250 名を超える大きな避難所

で、薬剤師会玉島支部が担当した避難所の中では唯一の

真備地区内にある避難所だった。5 つの避難所で唯一、

DMAT/JMAT による常設の医療救護所が開設された。ま

た支援団体の介入数が最も多かった。発災初期から保健

室で支援活動を行う許可が得られ活動の拠点として利用

された。薬剤師の到着を校内放送で案内し、医療救護所

である保健室にて避難者に対応した。DMAT/JMAT 以外

の医療チームも保健室を利用し、備蓄 OTC も診療に使

用した。衛生材料の補充リクエストも受けた。お薬手帳

の利用を校内放送で呼びかけたが、浸水で流失している

避難者が多く、新規でのお薬手帳の配布や利用は困難だ

った。 
ｃ）乙島小（最多避難者数 25名） 

乙島小は地域の社会福祉協議会（地区社協）の活動が

活発で、自家用車が流される等、交通手段の無い被災者

に対しても支援スタッフが細やかに対応した。市や県の

職員よりも地区社協スタッフは被災者個人の状況を細か

く把握しており、被災者の医療ニーズ、環境衛生ニーズ、

及び衛生用品等の物資ニーズを迅速かつ正確に把握した。 
ｄ）船穂小（最多避難者数 49名） 

船穂小は真備地区外の避難所の中で最も真備地区に近

論文（事例紹介） 

3 

 

かった。船穂小の受付職員は薬剤師の活動に協力的だっ

た。避難所である体育館内に施錠できる保管場所が確保

できなかったため、備蓄 OTC の保管方法に苦慮した。

近隣病院の看護師チームの活動時間は 18 時からであっ

たため、発災当初、まれに遭遇して情報交換を行ったが、

亜急性期（7 月 22 日～8 月 15 日）には支援時間を合わせ

て協働した。 
e）穂井田小（最多避難者数 26名） 

穂井田小はペット動物同伴のために遅れて開設された

避難所であり、医療支援ニーズが少なかった。この避難

所に入所するまでにトラブルを経験した人が多かった為

か「何故、同じことを何度も聞くんだ」という声もあっ

た。多職種が別々の機会に同じ内容を質問することを避

けるため、医療者間の一斉ミーティングの際に「各医療

チームの巡回時間を合わせましょう」と申し合せた。 
（３）ボランティア薬剤師の活動 

被災地近隣で勤務する薬剤師は、発災当初、9 時、15
時半、18 時半の 1 日 3 回の支援活動を行っていたが、夜

間は巡回する医療チームが不在であり、日中は瓦礫撤去

作業等に外出し不在の避難者が多く、夜間に医療ニーズ

が多かったため、薬剤師の巡回は夜間へシフトした。 
避難所では次の対応を行った。(1)体調や薬についての

相談、(2)バイタルチェックや症状確認などトリアージを

行った上での OTC 供給、(3)適切な医療機関への受診勧

奨や他の医療チームへの引継ぎ、(4)処方せんを持ったま

ま薬を受け取ることが出来ていない被災者への対応、(5)
不安に思われていることの傾聴と精神面へのフォローア

ップ、(6)避難所における衛生管理及び感染対策への介入、

(7)医療機関の無料受診などの必要な情報提供を行った。

これらの支援活動は薬局勤務の薬剤師 1 名と病院勤務の

薬剤師が 2 人 1 組で巡回し対応した。 
発災当初、近隣病院チームの看護師団体とは避難所巡

回時に何度か遭遇し、その時間のみでの情報共有を行っ

ていたが、亜急性期（7 月 22 日～8 月 15 日）からは活動

時間を合わせて協働で支援した。 
（４）各職種とボランティア薬剤師との連携 
急性期（7 月 8 日～7 月 21 日）と亜急性期（7 月 22 日

～8 月 15 日）に分けて、避難所ごとに、薬剤師会玉島支

部が各チームと連携した内容を表 3、4 に示した。 
a）DMAT/JMATとの情報連携 

二万小、船穂小ではDMAT が発行した災害処方せんは

倉敷市保健所に設置された仮設薬局で調剤され翌日に配

達された。しかし、昼間は避難者不在で届かなかったこ

ともあり、薬剤師会玉島支部が夜間に服薬指導して渡す

こともあった。熱中症が多い時期で、脱水を補う輸液の

緊急供給を日本赤十字社のDMAT より求められ、薬剤師

会玉島支部が対応した。 
ｂ）保健師との情報連携 

発災当初、二万小学校で保健師が活動していることは

わかっていたが直接の連携はなかった。その後、介入早

期（7 月 16 日）に二万小学校の避難所運営会議が開催さ

れ、その際、保健師より「お薬を飲めていない人がいる

ので一包化をお願いできないか、薬剤師にフォローをお

願いしたい」と打診がありそれ以降連携して活動した。8
月 6 日以降、避難所の人数が減ったことをきっかけに始

めた薬剤師と保健師との「交換日記」は閉所まで続いた。

保健師の介入時間帯は主に昼間、薬剤師は主に夜間であ

ったため直接会うことはほとんどなかったが、保健師が

避難所受付に情報を残していた際には、受付（倉敷市職

員）を通じて避難者の医療ニーズを情報共有した。一方、

乙島小を巡回していた保健師は KuraDRO の組織下で動

いていたが、保健師独自の動きとして倉敷市保健所から

支援物資を取り寄せていたため、薬剤師会玉島支部には

衛生用品が不足している旨の情報が提供されなかった。 
ｃ）看護師との情報連携 
看護師は昼間、薬剤師は夜間に主に巡回しており、発

災 1 週間を経過した頃に、お互いの活動を認識すること

ができた。また、巡回時の避難者情報を含む記録を各団

体で保管・管理しており情報共有ができなかった。 
医療救護所が設置された二万小では、看護師は

DMAT/JMAT の医療チームとして避難所に入っていたた

め、薬剤師と看護師の交流は無かった。 
ｄ）受付担当者との情報連携  
 上成小では個人カルテを早期から受付の倉敷市職員が

作成・管理した。薬剤師も個人カルテに訪問記録を記載

でき、倉敷市職員が避難者情報のハブ機能を果たし看護

師など多職種間の情報連携をサポートした。上成小は避

難者の少ない小規模な避難所であり、その中でも医療ニ

ーズが継続的にある避難者数は数名であったため個人ご

とのカルテを作成することができた。避難者にも毎回声

かけした。しかしながら二万小のような 50 名を越える大

規模な避難所での全員への声掛けや避難者の医療ニーズ

を把握することは不可能であった。 
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図 1  倉敷市真備地区の浸水推定図（国土交通省, 2019参照） 

岡山県倉敷市 
真備地区 

 
二万小学校 

船穂小学校 

上成小学校 

乙島小学校 

穂井田小学校 

図 2  各避難所（小学校）の位置関係 

（国土地理院地図を基に作図） 

表 1  ライフライン等に関する状況 

種別

電気 停電 1,700戸　7月12日19時過ぎ～点検後復旧

水道 断水　真備地区全域

7月9日　小田川北側の一部で試験通水（飲用不可）

7月24日　断水全面解除

電話 固定電話不通　8月3日復旧（電話会社により一律ではない）

携帯電話　繋がりにくさあり（電話会社により一律ではない）

鉄道 井原線　三谷～総社間運転見合わせ　9月3日前線復旧

医療機関 【被災前】2病院、10診療所、7歯科診療所

【被災後】1病院以外はすべて浸水被害あり、診療不可

状況
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表 3 急性期（7月 8日～7月 21日）における避難所での薬剤師と多職種との活動概要 

上成 二万 乙島 船穂 穂井田

受付
（岡山県、倉敷市職員）

・患者の個人カルテを作成し、受付で管理。
JMATから聞き取りしたことをカルテに転記
・常備OTC薬の使い分けが判断できす管理
できない。防災備蓄ロッカーに保管（鍵つ
き）

・保健室にOTC常備薬が設置さ
れ、支援活動を保健室で行う許可
を得た。
・避難所運営会議に参加し、校内
放送をする許可を得た。
・目のケアの啓発プリント配布を本
部に依頼した。

・7月13日に救急搬送ありDMATへ申し
送りした
・7月14日に脱水のため救急搬送あり。
前日より嘔吐下痢だったが悪化のため
・カットバンは傷口悪化する、と嫌がる
避難者あり、対応策を相談された
・手指消毒剤の設置済み確認、手を
洗ってから使うよう指導
・嘔吐下痢患者のためのラップポン、ト
レッカー3の設置を確認
・うがい薬のトイレ設置を確認、残りも
あること確認
・入浴施設への送迎あることを確認

・受付にて避難所内での患者名と居住
位置の対応表が用意され、確認できる
ようになった
・消毒液の希釈方法とOTC常備薬の利
用方法について説明した
・トイレ衛生状況を確認
・うがい薬の設置を確認
・OTC常備薬を7月20日以降、鍵のかか
るロッカーで薬剤師会が管理することを
了承いただいた

（7月21日避難所開設）

保健師

・平日午後に入っている
・目薬の要望が出ていることを聞き取り
・患者が降圧剤を飲み切ってしまったと連絡
あり

・避難所運営会議で面会し、一包
化必要な方の情報共有を行った。

・保健師巡回あることを確認
・血圧計がないため全員で見守ると申
し送りうけた

・倉敷市の保健師と現地で遭遇
・保健師巡回時に気になった患者は
JMATに申し送り診てもらったとのこと

（7月21日避難所開設）

看護師

・玉島地区の病院の看護師が巡回している
との情報を得た
・採用薬がなければ院外処方せんを出して
もらえればいいと気づいていただいた（院外
処方せんを出したことのない病院のNs.）

・特になし ・A病院チームが巡回していることを確
認。以下、巡回体制
　医師　定期的には入らない
　歯科　毎火曜18:00
　看護師　毎日18:00
・時間外受診は症状によって対応でき
ないことあるので事前に電話連絡を
・玉島歯科医師会　毎週日・木の夕、
玉島地区避難所に入る

・B病院の看護師が毎日18時頃、Dr.と
共に訪問していることを確認。

（7月21日避難所開設）

DMAT/JMAT

・JMATのDr.に受付の個人カルテへの所見
の記載を依頼
・OTC常備薬について病院とJMATの処方
薬との飲み合わせをまだ相談できてないこ
とを共有

・OTC常備薬と衛生材料をDMATが
診察に使用した。
・和歌山日赤DMATより、熱中症患
者への輸液が不足したとき確実に
供給できるルートを確保してほしい
との依頼あり。
・患者不在のため渡せなかった調
剤された薬剤の服薬指導（5人分）
の依頼を、受付経由で受け取っ
た。

・大阪JMAT 4名で個々に問診したが聴
診器をあてるまでの重症患者はいな
かった

・薬剤師巡回時に高血圧の女性を確
認、KuraDRO経由でDMAT/JMAT申送
り
・大阪JMATから申し送り：災害薬局より
処方薬を持ってきたが患者外出中。夕
方帰宅時に服薬指導の依頼が薬剤師
会にあり。
・別患者で大阪JMATから申し送り：処方
薬を持ってきたが外出中。帰宅時に服
薬指導の依頼あり。

（7月21日避難所開設）

その他

・不眠の相談あり、近医の精神科医へ薬剤
師から申し送り
・降圧薬服用患者の服用薬を確認するた
め、まび記念病院災害対策本部に問い合
わせした
・使用点眼薬がわからず主治医に連絡し、
近院へ情報提供

・避難所運営会議に参加
・校内放送の許可を得た

（7月21日避難所開設）

7月15日 7月22日 8月1日 8月13日

上成小 7世帯  12人 5世帯   8人 4世帯   5人 1世帯   2人

二万小 64世帯 179人 92世帯 260人 78世帯 230人 78世帯 230人

乙島小 10世帯  23人 12世帯  25人 12世帯  23人 13世帯  22人

船穂小 16世帯  36人 19世帯  48人 21世帯  49人 20世帯  44人

穂井田小 未開設 9世帯 22人 11世帯  26人 9世帯  23人

表 2  発災後 5週間における避難所ごとの避難人数 
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上成 二万 乙島 船穂 穂井田

受付
（岡山県、倉敷市職員）

・担当者変更。受診方法、薬対応、救急対
応、虫害ムカデのことなど申し送りされた
が、薬剤師会からもフォロー説明した
・OTC常備薬を受付で渡す際には記帳する
よう依頼した
・OTC常備薬を7月末で撤収予定の案内を
掲示するよう依頼
・環境衛生管理状況を確：嘔吐等消毒セット
常備、温度・湿度計あり（湿度対策のためタ
オルを掛けている、昼30%・夜40%くらい）、空
調は冷暖房、毎日朝と昼に換気実施、モッ
プがけ実施、トイレ消毒チェック表設置

・受付のOTC常備薬を確認
・OTC常備薬の撤収撤退予定につ
いて受付に説明し、校内放送と貼り
紙で案内することとした。
・処方せんを持ったままの方がおら
れたら教えてもらうよう依頼した

・頭痛持ちの避難者が鎮痛剤を夜に必
要とするので、受付にOTC常備薬を移
動させた
・受付職員にOTC常備薬の施錠管理を
することを説明
・保健師が持参追加した鎮痛剤をOTC
払い出し管理リストに書き加えるよう依
頼
・OTCを取り扱う職種の判断基準につ
いて受付より問い合わせあり、薬剤師
が相談応需する回答した
・保健師に頼んだ包帯が届かないと問
い合わせを受けた（薬剤師会では把握
していない依頼）
・7月末でOTC常備薬撤去すること連絡
・換気は毎日1回、朝に実施している

・OTC常備薬ロッカーの温度が32度を超
えており移設を検討。
・真備地区医療機関巡回バスの運行開
始案内が掲示されていないことを確認、
受付の倉敷市職員に申し送りした
・7月末でOTC常備薬を撤収することを
案内し了承された。
・日中の換気を依頼。1日2回、朝6時と
14時、30分ずつ実施

・OTC常備薬の在庫チェッ
ク実施。払い出し台帳の
記入あったが、渡した方の
名前の記録がなかったの
で、記入していただくよう
受付の方に依頼した

保健師

・8/6に、経過観察してほしい方のリ
ストを保健師から受け取った。以
降、毎日保健師より申し送りあり。

・保健師がOTC常備薬保管場所を移動
していたことを確認

・保健師と遭遇、患者情報申し送り。保
健師と看護師と薬剤師にでは、同じ患
者でも言うことが違うという話

・保健師が来ていることの
確認は取れたが情報の連
携が不十分、保健師との
交換ノートを作成していく

看護師

・薬剤師会と看護協会で合同会議。これま
でのお互いの活動を把握、今後協働して介
入する。個人カルテにも記入頂けることと
なった
・OTC常備薬を7月末で回収後、問題の起
きていないことを確認

・薬剤師会と看護協会で合同会
議。これまでのお互いの活動を把
握、今後協働して介入する。

・薬剤師会と看護協会で合同会議。こ
れまでのお互いの活動を把握、今後協
働して介入する。
・要治療者が出たが、休日で検査でき
なかったため救急車を呼んだと申し送
り受けた。本件、D病院看護部長と救
急搬送患者の対応について情報共有
した

・薬剤師会と看護協会で合同会議。これ
までのお互いの活動を把握、今後協働
して介入する。
・B病院看護師よりOTC常備薬から湿布
薬の払い出しを確認
・B病院看護師の介入が8月3日まで。今
後、薬剤師会の介入予定を問い合わせ
受けた

・薬剤師会と看護協会で
合同会議。これまでのお
互いの活動を把握、今後
協働して介入する。ｓ
・C病院看護師と一緒にな
り、ルルを服用中の人が1
名いることを申し送り受け
た

DMAT/JMAT

その他

・夜間に疼痛の患者あり。倉敷成人病
センター受診中のため、当直Dr.に電話
連絡した上でOTC常備薬から消炎鎮痛
剤を提供

表 4 亜急性期（7月 22日～8月 15日）における避難所での薬剤師と多職種との活動概要 

図 3  発災後 5週間の避難所巡回を行った薬剤師数 

表 5  避難所における各医療者団体の平均的な活動時間 

上成 二万 乙島 船穂 穂井田

受付
（岡山県、倉敷市職員）

0：00～24：00 0：00～24：00 0：00～24：00 0：00～24：00 0：00～24：00

保健師 13：30～17：00 10：00～16：00
(県外チーム)

13：30～17：00 13：30～17：00 13：30～17：00

看護師 17：00～18：00 11：00～16：00
（DMAT/JMATチーム）

17：30～18：30 18：00～19：00 19:00～20：00

DMAT/JMAT 11：00～16：00 11：00～16：00 11：00～16：00 11：00～16：00 11：00～16：00

薬剤師 19：00～20：00 20：00～22：00 19：00～20：00 19：00～20：00 19：00～20：00

表中には、各避難所での活動開始時間～終了時間を示した
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上成 二万 乙島 船穂 穂井田

受付
（岡山県、倉敷市職員）

・担当者変更。受診方法、薬対応、救急対
応、虫害ムカデのことなど申し送りされた
が、薬剤師会からもフォロー説明した
・OTC常備薬を受付で渡す際には記帳する
よう依頼した
・OTC常備薬を7月末で撤収予定の案内を
掲示するよう依頼
・環境衛生管理状況を確：嘔吐等消毒セット
常備、温度・湿度計あり（湿度対策のためタ
オルを掛けている、昼30%・夜40%くらい）、空
調は冷暖房、毎日朝と昼に換気実施、モッ
プがけ実施、トイレ消毒チェック表設置

・受付のOTC常備薬を確認
・OTC常備薬の撤収撤退予定につ
いて受付に説明し、校内放送と貼り
紙で案内することとした。
・処方せんを持ったままの方がおら
れたら教えてもらうよう依頼した

・頭痛持ちの避難者が鎮痛剤を夜に必
要とするので、受付にOTC常備薬を移
動させた
・受付職員にOTC常備薬の施錠管理を
することを説明
・保健師が持参追加した鎮痛剤をOTC
払い出し管理リストに書き加えるよう依
頼
・OTCを取り扱う職種の判断基準につ
いて受付より問い合わせあり、薬剤師
が相談応需する回答した
・保健師に頼んだ包帯が届かないと問
い合わせを受けた（薬剤師会では把握
していない依頼）
・7月末でOTC常備薬撤去すること連絡
・換気は毎日1回、朝に実施している

・OTC常備薬ロッカーの温度が32度を超
えており移設を検討。
・真備地区医療機関巡回バスの運行開
始案内が掲示されていないことを確認、
受付の倉敷市職員に申し送りした
・7月末でOTC常備薬を撤収することを
案内し了承された。
・日中の換気を依頼。1日2回、朝6時と
14時、30分ずつ実施

・OTC常備薬の在庫チェッ
ク実施。払い出し台帳の
記入あったが、渡した方の
名前の記録がなかったの
で、記入していただくよう
受付の方に依頼した

保健師

・8/6に、経過観察してほしい方のリ
ストを保健師から受け取った。以
降、毎日保健師より申し送りあり。

・保健師がOTC常備薬保管場所を移動
していたことを確認

・保健師と遭遇、患者情報申し送り。保
健師と看護師と薬剤師にでは、同じ患
者でも言うことが違うという話

・保健師が来ていることの
確認は取れたが情報の連
携が不十分、保健師との
交換ノートを作成していく

看護師

・薬剤師会と看護協会で合同会議。これま
でのお互いの活動を把握、今後協働して介
入する。個人カルテにも記入頂けることと
なった
・OTC常備薬を7月末で回収後、問題の起
きていないことを確認

・薬剤師会と看護協会で合同会
議。これまでのお互いの活動を把
握、今後協働して介入する。

・薬剤師会と看護協会で合同会議。こ
れまでのお互いの活動を把握、今後協
働して介入する。
・要治療者が出たが、休日で検査でき
なかったため救急車を呼んだと申し送
り受けた。本件、D病院看護部長と救
急搬送患者の対応について情報共有
した

・薬剤師会と看護協会で合同会議。これ
までのお互いの活動を把握、今後協働
して介入する。
・B病院看護師よりOTC常備薬から湿布
薬の払い出しを確認
・B病院看護師の介入が8月3日まで。今
後、薬剤師会の介入予定を問い合わせ
受けた

・薬剤師会と看護協会で
合同会議。これまでのお
互いの活動を把握、今後
協働して介入する。ｓ
・C病院看護師と一緒にな
り、ルルを服用中の人が1
名いることを申し送り受け
た

DMAT/JMAT

その他

・夜間に疼痛の患者あり。倉敷成人病
センター受診中のため、当直Dr.に電話
連絡した上でOTC常備薬から消炎鎮痛
剤を提供

表 4 亜急性期（7月 22日～8月 15日）における避難所での薬剤師と多職種との活動概要 

図 3  発災後 5週間の避難所巡回を行った薬剤師数 

表 5  避難所における各医療者団体の平均的な活動時間 

上成 二万 乙島 船穂 穂井田

受付
（岡山県、倉敷市職員）

0：00～24：00 0：00～24：00 0：00～24：00 0：00～24：00 0：00～24：00

保健師 13：30～17：00 10：00～16：00
(県外チーム)

13：30～17：00 13：30～17：00 13：30～17：00

看護師 17：00～18：00 11：00～16：00
（DMAT/JMATチーム）

17：30～18：30 18：00～19：00 19:00～20：00

DMAT/JMAT 11：00～16：00 11：00～16：00 11：00～16：00 11：00～16：00 11：00～16：00

薬剤師 19：00～20：00 20：00～22：00 19：00～20：00 19：00～20：00 19：00～20：00

表中には、各避難所での活動開始時間～終了時間を示した
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（５）支援活動の種類ごとの連携 
a）服薬指導を通じての連携 

二万小、船穂小ではDMAT/JMAT の巡回時間に避難者

が外出し不在だった場合、DMAT/JMAT より服薬指導の

依頼を受けて薬を預かった。夜間、薬剤師が巡回した際

に配薬と服薬指導を行った。 
ｂ）消毒対策を通じての連携 

二万小と船穂小では、次亜塩素酸の希釈方法について

倉敷市職員より薬剤師に問い合わせがあった。消毒する

対象によって希釈濃度が違うことを説明したが、それは

管理が難しいとのことで、次亜塩素酸の泡製品を用意し

て届けた。 
ｃ）換気対策を通じての連携 

二万小と船穂小では何度か倉敷市職員に換気するよう

依頼したが、虫が入るからという理由で断られていた。8
月に入って咳をしている方が増えてきたため、換気の依

頼を続けたところ、昼間の短時間のみの換気を実施され

た。上成小でも時間を決めて定期的に換気が行なわれた。 
ｄ）備蓄 OTCの管理を通じての連携 

船穂小では受付に OTC 医薬品を箱に入れ、払い出し

管理票とともに鍵のかかる場所に薬剤師が保管管理して

いた。しかし、昼間には 30℃を超える保存場所であり医

薬品の品質・安定性に懸念が生じ、鍵のかからない別の

場所に移動せざるを得なかった。あるとき管理外にOTC
が使用され管理票が紛失したことがあり、受付職員と連

携して管理を強化した。 
乙島小ではOTCの適正管理のために薬剤師がOTCと

衛生用品を管理したいと避難所に伝えた際、地区社協ス

タッフから自分たちで管理できるので任せて欲しいと訴

えがあり、説明と理解を得るのに時間を要した。最終的

には薬剤師がOTC を管理した。 
e）避難者への情報提供手段 

ポスターや掲示物が主要な情報提供手段であった。し

かし一つの掲示板に、衛生管理に関する情報、巡回バス

などの移動手段や薬代などの経済的支援など生活に関す

る数十の情報が雑然と掲示されたため、避難者は必要な

情報を把握するのが困難であった。情報提供する時間帯

について、昼間は浸水した自宅の片付けのため避難者が

おらず、日中に、避難所にて直接情報を伝えることは難

しかった。また、避難者の少ない避難所では一人一人に

情報提供することができたが、大規模な避難所では個別

の情報提供は難しく避難所内の一斉放送で行った。 
（６）薬剤師会玉島支部内での情報連携 
 薬剤師会玉島支部内の情報共有の方法として、当初は

活動記録を 1 つのノートに書きまとめていたが、担当者

の負荷が甚大となった。そこで、全員が情報を持ち寄る

方法として LINE®（LINE 株式会社が開発し提供するソ

ーシャル・ネットワーキング・サービス）を使用した。

薬剤師全員で共有する全体 LINE グループのほか、避難

所ごとに LINE グループを設け情報を集約した。巡回時

にリアルタイムに OTC の在庫状況を写真で共有し、必

要な物資を配置することが出来た。巡回のスケジュール

調整には伝助®（Infoarrow Co.,Ltd.が開発し提供する日程

スケジュール調整サービス）を用いた。 
 
４．調査結果 
表 5 に示すように、各避難所における倉敷市職員は 3

交代で 24 時間配置していた。保健師は二万小学校では午

前中より活動していたが、それ以外の避難所では午後か

ら夕方にかけて活動していた。看護師は被災地近隣の病

院から出動し、夕方から 19 時までの時間に避難所を巡回

していた。他地域からの災害派遣チーム DMAT／JMAT
の活動時間は 11 時～16 時であり、保健所でのミーティ

ングに参加するため夕方には避難所を離れていた。 
今回、被災地支援に参加したボランティア薬剤師（全

48名）の避難所における活動時間は19時～22時であり、

他の医療者団体が避難所にいない時間に巡回した。また、

発災後の 7 月 15 日から 8 月 13 日までの 29 日間で、延べ

140 名のボランティア薬剤師が避難所の支援活動を行い、

1 日当り平均 4.8 人の薬剤師が所属施設での業務を終了

した後に避難所を巡回した（図 3）。 
 
５．考察 
本報告は、被災地近隣の薬剤師によるボランティア活

動に関するものである。今回、ボランティア薬剤師は避

難所を巡回する中で、小学校体育館で生活する避難者の

医療ニーズに気づき、その需要が高い夜間帯において、

OTC 等で対応し、多職種へ連携することが出来た。 
2012 年に発表された「薬剤師のための災害対策マニュ

アル」（厚生労働科学研究, 2012）によると、災害発生時

の地域薬剤師会において最も重要なことは、地域におけ

る情報収集、都道府県薬剤師会への情報提供と支援要請、

及び被災地の医療拠点（本部）との連携であると謳われ

ている。今回のボランティア薬剤師の支援活動がこの災

害対策マニュアルにどのような点で準拠していたか、お

よび、準拠した活動を行う上での課題や今後に向けた改

善策について考察したい。 
今回のボランティア薬剤師による支援活動は

KuraDRO と連携して行った。また、本ボランティア薬剤

師は、岡山県薬剤師会玉島支部に所属し、薬局薬剤師と

病院薬剤師が共同で組織的に活動した。活動メンバーの

責任者として岡山県薬剤師会玉島支部長自身が他団体と

の情報の伝達・共有を積極的に行った。また、活動メン

バーの薬局を玉島地区における災害拠点薬局の機能を担

う“基地薬局”として位置づけ、避難所を巡回する薬剤

師からの情報に基づき、避難所への医薬品等の支援物資

の供給・管理・保管を行った。これらの活動は現地の指

揮命令系統に従って実施された点で「薬剤師のための災
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害対策マニュアル」（厚生労働科学研究, 2012）に準ずる

ものであった。しかし、このマニュアルには、医療救護

所での医師・看護師等との医薬品適正使用に関する連携

は明示されているものの、避難所における医療者間（保

健師、看護師、薬剤師）の情報連携については、公衆衛

生活動（衛生管理及び防疫対策）に限局した記述のみで

ある。今回の支援活動を踏まえると、避難所における

JMAT/DMAT や保健所等の各医療者団体の中での指揮命

令系統（縦の繋がり）は十分に機能していたが、玉島支

部と保健師および看護師などの他団体との情報連携（横

の繋がり）は十分に行われていなかった。この原因とし

て、医療者団体同士が連携するためのツール・仕組みが

不足していたことが挙げられる。毎日継続して巡回して

いた薬剤師会玉島支部であったが、各医療者団体が次の

担当者への引継ぎや個人情報保護のために避難者の医療

情報を持ち帰ってしまったため、複数の団体がそれぞれ

得た避難者情報を共有できず、その情報を踏まえた支援

活動は行えなかった。その結果、多職種が同じ質問を避

難者に繰り返し、避難者に負担がかかるとともに情報の

把握が遅れた。今回の避難所巡回の経験を踏まえた改善

策として、避難者の個人情報を含むカルテ等を保管管理

できる鍵つきロッカーなどがあれば、各医療者が取得し

た避難者情報を避難所で一元管理することができ、これ

が巡回時間の異なる多職種間の情報共有に貢献できると

考えられる。また、複数の医療者が引継ぎのために避難

者情報を持ち帰ることが出来るように、3～5 枚の複写式

記録用紙の利用も検討する必要もある。更に、同一避難

所を担当する多職種が協同して行う「運営会議」、紙媒体

での「交換日記」、および、LINE®グループ内での情報共

有が実現可能となると、異なる時間帯であっても巡回す

る多職種の支援が職種間で共有・統合され、継続的な慢

性疾患の治療にも貢献すると考えられる。 
一方、上述の災害対策マニュアルには明示されていな

いが、今回、被災を免れた近隣の医療施設で働くボラン

ティア薬剤師は、夜間を中心に支援活動を行った。DMAT
の活動時間は午前中から 17 時までを基本としている。こ

れは海外でも同様であり（Kwak, Y.H. et al., 2006）、夜間

の災害支援活動としての報告は無い。避難所の夜間巡回

は、急性期病変への対応経験の多い病院薬剤師と、OTC

医薬品など幅広い医薬品や衛生材料の知識を持つ薬局薬

剤師がそれぞれの強みを持ち、2人1組となって行った。

今回、巡回担当者の割付けにはLINE®が大いに役立った。

有用であったLINE®の機能として、①作成したグループ

内のメンバーに対して情報を一斉送信できる“トーク機

能”、②各避難所にある医薬品等の物資残数を撮影した写

真を掲載・共有・閲覧できる“アルバム機能”、および、

③各避難所でのアナウンス内容・放送設備の使用説明な

どを掲載・共有・閲覧できる“ノート機能”が挙げられ

る。その中でも特に、毎日の人員調整には、避難所巡回

に登録した 48 名のボランティア薬剤師に対して“トーク

機能”を用いた。当日の何時に誰が避難所を巡回できる

かについてスケジュール調整機能を持つ伝助®を一斉送

信し、登録薬剤師間で巡回可能な薬剤師の人数と担当者

名をリアルタイムで確認した。これにより複数回の連絡

調整を行うこと無く、その日の巡回人員をスムーズに決

定することが出来た。この LINE®上で伝助®を使用する

方法は、人員調整担当者の作業負担を大きく軽減させた。 
今回、避難所巡回の実施時間や巡回を担当した薬剤師

数として、発災後から 5週間、避難所を巡回した薬剤師

の多くが勤務を終えた後の夜間に支援活動を行っていた。

この事実は、被災地近隣に居住するボランティア薬剤師

であれば、夜間の避難所巡回は実施可能であることを示

唆している。発災当初、夜間の避難所巡回はその活動と

して含まれていなかった。被災地を支えなければならな

いとの強い使命感から活動を発し、「夜遅くなったとして

も毎日必ず行く」として夜間の避難所巡回を成し遂げた。

その活動を継続して地域復興に繋げるためには都道府県

薬剤師会等と組織的に動くことが必要不可欠である。今

後の災害において、被災地域に良く通じた薬剤師のボラ

ンティア活動を都道府県薬剤師会が組織として認め、ボ

トムアップの体制として行政と連携しながらその活動を

支援する体制（例．地域で組織的に行う医療者の避難所

夜間巡回輪番体制など）は必要と考えられる。 
次に、今回の避難所対策として、有効に作用する可能

性のある受付業務について考察したい。 

薬剤師会玉島支部が担当した避難所の中で唯一の真備

地区の避難所であった二万小での被災者の数は 250 名を

超えた。5 つの避難所で唯一、DMAT/JMAT による常設

の医療救護所が開設され、医療支援団体の数が最も多か

った。しかし、効率的なマンパワーの活用・多職種連携

による支援活動、及び円滑な情報発信・情報提供は十分

ではなかった。この二万小の事例では、避難者への情報

伝達等の方法としてポスターや掲示物による全体連絡が

主体で、個別に情報提供することは困難だった。一方、

避難者数の少ない、2-12 名の上成小、22-25 名の乙島小、

36-49 名の船穂小では倉敷市職員や地区社協による受付

担当者が個々の避難者に関する情報を把握・提供し、医

療チーム間の情報連携を行うことができた。従って、受

入人数が 50 名以下であれば、多職種による円滑な支援体

制が整備できると考えられる。また、避難者数が少ない

ことに加えて、開設時に避難所近隣の病院が積極的に介

入し、避難所の運用方法が形成された上成小では、受付

の倉敷市職員が避難者の医療情報を記載した個人カルテ

を保管管理することが出来た。従って、避難所を開設す

る当初に、避難者の医療ニーズを踏まえた避難所の運用

や受付業務を設定することは、受付担当者がハブ機能を

持ち多職種間の情報共有を円滑に行う一因となると考え

られる。併せて、受付を担当した倉敷市職員は 1 日 3 交

代の 24 時間体制で常駐しており、医療者が不在の場合で

も避難者への応対が可能であることは、多職種間の情報
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害対策マニュアル」（厚生労働科学研究, 2012）に準ずる

ものであった。しかし、このマニュアルには、医療救護

所での医師・看護師等との医薬品適正使用に関する連携

は明示されているものの、避難所における医療者間（保

健師、看護師、薬剤師）の情報連携については、公衆衛

生活動（衛生管理及び防疫対策）に限局した記述のみで

ある。今回の支援活動を踏まえると、避難所における

JMAT/DMAT や保健所等の各医療者団体の中での指揮命

令系統（縦の繋がり）は十分に機能していたが、玉島支

部と保健師および看護師などの他団体との情報連携（横

の繋がり）は十分に行われていなかった。この原因とし

て、医療者団体同士が連携するためのツール・仕組みが

不足していたことが挙げられる。毎日継続して巡回して

いた薬剤師会玉島支部であったが、各医療者団体が次の

担当者への引継ぎや個人情報保護のために避難者の医療

情報を持ち帰ってしまったため、複数の団体がそれぞれ

得た避難者情報を共有できず、その情報を踏まえた支援

活動は行えなかった。その結果、多職種が同じ質問を避

難者に繰り返し、避難者に負担がかかるとともに情報の

把握が遅れた。今回の避難所巡回の経験を踏まえた改善

策として、避難者の個人情報を含むカルテ等を保管管理

できる鍵つきロッカーなどがあれば、各医療者が取得し

た避難者情報を避難所で一元管理することができ、これ

が巡回時間の異なる多職種間の情報共有に貢献できると

考えられる。また、複数の医療者が引継ぎのために避難

者情報を持ち帰ることが出来るように、3～5 枚の複写式

記録用紙の利用も検討する必要もある。更に、同一避難

所を担当する多職種が協同して行う「運営会議」、紙媒体

での「交換日記」、および、LINE®グループ内での情報共

有が実現可能となると、異なる時間帯であっても巡回す

る多職種の支援が職種間で共有・統合され、継続的な慢

性疾患の治療にも貢献すると考えられる。 
一方、上述の災害対策マニュアルには明示されていな

いが、今回、被災を免れた近隣の医療施設で働くボラン

ティア薬剤師は、夜間を中心に支援活動を行った。DMAT
の活動時間は午前中から 17 時までを基本としている。こ

れは海外でも同様であり（Kwak, Y.H. et al., 2006）、夜間

の災害支援活動としての報告は無い。避難所の夜間巡回

は、急性期病変への対応経験の多い病院薬剤師と、OTC

医薬品など幅広い医薬品や衛生材料の知識を持つ薬局薬

剤師がそれぞれの強みを持ち、2人1組となって行った。

今回、巡回担当者の割付けにはLINE®が大いに役立った。

有用であったLINE®の機能として、①作成したグループ

内のメンバーに対して情報を一斉送信できる“トーク機

能”、②各避難所にある医薬品等の物資残数を撮影した写

真を掲載・共有・閲覧できる“アルバム機能”、および、

③各避難所でのアナウンス内容・放送設備の使用説明な

どを掲載・共有・閲覧できる“ノート機能”が挙げられ

る。その中でも特に、毎日の人員調整には、避難所巡回

に登録した 48 名のボランティア薬剤師に対して“トーク

機能”を用いた。当日の何時に誰が避難所を巡回できる

かについてスケジュール調整機能を持つ伝助®を一斉送

信し、登録薬剤師間で巡回可能な薬剤師の人数と担当者

名をリアルタイムで確認した。これにより複数回の連絡

調整を行うこと無く、その日の巡回人員をスムーズに決

定することが出来た。この LINE®上で伝助®を使用する

方法は、人員調整担当者の作業負担を大きく軽減させた。 
今回、避難所巡回の実施時間や巡回を担当した薬剤師

数として、発災後から 5週間、避難所を巡回した薬剤師

の多くが勤務を終えた後の夜間に支援活動を行っていた。

この事実は、被災地近隣に居住するボランティア薬剤師

であれば、夜間の避難所巡回は実施可能であることを示

唆している。発災当初、夜間の避難所巡回はその活動と

して含まれていなかった。被災地を支えなければならな

いとの強い使命感から活動を発し、「夜遅くなったとして

も毎日必ず行く」として夜間の避難所巡回を成し遂げた。

その活動を継続して地域復興に繋げるためには都道府県

薬剤師会等と組織的に動くことが必要不可欠である。今

後の災害において、被災地域に良く通じた薬剤師のボラ

ンティア活動を都道府県薬剤師会が組織として認め、ボ

トムアップの体制として行政と連携しながらその活動を

支援する体制（例．地域で組織的に行う医療者の避難所

夜間巡回輪番体制など）は必要と考えられる。 
次に、今回の避難所対策として、有効に作用する可能

性のある受付業務について考察したい。 

薬剤師会玉島支部が担当した避難所の中で唯一の真備

地区の避難所であった二万小での被災者の数は 250 名を

超えた。5 つの避難所で唯一、DMAT/JMAT による常設

の医療救護所が開設され、医療支援団体の数が最も多か

った。しかし、効率的なマンパワーの活用・多職種連携

による支援活動、及び円滑な情報発信・情報提供は十分

ではなかった。この二万小の事例では、避難者への情報

伝達等の方法としてポスターや掲示物による全体連絡が

主体で、個別に情報提供することは困難だった。一方、

避難者数の少ない、2-12 名の上成小、22-25 名の乙島小、

36-49 名の船穂小では倉敷市職員や地区社協による受付

担当者が個々の避難者に関する情報を把握・提供し、医

療チーム間の情報連携を行うことができた。従って、受

入人数が 50 名以下であれば、多職種による円滑な支援体

制が整備できると考えられる。また、避難者数が少ない

ことに加えて、開設時に避難所近隣の病院が積極的に介

入し、避難所の運用方法が形成された上成小では、受付

の倉敷市職員が避難者の医療情報を記載した個人カルテ

を保管管理することが出来た。従って、避難所を開設す

る当初に、避難者の医療ニーズを踏まえた避難所の運用

や受付業務を設定することは、受付担当者がハブ機能を

持ち多職種間の情報共有を円滑に行う一因となると考え

られる。併せて、受付を担当した倉敷市職員は 1 日 3 交

代の 24 時間体制で常駐しており、医療者が不在の場合で

も避難者への応対が可能であることは、多職種間の情報
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共有の観点から特筆すべきことである。しかし、交代時

の引継ぎが不十分な場合や、市職員が行うべき業務への

認識の個人差があると、医療職の業務に協力的ではなく、

ハブ機能が有効に作用しないことがあった。今後、職員

間での引継ぎ体制の整備や、避難所の受付業務として必

要な事項を標準化しておくことは、今後の災害に備える

意味から重要である。以上より、受付業務は、避難所対

策として非常に重要である。以下に倉敷市職員の実践例

を示す。 
【実践例その 1; 避難所における換気対応】 
ペット動物を同伴している場合や、咳をしている避難

者が増えてきた場合、避難所内の室温が高い場合などに

は、衛生環境保持のため換気を行う必要がある。しかし、

換気のために窓を開けようとすると、虫が入ってくるこ

とを嫌う避難者もいる。このような場合には、時間を決

めて定期的に換気することを提案し、丁寧に話し合うこ

とが重要である。 
【実践例その 2; 避難所における消毒薬の使用】 
次亜塩素酸の希釈方法について薬剤師に相談があった。

しかし、用途によって希釈濃度が異なるので、対応が難

しいと判断された。そこで、誰でも気軽に使用できる次

亜塩素酸の泡製品を用意し、薬剤師ではない倉敷市職員

にも使用が可能となった。 
 
６．結語 
今回のボランティア薬剤師による救援活動は

KuraDRO と連携して行ったものである。また本ボランテ

ィア薬剤師は、岡山県薬剤師会玉島支部に所属し、薬局

薬剤師と病院薬剤師が共同で組織的に活動した。本活動

は、「薬剤師のための災害対策マニュアル」に準ずるもの

であった。急性期病変への対応経験の多い病院薬剤師と、

OTC 医薬品など幅広い医薬品や衛生材料の知識を持つ

薬局薬剤師がそれぞれの強みを持ち寄って多角的なサポ

ートを 2 人 1 組となって行った。水害の後には瓦礫撤去

などで避難者は自宅に戻らねばならず、昼間には避難所

にほとんど人が居なかったため、業務の後、夜間に巡回

していた薬剤師は多くの避難者に介入することができた。

薬剤師の夜間巡回により避難者への対面支援と多職種の

支援を繋ぐことが可能となると考えられる。「避難所にお

ける受付」の役割は、支援活動の要として非常に重要と

考えられる。避難者の受入人数が 50 名程度であれば、多

職種による円滑な支援体制が整備できると考えられる。

また、LINE®の活用は、このような災害時にも非常に有

益であり、迅速な情報共有の手段として多方面に応用で

きる可能性を含んでいる。 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to clarify information collaborative activity between volunteer 
pharmacists and other medical staffs at evacuation shelters. This volunteer pharmacist's relief 
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和文要約 
 
日本は災害大国と言われるように、発生間隔に違いはあれ、災害は繰り返し起こりうる。特に水

害は毎年のようにどこかで発生しているが、水害が発生するたびに、「こんなことになるとは思わな

かった」といった言葉が聞かれるなど、その発生状況とは矛盾した状況が確認される。実際、水害

時における住民の対応行動については、過去の多くの災害で教訓や課題が指摘されてきたにも関

わらず、長年十分な改善が見られず、災害が起こるたびに同じような課題が指摘され続けている。 
このような状況を打開するために、著者らは災害の「素振り（災害発生前に災害発生を想定して

対応行動を確認したり実施したりする）」と「振返り（事象が落ち着いた段階で自身が採った対応行

動を評価し再検討する）」に焦点を当て、これらを WEB 上で疑似的に体験する訓練ツールの開発を

進めている。本研究では、訓練ツールの事前の効果検証として、訓練ツールを用いて作成した動画

を利用し、3 地区において水害を対象にした実験を行った。その結果、素振り時と振返り時で、明

確な対応行動の変化が見られるとともに、参加者を対象としたアンケート結果から「現実感」・「行

動時期の確認や改善」・「リアルタイム感覚」などの効果が確認された。 
今後、本結果を踏まえ、訓練設定の作成手法の開発を進め、WEB を通じた災害発生前の疑似的な

災害対応訓練のためのプラットフォームとしての展開を図っていく。 
 
 

キーワード：災害対応、疑似体験、素振り・振返り、現実感、WEB 訓練 
 
 

１．はじめに 
近年、日本では、南海トラフ巨大地震の発生や地球温

暖化に伴う極端な気象現象による風水害の発生など、災

害リスクに対する備えの必要性が一層高まっている。し

かしながら、毎年のように何らかの災害が発生する中で、

依然として被災者から「こんなことになるとは思わなか

った」・「こんなこと初めてだ」という言葉が聞かれると

ともに、企業においても災害に対し、十分な対策が取ら

れていない現状が確認される。そして、過去の避難率や

避難状況の調査からは、住民の対応行動も十分とは言え

ない。 

このような課題の改善に向けた様々な議論が繰り返さ

れてはいるが、十分に災害対応の改善が進まない状況は、

既存の日本社会における災害対応システムに何らかの課

題があることを示している。そこには様々な要因が考え

られるが、その一つとして、災害情報の機能不全が挙げ

られる。つまり行政や専門家がより精度のよい、より危

険性を認識しやすい情報を開発するといった従来型の改

善を積み重ねても、それが住民や企業の災害対応に十分

に結びつかないという点である。 
著者らは、このような状況を踏まえ、災害シミュレー

ションと各種主体の災害対応を結びつけ、災害を疑似体
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験する災害対応の素振り・振返りのためのプラットフォ

ーム（本研究では、以下「訓練ツール」という）を開発

している。「災害対応の素振り」とは、災害発生前に災害

発生を想定して対応行動を確認したり実施したりするこ

とであり、「災害対応の振返り」とは、事象が落ち着いた

段階で自身が採った対応行動を評価し再検討するもので

ある。災害対応の改善として、災害発生後もしくは災害

発生を前提として、どのタイミングでどう行動すべきだ

ったかを議論する回顧的なバックワード視点による思考

が行われている。一方、実際の災害時にはこれから発生

するかどうかわからない災害に対し、展望的なフォーワ

ード視点による思考が行われる（矢守（2020）提言 3）。
同じ災害現象を対象とした場合にも、この両者は全く異

なる視点からの思考であり、災害対応の改善の必要性を

実感するためには、「自分はあの時こんな行動をしていた。

しかし、それでは、やはり災害にあってしまう」といっ

たフォーワード思考の行動に対するバックワード思考を

行うことが重要である。そこで、災害対応の素振りと振

返りを組み合わせ、訓練を通じてこの両者を関連付ける

ことで、両者の違いを明確に感じ取れるようなツールを

開発しようとしている。 
本訓練ツールについては第 3 章で詳述するが、このよ

うな「災害対応の素振り・振返り」を疑似的に体験する

ためのものであり、特に「現実感」、「行動タイミング」、

「同時性」の機能を重視したものとなっている。 
本研究では、訓練ツールの開発過程において、水害時

における地域住民の対応行動を対象に、災害対応の素振

り・振返りの疑似体験による効果および訓練ツールの機

能評価を行った。まず第 2 章で関連研究として、災害対

応訓練ツールの現状と訓練を通じたリアリティに関する

議論について確認する。そして、第 3 章で訓練ツールの

コンセプトや機能、第 4 章で事前検証のための実験の概

要を示し、そして第 5 章で大きく「対応行動の選択状

況」・「訓練ツールの機能検証」・「災害対応の素振り・振

返りに対する感想」に分けて、その結果を示す。第 6 章

で結果に対する考察を行い、最後に第 7 章でまとめを行

う。 
 
２．関連研究 
災害対応の素振り・振返りの訓練を議論する上で、以

下、関連する研究を確認する。 
（１）災害対応訓練ツール 
災害対応訓練ツールとしては、シミュレータなど、近

年 IT 技術を活用したものが多く開発されている。中島・

熊谷（2003）は、繁華街における震災疑似体験システム

を構築し、画像や音声、文章などを組み合わせながら、

都市部の繁華街における発災直後からの状況推移を示し、

来訪者の行動志向を評価している。河田（2002）は、情

報伝達・避難行動・津波氾濫を組み合わせた津波災害総

合シミュレータなどの様々なシミュレーションを実施し

ており、その中の一つである自治体の災害対策本部要員

の応急対応訓練用ゲームは、地震後 3 日間を対象に、90
通り以上の条件で、情報収集・被災者支援・対応措置な

どを検討していくものとなっている。同様に、東田ら

（2004）は、氾濫シミュレーションの結果を活用し、計

画・ハザード状況・情報付与・対応リスト・状況推移で

構成されたモニター画面により意思決定を行うシミュレ

ータを提案している。また片田ら（2017）は、マルチシ

ナリオ・具体的かつ詳細な地域表現・時間の制約・情報

の制約・マルチプレーヤー・定量的な評価といった機能

を持った自治体職員の水害対応演習のためのシミュレー

タを提案している。このシミュレータは災害現象のモデ

ル・住民行動モデル・行政対応モデルなど災害対応の議

論に必要なものが網羅されたものとなっている。このよ

うに災害対応訓練ツールの多くは、行政の災害対応を対

象としている。 
一方で、地域住民などを対象とした取組も見られる。

畠山ら（2018）は、タブレットを利用した野外における

避難訓練ツールを開発している。地図を活用しながら、

ジオフェンスを利用して地域内で様々なイベントを生じ

させ、行動を考えさせるものである。このような演習に

ついて、生嶋（2007）は、過去の洪水を基に、シミュレ

ーション結果をつかって事前に模擬演習を行うことの有

効性を指摘している。その他、住民向けの災害対応訓練

ツールとしては、ゲームツールを活用したものが多く見

られる。矢守ら（2005）は災害時の葛藤を対象とした災

害対応の議論を促進するクロスロードゲームを開発して

いる。齋藤ら（2012）は、コミュニティの防災環境に関

する取組を支援するため、実際の地域のリスクや設備な

どをボードゲーム上に構築し、双六形式で実施できる防

災情報共有ボードゲームを開発している。豊田（2017）
は、避難訓練キットとして、地図・役割カード・状況カ

ードを用意し、震災発生後の町を巡りながら、役割カー

ドや状況カードに応じた対応行動を検討するツールを開

発している。 
このように、災害対応訓練ツールとしては、様々なも

のが存在するが、本研究で対象とする訓練ツールのよう

に、行政や住民など、様々な主体を対象にした訓練とし

て、シミュレーション結果を適応するプラットフォーム

のようなものは見られない。 
（２）災害対応訓練のリアリティについて 
災害対応訓練においては、どのようにリアリティを形

成するかは重要な視点である。梶・岩城（1988）は、災

害体験ゲーム開発の中で、参加者の主体性を刺激する部

分がないことや臨場感の欠如などを課題として挙げてい

る。片岡・佐藤（2019）も、民間企業における災害対応

訓練において、リアリティに関する言及が最も多かった

ことを示している。坂本・高梨（2006）は、消防広域応

援における図上シミュレーション訓練を検討する上で、

「プロアクティブの原則」を身につけるための一つの適
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当な条件として、ブラインド方式による時間経過を迫っ

た状況付与を挙げている。秦ら（2004）も、状況付与と

対応行動を確認する災害対応演習システムを開発し、そ
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切迫感について指摘している。同様に、杉山・矢守（2018）
も、スマートフォンなどを利用した野外で利用する津波

避難訓練ツール「逃げトレ」において、津波がリアルタ

イムで迫ってくることの緊張感、切迫感や臨場感がある

ことが訓練参加のコミットメントと高めるとともに、振

返りにおいて、特定のシナリオやその実現可能性に依存

しない、むしろそれらを相対化し離脱するようなコンテ

ィンジェンシーの高まりも確認されたことを指摘してい

る。また元吉ら（2005）は、広域災害における避難所運

営訓練システムを用意し、地域住民や災害ボランティア

が避難所において発生するトラブルへの処理についてシ

ミュレーションプログラムを用意している。そして、そ

の中で臨場感を高めるために、写真や映像を提示するな

どの工夫を行っている。このように、災害対応訓練にお

けるリアリティの形成は非常に重要な要素と言える。 
またリアリティの必要性の一方で、その内容として、

中村（2007）は、安全教育において体験が非現実的な内

容となってしまうことの弊害として、衝撃的でリアルな

体験・体感を追求すればするほど制約が大きくなり、教

育効果が低下する場合もあることを指摘しており、体験

としては、体験内容の「先にある」事象をリアルに感じ

させるきっかけとなれば十分な教育効果は期待できると

指摘している。また後藤（2006）も、テレビなどで伝え

られる気象予報の専門知識やその数値などを認識・解釈

する際に用いている「心の中のシナリオ」をシミュレー

タに適用する上で、「現実に起こりうること」を重視した

設定を行っている。坪川ら（2008）は、ストーリーシナ

リオについて、住民参加により協働で現実的な災害シナ

リオを構築することで、リスクコミュニケーションを形

成する実践を行っている。これらの取組では、訓練参加

者の文脈での現実的な情報提示が災害対応訓練において

も重要であることを示している。このように、リアリテ

ィを構築する上で、現実性や参加者の文脈を考慮するこ

とも重要と言える。 
 
３．訓練ツールの開発目的と特徴 
上述のとおりどれだけ災害の危険性を指摘したとして

も、実際に災害が起こると、災害リスクに対する認識と

の間に違いが見られたりする。このことは、日常におい

て形成されている災害イメージと実際に発生した災害イ

メージが乖離しているとも言える。そのため、様々なシ

ミュレーションの結果などを活用し、疑似的に災害体験

を創出し、災害対応の素振りと振返りの練習を行おうと

いうのが訓練ツールの一番の目的である。 
また実際の活用としては、以下に示すように、災害対

応の素振りと振返り体験を通じた、いくつかの展望が可

能である。災害対応の適否を議論する「災害対応の素振

りと振返りの推進」、地域で取り決めた避難ルールなどを

確認する「防災スイッチの訓練ツールとしての活用」、災

害シミュレーションの利用機会を拡大する「災害シミュ

レーション結果の地域社会における活用」、既存の各種訓

練において活用する「行政機関や企業における災害訓練

における活用」などである。 
 

i) 災害対応の素振りと振返りの推進 
災害対応の素振りは、災害リスクが高まる中で、フォ

ーワード型のプロスペクティブな思考として行われる。

一方、災害対応の振返りは、災害リスクが低下した後に、

バックワード型のレトロスペクティブな思考として行わ

れる。災害対応の素振りの思考は、「今回の台風は大丈夫

かなぁ」・「小さい地震が多いから、心配だ」など、災害

が予想される際に、何らかの形で実施されている場合も

あるが、十分に対応が取られているわけではない。また、

その適否を判断する災害対応の振返りは、竹之内ら

（2019）が指摘するように、実際に被災した地域では実

施されるが、災害発生の可能性は高かったが、結果とし

て被害が発生しなかった場合、十分に実施されるとは言

い難い。本訓練ツールは、この状況を改善することを 1
つの目的としている。 

 
ii) 防災スイッチの訓練ツールとしての活用 
防災スイッチとは、災害の前兆現象や過去の経験など

の地域の独自情報と防災気象情報などの災害情報を連携

させながら、住民が地域の災害対応を日常モードから災

害モードへの切り替えるきっかけを、地域社会で構築す

るものである。災害時における行動の判断基準を地域社

会で形成することを促進するとともに，地域と各種災害

情報の関係を明確にし、災害情報の適切な活用を図るこ

とを目的としている（竹之内ら, 2020）。このような防災

スイッチのように近年、災害対応における行動タイミン

グを検討する取組が増えてきている（防災タイムライン

など）。しかし、行動タイミングを決めたとしても、それ

を実際に経験することは少なく、結果としてそのような

状況が発生するまで年月が経過することが想定される。

そのため、状況によっては、その間に検討した防災スイ

ッチの考えが失われたり、再検討が必要となる可能性も

ある。そのような課題を踏まえ、訓練ツールを防災スイ

ッチを押すタイミングの練習として活用するということ

も目的の 1 つである。 
 
iii) 災害シミュレーション結果の地域社会における活用 
現在の社会では、膨大な災害シミュレーションが実施

されている。その多くは、ハザードマップのように静的

な情報として社会に提供され、動的な情報であっても、

時間的変化を追いながら実際の感覚で利用する機会はほ

とんどない。また南海トラフ地震に関連する臨時情報や
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地球温暖化に伴う将来気候のように、シミュレーション

結果を利用する機会がまだ十分にないようなものもある。

訓練ツールでは、様々なシミュレーション結果を災害時

の対応行動と結びつけた形で活用する環境を提供するも

のであり、様々な災害シミュレーション結果を社会で活

用するためのプラットフォームとして機能する。 
 
iv) 行政機関や企業における災害訓練における活用 
先行研究でも取り上げたように、行政における図上訓

練や企業におけるBusiness Continuity Plan（BCP）訓練な

どへの活用もその目的の一つとなる。 
 
では、実際にこのような活用をどのように実現するの

か。その実現のため、訓練ツールでは、上述の先行研究

も踏まえ、災害対応のリアリティを形成する上で、実際

に起こりうるものであるという「現実感」、訓練参加者の

文脈で判断する「行動タイミング」、リアルタイム感覚を

創出する「同時性」を重視し、いくつかの機能を設けた。 
まず「現実感」を高めるため、シミュレーション結果

などに基づく状況変化に合わせて、テキストや画像の情

報を自由なタイミングで提示できるようにすることで、

現実に近い状況を再現できるようにした（各種情報を自

由なタイミングで提示可能）。また災害現象としては、既

往最大の現象、過去に経験した降雨強度や地震のマグニ

チュードが仮に強まった場合、他地域での災害事例など、

様々なハザードが考えられる。そこで、訓練参加者に合

わせて、任意のハザードを訓練で利用できるように柔軟

性を持たせた（任意のハザードを設定可能）。また一人ひ

とりに応じた「行動タイミング」を確認するため、訓練

では、まず訓練参加者自身の感覚で災害対応の素振りを

経験し、その後に他の参加者の意見も参照しながら振返

りができるようにした（素振り後、振返りが可能）。「同

時性」としては、訓練では実際の災害時のように後戻り

はできず、時間経過は自動進行するようにした（現在進

行形）。災害時も含め、現実社会では時間を遡って行動を

変えることはできない。そのようなリアルタイム感覚を

形成することを目的としている。 

その他に、訓練ツールの利便性向上のための機能をい

くつか設けた。災害によって対象期間は異なってくると

ともに、利用方法によっては、台風上陸の 6 時間前から

の訓練をしたい場合や、突然の集中豪雨の訓練をしたい

場合、直下型地震の発生後の訓練をしたい場合、南海ト

ラフ地震に関する臨時情報の訓練をしたい場合などによ

っても異なってくる。そのため、訓練期間と時間の進む

速度を自由に設定できるようにした（訓練期間と訓練速

度の自由設定）。また誰もがいつでもどこでも自由に訓練

に参加できるように、WEB サービスとして提供できる

システムとして設計した（WEB を通じた提供）。 
以上を踏まえた訓練ツールの活用イメージを図-1 に、

訓練画面の例を図-2に示す。訓練画面では、現在進行形

でシミュレーション結果などに基づく各種情報が画像情

報やテキスト情報として順次提示され（画面①）、またそ

のときの説明がその右側に表示される（画面②）。そして、

情報を確認しながら、下部の対応行動を自由に選択する

ものとなっている（画面③）。このように、訓練ツールは、

情報を軸に内容を確認しながら、対応行動の内容とタイ

ミングを検討するものとなっている。なお、推奨される

動作環境としては、一般的なパソコンやタブレットにお

ける汎用ブラウザを想定している。 
 

４．実験の手法および設定 
（１）実験手法 
本研究では、訓練ツールを通じた素振り時と振返り時

の対応行動の変化から災害対応の素振り・振返りの効果

を確かめるとともに、ツールの機能の妥当性を評価する

ための実験を行った。本来、実験は完成した訓練ツール

を利用することが望ましいが、その場合、同一条件で系

統的なデータによる大規模な検証を実施することが難し

い。そのため、本実験は訓練ツールの開発のための事前

検証という位置づけでもあることから、訓練ツールと同

等の状況を設け、同一環境で訓練に参加できる環境を設

けることとした。実験は、地域のイベントなどの場を利

用し、参加者が同じ環境で同時に訓練に参加できるよう

にした。訓練ツールで提示される情報を動画として作成
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図-1 訓練ツールの活用イメージ 図-2 訓練ツールの表示例 
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し、それを参加者が見ながら、定期的に行動を 1 つ選択

し、マークシートに記録する形を採り、できるだけ訓練

ツールと同等の条件となるようにし、参加者の回答結果

が比較可能な均質な形で揃うようにした。また災害対応

の素振り後、訓練ツール同様、振返りとして他者の意見

を聞く機会を設け、振返り後に再度対応行動を選択し、

マークシートに記入する機会を設けた。そして、これら

の結果を基に、素振り時と振返り時に選択した対応行動

の比較から対応行動の変化を確認した。このことから、

訓練ツールを WEB サービスで提供した場合と状況は異

なるが、それと同等の環境を設けることで、訓練ツール

の機能がどの程度有効に機能するか確認できるように配

慮したものとなっている。 
また実験後、アンケート調査を実施し、現実感・行動

タイミング・同時性に対する感じ方から訓練ツールの機

能の有効性を検証するとともに、災害対応の素振り・振

返りに対する感想から、その有効性を確認した。 
（２）実験設定 
訓練ツールの実験を3つの地域でそれぞれ表-1に示す

条件により実施した。なお、訓練の際は、今後どのよう

な状況になるか、またどのような事例を基にしているか

などの訓練シナリオの説明は事前および素振りの段階で

は行わず、振返りの際に説明を行った。例えば、後述の

訓練①②のシナリオで言えば、22時に宮川の水位が5.4m
になっている時点では、その 2 時間後に水位が 8.5m ま

で上昇することやその後さらに越水することは知らない

状況で、災害対応の素振り訓練は実施される。素振りと

振返りを通じて、「こんなことになるとは思わなかっ

た」・「あのときこうしていれば」という感覚を実感でき

るようにするためである。 
訓練①②は、伊勢市中島学区における地域と小学校が

連携して毎年実施している一般住民と小学 5, 6 年生が参

加する防災イベントの機会を利用し、過去事例の応用型

として、実際に対象地域で過去に発生した 2017 年台風

21 号の事例を参考に、当時の降雨が強化された場合を想

定して実施した。なお、訓練①は一般住民、訓練②は小

学 5, 6 年生を対象としていることを意味する。2017 年台

風21号では、10月22日夕方から10月23日朝にかけて、

当該地域の一部を含め、伊勢市内の広範囲が浸水する被

害が発生した。しかし、当時地域の傍を流れる宮川は 10
月 23 日 0 時 20 分に氾濫危険水位を超過したものの、幸

いにもその後は降水が弱まり、越水等の被害は発生しな

かった。本訓練では、台風の速度が当時より遅く、降雨

が継続する状況を仮定して、訓練で参加者に示す各種情

報を作成した。結果、大雨が当時より長時間続き、訓練

翌日に地域で宮川の越水が発生した場合を想定した。な

お、日付については、当時の日付 10 月 22 日を訓練当日

の日付 6 月 15 日に置き換えて実施した。災害としては、

地区の一部で 6 月 16 日 2 時 10 分に土砂崩れの発生、6
月 16 日 4 時 40 分に宮川の越水を想定した。 
訓練③は、草津市における自主防災組織関係者を対象

とした防災講演会において実施した。草津市は近年大き

な災害を経験しておらず、地域においても災害に対する

意識の低さが課題となっており、参加者間でも災害イメ

ージが十分に持てていない可能性が考えられた。そこで、

訓練では、他地域で発生した災害事例を疑似的に体験す

る形を採用した。具体的には、起こりうる可能性は低い

が、2017 年九州北部豪雨による降雨現象が当該地域で発

生した場合を想定して、訓練を実施した。2017 年九州北

部豪雨は、7 月 5 日 12:00 以降、100mm/hr 近い降雨が断

続的に降り、多い所で 6 時間で 1,000mm を越えるほどの

顕著な線状降水帯による豪雨災害である。草津市周辺で

同じ降水現象が発生した場合を仮定し、当時の 7 月 5 日

を訓練当日の 6 月 22 日に置き換えて実施した。災害とし

ては、6 月 22 日 15 時 20 分に市内の冠水、同日 17 時 00
分に山側で土砂災害の発生、同日 18 時 00 分に一部河川

の氾濫を想定して各種情報を設定した。 
訓練④は、宝塚市の川面地区自主防災会主催の防災イ

表-1 実験における設定条件  
実施地

区 
実施日 参加者 参考事例 訓練対象時

間 
訓練時

間 
行動選
択 

訓練設定 

訓

練

①

② 

伊勢市

中島学

区 

2019年
6月15

日 

訓練①

88(一般

住民) + 
訓練②

77(小学

5,6 年生) 

2017 年台風

21 号 
（2017 年10
月22～23

日） 

14 時間 
（同日16 時

～翌日6 時） 

14 分 

（60 倍

速） 

6 項目 
毎時選

択 

・対象地域における過去事例の応用型 

・2017年台風21号の降雨長期化 

・対象災害は、洪水・内水氾濫・土砂災害 

訓

練

③ 
草津市 

2019年
6月22

日 

137(自主

防災組織

関係者

等) 

2017 年九州

北部豪雨 
（2017 年10
月22 日） 

7 時間 
（同日11 時

～18 時） 

14 分 

（30 倍

速） 

6 項目 
30 分

毎選択 

・他地域における災害事例の疑似体験型 

・2017 年九州北部豪雨再現型 

・対象災害は、洪水・内水氾濫・土砂災害 

訓

練

④ 

宝塚市

川面地

区 

2019年
9月15

日 

95(一般

住民) 

2014 年台風

11 号 
（2014 年8
月10 日） 

7 時間 
（同日10 時

～17 時） 

14 分 

（30 倍

速） 

6 項目 
30 分

毎選択 

・対象地域における過去事例の応用型 

・2014年台風11 号の降雨継続・強化型 

・対象災害は、洪水・内水氾濫・土砂災害 

 

災害情報　No.19-1  2021 15



ベントにおいて実施した。訓練①②同様、対象地区にお

ける 2014 年台風 11 号の過去事例を強化する形を採用し

た。ただし、訓練③同様、対象地区では一部の内水氾濫

を除いて、近年大きな災害経験がない。地域の傍を流れ

る武庫川が、2014 年台風 11 号が接近した 8 月 9～10 日

にかけて増水したが、当時台風が接近する前に降雨が止

む休止期間があったため、結果的に上流の武田尾でも避

難判断水位を越える程度で済んだ状況にあった。そこで

訓練では、降雨の休止期間がなく降雨が継続した場合を

想定して訓練を行った。なお、当時上流の地区では家屋

被害などが発生したものの、川面地区では家屋などへの

被害はなく、自主防災会のメンバーの話では住民の間で

当時のことを覚えている人はほとんどいないとのことで

あった。そのため、訓練は忘却された過去事例の復元と

いう位置づけにもなりうる。訓練では、台風 11 号が接近

した 8 月 10 日を訓練当日の 9 月 15 日とし、実際に地区

内に存在するため池や中小河川のリスクが高まり、地区

内で 9 月 15 日 14 時 10 分に内水氾濫が発生し、最終的に

同日 16 時 35 分に武庫川が地区の近くで越水することを

想定して、各種情報を設定した。 
以上が、各実験の設定条件である。次に、訓練時に示

す情報としては、各実験共通して、「降水分布」・「土砂災

害の危険度分布」・「河川の水位」・「地域の様子」・「（公的

機関や地域からの）災害情報」を用意した。ただし、訓

練③は、草津市内の各地域の住民が参加するものであっ

たため、「河川の水位」は個別の河川ではなく市内の各河

 

図-3 訓練時に利用した情報（訓練①②から抜粋） 
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図-4 訓練①②における対応行動の選択状況（素振り時・振返り時） 
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ベントにおいて実施した。訓練①②同様、対象地区にお

ける 2014 年台風 11 号の過去事例を強化する形を採用し

た。ただし、訓練③同様、対象地区では一部の内水氾濫

を除いて、近年大きな災害経験がない。地域の傍を流れ

る武庫川が、2014 年台風 11 号が接近した 8 月 9～10 日

にかけて増水したが、当時台風が接近する前に降雨が止

む休止期間があったため、結果的に上流の武田尾でも避

難判断水位を越える程度で済んだ状況にあった。そこで

訓練では、降雨の休止期間がなく降雨が継続した場合を

想定して訓練を行った。なお、当時上流の地区では家屋

被害などが発生したものの、川面地区では家屋などへの

被害はなく、自主防災会のメンバーの話では住民の間で

当時のことを覚えている人はほとんどいないとのことで

あった。そのため、訓練は忘却された過去事例の復元と

いう位置づけにもなりうる。訓練では、台風 11 号が接近

した 8 月 10 日を訓練当日の 9 月 15 日とし、実際に地区

内に存在するため池や中小河川のリスクが高まり、地区

内で 9 月 15 日 14 時 10 分に内水氾濫が発生し、最終的に

同日 16 時 35 分に武庫川が地区の近くで越水することを

想定して、各種情報を設定した。 
以上が、各実験の設定条件である。次に、訓練時に示

す情報としては、各実験共通して、「降水分布」・「土砂災

害の危険度分布」・「河川の水位」・「地域の様子」・「（公的

機関や地域からの）災害情報」を用意した。ただし、訓

練③は、草津市内の各地域の住民が参加するものであっ

たため、「河川の水位」は個別の河川ではなく市内の各河

 

図-3 訓練時に利用した情報（訓練①②から抜粋） 
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図-4 訓練①②における対応行動の選択状況（素振り時・振返り時） 

 

川のリスク情報を示す洪水の危険度分布を再現して利用

した。訓練①②で利用した設定情報の一部を図-3に示す。

このように各情報の提示時刻を設定し、動画ではそれら

の画像が随時表示されるようにした。なお、本論は、訓

練ツールの機能評価が主となるため、訓練情報の作成手

法についての詳細は別途議論の対象とするが、各シナリ

オに合わせて疑似的に作成した「降水分布」を基に、「土

砂災害の危険度分布」および「河川の水位」を作成し、

それを基に「地域の様子」および「災害情報」を設定し

ている。 
最後に、行動の選択肢については、表-1に示すとおり、

それぞれ共通する 6 項目を用意した。具体的には、①通

常どおり「家で様子を見る・いつどおり過ごす」・②事前

の備え「台風に備える(停電・断水など)」・③家族会議「家

族で話し合う」・④垂直避難「2 階で過ごす」・⑤避難準

備「避難の用意をする」・⑥水平避難「安全な他の所に避

難」の 6 項目を用意し、後者程安全よりの行動として設

定した。 
 

５．実験結果 
（１）対応行動の選択状況 
まず各訓練における参加者の対応行動の選択状況を時

系列で確認する。訓練①②における訓練時、振返り時の

対応行動の選択結果を図-4に示す。最終的に取った行動

として、素振り時と振返り時を比較すると、「垂直避難」

の割合はそれほど変化していないが、「通常どおり」が減

少し、水平避難の割合が顕著に増加している。また「家

族会議」や「避難準備」を行うタイミングが早まり、結

果として、「水平避難」を開始するタイミングも早まって

いることも確認される。また対応行動の番号（ここでは

以下「安全度」と言う）を基に、振返り時から素振り時

を引いた差分の変化を図-5に示す。各時刻で変化がない

参加者も 34-65%程度確認されるが、安全寄りの行動に変

化した割合も 25-54%確認され、行動の安全度の平均変化

は訓練期間全体で+0.92 だった。 
訓練③④においても差異はあるものの、同様に安全よ

りの行動選択の増加が確認された。訓練③では、変化が

ない割合が 38-83%、安全寄りの割合が 16-50%であり、

訓練期間全体での安全度の平均変化は+0.32 であった。

また訓練④では、変化がない割合が 49-81%、安全寄りの

割合が 13-41%であり、訓練期間全体での安全度の平均変

化は+0.44 であった。 
ここで、災害対応を考える上で特に重要となる「水平

避難」について、参加者がどのタイミングで水平避難の

行動を選択したかを比較した結果を図-6に示す。すべて

の実験において、素振り時と比較して振返り時の方が、

特に早いタイミングで水平避難を実施している傾向が確

認された。 
（２）訓練ツールの機能評価 
本節では、参加者に実施したアンケート調査の結果を

基に、訓練ツールの機能評価を行う。 
まず、訓練ツールでは、実際に起こりうるように感じ
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図-5 訓練①②における振返り時と素振り時の対応行動の比較 
※対応行動の番号を基に、振返り時から素振り時を引いた値。 

図-6 水平避難行動の選択者の選択率の変化 
※横軸は、訓練における行動選択の時刻順を意味する（訓練①

②は1 時間毎、訓練③④は30 分毎）。 

24

17

27

31

49

64

31

44

7

27

12

2

6

13

7

訓練④

訓練③

訓練②

訓練①

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．感じた

２．やや感じた

３．やや感じなかった

４．感じなかった

(N=訓練①77,訓練②77,訓練③121,訓練④86)  

24

20

17

24

28

49

21

27

30

32

31

20

3

9

9

2

2

2

3

7

2

訓練④

訓練③

訓練②

訓練①

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．早く行動した方がよかった

２．やや早く行動した方がよかった

３．ちょうどいい時期に行動できた

４．やや遅く行動してもよかった

５．遅く行動してもよかった

６．行動の必要はなかった

(N=訓練①77,訓練②78,訓練③119,訓練④88)  
図-7 訓練に対する現実感 図-8 訓練における行動タイミングに対する感想 
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る現実感を考慮している。図-7に訓練の状況を実際に起

きた出来事のように感じたかどうか確認した結果を示す。

「感じた」・「やや感じた」の割合は 60%を越えており、

訓練③でやや低いものの、訓練①④では、80％を超えて

おり、訓練としては十分現実感が得られたと言える。訓

練③の設定は、他地域の事例を利用しており、地域的に

やや現実観が低くなった可能性が考えられる。 
また行動タイミングとして、素振りの後に振返りを行

うことでどのように感じたかを確認した。結果を図-8に

示す。「早く行動した方がよかった」・「やや速く行動した

方がよかった」と感じた回答者が訓練①③④では、60%
前後確認される。一方、訓練②では 48%となっている。

訓練①と訓練②の間で、対応行動に顕著な違いは確認さ

れていないことから、児童たちは感覚的には訓練時にお

いて、適切な行動を選択しているという肯定感がやや強

い可能性がある。なお、訓練を通じて、いつどんな行動

を取るべきか理解が深まったかどうかを 4 件法（深まっ

た・やや深まった・やや深まらなかった・深まらなかっ

た）で確認した結果、すべての実験で 93%を越える回答

者が「深まった」・「やや深まった」と肯定的な回答を示

した。 
また同時性として、災害が現在進行形で変化していく

様子についての理解を 4 件法（わかった・ややわかった・

ややわからなかった・わからなかった）で確認したとこ

ろ、すべての実験で 90 %を越える回答者が「わかった」・

「ややわかった」と回答し、訓練を通じて、現在進行形

で変化していく様子を理解できていた。 
さらに、どのような点が実際に近い感覚を得る上で効

果的であるかを確認した。その結果を図-9に示す。どの

訓練でも、「地域がどれぐらい危険かわかる点」が高い割

合を示した。また訓練②の児童においては、「先のことが

どうなるかわからない点」という未知性が有効であると

回答している割合が他の訓練と比較して高い。また「時

間が過ぎていく点」や「地域の様子がわかる点」も比較

的高い割合を示している。一方で、「みんなで話し合える

点」については、普段災害時に実施されるわけではない

ためか、割合としては低かった。これらから、先行研究

でも議論したように、参加者の文脈に沿った情報として、

地域性の高い情報を示すことや、切迫感や臨場感につな

がる時間が経過していくという同時性は、災害対応を現

実味を持って捉える上で、重要な要素と考えられる。 
（３）災害対応の素振り・振返りに対する感想 
訓練参加者へのアンケート結果から、災害対応の素振

り・振返りに対する意識の変化を確認した。 
まず訓練を通じた災害対応の素振り・振返りで、重要

だと考える点を確認した結果を図-10 に示す。すべての

訓練で最も回答割合が高かったのは、「今後起きるかもし

れない災害に備えようと思える」だった。次に高かった

のは「いつ行動すべきか確かめられる」・「どんな行動を

すべきか確かめられる」と具体的な対応行動を確かめら

れる点が挙げられた。このように、訓練ツールを通じた

災害対応の素振り・振返りの実施は、訓練ツールの活用
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図-9 実際の災害に近い感覚を得る上で有効と考える点（※最

大3 つまで選択） 

図-10 訓練を通じた災害対応の素振り・振返りで、重要だと考

える点（※最大3 つまで選択） 
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る現実感を考慮している。図-7に訓練の状況を実際に起

きた出来事のように感じたかどうか確認した結果を示す。

「感じた」・「やや感じた」の割合は 60%を越えており、

訓練③でやや低いものの、訓練①④では、80％を超えて

おり、訓練としては十分現実感が得られたと言える。訓

練③の設定は、他地域の事例を利用しており、地域的に

やや現実観が低くなった可能性が考えられる。 
また行動タイミングとして、素振りの後に振返りを行
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方がよかった」と感じた回答者が訓練①③④では、60%
前後確認される。一方、訓練②では 48%となっている。

訓練①と訓練②の間で、対応行動に顕著な違いは確認さ

れていないことから、児童たちは感覚的には訓練時にお

いて、適切な行動を選択しているという肯定感がやや強

い可能性がある。なお、訓練を通じて、いつどんな行動

を取るべきか理解が深まったかどうかを 4 件法（深まっ

た・やや深まった・やや深まらなかった・深まらなかっ

た）で確認した結果、すべての実験で 93%を越える回答

者が「深まった」・「やや深まった」と肯定的な回答を示

した。 
また同時性として、災害が現在進行形で変化していく

様子についての理解を 4 件法（わかった・ややわかった・

ややわからなかった・わからなかった）で確認したとこ

ろ、すべての実験で 90 %を越える回答者が「わかった」・

「ややわかった」と回答し、訓練を通じて、現在進行形

で変化していく様子を理解できていた。 
さらに、どのような点が実際に近い感覚を得る上で効

果的であるかを確認した。その結果を図-9に示す。どの

訓練でも、「地域がどれぐらい危険かわかる点」が高い割

合を示した。また訓練②の児童においては、「先のことが

どうなるかわからない点」という未知性が有効であると

回答している割合が他の訓練と比較して高い。また「時

間が過ぎていく点」や「地域の様子がわかる点」も比較

的高い割合を示している。一方で、「みんなで話し合える

点」については、普段災害時に実施されるわけではない

ためか、割合としては低かった。これらから、先行研究

でも議論したように、参加者の文脈に沿った情報として、

地域性の高い情報を示すことや、切迫感や臨場感につな

がる時間が経過していくという同時性は、災害対応を現

実味を持って捉える上で、重要な要素と考えられる。 
（３）災害対応の素振り・振返りに対する感想 
訓練参加者へのアンケート結果から、災害対応の素振

り・振返りに対する意識の変化を確認した。 
まず訓練を通じた災害対応の素振り・振返りで、重要

だと考える点を確認した結果を図-10 に示す。すべての

訓練で最も回答割合が高かったのは、「今後起きるかもし

れない災害に備えようと思える」だった。次に高かった

のは「いつ行動すべきか確かめられる」・「どんな行動を

すべきか確かめられる」と具体的な対応行動を確かめら

れる点が挙げられた。このように、訓練ツールを通じた

災害対応の素振り・振返りの実施は、訓練ツールの活用
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図-9 実際の災害に近い感覚を得る上で有効と考える点（※最

大3 つまで選択） 

図-10 訓練を通じた災害対応の素振り・振返りで、重要だと考

える点（※最大3 つまで選択） 
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目的として挙げた「①災害対応の素振りと振返りの推進」

や「②防災スイッチの訓練ツールとしての活用」におい

て、本番に備えた演習として機能し得ると言える。 
また災害対応の素振り・振返りについて、これまで災

害リスクが高まった際に実施したことがあるか、また訓

練後実施しようと考えるかを確認した結果を、それぞれ

図-11, 12に示す。図-11に示すように、過去に災害対応

の素振りまたは災害対応の振返りのどちらかもしくは両

方を実施したことがある人がどの訓練でも 40-60%いる

ことがわかる。一方で、どちらも実施していない人も訓

練①②④では 20%前後、訓練③では 32%確認された。一

方、図-12 からは訓練①②④では 95%以上の回答者が何

らかの形で災害対応の素振りや振返りをする意向を示し

ており、その重要性を理解されたと考えられる。なお、

全体の 29%が「簡単な方法があればする」と回答してお

り、開発している訓練ツールはこれらの回答者に対して、

有効なアプローチとなり得る。 
 
６．考察 
（１）災害対応の素振り・振返りによる災害対応の改善 
実験結果から、災害対応の素振りを通して自身の対応

行動に対する課題に気づき、その結果として振返りにお

いて対応行動に変化が生じていることが確認された。こ

のような傾向は程度の差はあれ、訓練①②③④のすべて

の実験において確認されている。このことは、災害対応

の素振り・振返りを通して、自身の行動を振り返ること

は多くの場合、その改善として有効に機能する可能性を

示している。ただし、重要なのは、ここでいう災害対応

の素振りとは、あくまで実際の感覚に即した素振りであ

るべきであるという点である。 
訓練ツールでは、「現実感」・「行動タイミング」・「同時

性」を重視した。実際、図-4, 5 で示した対応行動の変

化や図-9 で示した災害のリアリティを高める要素の結

果からは、これらの要素が重要であることが示されてい

る。一方で、「身近に感じられない」・「行動タイミングを

考慮していない」・「災害時の時間変化を考慮していない」

といった「現実感」・「行動タイミング」・「同時性」のい

ずれかを欠くような訓練では、災害時の対応行動の改善

にはつながらない可能性も考えられる。例えば、「ハザー

ドマップを見て、居住地のリスクを確認する」、これは住

民向けに一般的に行われている災害に対する啓発である。

このような取組は、身近な周囲のリスクを考えるという

点で「現実感」はあり、災害意識を高めることにはつな

がりうるが、行動タイミングや同時性を欠いており、災

害対応の素振りとしては十分に機能しない。近年ハザー

ドマップの閲覧が社会的に強く呼びかけられる一方で、

災害対応の状況が改善しないのは、災害対応を考える上

で必要な要素との組み合わせが十分にできていないこと

も要因である可能性がある。 
訓練ツールを利用し、災害対応の素振り・振返りを実

施する機会を構築していくことは、このような課題を解

決でき、また図-12 の結果からもそのような要望が十分

あることが伺える。 
（２）災害発生を当たり前としない多様な訓練の必要性 
訓練ツールでは、様々な設定による災害訓練を想定し

ている。非現実な設定の影響も加味する必要はあるが、

訓練①②④のように、条件が異なれば危険であった事例

や訓練③のように他地域の災害事例に加え、未経験の災

害事例を、実際に訓練に適用できるという点は、プラッ

トフォームとしての多様性につながりうる。一方で、そ

れらの中には、災害が発生しない訓練も含まれる。既存

の災害訓練の多くは、災害規模の大小はあれ、災害発生

を前提としているものが多い。なぜなら、災害時におけ

る対処や行動について議論するのであるから、災害が発

生して当然であるという考え方である。しかしながら、

実際の水害や南海トラフ地震に関する臨時情報のように、

住民の多くが経験するのは、災害が発生しない場合の災

害対応もしくは災害が発生するかわからない状況下での

災害対応である。災害が発生することがわかっていれば、

それに対応した適当な対応行動を取るのは当然である。

災害の発生が不確実であるからこそ、対応行動が取れな

かったり、対応行動が遅れたりするわけである。むしろ、

必要とされているのは、これからどのようなことが起こ

るかわからない将来への未知性を含んだ環境下での訓練

と言える。災害対応の素振りというフォーワード型のプ

ロスペクティブな思考は、正にそのような方向性を示し

ている。 
実験において、素振り後の振返り時には、参加者は災

害発生することがわかっている。そのため、図-4, 5 で

示したように、行動のタイミングが早まるのは当然では

ある。しかし、重要なのはそのようなタイミングで行動

しないといけないという理解に至っている点である。つ

まり、災害発生を前提とせず、展望的なフォーワード視

点による思考結果に対し、回顧的なバックワード視点に

よる思考を併せて実施している点である。そこには、素

振り時と振返り時で、災害発生が未知であるのか、既知

であるのかという大きな違いが存在している。結果をわ

かった上で早目の理想的な行動を考える素振りを行うの

ではなく、本訓練のようにシナリオを提示しない、あく

まで将来が未知な状況下で素振りを行うという現実に即

した感覚が重要である。 
このように、実験から得られた結果は、訓練ツールで

意図した未知性の環境下における結果であり、それが有

効に機能するということは、「災害発生を当たり前としな

い多様な訓練」の必要性を指摘しているとも言える。近

年の災害情報の充実は、結果として利用者に対して、災

害発生の可能性を示すことで、その未知性に対する意識

を弱体化させることにつながってもいる。これは、被災

者の「こんなことになるとは思わなかった」・「こんなこ

と初めてだ」という言葉が生まれる要因にもなり得るも
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のである。一方で、災害対応の素振りは、情報の存在は

認めながら、災害発生の未知性を明確に意識させること

により、むしろ未知性を強化する形で機能し得るともい

える。 
このように、訓練ツールは様々なシミュレーションを

活用することで、様々な未知の経験を疑似体験できると

いう点も実際の災害に備えるという点では、重要な機能

と言える。 
 
７．まとめ 
本研究では、現在開発を進めている災害対応の素振

り・振返りのためのプラットフォームの開発に向け、同

等の実験環境を用意して、事前の機能評価を行った。 
実験では、伊勢市中島学区の住民と同地区の中島小学

校 5, 6 年生、草津市自主防災組織のメンバー、宝塚市川

面地の住民を対象に、訓練ツールを再現した動画を作成

し、訓練ツールと同等の素振りと振返りを実施し、対応

行動の変化とアンケートによる訓練ツールの機能評価、

災害対応の素振り・振返りに対する感想を確認した。 
災害対応の変化として、素振り時と振返り時の比較か

らいずれの訓練においても、行動に変化が見られない場

合もある一方、安全よりの行動が早い段階で実施される

傾向が一定数確認された。 
またアンケートを基に訓練ツールで重視した「現実

感」・「行動タイミング」・「同時性」について評価を行い、

これらの要素が訓練における災害対応を現実味のあるも

のとして感じる上で有効に機能していることが確認され

た。災害対応の素振り・振返りについても、訓練を通じ

て、その実施意向が強まることが確認されるなど、災害

対応の素振り・振返りの重要性についても肯定的な結果

が得られた。 
本研究では、訓練ツールを動画を利用して再現した実

験を行っているため、WEB 版の訓練ツールとは条件は

異なる。この点については、今後訓練ツールを実際に展

開しながら検証を行うとともに、機能の改善を検討する。

またどのような訓練が必要とされているのか、考察でも

触れたように、災害が発生しないパターンを含め、様々

なパターンを体験することによる効果も検証していきた

い。また本研究の主旨ではないため、詳細は触れなかっ

たが訓練設計の高度化を図る必要もある。シミュレーシ

ョンとの連携手法や情報の提示タイミングなど、どのよ

うな方法が訓練として効果的か、今後訓練ツールの展開

を通じて検討していきたい。 
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のである。一方で、災害対応の素振りは、情報の存在は

認めながら、災害発生の未知性を明確に意識させること

により、むしろ未知性を強化する形で機能し得るともい

える。 
このように、訓練ツールは様々なシミュレーションを

活用することで、様々な未知の経験を疑似体験できると

いう点も実際の災害に備えるという点では、重要な機能

と言える。 
 
７．まとめ 
本研究では、現在開発を進めている災害対応の素振

り・振返りのためのプラットフォームの開発に向け、同

等の実験環境を用意して、事前の機能評価を行った。 
実験では、伊勢市中島学区の住民と同地区の中島小学

校 5, 6 年生、草津市自主防災組織のメンバー、宝塚市川

面地の住民を対象に、訓練ツールを再現した動画を作成

し、訓練ツールと同等の素振りと振返りを実施し、対応

行動の変化とアンケートによる訓練ツールの機能評価、

災害対応の素振り・振返りに対する感想を確認した。 
災害対応の変化として、素振り時と振返り時の比較か

らいずれの訓練においても、行動に変化が見られない場

合もある一方、安全よりの行動が早い段階で実施される

傾向が一定数確認された。 
またアンケートを基に訓練ツールで重視した「現実

感」・「行動タイミング」・「同時性」について評価を行い、

これらの要素が訓練における災害対応を現実味のあるも

のとして感じる上で有効に機能していることが確認され

た。災害対応の素振り・振返りについても、訓練を通じ

て、その実施意向が強まることが確認されるなど、災害

対応の素振り・振返りの重要性についても肯定的な結果

が得られた。 
本研究では、訓練ツールを動画を利用して再現した実

験を行っているため、WEB 版の訓練ツールとは条件は

異なる。この点については、今後訓練ツールを実際に展

開しながら検証を行うとともに、機能の改善を検討する。

またどのような訓練が必要とされているのか、考察でも

触れたように、災害が発生しないパターンを含め、様々

なパターンを体験することによる効果も検証していきた

い。また本研究の主旨ではないため、詳細は触れなかっ

たが訓練設計の高度化を図る必要もある。シミュレーシ

ョンとの連携手法や情報の提示タイミングなど、どのよ

うな方法が訓練として効果的か、今後訓練ツールの展開
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ABSTRACT 
 

In Japan, we have various disasters somewhere in a year. However, when residents actually experience a 
disaster in their residential areas, they often show paradoxical feeling like that such a disaster can’t have happened to 
themselves. To improve such a situation and make them notice their disaster risk realistically, the authors have been 
developing WEB-based training tool of disaster responses which serve opportunities for making a comparison 
between "prospective disaster response exercise" and "retrospective disaster response review." This tool can be 
platform for efficient use of results from various disaster simulations. 

As a pre-survey, this study verified effects of this tool with similar movies on weather related disasters to the 
tool, and we had three trials for residents to consider their disaster responses. The results showed this tool can work 
efficiently for them to consider their disaster responses with feelings like real disaster cases and can be used to 
review and verify timings of residents’ responses. 

In future study, we will develop methods of making training settings and familiarize this tool for preparation of 
various disasters through web service. 
 
 

Keywords：Disaster response , simulated experience, prospective exercise and retrospective review, reality, 
WEB training,  
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和文要約 
 
減災の実践や研究は生活を構成する多様な価値や意味に対して摩擦を生じうる。たとえば高齢者

が避難訓練への参加を「（災害が起きたら）もう死ぬからいい」と拒むといった例がある。死生観、

自然観、公共性、宗教性といった諸価値と「減災」が調停されないままであれば、減災が社会と生

活に本当の意味で息づくことが妨げられてしまう。わたしたちが取り組んでいることの意味を解釈

するために、減災と社会の関係を生活と身体の次元にまで降りて捉え返す必要がある。そこで本稿

では、減災・防災に関する様々な技術や制度が有機的につながり、そこに生きる人々の生活や姿勢

に影響を与えながら、みずから発展してゆく社会を「減災システム社会」と名付け、その構造を素

描する。まず減災システム社会における技術の好事例として緊急地震速報を取り上げ、有機的に接

続された技術ネットワークが生活と身体に浸透するさまを分析する。ついで減災システム社会の一

般的構造を記述し、技術・身体・行動・改良の PDCA サイクルが中心を持たないまま持続すること

を指摘する。最後に、こうした減災システム社会の将来像の可能性として、減災システム社会それ

自体の進化を徹底する「情報アプローチ」と、生活における意味を注意深く読み取りながら諸価値

の調和を試みる「生活アプローチ」を提示する。 
 
 

キーワード：災害情報、科学技術社会論、緊急地震速報、生活と身体、減災システム社会 
 
 

１．はじめに： もう死ぬからええ 
兵庫県内の復興住宅でフィールドワークをしていたこ

ろ、避難訓練をしませんかと住民に持ちかけてみたこと

がある。しかし「また同じような地震が来たら、もう死

ぬからええ」と高齢の住民に言われてしまった。 
この「もう死ぬからええ」ということばは単純なあき

らめや厭世観ではなかった。この後に数年かけて聞いて

ゆくことになるのだが、住民たちは震災で家や生業を失

い、さまざまな出来事や出会いを経て生き抜いてきたひ

とびとだった。かれらの「もう死ぬからええ」には独特

の重みがあり、「そんなこと言わないでくださいよ」と簡

単に切り返すことができなかった。 
この出来事は減災・防災と社会の関係という問題を指

し示すものだったようにおもえる。「もう死ぬからええ」

は、住民の死生観や人生観や災害観の現れであり、それ

をその場で聞いた以上はまずはただ尊重するほかないこ

とばだった。かといって、避難訓練や防災対策を何もし

なくて良いとも思わない。もしものことがまたあっても、

絶対に助かってほしい。また、「もう死ぬからええ」と穏

やかに語ったことばがそのときの真実である一方で、ほ

んとうに災害に襲われたとき、かれらが最期の瞬間を苦

しみなく迎えることは保証されない。 
「もう死ぬからええ」にわたしが切り返すことができ

なかったのは、生存と被害軽減という明確な目的を持ち、

避難訓練といった具体的な方法が手近にある〈減災・防

災〉と、個々人の死生観のあいだで板挟みになり、その

両者をうまくつなぐことばを持たなかったからだ。災害

から命を守ることと、災害による死を受け入れるという

可能性を確かめたうえで今の日常を送ることという２つ

の価値のあいだのジレンマをのりこえることばをわたし

は持たなかった。避難訓練も「もう死ぬからええ」も、

そのひとの生命に関わる立場の現れであって、いずれか
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を必ず優先すべきであると断定することはできない。 
たとえば現代医療では原則として患者の自己決定権が

尊重される。医療者が治療方針について患者に十分な説

明を行い、同意を得たうえで治療を実施すること（イン

フォームド・コンセント）が求められる。患者の健康を

回復させるために最良の治療方法と医療者が考えていて

も、患者当人の意志に反するならばパターナリズム（父

権温情主義）として批判される。この論点に関する生命

倫理学の古典的事例としてしばしば言及されるのが、信

仰上の理由による輸血拒否である。患者が自身の信ずる

宗教の教義に反するとして輸血を拒否する場合、その意

志が医療者の良心や義務よりも優先する。この判断は、

たとえ「愚行」と思われる行為であっても、他者に危害

を与えない限りは当人の自己決定が優先されるという

「他者危害の原則」（愚行権）に由来する（江崎 1998）。
上述の復興住宅の住民は信仰上の理由というほど強靭な

思いを持つのではないにしても、仮に生命倫理学の議論

をそのまま輸入することが許されるならば、「もう死ぬか

らええ」ということばを無視することはできないという

結論を導き出すことも可能だろう。 
ただし、「もう死ぬからええ」と「避難訓練」は輸血拒

否問題ほどには厳しく対立するものではないということ

も確認しておきたい。矢守（2019）は高知県黒潮町に住

む女性が詠んだ「大津波 来たらば共に 死んでやる 

今日も息（こ）が言う 足萎え吾に」「この命 落としは

せぬと 足萎えの 我は行きたり 避難訓練」という 2
つの短歌を紹介し、1 首目では「受動的なオブジェクト」

であった詠み手が 2 年後に詠まれた 2 首目では「能動的

なエージェント」に存在様式を転じていると論じている。

1 首目の「死んでやる」は、将来の津波による死の可能

性を母と子という関係においてつぶやくものであり、独

居高齢者世帯が多い復興住宅での「もう死ぬからええ」

と単純に同一視はできない。ただ、死を遠ざけない語り

と生存への意志は必ずしも厳しく対立するものではなく、

受動から能動へと移行しうる、あるいは同じひとのここ

ろのなかで無理なく同居するものなのかもしれない 1)。 
減災に関する多種多様な実践や研究には、「もう死ぬか

らええ」「来たらば共に死んでやる」といったことばをい

ったん受け止めるための余地が不足しているように思わ

れる。むしろこうしたことばを「防災意識の低さ」と捉

え、「こうした考えを持つ住民をどのように啓発し、災害

情報をわかりやすく伝え、生き延びてもらうか」という

方向で話が進むことが多い。それはもちろん大切である

し、おそらくわたし自身もそうした実践や研究によって

間接的に命を救われている。ただ、あえて次のような論

点を提示したい。減災の価値や手続きと死生観といった

価値のあいだには特別な調和が必要なのではないか。死

生観以外にも、「自然観」「宗教」「運命」「公共性」とい

った、災害に直面する人間が意識せざるをえない価値が

存在する。そうした諸価値と、生存・被害軽減という減

災の価値のあいだに生じる摩擦を調停する仕組みを、現

在の減災はほとんど持たない。それらをつなぐことばが

重視されないままであったなら、減災の実践や研究成果

が社会と生活にほんとうに根付くことの妨げになるので

はないか。 
たとえば風水害の避難情報に対する実際の避難率の低

さが災害情報研究における課題となっている。この課題

に対して、多様な価値や意味が絡み合う「生活」という

次元を看過したまま、個別の減災技術のみを改良しよう

とする方向性を取るならば、「部分最適化」の陥穽に陥る

可能性があるのではないだろうか。齋藤（2020）は、「率

先避難者」となることで地域の他の住民の命を救うこと

につながると市民に呼びかける防災施策について、それ

が「ナッジ」として個人レベルの認識への働きかけに限

定され社会的な合意形成の積み重ねを欠くならば、有効

性が限られてしまう可能性を指摘している。避難に関す

る合意形成が求められるのは、人間の生活が多様な価値

や背景を持ち、それがひとりひとり異なる色合いを持つ

ためである。この生活という次元を通り過ぎてしまう構

造的な性質が「減災」には含まれているのかもしれない。 
 
２．問いの所在と先行研究 
（１）減災システム社会という視座 
だとすれば、ある具体的な技術や取り組みがうまくい

っているかどうかではなく、そもそも減災と社会のかか

わりそのものを再考する必要があるだろう。減災・防災

の理念や定義はさまざまに議論されてきた（たとえば、

河田 2001）。減災を具体的に進めるための個別の研究や

実践も積み重ねられてきた。しかし、全体像としての「減

災」が、社会において実際にどのように機能しているの

かという問いは手つかずのままである。そこで本稿では、

減災・防災に関する様々な技術や制度が有機的につなが

り、そこに生きる人々の生活や姿勢に影響を与えながら、

みずから発展してゆく社会を「減災システム社会」と仮

に名付け、3 章でその構造を素描する。次いで 4 章で減

災システム社会と社会の関係として 2 つのアプローチを

提示する。 
こうした記述によって「つなぐことば」や「調停」が

即座に獲得されるわけではない。ただ、全体を俯瞰しな

がら細部を観察する視点を提示することで、システム内

部でわたしたちが行っていることが明晰になれば、諸価

値間の葛藤により鋭敏に気づくことができるようになり、

減災の実践や研究成果を社会と生活により複層的に根付

かせるためのアプローチの幅を広げることにつながると

考える。 
減災と社会のかかわりを考察するための基本的な視座

を、科学技術と社会の関係や相互作用を分析する科学技

術社会論（STS）から得ることができる。科学技術社会

論の学説史上では、科学技術と社会のいずれに本質的な

優位性を認めるかにあたり、大きく分けて次のような立

災害情報　No.19-1  202124



を必ず優先すべきであると断定することはできない。 
たとえば現代医療では原則として患者の自己決定権が

尊重される。医療者が治療方針について患者に十分な説

明を行い、同意を得たうえで治療を実施すること（イン

フォームド・コンセント）が求められる。患者の健康を

回復させるために最良の治療方法と医療者が考えていて

も、患者当人の意志に反するならばパターナリズム（父

権温情主義）として批判される。この論点に関する生命

倫理学の古典的事例としてしばしば言及されるのが、信

仰上の理由による輸血拒否である。患者が自身の信ずる

宗教の教義に反するとして輸血を拒否する場合、その意

志が医療者の良心や義務よりも優先する。この判断は、

たとえ「愚行」と思われる行為であっても、他者に危害

を与えない限りは当人の自己決定が優先されるという

「他者危害の原則」（愚行権）に由来する（江崎 1998）。
上述の復興住宅の住民は信仰上の理由というほど強靭な

思いを持つのではないにしても、仮に生命倫理学の議論

をそのまま輸入することが許されるならば、「もう死ぬか

らええ」ということばを無視することはできないという

結論を導き出すことも可能だろう。 
ただし、「もう死ぬからええ」と「避難訓練」は輸血拒

否問題ほどには厳しく対立するものではないということ

も確認しておきたい。矢守（2019）は高知県黒潮町に住

む女性が詠んだ「大津波 来たらば共に 死んでやる 

今日も息（こ）が言う 足萎え吾に」「この命 落としは

せぬと 足萎えの 我は行きたり 避難訓練」という 2
つの短歌を紹介し、1 首目では「受動的なオブジェクト」

であった詠み手が 2 年後に詠まれた 2 首目では「能動的

なエージェント」に存在様式を転じていると論じている。

1 首目の「死んでやる」は、将来の津波による死の可能

性を母と子という関係においてつぶやくものであり、独

居高齢者世帯が多い復興住宅での「もう死ぬからええ」

と単純に同一視はできない。ただ、死を遠ざけない語り

と生存への意志は必ずしも厳しく対立するものではなく、

受動から能動へと移行しうる、あるいは同じひとのここ

ろのなかで無理なく同居するものなのかもしれない 1)。 
減災に関する多種多様な実践や研究には、「もう死ぬか

らええ」「来たらば共に死んでやる」といったことばをい

ったん受け止めるための余地が不足しているように思わ

れる。むしろこうしたことばを「防災意識の低さ」と捉

え、「こうした考えを持つ住民をどのように啓発し、災害

情報をわかりやすく伝え、生き延びてもらうか」という

方向で話が進むことが多い。それはもちろん大切である

し、おそらくわたし自身もそうした実践や研究によって

間接的に命を救われている。ただ、あえて次のような論

点を提示したい。減災の価値や手続きと死生観といった

価値のあいだには特別な調和が必要なのではないか。死

生観以外にも、「自然観」「宗教」「運命」「公共性」とい

った、災害に直面する人間が意識せざるをえない価値が

存在する。そうした諸価値と、生存・被害軽減という減

災の価値のあいだに生じる摩擦を調停する仕組みを、現

在の減災はほとんど持たない。それらをつなぐことばが

重視されないままであったなら、減災の実践や研究成果

が社会と生活にほんとうに根付くことの妨げになるので

はないか。 
たとえば風水害の避難情報に対する実際の避難率の低

さが災害情報研究における課題となっている。この課題

に対して、多様な価値や意味が絡み合う「生活」という

次元を看過したまま、個別の減災技術のみを改良しよう

とする方向性を取るならば、「部分最適化」の陥穽に陥る

可能性があるのではないだろうか。齋藤（2020）は、「率

先避難者」となることで地域の他の住民の命を救うこと

につながると市民に呼びかける防災施策について、それ

が「ナッジ」として個人レベルの認識への働きかけに限

定され社会的な合意形成の積み重ねを欠くならば、有効

性が限られてしまう可能性を指摘している。避難に関す

る合意形成が求められるのは、人間の生活が多様な価値

や背景を持ち、それがひとりひとり異なる色合いを持つ

ためである。この生活という次元を通り過ぎてしまう構

造的な性質が「減災」には含まれているのかもしれない。 
 
２．問いの所在と先行研究 
（１）減災システム社会という視座 
だとすれば、ある具体的な技術や取り組みがうまくい

っているかどうかではなく、そもそも減災と社会のかか

わりそのものを再考する必要があるだろう。減災・防災

の理念や定義はさまざまに議論されてきた（たとえば、

河田 2001）。減災を具体的に進めるための個別の研究や

実践も積み重ねられてきた。しかし、全体像としての「減

災」が、社会において実際にどのように機能しているの

かという問いは手つかずのままである。そこで本稿では、

減災・防災に関する様々な技術や制度が有機的につなが

り、そこに生きる人々の生活や姿勢に影響を与えながら、

みずから発展してゆく社会を「減災システム社会」と仮

に名付け、3 章でその構造を素描する。次いで 4 章で減

災システム社会と社会の関係として 2 つのアプローチを

提示する。 
こうした記述によって「つなぐことば」や「調停」が

即座に獲得されるわけではない。ただ、全体を俯瞰しな

がら細部を観察する視点を提示することで、システム内

部でわたしたちが行っていることが明晰になれば、諸価

値間の葛藤により鋭敏に気づくことができるようになり、

減災の実践や研究成果を社会と生活により複層的に根付

かせるためのアプローチの幅を広げることにつながると

考える。 
減災と社会のかかわりを考察するための基本的な視座

を、科学技術と社会の関係や相互作用を分析する科学技

術社会論（STS）から得ることができる。科学技術社会

論の学説史上では、科学技術と社会のいずれに本質的な

優位性を認めるかにあたり、大きく分けて次のような立

場がある（柴田 2020）。①科学技術が社会とは独立に発

展し、その成果が社会に実装されてゆくとみなす「技術

決定論」。科学が自身の内部的な合理性に従って発展する

と考えるため、インターナルモデルとも呼ばれる。②反

対に、社会が科学技術の動向を規定するとみなす「社会

構成論」（エクスターナルモデル）。③科学技術と社会の

いずれか一方を優位とみなすのではなく、それぞれが互

いに影響を与え合っているとみなす立場。技術的側面と

社会的側面を分離せず、一体的システムと捉える「技術

システムアプローチ」や、人間だけでなく生物・無生物・

自然物までアクターとみなし、それらが相互に影響しあ

うネットワークが技術の社会的導入を規定すると解釈す

る「アクターネットワーク理論」などがある。 
本稿の立場は③に近い。減災に関わる技術や取り組み

と社会は相互に深く絡み合っている。例えば、次章で取

り上げる緊急地震速報という新しい技術が開発されるこ

とで市民生活や社会のあり方はさまざまに変化した。こ

の点では①技術決定論的であるが、緊急地震速報を支え

る基盤観測網は阪神・淡路大震災後に科学技術庁（当時）

の政策によって予算が投入され構築されたものである。

すなわち大震災を受けた政治判断とその背後の世論が緊

急地震速報の開発を誘導したのであり、また「予知」に

軸足を置いていながら都市直下地震に無防備であった地

震学の側でも「国民による地震調査研究の成果の活用を

常に意識」し、「官民の防災関係機関による地震防災につ

ながる調査研究」を改めて志向していた（地震調査研究

推進本部 1999）。こうした点では②社会構成論的な解釈

が適していると言える。減災システム社会における技術

は断続的に生じる大災害をきっかけとして世論や国家予

算の後押しを受けて開発・改良されるものの、それがい

ったん社会実装されると住民や一般の民間組織や地方自

治体の側で技術の内容や導入可否を選択することは現実

的に困難であることが多い。社会は技術を求めるが、技

術を自由に扱うことはできないのである。 
次章で論じるように、減災に関する技術や取り組みは

さまざまな領域にまたがって機能し、ある技術が別の技

術や制度とつながり、結果としてきわめて複雑で錯綜し

たネットワークを形成する。減災システム社会はこのネ

ットワークに人間を「組み入れる」ようにして存在して

いる。こうした観点から、本稿では技術と社会のいずれ

かに優位性を定めるのではなく、その両者が複雑に絡ま

りあって相互に影響を与え、その過程で人間の生活に深

く浸透してゆくという捉え方を選ぶ。 
この捉え方によって焦点を当てたいのは、緊急地震速

報や国土強靭化政策や災害時要支援者名簿や非常食や地

区防災計画といった個別の技術や制度や実践の是非や課

題点ではなく、そうした個別具体的な技術が複雑に絡ま

ったネットワークの構造であり、それに接する人間の生

活である。冒頭に紹介した「もう死ぬからええ」や黒潮

町の女性の短歌は、そうした絡み合いの現場で、言い換

えればネットワークと生活の界面でつぶやかれたことば

であると解釈できる。減災システム社会は目的達成のた

めに常にネットワークを複雑化させ、人間の生活と身体

に浸透しているため、そこから人間が距離を取り、その

全体像を認識することが容易ではない。 
（２）トランス・サイエンスとしての解釈 

ここで、科学技術社会論の重要概念である「トランス・

サイエンス」の考え方を参照することで、このことを別

の角度から検討したい。アメリカの物理学者 A. ワイン

バーグは、「科学によって問うことができるが、科学によ

って答えることができない問題群からなる領域」をトラ

ンス・サイエンスと定義した（Weinberg 1992[1972]、小

林 2007）。いわば科学と社会が重なり合う領域である。

ワインバーグはその例として、超音速旅客機によるオゾ

ン層破壊の可能性と原子力発電所の建設認可を挙げてい

る。科学者は原子力発電所が事故を起こす確率を算出す

ることができるが、ある地域に原子力発電所を建設すべ

きか否かという問題に対しては答えを出すことができな

い。科学者はリスク（事故が生じる確率や予測される被

害）を算出するが、そのリスクに曝される当事者（地域

住民など）にとってそうした算出結果が持つ意味を（と

りわけ民主的な社会では）科学者は専決できないためで

ある。科学者の営為と一般市民の社会生活が重なる領域

では、「科学的な答え」だけでは解決しない、あるいはそ

うした答えがそもそも定まらない問題の合意点を、両者

が共同で探らざるをえない。近年の事例では、福島第一

原発事故による低線量被爆の基準値をめぐる問題（一ノ

瀬 2013）や、遺伝子組換え作物の導入是非をめぐる議論

がトランス・サイエンスの領域に該当するだろう。 
減災・防災に関するものでは、東日本大震災後の沿岸

部被災地における防潮林の建設（廣重 2018）、安間川コ

ンセンサス会議（小林 2007）に関する先行研究がある。

これらの例は、津波や洪水の被害軽減と、住民の生活環

境や生態系保全といった価値との摩擦を、住民と行政が

協働で調停しようとする試みであると言える。 
もうひとつ確認しておきたいことは、トランス・サイ

エンスに関わる議論や、市民社会と科学者がそうした問

題を公共の場で検討する「コンセンサス会議」や「対話

フォーラム」（八木 2009）といった取り組みは、（地域）

社会に強いインパクトを与える特定の技術や施設を対象

とするということである。発電所や堤防といった施設は

建設が始まれば仕組みを変更することは容易ではないし、

近隣住民や事業主体にとって大きな利害が関わるため、

このことは当然である。他方で、特定の技術や制度や施

設ではなく、それらが有機的に結びついて形成されるネ

ットワークや、そこから生じたフィードバックを取り入

れて改良を続けるシステムそのものについては、トラン

ス・サイエンス的なものとして把握されることはこれま

でなかった。本稿がくりかえし立ち戻るポイントがここ

にある。「減災」はある特定の技術や法律なのではない。
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新旧のさまざまな技術や制度や習慣や実践が絡み合い、

生活を取り囲み、身体のすぐ近くにまで浸透してくるも

のである。そのために「これ」として焦点化しづらいま

ま人間生活の諸価値との調停という問題に突き当たり、

それを解消しづらいという構造がある。 
この点で、本稿が扱うのはトランス・サイエンスであ

ると同時にトランス・システムの問題であり、また論者・

当事者が認識論的・身体的・実存的にシステムの外部に

超越できない（たとえばこの論文を書いているわたし自

身、「人と防災未来センター」館内では小中学生向けの防

災セミナーで非常時持ち出し袋の重要性を説き、肌見離

さずにいるスマートフォンには「ゆれくる」「逃げトレ」

といったアプリが入っている）という点ではシステム・

インサイドの問題である。したがって減災システム社会

の分析はつねにシステム内部からの言説・行為であって、

その認識や解釈や、またそのフィードバックは始めから

システムに制約を受けている。だからといって、内部か

らの言説・行為が無意味なのではない。少なくともわた

したちが何に取り巻かれているのかを不完全であれ意識

にもたらし、相対化することができる。 
 
３．減災システム社会の構造 
減災システム社会の構造を検討するための糸口として、

本章ではまず気象庁の緊急地震速報を取り上げてみたい。

そのうえで、減災システム社会の一般的な特徴と動態を

記述する。緊急地震速報を題材とするのは、それが不完

全な技術であるからではなく、むしろきわめて優れた減

災技術であり、また市民の身近に存在し認知度も高いた

めである 2)。 
（１）緊急地震速報 
緊急地震速報はP波とS波の伝播速度の差を利用した

大地震の直前警報技術であり、2007 年に気象庁により本

格運用が始まった。縦波（疎密波）であるP 波は、横波

である S 波より地中の伝播速度が速い。P 波の速度が約

7km/s であるのに対して S 波は約 4km/s である。主要動

は S 波の直後に来るため、S 波の到達に先んじて警報を

発信することができれば地域住民や交通網や産業機械が

緊急の対応を取ることができる。震源地の直近の地震計

が捉えたP波の波形を元に震源の位置とマグニチュード

を即座に解析し、S 波の到達前に、強い揺れが伝わると

推定された地域に向けて警報を発するという原理である。

なお気象庁の緊急地震速報では、最大震度 5 弱以上が予

測される場合に予測震度 4 以上の地域へテレビ・ラジ

オ・携帯電話等を通じて発信するものを「地震動警報」、

最大震度 3 以上もしくはマグニチュード 3.5 以上が予測

される場合に、気象庁が許可した事業者に専用端末を通

じて発信するものを「地震動予報」と呼び分けている。 
まず、松村（2010）を主に参照して、緊急地震速報の

開発過程の概略を確認する。緊急地震速報の開発につな

がる直接のきっかけは阪神・淡路大震災だった。震災後、

国内の基盤観測網の整備予算が倍増し、各種の装置によ

る濃密な観測網が開発された（泊 2015）。震災後に設立

された文部科学省地震調査研究推進本部は「リアルタイ

ムによる地震情報の伝達」を基本施策の一つとしていた。

この「リアルタイム」研究は当初、阪神・淡路大震災の

初動対応の遅れという反省のもと、地震発生直後の被害

状況をいち早く収集・伝達することを目指していた。し

かし基盤観測網の急発達に伴い、研究開発の軸足は緊急

地震速報の実用化へと移ったという。気象庁では 200 箇

所の地震計を用いた「ナウキャスト地震情報」を開発し

ており、また同時期に防災科学技術研究所は 800 箇所の

観測点を持つHi-net 観測網による「リアルタイム地震情

報」の開発を進めていた。その後、両プロジェクトが統

合され、2007 年から気象庁により緊急地震速報が一般向

けに実用化された。なお、現在は気象庁約 690 箇所・防

災科学技術研究所約 1000 箇所の観測網が機能している
3)。 
これらの観測網が捉えたP波の情報は気象庁に集めら

れ、震源とマグニチュードが計算機により解析される。 
その結果は具体的なメッセージに変換されて最終的な

宛先である一般市民や産業施設に届けられる。一般市民

に馴染みが深いのはテレビ画面上に現れる表示幕や携帯

電話・スマートフォンの警報音であろう。警報に接した

市民は、それがまさに緊急の警報であることをあらかじ

め知っている。とっさに姿勢を低くし、周囲を見回し、

自ら安全な場所に移動したり、家族や近くのひとを助け

ようとする。 
この警報（音）が訓練に用いられることもある。いわ

ゆるシェイクアウト訓練では、メッセージの詳細を確か

めることなく、たとえば教室の子どもたちが警報音を聞

くなり一斉に机の下に潜ることになる（たとえば、永田・

木村 2013、相場ほか 2014 など）。 
訓練であれ「本番」の地震であれ、緊急地震速報がも

たらした「結果」は事後に行政や研究者によって分析さ

れる。現実の震源やマグニチュードや各地の震度と、推

測のそれらとの差異や、警報を受けた市民の反応が調査

され、新たな課題や教訓が析出される（たとえば、中森

2013、鷹野・藤岡 2015 など）。そうした課題や教訓は関

連する組織に蓄積され、また一部は論文などの形式で学

術界においてさらに精査され、緊急地震速報の本体やメ

ッセージの出し方や訓練方法の改善に活かされる。 
（２）海底から枕元まで 
以上が、緊急地震速報の開発と、地震発生、警報発信、

避難行動、結果のフィードバックまでのおおまかな過程

である。ここから読み取れることを 3 点検討してみよう。 
a）技術ネットワーク 

まず確認したいのは、緊急地震速報はゼロから構築さ

れたものではなく、長い前史を持つということである。

まず観測網という理念がある。緊急地震速報は約 1000
箇所の地震計を一元化することで成立したが、国内の地
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のである。そのために「これ」として焦点化しづらいま

ま人間生活の諸価値との調停という問題に突き当たり、

それを解消しづらいという構造がある。 
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記述する。緊急地震速報を題材とするのは、それが不完

全な技術であるからではなく、むしろきわめて優れた減

災技術であり、また市民の身近に存在し認知度も高いた

めである 2)。 
（１）緊急地震速報 
緊急地震速報はP波とS波の伝播速度の差を利用した

大地震の直前警報技術であり、2007 年に気象庁により本

格運用が始まった。縦波（疎密波）であるP 波は、横波

である S 波より地中の伝播速度が速い。P 波の速度が約

7km/s であるのに対して S 波は約 4km/s である。主要動

は S 波の直後に来るため、S 波の到達に先んじて警報を

発信することができれば地域住民や交通網や産業機械が
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推定された地域に向けて警報を発するという原理である。

なお気象庁の緊急地震速報では、最大震度 5 弱以上が予

測される場合に予測震度 4 以上の地域へテレビ・ラジ

オ・携帯電話等を通じて発信するものを「地震動警報」、
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される場合に、気象庁が許可した事業者に専用端末を通

じて発信するものを「地震動予報」と呼び分けている。 
まず、松村（2010）を主に参照して、緊急地震速報の

開発過程の概略を確認する。緊急地震速報の開発につな

がる直接のきっかけは阪神・淡路大震災だった。震災後、

国内の基盤観測網の整備予算が倍増し、各種の装置によ

る濃密な観測網が開発された（泊 2015）。震災後に設立

された文部科学省地震調査研究推進本部は「リアルタイ

ムによる地震情報の伝達」を基本施策の一つとしていた。

この「リアルタイム」研究は当初、阪神・淡路大震災の

初動対応の遅れという反省のもと、地震発生直後の被害

状況をいち早く収集・伝達することを目指していた。し

かし基盤観測網の急発達に伴い、研究開発の軸足は緊急
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所の地震計を用いた「ナウキャスト地震情報」を開発し
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災科学技術研究所約 1000 箇所の観測網が機能している
3)。 
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ようとする。 
この警報（音）が訓練に用いられることもある。いわ

ゆるシェイクアウト訓練では、メッセージの詳細を確か

めることなく、たとえば教室の子どもたちが警報音を聞

くなり一斉に机の下に潜ることになる（たとえば、永田・

木村 2013、相場ほか 2014 など）。 
訓練であれ「本番」の地震であれ、緊急地震速報がも

たらした「結果」は事後に行政や研究者によって分析さ

れる。現実の震源やマグニチュードや各地の震度と、推

測のそれらとの差異や、警報を受けた市民の反応が調査

され、新たな課題や教訓が析出される（たとえば、中森

2013、鷹野・藤岡 2015 など）。そうした課題や教訓は関

連する組織に蓄積され、また一部は論文などの形式で学

術界においてさらに精査され、緊急地震速報の本体やメ

ッセージの出し方や訓練方法の改善に活かされる。 
（２）海底から枕元まで 
以上が、緊急地震速報の開発と、地震発生、警報発信、

避難行動、結果のフィードバックまでのおおまかな過程

である。ここから読み取れることを 3 点検討してみよう。 
a）技術ネットワーク 

まず確認したいのは、緊急地震速報はゼロから構築さ

れたものではなく、長い前史を持つということである。

まず観測網という理念がある。緊急地震速報は約 1000
箇所の地震計を一元化することで成立したが、国内の地

震観測網は明治期から段階的に整備されていた。さらに

遡れば、地震学草創期から「お雇い外国人」である J. ミ
ルンが国内各地の地震観測報告を葉書や電信を用いて一

元化するネットワークを構築していた（金 2007）。また、

観測網が捉えた地震の情報を「即座に」「一般市民に配信

する」という点では、直後の速報であるがテレビの地震

速報テロップ等が先行していた。また、松村（2010）が

指摘するように、地震波を捉えて自動で緊急対応するア

イデアはガスメーターの自動停止装置やエレベーターの

自動停止装置として実用化されており、複数の地震計で

地震波を捉えてシステム全体が緊急対応するという点で

は JR の列車緊急停止システム「ユレダス」が 1985 年か

ら運用を開始している（美藤ほか 1985、中村 2003）。 
緊急地震速報の革新性は、既に実用化されていた技術

や常識を前提としつつ、新しく開発した技術をそれらと

統合して全国一律に機能する実用的な仕組みを創り出し

たことにあった。松村（2010）の記述を借りれば、直前

警報の「アイデア自体は昔からあったものであるが、こ

れを現実のものとするためには、観測網、解析システム、

通信システムの 3 つが適切な形で出揃うことが必須条件

であった」。信頼性の高い地震計、観測データの送受信回

線、解析を実行する高性能の計算機とそこで用いるアル

ゴリズムが有機的につながり、さらにテレビや携帯電話

の既存の情報配信網とも接合されて技術ネットワークを

形成する。たとえば NHK は従来から運用していた緊急

ニュース速報の仕組みを拡張することで緊急地震速報の

迅速な配信を実現し（有森 2008）、携帯電話網では緊急

速報用の国際規格ETWS を制定して「理論上最速」での

緊急地震速報配信を可能とした（田中ほか 2009）。 
速報の受け手の側の態度も、広い意味ではこのネット

ワークの一部と言える。地震の情報が即座に身近にやっ

てくるという受け手（一般市民）の側の常識と、学校等

での訓練の習慣が無ければ緊急地震速報は成立しない。

緊急地震速報を用いた訓練が学校や職場ですんなり実施

できるのは、「避難訓練」という所作を日本中の学校で繰

り返してきたからだ。 
こうした前史は、新旧の技術や習慣が有機的につなが

ることで技術ネットワークを形成したことを示している。

こうした個別の技術や習慣は緊急地震速報の完成を目指

して建設されていたのではない。緊急地震速報の構成要

素が出揃い、速報の実現を求める社会の要請が技術上の

成熟に合致して、あるタイミングでネットワークが成立

している。これは液体が固体になるような「相転移」に

似た変化であったかもしれない。諸々の技術や習慣が個

別に機能していたのが、ある瞬間を境に組織化される。

こうした相転移現象は医療や交通や経済のシステムでも

見いだされるが、減災システム社会においてはとりわけ

「分子間力」に相当する力が強い。つまり「生命を守る」

という目的が強力で自明のものとされるために技術ネッ

トワークはより強固に結びつき、退転しない 4)。 

「相転移」が生じる際、個別の要素に紐付けられてい

た生活や身体の所作もそのまま巻き込まれて技術ネット

ワークの一部となる。これまで番組やメールを届けてく

れていたテレビや携帯電話が、人間がそれを享受する習

慣を保ったまま「減災」の仕組みに再構成される。 
b）持続的で予測しづらい変化 

第 2 に、システムが改良・拡大という仕方で変化し続

けることである。速報の「より迅速・確実な提供」（鷹野

2011）に向けた技術開発や、外国人住民向けの多言語辞

書の開発（赤石 2017）や、聴覚障碍者のために緊急地震

速報を室内照明と連動させる技術（岩手大学 2019）とい

った、緊急地震速報の中核的な機能・役割に沿った改良

だけではない。自動運転バスへの緊急地震速報の組み込

みなど（川口市ほか 2020）、緊急地震速報が新たな技術

の前提要素の一つとなる例も見られる。今後も、たとえ

ばドローン、顔認証技術、GPS、住民基本台帳ネットワ

ーク、RFID、音声・四肢挙動認識、遠隔手術、独居高齢

者見守り、低侵襲性BMI（Brain-Machine Interface）、信用

スコアといった技術を取り込み、またそれらに「速報」

が取り込まれるかたちでネットワークが結合の複雑さと

密度を増してゆくだろう。たとえば緊急地震速報の発動

と同時に公共空間や私空間のビデオカメラや個人のスマ

ートフォンが人間の挙動や座標を捉えてより最適な行動

を指示し、情報が疎であるエリアにはドローンが自動的

に派遣されて情報収集を行うといった具合である。こう

したネットワークやシステム全体の中長期的な発展の方

向は予測も制御も容易ではない。 
c）生活と身体への浸透 

第 3 に、緊急地震速報が個々人の生活に浸透し、さら

に自然現象についての考え方や、あるいはよりプリミテ

ィブな、「身構え」とでも言うべき次元にまで影響を及ぼ

しているという点である。緊急地震速報の全体像ではな

く、わたしやあなたのような、生活者としての人間にと

っての速報の意味を記述してみよう。 
わたしたちが緊急地震速報の警報に接するのはテレビ

やスマートフォンである。それらは普段は画面表示とい

う仕事に専念して、便利なもの、楽しいもの、気を紛ら

わせるもの、無益なものを次々と見せている。緊急地震

速報はその裏に隠れている。しかし完全に意識の外にあ

るわけではない。ひとは普段は速報のことを考えていな

いけれど、忘れてもいない。目や耳がその場その場の出

来事に“耳目を奪われて”いる一方で、訓練や啓発によ

って仕込まれた「待ち方」を身体が保ち続けている。待

っている対象は望ましくないものである。自分も引き受

けさせられるもの、けれどもぎりぎりのところで死や危

険を免除してくれるかもしれないものを待機している。 
そこに、本当に警報が鳴る。ぞくりとした感覚が身体

に走り、目の周り、耳の後ろが力む。ただ、驚かされる

けれど本当の驚きではない。身体はすでにそれを知って

いた。意識するより一歩先に自分のスイッチが切り替わ
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り、周囲を見回す。倒れてくるものは？ 出口は？ 工

夫や創造性の余地は完全に排除され、そのときの環境下

で採りうる確実な行動を最短時間で探る。正解は誰も教

えてくれない。そこにあるのは、この場にいる「いま」

それが鳴る状況にほかならぬわたしが投げ込まれたとい

う「解きがたい謎」（フランク 2002）である。のったり

と続いていた日常の「いま」が消え、亀を追うアキレス

の歩みのように微分された「いまか、その次のいまか」

の切迫に切り替わる。すでに主要動が来る前に、あるい

はそれが来なくても、身の回りのものが平常時の意味を

失っている。家具や本棚や燃焼中のストーブが一瞬前と

は全く違ったものとして周囲にそそり立っている。警報

音の直前まで当たり前の生活を与えてくれていた諸々の

道具が、突然に親しみを失い、不気味なもの・身体にめ

りこんでくるかもしれないものに転じる。ナマの世界が

突然わたしに引き渡される。日常の世界そのものが支え

を失い、数秒先にも崩落しうるものとしてわたしを取り

囲んでいる。その瞬間を今か今かと待ち構えながら、感

覚器官を最大限に働かせようとする。世界の意味の崩壊

を張り詰めた意識で待つさまは統合失調症の体験に近い

のかもしれない。警報音を聞いた瞬間の独特のぞわっと

した感覚は、訓練や啓発によって身体に仕込まれていた

アラートが起動し、日常の意味と時間をめくりあげるよ

うにして切り替えてゆくことの感覚である。 
ところがわたしたちは身体のモードと時間のモードと

世界の意味のぞわっとした切り替わりをもたらすあの警

報音を発するかもしれない装置を身体のすぐそばにまと

わりつかせて日常生活を送る。スマートフォンを枕元に

置いて眠ることを習慣にしさえする。警報音（の可能性）

を介して、わたしの耳や眠りは太平洋岸の海底の観測網

につながっている。情報が突然届けられるというよりは、

じぶんの感覚器官が海底にまで拡張されているのだ。こ

れは、目が不自由なひとにとって杖が知覚の対象ではな

く知覚がその先端から始まる身体の延長となること（メ

ルロ＝ポンティ 1967）と似ている。ただし杖は自然の存

在から切り出されて人の手に渡され、身体に包み込まれ

る一個の道具にすぎないが、スマートフォンと緊急地震

速報では複合的な技術ネットワークと身体が相互を組み

込み合っている。 
さらにまた、感覚器官は、そこにすでに有るものだけ

でなく、そこで何かが生じる・現れることの可能性も合

わせて捉えている。駅のホームに視線をすべらせるとき、

線路というモノを見出すと同時に、電車のきぃきぃとい

うブレーキ音がそこに滑り込んでくる可能性をすでに

「聞いて」いる。緊急地震速報も同様に、知覚や予測の

全く外部から突然現れる出来事としてではなく、制御可

能ではないにしても可能性という仕方でつねにすでに確

かめているものとして「それ」を待つことを可能にする。

意識は眠りに落ちていても拡張された感覚器官は目覚め

ている。わたしたちはスマートフォンを枕元に置くこと

で、バークリーの神の代わりに世界を存在させ続けるの

だ。 
そうして、日常生活が突然つき崩されることに数秒間

先んじることを日常に組み込んでいる。主体が成立する

一歩手前の、器官や身体や世界が分化していない基底的

な「身構え」がすでに緊急地震速報を取り込んでいる。

それは表向きは「安全」のためとされているけれども、

実のところそうした日常や時間の流れ方（中断の可能性

を含んだ流れ方）そのものが、わたしの新たな生活ある

いは主体のかたちなのである。それはわたしの視覚や聴

覚の能力や、反射的な行動を可能にする四肢の能力とも

統合されている。 
 生活者はこうした浸透に対して調節を試みることがで

きるが、選択の余地は少ない。緊急地震速報は食器棚に

入れたり飽きて捨てたりできるモノのように提示される

のではなく、つねに最新のものを取り込み・取り込まれ

ながら発達してゆく技術ネットワークの一部分として現

れている。生活スタイルや身体の所作は、その発達の過

程に絡め取られてゆく。 
（３）減災システム社会の諸領域 
以上、具体的な事例として緊急地震速報の分析を試み

た。これを参考として、ここからは減災システム社会の

一般的な構造を検討する。なお、本節と次節で挙げる 9
つの次元と 3 つの動態上の特徴は観察によって直観的に

導出したものである。したがって（社会）科学的に十全

で明晰なものではなく、今後の議論の手がかりとして暫

定的に意味を持つにすぎない 5)。 
減災システム社会はどのような次元において機能して

いるか。減災・防災の技術や取り組みが明瞭に現れてく

る社会的な働きの領域として、以下の 9 つを挙げる。 
情報 減災システム社会では自然現象や災害下の人間の

挙動や復旧復興の状況がしばしば情報化され、流通・処

理・集約・保存・解析・可視化・公開される。緊急地震

速報のようにさまざまな技術が接続し連動できるのも、

情報という次元でそれらがお互いの働きを協調させるか

らである。他方で、情報化されない現象や、情報を受信

しないエージェントは減災システム社会から不可視化さ

れる。 
訓練 技術と技術、装置と装置は情報によってつながる

が、技術・装置と生活は必ずしも情報によって接合され

ない。生活者である人間の行動を災害情報や緊急時の状

況に即して適切なものとするのが訓練である。訓練は学

校や職場や地域での人々の統率された行動を前提として

おり、またマニュアルや避難施設や専用のアプリといっ

たインフラもその前提となる。 
科学 科学者は災害に関する諸現象を科学という一定の

手続きのもとで解釈し、その成果は減災システム社会の

個々の技術や取り組みの開発の方向を定める際に参照さ

れる。また、科学と技術は一体化し、さまざまな装置と

して現実化して人々の生活に接し、また自然現象の観測
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り、周囲を見回す。倒れてくるものは？ 出口は？ 工

夫や創造性の余地は完全に排除され、そのときの環境下

で採りうる確実な行動を最短時間で探る。正解は誰も教

えてくれない。そこにあるのは、この場にいる「いま」

それが鳴る状況にほかならぬわたしが投げ込まれたとい

う「解きがたい謎」（フランク 2002）である。のったり

と続いていた日常の「いま」が消え、亀を追うアキレス

の歩みのように微分された「いまか、その次のいまか」

の切迫に切り替わる。すでに主要動が来る前に、あるい

はそれが来なくても、身の回りのものが平常時の意味を

失っている。家具や本棚や燃焼中のストーブが一瞬前と

は全く違ったものとして周囲にそそり立っている。警報

音の直前まで当たり前の生活を与えてくれていた諸々の

道具が、突然に親しみを失い、不気味なもの・身体にめ

りこんでくるかもしれないものに転じる。ナマの世界が

突然わたしに引き渡される。日常の世界そのものが支え

を失い、数秒先にも崩落しうるものとしてわたしを取り

囲んでいる。その瞬間を今か今かと待ち構えながら、感

覚器官を最大限に働かせようとする。世界の意味の崩壊

を張り詰めた意識で待つさまは統合失調症の体験に近い

のかもしれない。警報音を聞いた瞬間の独特のぞわっと

した感覚は、訓練や啓発によって身体に仕込まれていた

アラートが起動し、日常の意味と時間をめくりあげるよ

うにして切り替えてゆくことの感覚である。 
ところがわたしたちは身体のモードと時間のモードと

世界の意味のぞわっとした切り替わりをもたらすあの警

報音を発するかもしれない装置を身体のすぐそばにまと

わりつかせて日常生活を送る。スマートフォンを枕元に

置いて眠ることを習慣にしさえする。警報音（の可能性）

を介して、わたしの耳や眠りは太平洋岸の海底の観測網

につながっている。情報が突然届けられるというよりは、

じぶんの感覚器官が海底にまで拡張されているのだ。こ

れは、目が不自由なひとにとって杖が知覚の対象ではな

く知覚がその先端から始まる身体の延長となること（メ

ルロ＝ポンティ 1967）と似ている。ただし杖は自然の存

在から切り出されて人の手に渡され、身体に包み込まれ

る一個の道具にすぎないが、スマートフォンと緊急地震

速報では複合的な技術ネットワークと身体が相互を組み

込み合っている。 
さらにまた、感覚器官は、そこにすでに有るものだけ

でなく、そこで何かが生じる・現れることの可能性も合

わせて捉えている。駅のホームに視線をすべらせるとき、

線路というモノを見出すと同時に、電車のきぃきぃとい

うブレーキ音がそこに滑り込んでくる可能性をすでに

「聞いて」いる。緊急地震速報も同様に、知覚や予測の

全く外部から突然現れる出来事としてではなく、制御可

能ではないにしても可能性という仕方でつねにすでに確

かめているものとして「それ」を待つことを可能にする。

意識は眠りに落ちていても拡張された感覚器官は目覚め

ている。わたしたちはスマートフォンを枕元に置くこと

で、バークリーの神の代わりに世界を存在させ続けるの

だ。 
そうして、日常生活が突然つき崩されることに数秒間

先んじることを日常に組み込んでいる。主体が成立する

一歩手前の、器官や身体や世界が分化していない基底的

な「身構え」がすでに緊急地震速報を取り込んでいる。

それは表向きは「安全」のためとされているけれども、

実のところそうした日常や時間の流れ方（中断の可能性

を含んだ流れ方）そのものが、わたしの新たな生活ある

いは主体のかたちなのである。それはわたしの視覚や聴

覚の能力や、反射的な行動を可能にする四肢の能力とも

統合されている。 
 生活者はこうした浸透に対して調節を試みることがで

きるが、選択の余地は少ない。緊急地震速報は食器棚に

入れたり飽きて捨てたりできるモノのように提示される

のではなく、つねに最新のものを取り込み・取り込まれ

ながら発達してゆく技術ネットワークの一部分として現

れている。生活スタイルや身体の所作は、その発達の過

程に絡め取られてゆく。 
（３）減災システム社会の諸領域 
以上、具体的な事例として緊急地震速報の分析を試み

た。これを参考として、ここからは減災システム社会の

一般的な構造を検討する。なお、本節と次節で挙げる 9
つの次元と 3 つの動態上の特徴は観察によって直観的に

導出したものである。したがって（社会）科学的に十全

で明晰なものではなく、今後の議論の手がかりとして暫

定的に意味を持つにすぎない 5)。 
減災システム社会はどのような次元において機能して

いるか。減災・防災の技術や取り組みが明瞭に現れてく

る社会的な働きの領域として、以下の 9 つを挙げる。 
情報 減災システム社会では自然現象や災害下の人間の

挙動や復旧復興の状況がしばしば情報化され、流通・処

理・集約・保存・解析・可視化・公開される。緊急地震

速報のようにさまざまな技術が接続し連動できるのも、

情報という次元でそれらがお互いの働きを協調させるか

らである。他方で、情報化されない現象や、情報を受信

しないエージェントは減災システム社会から不可視化さ

れる。 
訓練 技術と技術、装置と装置は情報によってつながる

が、技術・装置と生活は必ずしも情報によって接合され

ない。生活者である人間の行動を災害情報や緊急時の状

況に即して適切なものとするのが訓練である。訓練は学

校や職場や地域での人々の統率された行動を前提として

おり、またマニュアルや避難施設や専用のアプリといっ

たインフラもその前提となる。 
科学 科学者は災害に関する諸現象を科学という一定の

手続きのもとで解釈し、その成果は減災システム社会の

個々の技術や取り組みの開発の方向を定める際に参照さ

れる。また、科学と技術は一体化し、さまざまな装置と

して現実化して人々の生活に接し、また自然現象の観測

の解像度を向上させる。 
制度 防災や災害救助や被災者支援に関する法律、行政

上の諸規則、それを根拠とする予算措置や研究開発への

投資が、減災システム社会の具体的な機能の多くを裏付

ける。いったん成立した制度は人々や組織の所作を固定

して予測しうるものに規格化し、別の制度と連接できる

ようになる。 
環境 減災システム社会はわたしたちの周囲に広がる事

物を改造してゆく。その範囲は、防潮堤や津波避難タワ

ーといった街並み全体を更新し風景を変えるものから、

避難場所・避難所を示す案内板のように街並みに半ば溶

け込んでいるもの、さらに私生活の領域では家具の転倒

防止用の「つっかえ棒」や、家具の配置変えといったと

ころにまで及ぶ。変容した環境は平時と緊急時の人間の

行動をそれに沿わせる。 
専門性 減災システム社会における取り組みの多くは、

人々の知識や技能の勾配を前提とする。あるいは「防災

士」や「災害マネジメント総括支援員」のような資格を

制度化することで、そうした勾配を改めて作り出し、固

定する。それにより、減災システム社会の内部で生きる

人間は何らかの専門性を持つ「プロ」と、知識や技能を

持たず、しばしば非合理的に行動する「素人≒一般市民」

に大別される。また、専門性は分業を進める。 
言説 減災にかかわる取り組みや制度は、それについて

の言語活動とそのための場所・媒体を不断に生産する。

それは研究者による論文や行政官による報告書といった

フォーマルな形態をもつこともあれば、地域の避難訓練

についての井戸端会議といったインフォーマルな形態を

とることもある。また、減災システム社会は災害や自然

現象にかかわる言説を防災・減災の方向に誘導してゆく。 

生活 災害が人間を襲うとき、常に、人間はなんらかの

日常的状況にいる。それは冬の夜明け前の自宅であった

り、昼下がりの学校や職場であったりする。そのために

減災の具体的な取り組みや技術はしばしば家庭や学校や

通勤といった生活場面を起点とする（教室でのシェイク

アウト訓練、帰宅困難者対策、家具の転倒防止など）、も

しくは生活場面を到達点とする（テレビやスマートフォ

ンに現れる緊急地震速報など）。 

共同性 減災の取り組みは人間同士を関わり合わせる。

それは既存の共同体（職場、地縁、血縁など）を強化す

る方向に働くこともあるし、新しい共同体を創り出すこ

ともある。 

緊急地震速報を再び例に用いると、観測網のデータを

住民に届けるという点では「情報」を扱うものであり、

その過程は「科学」に支えられており、また巨大な観測

網は気象庁や国家事業という「制度」によって維持され、

警報音は「生活」の中に入り込むことで機能し、学校や

地域での「訓練」には「専門性」を持った研究者や防災

士が登場し、避難がうまくいくように市街地や住居の「環

境」を改良する。そうした取り組みは地域や職場でのや

りとりといった「共同性」を前提とし、また“速報のア

ラーム音は以前の震災のことを思い出させる”といった

「言説」を生む。 
（４）減災システム社会の動態 
では、減災システム社会はこれらの領域にまたがりつ

つ、どのような特徴をもって機能しているだろうか。そ

の性格を観察して大別すると、「有機性」「改良サイクル」

「無中心性」が挙げられる。 
a）有機性 

 ここまで繰り返し言及してきたように、減災システム

社会はさまざまな技術や実践が複数の社会的領域にまた

がりつつ意味を持って接続することで成立している。こ

の特徴を有機性と呼ぶこととする。有機性をさらに細分

すると、第一にそれは同じ次元の要素が関わり合う点で

連携的である。すなわち、組織と組織、人と人、組織と

人とが関係付けられ、装置と装置が協調して作動し、あ

る研究分野と別の研究分野が学際的に関わりあい、ある

法律と別の法律が依存・補完しあって効力を発する。そ

れだけでなく、異なる次元の要素が関わり合う点で多元

的でもある。装置と人間、技術と法律、地域共同体と専

門家というように、元来は別々の次元で設計され維持さ

れている諸要素が、減災という目的のもとで柔軟に接合

し有効に働くようになる。 
減災に関する具体的なことがら―耐震化、災害時ケ

アプラン、避難所運営マニュアルなど―はいずれも、

これら諸領域のほぼ全てにまたがってゆく。ところがそ

のまたがり方を比較しても、緊急地震速報とゲリラ豪雨

の直前予報のように相似形の技術を別として、一定の法

則性は見出し難い。蔦や大樹が縦横に絡まりあったジャ

ングルのように、さまざまな技術が複数の領域で融通無

礙に接合し、減災システム社会を成立させている。 
b）技術・身体・行動・改良のサイクル 

 減災システム社会では前節で挙げた諸領域でさまざま

な技術や実践が機能しているが、それらは基本的に人間

の生活と身体を志向している。地震、津波、噴火、豪雨

といった自然現象を直接に「叩き潰す」技術が存在しな

い以上、減災システム社会の諸々の動作はそうした自然

現象から生命を守ることに収斂する。ところで技術が生

命それ自体を掴みだして安全な場所へ保管するといった

ことはできないので、技術が浸透してゆく目標は生活と

身体となる。生活という領域には多様な価値や意味が混

在しているので、情報や訓練を「注ぎ込む」宛先として

は生活よりも身体が好まれる。それもできるだけ合理的

に、誤りなく生命を守るために、身体のできるだけ近く

にまで、あるいは物理的な意味で皮膚の内側へ、あるい

は習慣や規律という仕方で身体の「内部」へ浸透する。 
 個々人の身体にまでつながった減災システム社会は普

段は目立たない。行政の危機管理部署に務めるひとや研

究者や実践家を除けば、日常生活において災害や減災の

ことが意識に昇ることはまれである。しかし発災と同時
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にネットワーク全体が起動する。減災システム社会全体

が「平常時には潜在しており、災害時だけ顕在化する…

緊急社会システム」（廣井 1991）としての性格を持つ。 
 顕在化した減災システム社会は、人間の行動と、それ

を支える周辺的な機能に焦点を定める。たとえば津波や

洪水からの適切な避難行動や、避難所での振る舞いであ

り、それらを誘導・支援する避難メッセージや避難所へ

の物資配送である。そうした行動と周辺的な機能の良し

悪しによって端的な結果が生じる。すなわち、直接死、

関連死、生存である。 
減災システム社会の自己認識は、これらの行動を始点

から終点への移動として解釈し、また行動の理由を入力

（災害情報と環境の認知）と出力（行動）の函数として

解釈することで科学的なものとなる。さらに、死と生存

（あるいは「防災意識」「リテラシー」の高低）という評

価尺度を導入することで、災害時の行動において顕在化

した減災システム社会の一部分の働きを評価する。すな

わち、生存という結果につながった行動と、その行動を

促進した技術や事前訓練は良きものとして認識され、そ

の反対のものは改善すべきものとして認識される。この

認識に従って、新たな技術や訓練方法や制度が検討され、

前述の諸領域にまたがって社会実装される。実装された

技術は身体を目指す。研究者・実践家・市民はこのサイ

クルの各部分と一体化し、技術の改良に従事する。 
c）無中心性 

 こうして、減災システム社会はPDCA サイクルを続け

る。そのサイクルは災害の発生、基礎技術の改良、そし

て目の前の物事に課題を見つけ出してより良いものに改

良したいという人間の根源的な知的欲求によって駆動し

続ける。だから減災システム社会はつねに良くなり続け

る。 
 けれども減災システム社会はその具体的な道筋や理想

とするすがたを定めない。「科学技術の営みは、独り歩き

し始める傾向、自分に固有の必然的な力学を獲得すると

いう傾向がある。（…）そのために、科学技術による発展

は、前述のように不可逆的であるばかりか、前へ前へと

駆り立てるものともなり、行為者の意志と計画を飛び越

してしまう」（ヨナス 2010）。減災システム社会は生命を

守り被害を減らすという目的は漸進的に達成してゆくが、

その諸段階の社会が取る形状については管制しない。と

りわけ、本稿冒頭で提示した人間生活の諸価値の調停と

いう課題をシステムは考慮しない。減災がより良く進ん

だ社会では、ひとびとの公共性や死生観や宗教観や自然

観はどのように減災の諸技術と調和するのだろうか。こ

の問いに対する答えを思考する器官を減災システム社会

は持たない。だから、そうした調和を全く考慮すること

なくシステムが発達してゆく可能性もあるし、そうでな

い可能性もある。 
改めて強調しておきたい点は、終わりなき改良サイク

ルが人間の身体と生活に浸透しながら進むことである。

身体と生活は諸価値が次々と現れ、折衝し、更新されて

ゆく場である。身体と生活において諸価値は現実化する。

減災システム社会はその場を変えてゆこうとする。 
 
４．考察： 減災システム社会はどこへ行くのか 
人間の諸価値と減災はどのように調和しうるか。ある

いはそうした調和は必要であるのか。減災システム社会

のあるべきすがたについてのこれらの問いは、人間が改

めて思考しなければならない。そこで本章では、冒頭章

で提示した諸価値の葛藤という問いに関して、減災シス

テム社会の行き先を検討する。 
そうした行き先には大きく分けて 2 種類があると考え

る。第一は、諸価値の調停という時間のかかる作業を後

回しにして、まず減災システム社会のPDCA サイクルを

徹底的に回転させることである。身体を含む全ての自然

や地域共同体の在り方を「減災」に合わせて改造してゆ

く。死生観や自然観や宗教観も変化してゆく。そうして、

全員がとにかく生き延びる。これを仮に情報アプローチ

と呼ぶことにする。人間とシステムは限りなく統合され、

人間の存在が情報に近づくことになると考えられるから

である。そうした理想的な減災システム社会では個人の

意識さえ技術ネットワークの要素として組み込まれ、多

数のセンサーを有機的に統合した災害情報ネットワーク

によって町の住民全員が寸分の狂い無く避難することに

なるかもしれない。そのとき情報アプローチは、それが

徹底的に保全しようとするところの〈生命〉とは何であ

るかという問いを開くだろう。 
もうひとつの行き先は、諸価値の調和を生活の次元か

ら探ることである。これを仮に生活アプローチと呼ぶこ

とにする。減災システム社会の全体を分析して一挙にそ

の調和の原理を獲得することは不可能である。そうでは

なく、個別の技術や実践が個人と地域の生活にもたらす

影響や、そこでの諸価値間の摩擦に注意深く気づき、そ

の課題についての調停をそのたびにこころみる。たとえ

ば、緊急地震速報を待つことはわたしの四肢の能力と統

合されていると先に述べた。しかしそうした身体能力を

前提としないひとや、異なる時間の流れ方に生きるひと

や、シグナルを数秒先取りすることで主体性を保持する

という習慣を持たないひとにとって、「速報」は異なる意

味を持つものとして現れるだろう。そうした差異を理解

してゆくことで、「減災」が生活に差し入れる装置やアラ

ーム音や取り決めが、生活者としてのそのひとにとって

持ちうる意味や価値が顕わになるかもしれない。故・黒

田裕子氏は仮設住宅でのボランティアの際に、住民の戸

の開け方、声の張り食器棚や台所やゴミ箱の様子まで見

ることで被災者個々人の状況を理解したという（黒田

2006）。常にそこまで観察し尽くすべきか否かは別として、

生活と身体の側から技術や制度を捉え直すという点では

災害看護や福祉の観方は参考になるはずだ。 
生活のすがたは個人、家庭、地域ごとに異なるので、
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にネットワーク全体が起動する。減災システム社会全体
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価尺度を導入することで、災害時の行動において顕在化
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促進した技術や事前訓練は良きものとして認識され、そ

の反対のものは改善すべきものとして認識される。この
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技術は身体を目指す。研究者・実践家・市民はこのサイ
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続ける。だから減災システム社会はつねに良くなり続け
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 けれども減災システム社会はその具体的な道筋や理想

とするすがたを定めない。「科学技術の営みは、独り歩き

し始める傾向、自分に固有の必然的な力学を獲得すると

いう傾向がある。（…）そのために、科学技術による発展

は、前述のように不可逆的であるばかりか、前へ前へと

駆り立てるものともなり、行為者の意志と計画を飛び越

してしまう」（ヨナス 2010）。減災システム社会は生命を

守り被害を減らすという目的は漸進的に達成してゆくが、

その諸段階の社会が取る形状については管制しない。と

りわけ、本稿冒頭で提示した人間生活の諸価値の調停と

いう課題をシステムは考慮しない。減災がより良く進ん

だ社会では、ひとびとの公共性や死生観や宗教観や自然

観はどのように減災の諸技術と調和するのだろうか。こ

の問いに対する答えを思考する器官を減災システム社会

は持たない。だから、そうした調和を全く考慮すること

なくシステムが発達してゆく可能性もあるし、そうでな

い可能性もある。 
改めて強調しておきたい点は、終わりなき改良サイク

ルが人間の身体と生活に浸透しながら進むことである。

身体と生活は諸価値が次々と現れ、折衝し、更新されて

ゆく場である。身体と生活において諸価値は現実化する。

減災システム社会はその場を変えてゆこうとする。 
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いはそうした調和は必要であるのか。減災システム社会

のあるべきすがたについてのこれらの問いは、人間が改

めて思考しなければならない。そこで本章では、冒頭章

で提示した諸価値の葛藤という問いに関して、減災シス

テム社会の行き先を検討する。 
そうした行き先には大きく分けて 2 種類があると考え

る。第一は、諸価値の調停という時間のかかる作業を後

回しにして、まず減災システム社会のPDCA サイクルを

徹底的に回転させることである。身体を含む全ての自然

や地域共同体の在り方を「減災」に合わせて改造してゆ

く。死生観や自然観や宗教観も変化してゆく。そうして、

全員がとにかく生き延びる。これを仮に情報アプローチ
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である。そうした理想的な減災システム社会では個人の

意識さえ技術ネットワークの要素として組み込まれ、多

数のセンサーを有機的に統合した災害情報ネットワーク

によって町の住民全員が寸分の狂い無く避難することに

なるかもしれない。そのとき情報アプローチは、それが

徹底的に保全しようとするところの〈生命〉とは何であ

るかという問いを開くだろう。 
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ら探ることである。これを仮に生活アプローチと呼ぶこ
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の調和の原理を獲得することは不可能である。そうでは

なく、個別の技術や実践が個人と地域の生活にもたらす

影響や、そこでの諸価値間の摩擦に注意深く気づき、そ

の課題についての調停をそのたびにこころみる。たとえ

ば、緊急地震速報を待つことはわたしの四肢の能力と統

合されていると先に述べた。しかしそうした身体能力を

前提としないひとや、異なる時間の流れ方に生きるひと

や、シグナルを数秒先取りすることで主体性を保持する

という習慣を持たないひとにとって、「速報」は異なる意

味を持つものとして現れるだろう。そうした差異を理解

してゆくことで、「減災」が生活に差し入れる装置やアラ

ーム音や取り決めが、生活者としてのそのひとにとって

持ちうる意味や価値が顕わになるかもしれない。故・黒

田裕子氏は仮設住宅でのボランティアの際に、住民の戸

の開け方、声の張り食器棚や台所やゴミ箱の様子まで見

ることで被災者個々人の状況を理解したという（黒田

2006）。常にそこまで観察し尽くすべきか否かは別として、

生活と身体の側から技術や制度を捉え直すという点では

災害看護や福祉の観方は参考になるはずだ。 
生活のすがたは個人、家庭、地域ごとに異なるので、

生活アプローチの方法や結果はそれぞれに異なる。だか

ら、全ての事例を裁定する倫理規則を作ろうとするので

はなく、個別の「判例」を社会と地域の経験値として積

み重ねてゆくほかない。それは面倒なことだけれど、そ

もそも死生観、自然観、災害観、宗教性、公共性といっ

た価値はいずれもそうした積み重ねによって醸成されて

きたものである。「減災」がそのなかにほんとうに息づく

ためには、先行する諸価値と同様のプロセスをたどる必

要がある。 
2 つのアプローチの違いは、システムにおける人間の

有り方の違いである。情報アプローチにおいては、人間

は減災システム社会が適切に動かそうとする対象である。

人間はある点からある点へ移動し、ある健康状態から次

の状態へ推移する質点となる。生活アプローチにおいて

は、人間は生活の主体であり、存在と思考によって自ら

システムにフィードバックを与える。 
ただし、そもそも人間が減災システム社会全体の

PDCA サイクルに介入できるのかは不明である。改良の

サイクルの動因は本質的なもので、表面的な工夫によっ

て左右されない。ひとびとは漠然とした不安や不気味さ

を感じるだけで、サイクル自体は止められないかもしれ

ない。すると 2 つのアプローチの選択ができるわけでは

ないということになる。 
選択がどの程度可能であるかは本稿の課題から外れる。

いずれの行き先も悪しきものではない。選択が可能であ

るとの仮定に立って、2 つのアプローチの選択に関する

論点を述べる。 
生活アプローチと情報アプローチの岐路は、災害に対

して人間がいかに有ることができるかという問いに帰着

する。人間は生命とその亡失という仕方で災害に直面す

ると同時に、多様な諸価値の混在という仕方でも存在す

る。そうした諸価値はただ並立しているのではなく、人

間はむしろさまざまな価値や関係のあいだで引き裂かれ

ながらかろうじて生活している。矢守（2019）が紹介す

る「来たらば共に死んでやる」という表現には、どこか

投げやりなかんじと、「足萎え」た母のからだをそっとつ

つむような、いとおしさに近いような感覚が混在してい

る。それらの感覚の狭間に、本当にそのように死ぬこと

ができるのか、死ぬほかないではないか、死にたくはな

い、ひとりにさせたくない、実はみな助かるのではない

か、いや自分だけ生き延びてしまうのでは……というゆ

らぎを聞き取ることもゆるされるだろう。そして現実に

災害が襲ったとき、諸価値間での引き裂かれは生者と死

者の引き裂かれとして現実化する。引き裂かれているこ

とは、死者をつなぎとめておくことでもある。そして生

存と復興の創造性もまた、この引き裂かれて有ることを

源泉とする。情報アプローチは災害過程を全て必然の相

のもとで解釈する。しかし死者を社会から切り離さず、

生存に創造性を取り戻すためには、偶然の相のもとで災

害過程を解釈する余地が残されていなければならない。

そこで減災システム社会の行き先の問題は、自然・必然・

偶然の関係性についての問いとなる。 
 
補注 
1) たとえば上述の復興住宅では、大阪北部地震の直後に住民

同士が協力して室内の家具の配置を可能な範囲で変えると

いったことがあった。 
2) 気象庁の調査では緊急地震速報の一般の認知度は 90％を超

える（気象庁2019）。 
3) 気象庁ウェブサイト 

（ http://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/shikumi/shikumi.ht
ml）より。 

4) この箇所は、都市災害を準備する都市の様相変化を相転移

になぞらえる河田恵昭氏のアイデアに着想を得た。 
5) 「自明な言葉がほとんど得られていない領域では、そうし

た言葉をさがすことが義務となる」（ヨナス2010）。 
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Information Aproach or Life Aproach: 

On the Destination of the Disaster Mitigation System-Society 
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ABSTRACT 
 

Disaster mitigation practices and researchs can create friction on the various values and meanings that make up 
life. For example, elderly persons refuse to participate in evacuation drills, saying, "If a disaster strikes, I'll die." If the 
view of life and death, the view of nature, publicness, religion, and “disaster mitigation” are not arbitrated, it will 
prevent realization of the disaster reduction in society and life. It is necessary to comprehend the relationship 
between disaster mitigation and society down to the dimensions of life and body. Therefore, this paper names the 
society that various technologies related to disaster mitigation are organically connected, and that develops by itself 
while influencing the lives and attitudes of people living there as "Disaster Mitigation System-Society", and draws 
its structure. First, this paper takes the Earthquake Early Warning as a good example of technology in the Disaster 
Mitigation System- Society and analyzes how organically connected technology networks permeate life and body. 
Next, we describe the general structure of the Disaster Mitigation System-Society and point out that the PDCA cycle 
of technology, body, behavior, and improvement continues without headguarters. Finally, as the direction of the 
development of the Disaster Mitigation System-Society, the paper presents the "information approach" that 
thoroughly evolves the Disaster Mitigation System-Society itself and the "life approach" that tries to harmonize 
various values by carefully reading the meaning in life. 
 
 

Keywords：Disaster Information, STS, Earthquake Early Warning, life and body, Disaster Mitigation 
System-Society 
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和文要約 
 
水害時において、行動指南型情報としての役割を避難情報のみに期待するのは無理がある。より

生の情報、すなわち防災気象情報に目を向けるほうが得策であるというのが避難情報廃止論の要点

である。 
一方、避難情報廃止論が我々に問うものは、単に避難情報を廃止すべきか否かといった表面的な

議論だけではない。もしも防災気象情報で事足りる環境が十分に整うのであれば、そのもとでなお

避難情報が必要なのか否かの判断は、住民の避難判断とは別の論理、すなわち、その人の準拠社会

における住民と自治体との関係性についての認識のありようによって大きく異なる可能性があるの
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それとも、互いに責任の追及と回避を応報的に繰り返すような殺伐とした社会を目指すのか、ある

いはそれらとは別な社会のあり方を模索するのか、と問われることになる。 
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１．はじめに 
本稿では、及川ら（2016）の「避難情報廃止論」1)に

ついて、平成 30 年 7 月豪雨（西日本豪雨災害）後に運用

が始まった警戒レベルとそれに伴い生じた幾つかの混乱

を踏まえ、その意義を再考する。 
やや過激な呼称の論ではあるが、本稿の主旨は、何が

何でも廃止すべきであるという主張を展開したいのでは

ない。いまいちど水害時に自治体が出す避難情報（避難

指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始）

の役割について問い直すべく、ある種の思考実験を試み

るということが主旨である。水害時の人的被害を最小限

に食い止めるための災害情報の仕組みはどうあるべきか、

そして浸水被害が生じ得る場所で暮らす住民の覚悟はど

うあるべきか、さらには、防災をめぐる行政と住民との

関係性は如何にあるべきか、といった観点からの議論の

活性化の一助となれば望外の喜びである。 
 
２．避難情報廃止論 
（１）問題意識 
まず、及川ら（2016）による「避難情報廃止論」にお

ける問題意識を、図-1 を用いながら簡潔に要約する。そ

の要点の理解は、避難判断に関する「責任」の所在の様

相がどのように解釈されるかを疑似的に追うこと、すな

わち、さながら「帰責ゲーム」（棚瀬 1994）の様相とし

て追うことで、より容易になるものと思われる。 
水害による危険が差し迫ったとき、「(1)現象」に基づ

いて、「(2)住民」の個々が「とるべき行動」を的確に判

断できるのならそれで何ら問題はない（経路[a]）。自ら

の避難の問題であるのだから、その「責任」はあくまで

も自身にある、という構図である。しかし実際にはその

判断は容易ではないことが多いので、それを補完すべく、

経路[b]に基づき「(3)防災気象情報」を経路[c]で伝達する

ルートが設けられている。これに基づけば「(2)住民」は、

浸水被害の予兆現象、すなわち雨や河川水位の増減を連

続的に把握することが出来る。一般に「(3)防災気象情報」

は、経路[b]に基づく客観的な基準により生成されるもの

であるため、“状況通達型情報”としての性質を帯びる。

つまり、発信者の主観や解釈などはそこには含まれない、

本来的には状況を通知するだけの無機質な情報（基準に

達したことをお知らせする情報）として発信される 2)。
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したがって、その「(3)防災気象情報」がいったい何を意

味するのか、そこでどのような行動をとるべきなのか、

といった解釈や判断はあくまでも「(2)住民」自身が行う

必要がある、という構図である。換言すれば、避難判断

の「責任」は、あくまでも「(2)住民」自身が保持してい

るという構図である。 
しかし、後述する「警戒レベル」の導入による「警戒

レベル相当情報」としての位置づけを付与される以前の

段階でのこのような経路[c]における解釈や判断は、一般

的に言って、非専門家であるところの「(2)住民」にとっ

ては難解であり、そこから的確な判断を行うには一定の

専門的知識が必要とされたことは想像に難くない。一方、

自治体が発信する「(4)避難情報」は、構図としては経路

[c]の困難性を補完（迂回）するバイパス的な位置づけで

ある。しかし、それが「(3)防災気象情報」と決定的に違

う点は、「基準を満たしたことをお知らせする情報」では

「ない」ということである。そしてそれは、「(2)住民」

にとってみれば、避難のための利用可能な判断材料の数

が１つ増えたように見えるという意味合い以上に、「(3)
防災気象情報」のような間接的な表現ではなく、「とるべ

き行動」をより直接的・具体的な表現で指南してくれる

という点で、いわば“行動指南型情報”としての役割を

期待し得るものであったと言えよう。なお、この経路[f]
を「期待」と表現し得る状況においては未だ（かろうじ

て）、避難判断の「責任」は「(2)住民」自身が保持して

いると言える。 
しかし、近年では、情報待ちあるいは行政依存の問題

（片田 2012）として象徴的であるように、経路[f]の位置

づけは「期待」というよりも「依存」という表現がより

相応しい状況へと変化したかのように見える。ここでの

「依存」という表現は、本来ならば「(2)住民」自身のも

とにあったはずの避難判断の「責任」を、「(2)住民」自

身が「(4)避難情報」へと転嫁しようとする事態を指す。

無論、「(4)避難情報」がその転嫁されようとしている「責

任」に対して完全に応えうるものであるのならば、何ら

問題はないだろう。しかし現実はそうではない。もとよ

り「(4)避難情報」には、見逃しや空振りの問題が避けら

れない。「する／しない」の２択で発せられる情報には、

必然的に「アタリ／ハズレ」を伴うのである。それがハ

ズレたとき、避難判断の「責任」を「(4)避難情報」に転

嫁して依存したつもりになっていた「(2)住民」サイドか

らの風当たりは、概して厳しい。近年でも、伊豆大島災

害（2013）や広島災害（2014）や鬼怒川決壊（2015）な

どで、結果的に「(4)避難情報」が未発表の状況で甚大な

被害が生じたことから、避難情報の見逃しの問題に対す

る数多くの批判が向けられたことは記憶に新しい。「(4)
避難情報」はその「責任」の要請に対して完全には応え

られないのである。にもかかわらず、「避難情報」はその

「責任」に応えうるかの如くの体裁を保持したまま、し

かしながら「(2)住民」は依然として「(4)避難情報」に対

して避難判断の「責任」を転嫁して依存しようとする態

度を続けるのであれば、それは「(4)避難情報」という仕

組みがもたらした構造的な“弊害”とも表現しうる事態

と言えよう。 
「(4)避難情報」を発する任を担う自治体が、ハズレに

よって生じる多くの被害と幾多の批判を避けたいと考え

るのは当然である。しかし、「見逃しを避けるには空振り

が多くなり、空振りを恐れると見逃しが発生するという

災害情報のジレンマ」（田中 2008）は不可避である。そ

れゆえ自治体は、「(2)住民」から託されたかの如くの状

態となっている避難判断の「責任」の対処に関して、大

きな苦悩や葛藤を抱えることとなる。ここで、この苦悩

と葛藤への対処を仮に“責任対処問題”と呼称すること

としよう。この“責任対処問題”に対応すべく、採られ

た対処方策は大きく分けて２つあると言える。そのひと

つは、経路[f]の強化の動きである。内閣府は 2014 年に、

「（平成 26 年 9 月版）避難勧告等の判断・伝達マニュア

ル作成ガイドライン」にて「空振りをおそれず早めに出

す」べきとする基本方針を提示するに至っている。これ

に依拠するなら、「(4)避難情報」は増発され、明らかに

空振りが増発される。しかし、「内閣府の基本方針に従っ

たまでである」と言い切ることは少なくとも可能となっ

たとも言える。“責任対処問題”を内閣府に肩代わりして

もらう動きと換言できるかもしれない。もうひとつの対

処方策は、経路[e]の自動化である。すなわち、自治体側

が、担当者の主観で「(4)避難情報」を出すか否かを判断

するのを避け、気象庁や河川管理者から出される「(3)防
災気象情報」の発表タイミングに委ねるような“基準”

を設けるという動きである。“行動指南型情報”としての

立ち位置を実質的に放棄し、“基準”を満たしたことをお

知らせする情報、すなわち、二次的ではあるが“状況通

達型情報”としての立ち位置に徹するという態度への転

換と換言することも出来よう。無論この態度転換が公然

と（「(2)住民」との合意のもとで）行われるのならば何

ら問題はない。これら２つの対処方策により、これから

の「(4)避難情報」は、「(3)防災気象情報」の発表とほぼ

同時に速やかに、空振りを恐れずに数多く発表されるこ

とが、内閣府の御墨付きを得たことでより一層確実とな

った。これによって、確かに自治体は、「(4)避難情報」
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防災気象情報
（気象庁、気象台
河川管理者、等）

現象

(1)

避難情報
（自治体）

(2)

(3)

(4)

[a]

[b] [c]

[e]

[d] [f]

（状況通達型情報）

（行動指南型情報）

（相当情報）

とるべき行動
（警戒レベル）

 

図-1 「防災気象情報」「避難情報」「取るべき行動」の関係 
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災気象情報」の発表タイミングに委ねるような“基準”

を設けるという動きである。“行動指南型情報”としての

立ち位置を実質的に放棄し、“基準”を満たしたことをお

知らせする情報、すなわち、二次的ではあるが“状況通

達型情報”としての立ち位置に徹するという態度への転

換と換言することも出来よう。無論この態度転換が公然

と（「(2)住民」との合意のもとで）行われるのならば何
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に関して託されてきた「責任」から解放される機会を得

たと言えるだろう。“責任対処問題”からの解放である。

しかし、空振りの増発は、「(4)避難情報」に対する「(2)
住民」からの信頼性を明らかに低下させる。これは、「(4)
避難情報」が出ても避難しない「(2)住民」を多く作り出

してしまうという新たな“弊害”をもたらしているよう

に、表面上は見える。しかし、この事態を避難判断の「責

任」の所在という観点からあらためて眺め直せば、避難

判断の「責任」を「(2)住民」へと回帰させる動きとも取

れる。ならばそれは“弊害”ではなく、むしろ（「(4)避
難情報」という名称に対してよりアイロニカルに）健全

化の方向と呼ぶべきかもしれない。 

一方、近年では、新たな「(3)防災気象情報」が開発さ

れたり、そのわかりやすさが改善されたりするなど、多

くの知恵と工夫が投入されている。表-1 に記載のような

「(3)防災気象情報」を、「(2)住民」自身がより詳細でわ

かりやすくリアルタイムで手軽に入手出来る環境整備が

従前とは比べものにならないほどに飛躍的に進んでいる

のである。これは、経路[c]の充実化の動きといえる。 
以上のような近年の災害情報伝達の環境整備の動向を

要約すれば、図-1 の実線で示される各経路をより迅速か

つ確実なものとすべく行われてきたものであると括るこ

とができる。しかし、この構図を強化するということは、

同時に、そして皮肉にも、（意図してか否かは別として、

必然として）「(4)避難情報」の情報としての価値を低下

させている（冗長性を高めている）ということに注意を

向ける必要がある。すなわち、経路[c]だけで事足りる状

況がもしも整うのであれば、もはや「(4)避難情報」には

「『(3)防災気象情報』の横流し」あるいは「『(3)防災気象

情報』を単に言い換えただけ」といった程度の意味合い

しか残っていないのではないか、前述の２つの弊害の“元

凶”あるいは単なる“儀式”としての存在意義しか残っ

ていないのではないか、というのが及川ら（2016）の「避

難情報廃止論」での問題提起であった。水害時において

「(2)住民」は、「(4)避難情報」の対象か否かだけで一喜

一憂するのはもはや本質的ではない。より生の情報、す

なわち「(3)防災気象情報」に目を向けるべきだろう、と

いう主旨である。 
（２）４つの Version 
ところで、以上のような「避難情報廃止論」の問題意

識のもと、その実践においては、少なくとも以下のよう

な 4 つの version が存在し得ると考えられる。実現可能性

は大きく異なりそうであるが、そこで達成され得る本質

的な意義はさして変わらない。なお、下記の hard / soft
という形容詞は、自治体側の「(4)避難情報」の現状制度

からの変更の程度を示している 3)。 
① super-hard version； 

水害時における「(4)避難情報」の手続きと名称その

ものを完全に廃止する、最も強硬な制度変更を伴う 
version である。 

② hard version； 
自治体による「(4)避難情報」の発表にともなう種々

の行政手続き（避難所開設など）そのものは廃止せず

に現状のままとする。ただし、「(4)避難情報」は単な

る「『(3)防災気象情報』の横流し」や「『(3)防災気象情

報』を単に言い換えただけ」に過ぎないのではないか

という問題意識を踏襲して、「(4)避難情報」の発表の

拠り所となった「(3)防災気象情報」の名称をそのまま

用いて、たとえば「避難勧告」という名称を「氾濫危

険情報の発表のお知らせ」などへと改称してはどうか、

あるいは、「本来的にはこの意味しかないのだ」という

ことを正直に表現するという意味において「避難所開

表-1 市町村がリアルタイムで入手できる防災気象情報 
および避難勧告等を判断する情報 

リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
入
手
で
き
る
防
災
気
象
情
報 

気象情報、気象注

意報・警報・特別
警報 

気象情報 台風情報 
府県気象情報 

気象注意報・警報・特別警報 

雨量に関する情報 

地点雨量 
アメダス 
テレメータ雨量 
リアルタイム雨量 

流域雨量 流域平均雨量 

面的な雨
量 

レーダ雨量 
XRAIN雨量情報 
リアルタイムレーダー 
解析雨量 
レーダー・降雨ナウキャスト 
降水短時間予報 

水位に関する情報 テレメータ水位 
水位予測 

水害に関する情報 

指定河川洪水予報 
水位到達情報 
流域雨量指数 
規格化版流域雨量指数 

土砂災害に関する

情報 

土砂災害警戒判定メッシュ情報 
都道府県が提供する土砂災害危険度を

より詳しくした情報 
潮位に関する情報 潮位観測情報 
津波に関する情報 津波情報等 

避
難
勧
告
等
を
判
断
す
る
情
報 

水害 

大雨注意報・大雨警報（浸水害） 
大雨特別警報（浸水害）：雨量を基準とするもの 
台風等を要因とする大雨等の各特別警報 
洪水注意報・警報 
指定河川洪水予報等（氾濫注意報・氾濫警戒情報・氾
濫危険情報・氾濫発生情報） 
流域平均累加雨量 
水位到達情報 
府県気象情報 
記録的短時間大雨情報 

土砂
災害 

大雨注意報・大雨警報（土砂災害） 
土砂災害警戒情報 
記録的短時間大雨情報 
大雨特別警報（土砂災害） 
土砂災害警戒判定メッシュ情報 
都道府県が提供する土砂災害危険度をより詳しくした情報 

高潮

災害 

台風情報 
高潮注意報 
高潮警報 
高潮特別警報 

津波
災害 

津波注意報 
津波警報 
大津波警報 

出典：内閣府（2014） 
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設情報」などへと改称してはどうか、という version
である。出来もしない“行動指南型情報”のふりをす

るのはもう止めて、実直に“状況通達型情報”として

の役割に徹するという方向転換と言える。名称変更の

みの version である。 
③ soft version； 

現状の「(4)避難情報」の手続きおよび名称に変更は

無い。ただし、水害時には自治体が「避難情報は出し

ません宣言」をする。従前からの制度変更を一切伴わ

ない version である。 
④ super-soft version； 

現状の「(4)避難情報」の手続きおよび名称に変更は

無い。水害時には現状と同じく自治体は「(4)避難情報」

を発表する。ただし、「(2)住民」が「(4)避難情報」に

依存せず（すなわち無いものとして、あたかも“廃止”

されたかの如く）、「(3)防災気象情報」等に基づき主体

的に判断する社会を目指す。自治体側の動きは何も変

わらない。変わるのは「(2)住民」自身の心構えだけで

ある。 
（３）補足と異論 
繰り返しの強調となるが、水害時の人的被害を最小限

に食い止めるための災害情報の仕組みはどうあるべきか、

そして浸水被害が生じ得る場所で暮らす住民の覚悟はど

うあるべきか、という議論において、仮にいずれの

version による避難情報廃止論の立場をとったとしても、

本質的には「(3)防災気象情報」および経路[c]の充実が第

一義的に重要であることを強調しているという点ですべ

て同一である。住民が「とるべき行動」を判断する際に

依拠する先として、より得策なのは、「(4)避難情報」お

よび経路[f]ではなく、「(3)防災気象情報」および経路[c]
である、ということを主張するものである。 
この主張を補強および補足するものとして、たとえば

以下のような議論を挙げることができる。橋下（2018）
は雑誌「プレジデント 2018.10.1 号」の寄稿にて、本稿と

ほぼ同様の問題意識を紹介している。そこでは、「(3)防
災気象情報」のことを「生の情報」と言い換えたうえで、

「生の情報をできる限りリアルタイムに住民の皆さんに

届けて、あとは住民の皆さんの判断に任せるしかないだ

ろう。」、「市町村長が避難勧告や避難指示を出すやり方は

もう古い。リアルな生情報を、住民が判断しやすいよう

に視覚的に加工して直接住民に届けて、最後は住民の皆

さんに判断してもらう。この方向で政治は力を尽くすべ

きだ。」と主張している。 
一方、本稿の主張への異論として、たとえば以下のよ

うなものは想定し得る。 
たとえば、避難すべきか否かを指南する役割を担うの

はあくまでも気象庁や河川管理者ではなく自治体である

と定められているにもかかわらず、住民が経路[c]に依拠

して判断するというのは気象業務法や災害対策基本法の

主旨に反するのではないか、といった類の異論である。

しかし、前述のとおり、たとえいずれの version による避

難情報廃止論の立場をとったとしても（あるいは、どの

避難情報廃止論の立場もとらなかったとしても）、「とる

べき行動」を判断するのは「(2)住民」自身であるべきと

いう点に変わりは無い。そこにおいて、「(2)住民」自身

が主体的に「(3)防災気象情報」を選択的に参照するかも

しれないというだけのことであり、「(3)防災気象情報」

を生成するサイドのオペレーションに現状からの変更点

は何も無い。 
一方、自治体側のオペレーションに関しては、①②③

の version だと責任放棄の感が否めないといった類の異

論もあり得る。しかし、住民に対して「(4)避難情報」が

“行動指南型情報”としての役割を高度に担うことが本

当に可能であるならばそのような異論は傾聴に値するも

のの、もしもそうでないならば、そのようなふりをし続

けることの方がよほど罪深い。 
あるいは、避難所の開設作業が「(4)避難情報」と紐付

けられているので「(4)避難情報」を廃止すべきでない、

といった類の異論もあり得る。しかし、ならばその紐付

けを止めて、従来通りのタイミングで避難所を開設すれ

ばよいのであって、そこで「避難情報を発表しました」

とは言わずに「避難所を開設しました」と言えばよい。 
さらに言えば、もしも仮に何らかの点で既存の法やル

ールに抵触する部分があるならば、その部分を改正すれ

ばよいのであって、「ルールで決まっていることだから」

といって思考停止に陥る教条主義的な議論は好ましくな

い。「(2)住民」サイドに主体性を求めるばかりではなく、

それ以外の立場や役職の人々にも主体的で柔軟な議論が

行われることを望みたい。 
 

３．警戒レベルと幾つかの混乱 
中央防災会議（2018）および内閣府（2019）により、

いわゆる「警戒レベル」（表-2）という概念が導入された。

これを本稿の避難情報廃止論に絡めて解釈するならば、、

「(3)防災気象情報」と「(4)避難情報」と「(2)住民（のと

るべき行動）」との関係（経路[c][e][f]）を明示的に紐付

けるかたちで一覧表（カタログ形式）にまとめたもので

あると解釈されよう。 
2019 年の出水期には早速「警戒レベル」が運用された

が、そこでは幾つか混乱もあったようである。既に個別

の不備を指摘する声もあるようだが、その例として、表

-3 記載の事例などは、「避難情報廃止論」の問題意識を

議論する上で重要な視点を含むものであった。 
表-3の事例ではいずれも、ヤフーは警戒レベル設定（表

-2）に則って経路[c]を遂行したに過ぎない。しかも分か

り易く最大限の工夫をこらして遂行したのである。前掲

の橋下氏の表現を借りるなら、ヤフーは「リアルな生情

報を、住民が判断しやすいように視覚的に加工して直接

住民に届けた」のである。これによって「(2)住民」は、

かつてのように「(4)避難情報」を待ったり依存したりせ
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設情報」などへと改称してはどうか、という version
である。出来もしない“行動指南型情報”のふりをす

るのはもう止めて、実直に“状況通達型情報”として

の役割に徹するという方向転換と言える。名称変更の

みの version である。 
③ soft version； 

現状の「(4)避難情報」の手続きおよび名称に変更は

無い。ただし、水害時には自治体が「避難情報は出し

ません宣言」をする。従前からの制度変更を一切伴わ

ない version である。 
④ super-soft version； 

現状の「(4)避難情報」の手続きおよび名称に変更は

無い。水害時には現状と同じく自治体は「(4)避難情報」

を発表する。ただし、「(2)住民」が「(4)避難情報」に

依存せず（すなわち無いものとして、あたかも“廃止”

されたかの如く）、「(3)防災気象情報」等に基づき主体

的に判断する社会を目指す。自治体側の動きは何も変

わらない。変わるのは「(2)住民」自身の心構えだけで

ある。 
（３）補足と異論 
繰り返しの強調となるが、水害時の人的被害を最小限

に食い止めるための災害情報の仕組みはどうあるべきか、

そして浸水被害が生じ得る場所で暮らす住民の覚悟はど

うあるべきか、という議論において、仮にいずれの

version による避難情報廃止論の立場をとったとしても、

本質的には「(3)防災気象情報」および経路[c]の充実が第

一義的に重要であることを強調しているという点ですべ

て同一である。住民が「とるべき行動」を判断する際に

依拠する先として、より得策なのは、「(4)避難情報」お

よび経路[f]ではなく、「(3)防災気象情報」および経路[c]
である、ということを主張するものである。 
この主張を補強および補足するものとして、たとえば

以下のような議論を挙げることができる。橋下（2018）
は雑誌「プレジデント 2018.10.1 号」の寄稿にて、本稿と

ほぼ同様の問題意識を紹介している。そこでは、「(3)防
災気象情報」のことを「生の情報」と言い換えたうえで、

「生の情報をできる限りリアルタイムに住民の皆さんに

届けて、あとは住民の皆さんの判断に任せるしかないだ

ろう。」、「市町村長が避難勧告や避難指示を出すやり方は

もう古い。リアルな生情報を、住民が判断しやすいよう

に視覚的に加工して直接住民に届けて、最後は住民の皆

さんに判断してもらう。この方向で政治は力を尽くすべ

きだ。」と主張している。 
一方、本稿の主張への異論として、たとえば以下のよ

うなものは想定し得る。 
たとえば、避難すべきか否かを指南する役割を担うの

はあくまでも気象庁や河川管理者ではなく自治体である

と定められているにもかかわらず、住民が経路[c]に依拠

して判断するというのは気象業務法や災害対策基本法の

主旨に反するのではないか、といった類の異論である。

しかし、前述のとおり、たとえいずれの version による避

難情報廃止論の立場をとったとしても（あるいは、どの

避難情報廃止論の立場もとらなかったとしても）、「とる

べき行動」を判断するのは「(2)住民」自身であるべきと

いう点に変わりは無い。そこにおいて、「(2)住民」自身

が主体的に「(3)防災気象情報」を選択的に参照するかも

しれないというだけのことであり、「(3)防災気象情報」

を生成するサイドのオペレーションに現状からの変更点

は何も無い。 
一方、自治体側のオペレーションに関しては、①②③

の version だと責任放棄の感が否めないといった類の異

論もあり得る。しかし、住民に対して「(4)避難情報」が

“行動指南型情報”としての役割を高度に担うことが本

当に可能であるならばそのような異論は傾聴に値するも

のの、もしもそうでないならば、そのようなふりをし続

けることの方がよほど罪深い。 
あるいは、避難所の開設作業が「(4)避難情報」と紐付

けられているので「(4)避難情報」を廃止すべきでない、

といった類の異論もあり得る。しかし、ならばその紐付

けを止めて、従来通りのタイミングで避難所を開設すれ

ばよいのであって、そこで「避難情報を発表しました」

とは言わずに「避難所を開設しました」と言えばよい。 
さらに言えば、もしも仮に何らかの点で既存の法やル

ールに抵触する部分があるならば、その部分を改正すれ

ばよいのであって、「ルールで決まっていることだから」

といって思考停止に陥る教条主義的な議論は好ましくな

い。「(2)住民」サイドに主体性を求めるばかりではなく、

それ以外の立場や役職の人々にも主体的で柔軟な議論が

行われることを望みたい。 
 

３．警戒レベルと幾つかの混乱 
中央防災会議（2018）および内閣府（2019）により、

いわゆる「警戒レベル」（表-2）という概念が導入された。

これを本稿の避難情報廃止論に絡めて解釈するならば、、

「(3)防災気象情報」と「(4)避難情報」と「(2)住民（のと

るべき行動）」との関係（経路[c][e][f]）を明示的に紐付

けるかたちで一覧表（カタログ形式）にまとめたもので

あると解釈されよう。 
2019 年の出水期には早速「警戒レベル」が運用された

が、そこでは幾つか混乱もあったようである。既に個別

の不備を指摘する声もあるようだが、その例として、表

-3 記載の事例などは、「避難情報廃止論」の問題意識を

議論する上で重要な視点を含むものであった。 
表-3の事例ではいずれも、ヤフーは警戒レベル設定（表

-2）に則って経路[c]を遂行したに過ぎない。しかも分か

り易く最大限の工夫をこらして遂行したのである。前掲

の橋下氏の表現を借りるなら、ヤフーは「リアルな生情

報を、住民が判断しやすいように視覚的に加工して直接

住民に届けた」のである。これによって「(2)住民」は、

かつてのように「(4)避難情報」を待ったり依存したりせ

ずとも、「(3)防災気象情報」に基づいて「とるべき行動

（警戒レベル）」を判断できるヒントをはるかに確実かつ

容易に入手できるようになったはずである。前述のよう

な「(4)避難情報」にまつわる“弊害”をも払拭し得るヤ

フーによるこの絶妙なサポートについて、批判に曝され

るべき箇所は微塵も見当たらない。 
なお、市からの「(4)避難情報」は未発表であり、それ

があたかも発表されたかのごとく見えて「紛らわしい」

とのことであるが、掲載されたのは「警戒レベル」と「と

るべき行動」である。もとより市民にとっては、「(4)避
難情報」が出ようと出てなかろうと「とるべき行動（警

戒レベル）」は（ヤフー等のおかげで）既に明らかなはず

である。にもかかわらず、あらためて市に「(4)避難情報」

の有無を問い合わせるような事態は、依然として「(2)住
民」が「(4)避難情報」に対する“待ち”や“依存”の弊

害を抱えた状態から未だ抜け切れていないことの証左の

ようにも思える。市側については、「(4)避難情報」が「防

災気象情報の横流し機能」を遂行出来なかったことを悔

やむ意味での“曇り顔”ならば理解は出来る。 
いずれの立場の人々も、「(4)避難情報」に“行動指南

情報”としての役割を過度に期待するのには無理がある

ことを強く認識する必要があるように思う。いずれの事

例も、より端的に言えば「ヤフーでいいじゃないか」と

も表現し得る事態である。 
 
４．ここまでのまとめ  
「警戒レベル」の設定によって、「(4)避難情報」にお

ける“行動指南型情報”としての役割がより強く明確に

なったと見る向きもあるようだが、著者の見解は真逆で

ある。むしろ、“行動指南型情報”として「(4)避難情報」

が如何に冗長（ムダ）であるのかがより鮮明に整理され
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表-2 警戒レベル 
【(2)住民（とるべき行動）】 【(4)避難情報】 【(3)防災気象情報】 

警戒 
ﾚﾍﾞﾙ 

住民がとるべき行動 

住民に行動を 
促す情報 

住民が自ら行動をとる際の判断に参考となる情報 
（警戒レベル相当情報） 

避難情報等 
防災気象情報 

洪水に関する情報 土砂災害に関する情報 

5 
既に災害が発生。命を守るための最善の

行動をとる 
災害発生情報 

・氾濫発生情報 
・大雨特別警報(浸水害) 

・大雨特別警報(土砂災害) 

4 

全員避難 
・指定緊急避難場所等への立ち退き避難 
・災害が発生するおそれが極めて高い状

況のため緊急に避難 

避難勧告 
避難指示(緊急) 

・氾濫危険情報 
・洪水警報の危険度分布 

(非常に危険) 

・土砂災害警戒情報 
・土砂災害に関するメッシュ情報 

(非常に危険) (極めて危険) 

3 

高齢者等は避難 
・高齢者等は立ち退き避難 
・その他の人は立ち退き避難の準備をし、

自発的に避難 

避難準備・高齢

者等避難開始 

・氾濫警戒情報 
・洪水警報 
・洪水警報の危険度分布(警戒) 

・大雨警報(土砂災害) 
・土砂災害に関するメッシュ情報(警戒) 

2 避難に備え自らの避難行動を確認 
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・氾濫注意情報 
・洪水警報の危険度分布(注意) 
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1 災害への心構えを高める 早期注意情報   
出展：政府広報オンライン（https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201906/2.html） （図1との対応を【 】で著者が追記）   
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え「(4)避難情報」に“行動指南型情報”としての価値が

皆無だとしても、両者で「この地域から犠牲者を一人も

出さない」という決意を共有・確認し合うための役割（価

値）を「(4)避難情報」は担い得る。「(4)避難情報」は、

まさに“儀式”として存在し続ける価値が「ある」。この

ような価値は、「(4)避難情報」を、国でも都道府県でも

なく、「(2)住民」にとって最も身近な行政である自治体

が発信するからこそ発揮し得るものであると考えられる

のである。自力での避難が困難な独居高齢者や障害者な

どへの周囲からの避難支援、自治体の範囲を越えた広域

避難、避難所の環境改善など、従前のルールに縛られな

い柔軟な議論を許容し、そのうえで有効な政策や工夫を

可能とするのは、このような“儀式”を必要とするよう

な風土であるように思われる。このような風土のもとで

の“儀式”としての「(4)避難情報」には、もはや空振り

も見逃しも存在しない。アタリやハズレという概念もナ

ンセンスである。あえて記すなら、そこで人々が望むの

はアタリではなくハズレである。 
一方、もしも住民と自治体とが互いを「大切な他者」

として認識しておらず、責任の追求と回避を応報的に繰

り返す殺伐とした関係性にあるのなら、そのような“儀

式”は必要とされないだろう。ならばもはや「(4)避難情

報」の存在意義は無い。廃止してしまって問題は無いだ

ろう。あたかも“行動指南型情報”としての役割を高度

に担うことが可能であるかのような“ふり”をした「(4)
避難情報」を中途半端に存続させたとしても、住民は空

表-3 警戒レベルに関する混乱の例 

ヤフーに「避難情報」寝耳に水 山形市、発令していないのに… 

「警戒レベル３相当 高齢者など避難」－－－。ポータルサイト「Yahoo! JAPAN」上で 18日午後２時ごろ、こんな山形市の「避難情報」が掲載された。とこ

ろが、市は避難情報を発令しておらず、寝耳に水。サイトを見た市民から問い合わせを受けるなど、対応に追われた。どういうわけか。 

気象庁や自治体などが災害時に出す情報は５月末から、５段階の警戒レベルが付記されるようになった。気象庁は、警報や注意報といった防災気象情

報に合わせ、警戒レベルのどの段階に相当するかを付記。自治体は現地の情報なども合わせて、避難情報を発令するかどうかを判断する。 

サイトを運営する「ヤフー」（東京）によると、同社は気象庁から大雨の危険度に関するデータの配信を受けている。山形市では午後２時ごろ、山辺町と

の境付近で大雨の危険度が「警戒レベル３相当」に到達。気象庁が警戒レベルごとに規定した「住民がとるべき行動」を踏まえ、サイト上に「高齢者など避

難」と表示されたという。 

市は県警から問い合わせを受け、サイトに「避難情報」が掲載されているのを把握し、ヤフーに経緯を確認。約１時間後、雨が弱まると、表示は消えたと

いう。 

市の担当者は「市が避難情報を出したように見えて紛らわしい。台風シーズンになって、また同じことが起きなければいいが」と曇り顔だ。（上月英興） 

（2019.7.19, 朝日新聞, 朝刊, 山形全県, 23ページ） 

甲府市が気象台に改善要望 避難勧告をヤフー呼び掛け混乱と 

甲府市は 7日、市が避難勧告などを出していないのに、ヤフーが気象庁の情報を基にインターネットの防災情報サービスで「いますぐ避難」と呼び掛け

たとして、改善を要望する文書を甲府地方気象台に出したと明らかにした。 

市によると、ヤフーは 1 日、「警戒レベル 4」「いますぐ避難の判断をしてください」などと呼び掛けた。市には、住民から「本当に避難すべきなのか」「市

の情報なのか」といった問い合わせが 13件あった。市は当時、避難勧告などには当たらないと判断していた。 

市は 2日、「住民が混乱する」「実際に避難が必要な際の警戒感が薄れる」と、要望書を提出。9日までの回答を求めた。 

（2019.8.7, 共同通信） 

ヤフーの避難通知で混乱 大雨 高崎市勧告の２時間前  ◆防災アプリで「いますぐ」 表現改善へ 

今月２３日深夜からの大雨と河川の増水を受け、高崎市が市内の一部地域に避難勧告を出した約２時間前に、防災情報をスマートフォンなどに提供す

るＩＴ大手・ヤフーなどの民間業者が「いますぐ避難」と通知していたことがわかった。大雨危険度通知と呼ばれるサービスだが、勧告の発令権限のある自

治体の判断を待たずに避難を呼びかける形となり、ヤフーは「誤解を招かぬよう、表現を改善する」（広報）と、通知内容の見直しを決めた。 

高崎市が避難勧告を出したのは２４日午前１時。市東部を流れる井野川が氾濫危険水位に達したことに伴う判断で、井野町や元島名町などの一部を対

象にした。 

一方、ヤフーは井野川上流の天王川に洪水の危険が高まったという情報を基に、２３日午後１１時１０分、「警戒レベル４相当 いますぐ避難」と、地域を

特定せずに防災アプリの利用者に通知した。 

市は避難指示や勧告を発令する際、河川の水量や上流の予想雨量などを踏まえ、市内５００以上ある町内会単位で判断していくが、ヤフーが通知した

時点では、気象台の注意報・警報もなく、勧告を出す検討はまだしていなかったという。 

このため、通知を見た利用者からは「避難した方がよいのか」などの問い合わせが相次いだ。市は「必要な場合は市が勧告や指示を出すので、情報に

注意してほしい」と回答したが、「通知は市民にとって紛らわしかったようだ」としている。 

〈大雨危険度通知〉 天気や災害情報を提供する「ヤフー」と「日本気象」が気象庁の協力事業者となり、今月１０日から提供しているサービス。大雨や洪水

で避難準備を呼びかける「警戒レベル３」相当になった場合などに同庁からの伝達を受け、両社は居住地などの市町村を登録済みの利用者にスマートフ

ォンのアプリやメールを通じて情報を知らせる。気象庁は「早めに避難してもらうための判断材料」と位置付けている。 

（2019.7.30, 読売新聞, 東京朝刊, 群馬23ページ） 
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振りや見逃しによって生じたハズレの損害の責任を自治

体に向かって執拗に追及し続けるだろうし、それを回避

すべく自治体は、より早めに広範囲に機械的に「(4)避難

情報」を淡々と出し続けるだろう。その場合の「(4)避難

情報」は、水害時の人的被害を最小限に食い止めるため

に出されるものではなく、それはもはや、住民からの責

任追及を回避するための単なるアリバイ作りに過ぎなく

なってしまう。だとするなら、そのような不毛な悪循環

を抜け出すために、いっそのこと、その“元凶”である

「(4)避難情報」を廃止して経路[c]に依拠する社会を目指

したほうが、住民と自治体の双方にとってよほど健全で

あるように思えてならない。 
経路[c]だけで事足りる社会においては、「避難情報は

本当に必要か？」「避難情報を本当に廃止してしまって良

いのか？」という問いかけに対する答えは、上述のとお

り、当該地域の住民と自治体との間の関係性の如何によ

って大きく異なる可能性が高い、ということである。本

当に避難情報を廃止しても良いと考える場合、その人が

準拠する地域社会においては、住民と自治体との間に殺

伐とした関係性が存在する可能性が高いと予想される

（以降、この関係性のことを“分断的な関係性”と呼称

する）。一方、避難情報は廃止しないほうが良いと考える

場合、その人が準拠する社会には、住民と自治体との間

に信頼関係や一体感が存在する可能性が高いと予想され

るのである（以降、この関係性のことを“一体的な関係

性”と呼称する）。 
（２）仮説検証のための調査 
以上の考察に基づけば、避難情報廃止論という思考実

験が問いかけるものは、単に「(4)避難情報」を廃止すべ

きか否かといった表面的な議論だけではなく、それへの

賛否をもってして、その人の準拠社会における住民と自

治体との関係性についての認識の在りようを問いかけて

くるものである、と解釈される。このような仮説の妥当

性について、以降では簡便なアンケート調査に基づき検

証を試みる。 
アンケート調査の実施概要は表-4 に、有効回答者の緒

属性は表-5 および表-6 に、それぞれ示すとおりである。 
検証にあたっては、まず、回答者が「避難情報廃止論」

の要点を正しく理解しているか否かを判別する必要があ

る。不理解のままに字面だけで反射的に賛否の反応を示

している可能性を排除する必要があるためである。「避難

情報廃止論」の理解の要点とは、前章までにも繰り返し

強調するように、「住民自身の避難判断には避難情報より

も防災気象情報のほうが有用である」という点である。

このことに対する正確な理解を得ぬままに、単に「避難

情報廃止論」への賛否を問うたところで無意味である。

このため、調査では、表-7 に記すような説明文を回答者

に提示すことで、まずは「避難情報廃止論」の要点につ

いて説明したうえで、「避難判断には避難情報と防災気象

情報のどちらの情報が有用と思うか」を問うている。こ

れを[Q1]と呼称することとする。 
つぎに、避難情報廃止論への賛否を問う質問を設けて

いる。調査の簡便さや回答者への負担を考慮し、ここで

は、避難情報廃止論における 4 つの version のいずれかを

特定せず、より端的に「避難情報を廃止することへの賛

表-4 調査実施概要 

実施期間 2019 年10 月29 日～30 日 

実施方法 
インターネット調査会社（株式会社クロス・マ

ーケティング）が保有するモニターリストから

抽出（対象は全国、年齢階層・性別で均等割付） 

有効回答 全回収数 1000 件から、逆転項目に矛盾のある

回答者を除外した741 件 

 

表-5 有効回答者数（性別・年代別） 
 性別 

 男性 女性 

年

齢 

20歳代 73 (9.9%) 76 (10.3%) 
30歳代 70 (9.4%) 72 (9.7%) 
40歳代 68 (9.2%) 81 (10.9%) 
50歳代 74 (10.0%) 80 (10.8%) 
60歳代 73 (9.9%) 74 (10.0%) 

 
表-6 有効回答者数（地域別） 

北海道 43 (5.8%) 
東北 45 (6.1%) 
関東 315 (42.5%) 
北陸 27 (3.6%) 
中部 85 (11.5%) 
近畿 126 (17.0%) 
中国 32 (4.3%) 
四国 13 (1.8%) 

九州沖縄 55 (7.4%) 

 

表-7 調査で提示した説明文 

市町村が発表する「避難情報（『避難準備・高齢者等避難開始』、『避

難勧告』、『避難指示（緊急）』）」は、場合によっては「空振り（発表

したのに災害が発生しなかった）」に終わったり、あるいは「見逃し

（発表していないのに、災害が発生してしまった）」になってしまう

ことが過去には数多くあり、多くの批判を受けてきました。 
一方、様々な「防災気象情報」は、雨量や河川水位などが基準値

を超えれば気象庁などから自動的・機械的に発表されるものです。

近年では、インターネットやパソコンやスマートフォンの普及が進

んだことにより、誰でも簡単に「防災気象情報」をリアルタイムで

入手することが可能になりました。 
このことは、つまり、市町村による「避難情報（『避難準備・高齢

者等避難開始』、『避難勧告』、『避難指示（緊急）』）」の発表をあてに

しなくても、インターネットやパソコンやスマートフォンが自動的

に知らせてくれる「防災気象情報」をもとにすれば、災害発生の危

険性や避難の必要性をわれわれ住民自身が主体的に判断できるとい

うことです。 
こうなってきますと、「空振り」や「見逃し」が付きまとう「避難

情報（『避難準備・高齢者等避難開始』、『避難勧告』、『避難指示（緊

急）』）」という情報は、もはや情報としての価値は少なく、冗長であ

るとも言えます。「防災気象情報」さえあれば事足りる、ということ

です。わたしたち住民は、「避難情報」による「見逃し」や「空振り」

によって右往左往する必要はもはや無いと言えるかもしれません。 
このことを踏まえて、以下の問いにお答え下さい。 
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否」として問うこととした。これを[Q2]と呼称すること

とする。 
最後に、防災をめぐる行政と住民との関係性に関する

認識を問う質問を、表現を若干変化させた計 3 つのパタ

ーンで設けた。これらを[Q3a]、[Q3b]、[Q3c]と呼称する

こととする。 
（３）検証結果 
まず、図-2 に示す結果に基づき、避難情報廃止論の要

点に関する回答者の理解の状況を確認する。 
[Q1]の回答状況からは、「避難判断には避難情報よりも

防災気象情報のほうが有用」と考えている回答者、すな

わち、避難情報廃止論の要点を了解した回答者は、有効

回答者の約 20%にあたる 148 人であることがわかる。残

りの 424 人（57.2%）は「どちらともいえない」として

おり、169 人（22.8%）は「避難判断には防災気象情報よ

りも避難情報のほうが有用」と考えている様子がわかる。 
防災気象情報よりも避難情報のほうが有用と考える回

答者（169 人）において、[Q2]の避難情報を廃止するこ

とへの賛否について「反対（廃止すべきではない）」が大

多数（81.1%）を占めるというのは、いわば当然のこと

であり、特段の違和感は無い。自分が信頼するもの（避

難情報）を廃止しようとするアイデアに対して、反対の

意向を示すことは、ごく自然な反応といえる。 
一方、避難情報よりも防災気象情報のほうが有用と考

える回答者（148 人）においては、[Q2]に対して、なら

ば避難情報は廃止してよい（賛同）との回答が大幅に増

防災気象情報

避難情報

どちらとも
いえない

【[Q2] 避難情報を廃止することへの賛否】

0% 100%50%
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(n=424)

(n=169)
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[Q1] 避難判断にどちらの
情報が有用だと思うか

 
図-2 「避難判断にどちらの情報が有用か」の認識別にみる「避難情報を廃止することへの賛否」 
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図-3 避難判断には避難情報よりも防災気象情報のほうが有用と考える回答者における 

「避難情報を廃止することへの賛否」と「防災行政と住民との関係性の認識」との関連性 
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加し、避難情報は廃止すべきではない（反対）との回答

が大幅に減少しても良さそうなところではあるが、その

ような傾向は若干にとどまっており、依然として、避難

情報は廃止すべきではない（反対）とする回答が過半数

（56.1%）を占めるに至っている。避難判断には避難情

報よりも防災気象情報のほうが有用である（つまり、経

路[c]だけで事足りる）ということを了解しつつも、なら

ば避難情報を廃止してもよいと考えるか、それでもなお

避難情報を廃止すべきではないと考えるか、両方の見解

が混在した状況であると言える。 
この状況において、避難情報を廃止すべきではないと

考える場合、その人が準拠する地域社会においては、防

災をめぐる行政と住民との間に信頼関係や一体感が色濃

く存在すると予想するのが本章における仮説であった。

逆に、そこで避難情報を廃止してもよいと考える場合、

その人が準拠する地域社会においては、防災をめぐる行

政と住民との間には信頼関係や一体感は存在しにくいと

予想するのが本章における仮説であった。図-3 からは、

その予想を概ね支持する傾向を読み取ることが出来る。

すなわち、[Q3a]、[Q3b]、[Q3c]のいずれの表現において

も、避難情報を廃止すべきではないとする回答者におい

ては、廃止してよいとする回答者に比べて、防災行政と

住民との間に「わたしたち」と呼ぶに相応しい関係性、

あるいは「一体感」と呼ぶに相応しい関係性、あるいは

「防災の責任を一緒に共同で」担っていこうとする気概

が、より強く存在する可能性を示唆する結果となってい

る。 
以上の検証から、「避難情報廃止論という思考実験は、

それへの賛否をもってして、その人の準拠社会における

住民と自治体との関係性のありようを、その人がどのよ

うに認識しているのかを問いかけてくるものである」と

の解釈には、一定程度の妥当性があり得ると言えそうで

ある。 
ただし、このような解釈にのみ立脚するなら、ともす

ると避難情報廃止論という思考実験は、その人の準拠社

会における住民と自治体との関係性のありようを尋問す

るだけの単なる“踏み絵”のような位置づけへと矮小化

されて解釈されてしまうのではないかと危惧するところ

でもある。ここで見たような「避難情報廃止論への賛否

意識」と「防災行政と住民との関係性に関する認識」と

のあいだに見出される関連性は、どちらかのみが原因で

どちらかのみが結果といったような因果関係として短絡

的に解釈すべきではないと思うのである。著者は、避難

情報廃止論という思考実験は、決して“踏み絵”などで

はなく、防災をめぐる行政と住民との関係性のあるべき

姿に関する“熟議”をもたらしうるものとして、より前

向きな立ち位置をそこに付与したいと考えている次第で

ある。 
 

６．おわりに 
氾濫が生じ得るエリアに居住する住民にとって、水害

時に「(4)避難情報」の対象か否かだけで一喜一憂するの

は本質的ではない。「(4)避難情報」に“行動指南型情報”

としての役割を期待するのには無理があるのである。よ

り生の情報、すなわち「(3)防災気象情報」に目を向ける

ほうが得策である、というのが避難情報廃止論の最も基

盤となる論点であることが、本稿における考察を介して

あらためて整理されたと言える。 
一方、避難情報廃止論という思考実験が我々に問うも

のは、単に「(4)避難情報」を廃止すべきか否かといった

表面的な議論だけではない。もしも「(3)防災気象情報」

で事足りる環境が十分に整うのであれば、そのもとでな

お「(4)避難情報」が必要と考えるのか否かの判断は、住

民の避難判断とは別の論理、すなわち、その人の準拠社

会における住民と自治体との関係性についての認識の如

何によって大きく異なる可能性があるということを提起

するものであった。我々はそこで、防災行政と住民との

間に「一体的な関係性」が存在する社会を目指すのか、

それとも、「分断的な関係性」を目指すのか、あるいはそ

れらとは別な社会のあり方を模索するのか、と問われる

ことになる。我々はこの議論を避けるべきではない。真

摯な熟議が必要である。 
「(4)避難情報」の在り方をめぐる議論において、たと

えば矢守（2016）や辻（2016）なども、当事者の「関係

性」に目を向けることの重要性を強調する。矢守（2016：
p.7）は「『いかにも避難指示が出そうだ』という〈感覚〉

を、実際に避難する人たちが、事前に共有するための営

みが死活的に重要となる。」と指摘する。辻（2016：p.15）
は「主体A が客体B に避難を指示・勧告するという〈関

係性〉から、B がA とともに主体となって『私たち』が

避難宣言をするという〈関係性〉へ。」と言及している。

いずれも、現実の状況が「分断的な関係性」により近く

なってしまっているのではないかという問題意識に端を

発し、それに対して、「一体的な関係性」を目指すアプロ

ーチの重要性を指摘するものである。この点に関して本

稿も全く異論は無い。一方、典型的な都市的コミュニテ

ィなどのように、そのアプローチに沿った実践が困難で

あり「分断的な関係性」に留まらざるを得ない状況であ

る場合、それでもなお、ただひたすらに「一体的な関係

性」を寡黙に目指すことだけが唯一の選択肢ではないこ

ともまた現実であろう 4)。「分断的な関係性」にあること

を甘受するなら、そこでの次善の策として「(4)避難情報」

を廃止することも選択肢のひとつであることを提示した

うえで、そのどちらの関係性を目指すのか（甘受するの

か）を迫るのが避難情報廃止論であると言えよう。 
ところで、2019 年の出水期には、甚大な浸水被害が日

本各地を立て続けに襲った。「(4)避難情報」に関して言

えば、空振りもあったし見逃しもあった。空振りを恐れ

ず早めに広範囲に出された「(4)避難情報」の対象者も膨
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大な人数に上った。「(4)避難情報」が自治体全域を対象

に発せられるという事態も、そう稀なことではなくなっ

た。その意味では、全てではないにせよ少なくない自治

体において、現時点での「(4)避難情報」はもう既に、水

害時の人的被害を最小限に食い止めるために出されるも

のではなく、住民からの責任追及を回避するための単な

るアリバイ作りに成り下がってしまっている可能性があ

る。そのような現状において、我々の住む社会が、互い

に責任の追及と回避を応報的に繰り返す殺伐とした社会

と化しているということを認めるならば、いっそのこと

「(4)避難情報」は本当に廃止してしまったほうが健全で

ある。その実践のための version は少なくとも 4 つほど提

起されているので、それらから相応しい version を選べば

よいということになる。しかし、我々の住む社会には防

災行政と住民との間に信頼関係や一体感が存在する、あ

るいは、現状ではそれは薄れつつあるとしても将来的に

はそれの再構築を目指すべきとの信念が僅かでも存在す

るのであれば、その限りではないのかもしれない。 
 
謝辞：本研究は 2019 年度東洋大学井上円了記念研究助成

およびJSPS科研費 JP18H03793の助成を受けたものであ

る。また、日本災害情報学会第 21 回学会大会（2019 年

10 月 19 日、於：香川県高松市）等にて種々の建設的な

ご意見を頂戴した諸氏に深く感謝申し上げる次第である。 
 
補注 
1) 及川ら（2016）における呼称は「避難勧告廃止論」であっ

たが、そこでは、「避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・

高齢者等避難開始」の 3 つを合わせた総称として「避難勧

告等」と呼称していたことを受けての「避難勧告廃止論」

であった。本稿では、「避難指示（緊急）、避難勧告、避難

準備・高齢者等避難開始」の3 つを合わせた総称として「避

難情報」を用いることから、それに合わせて「避難情報廃

止論」と呼称することとした。いずれも主旨は同じである。 
2) 厳密には予測型と非予測型とに分けて議論すべきところか

もしれない。このうち、非予測型の「(3)防災気象情報」は、

観測値が“基準”に達したことをお知らせする情報に過ぎ

ない。したがってそこに発信者サイドの主観や解釈は含ま

れない。一方、予測型の「(3)防災気象情報」に関しても、

“基準（どの数理モデルを採用するか、どのようなパラメ

ータを用いるか、どの予測結果を採用するか、等のルール）”

が予め定まっているのであれば、ここでも発信者サイドの

主観や解釈は含まれない。ただし、予測型であれ非予測型

であれ“基準”をどのような内容とするのかを決める段階

においては、広義の発信者サイドによる何らかの判断（主

観や解釈）がそこに含まれるとみなすこともできるかもし

れない。しかしながら、ひとたび“基準”が定まれば、そ

の“基準”に則って「“基準”に達したことを通知する情報」

が生成され発信される。少なくともその「“基準”に達した

ことを通知する情報」は、その“基準”を満たしていない

のに発信されることは「ない」。控えめに表現したとしても、

現在の日本において、その発信者（担当者）がもしも「な

ぜその情報を発したのか」と問われたなら、そこでは「○

○という基準に則って発信しました」と答えるのが一般的

であろう。そこで「わたしの主観で解釈して発信しました」

などとは決して答えないと思われるのである。ましてや、

その情報が仮にハズレたとしても、（よほどの瑕疵や悪意が

ない限りは）そのことに対して謝罪などはすべきでない。

「(3)防災気象情報」は、避難判断の「責任」を負うことは

出来ないのである。それは、たとえ「○○警報」のように

ある種の行動喚起を意図するかの如くの名称を帯びる「(3)
防災気象情報」であったとしても、例外ではない。「○○警

報」も、あくまでも「“基準”に達したことを通知する情報」

なのである。 
3) 及川（2019）ではhard / soft ではなく strong / weak という形

容詞が用いられていたが、いずれも主旨は同じである。本

意として、いずれかのversion が優れている（劣っている）

ことを主張するものではないため、その誤解を避けるため

に、本稿ではhard / soft を用いることとした。なお、現状制

度からの変更度合いを表す形容詞としてhard / softを用いて

いるが、一方で、「(2)住民」側の主体性が要求される度合い

を表そうとするなら、序列は逆となり、soft / hard とすべき

かもしれない。 
4) たとえば、「典型的な農村的コミュニティ」においては「一

体的な関係性」を目指すアプローチを実践することは可能

かもしれない。一方、「典型的な都市的コミュニティ」にお

いて「一体的な関係性」を目指すアプローチを実践しよう

としても、多くの場合は困難であることが想像される。 
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ABSTRACT 
 

In the event of a flood, it is not essential that residents who live in an area where flooding can be occur feel 
worried about whether or not they are subject to “Evacuation Information (EI).” It is impossible to expect the role of 
action guidance in the EI. The main point of “The Counterargument to Evacuation Information Supremacism 
(CAEIS)” is that it is better to rely on more raw information, namely, “Weather Information for Disaster Prevention 
(WIDP).” 

On the other hand, what the CAEIS asks us is not merely a superficial debate on whether the EI should be 
abolished. The CAEIS argues that if the WIDP is sufficient, the need for the EI depends on a different issue than the 
need for evacuation of residents. The CAEIS argues that the need for the EI can vary widely depending on how the 
person perceives the relationship between residents and local governments in the society to which the person 
belongs. The CAEIS asks us whether we should aim for a humane society where there is a trusting relationship and 
a sense of unity between residents and local governments, or a heartless society in which people repeatedly pursues 
responsibility and avoids each other. 

It would be an unexpected pleasure if the CAEIS could serve as an opportunity for a sincere discussion about 
whether the EI is really needed. 
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和文要約 
 
本稿では、防災の責任の所在に関するコンセンサスの在り方について考察する。ここでは、言語

の態である能動態・受動態・中動態の概念を参照しつつ、自ら「する」の徹底を図る米国（能動的

防災）と、防災行政に「される（してもらう）」を求める日本（受動的防災）を対置させたうえで、

第 3 の防災の在り方として「防災の責任の所在を問わず、結果として防災がそこに現前する状態」

を指向する社会（中動的防災）の存立可能性に言及する。 
中動的防災なる社会状態は、受動的防災や能動的防災に拘泥した人々においては俄かに想像し難

いばかりか、ともすると、単に責任の所在を曖昧にしているだけではないのか、責任の曖昧化に便

乗した無責任な行動を肯定するだけではないのか、あるいは、単なる全体主義や集団主義の賛美に

過ぎないのではないか、などといった懸念も生じかねない。それはちょうど、言語の態の区分には

能動態と受動態しか存在しないという思い込みが、中動態の概念への理解を妨げている状況と同じ

である。その思い込みを解凍する契機として本稿では、キューバおよびニュージーランドの防災を

参照する。なお、そのような懸念は、中動的防災の実践国としてのニュージーランドでは杞憂であ

り、むしろ日本において憂慮すべきものである可能性がアンケート調査により示された。 
 
 

キーワード：能動、受動、中動、キューバ、ニュージーランド 
 
 

１．はじめに 
「『避難』とは『難』を『避』けることです」と中央防

災会議（2020）が強調するように、この意味での避難が

確実に実施されれば、人的被害を最小限に食い止めるこ

とが出来るはずである。ただ、日本では大規模な風水害

のたびに、住民避難の問題や課題が繰り返し議論される

状況にある（牛山 2020）。自力で避難できない人への配

慮が必要なことは言うまでもない。しかし、問題は自力

で避難できる人にもある。命にかかわる事態においてさ

え、避難情報が出なければ避難せず、避難情報が出ても

避難しないというケースが後を絶たない。防災を巡る日

本国民の態度は、どこか行政任せで受動的である。自身

の安全の問題であるにもかかわらず、その責任を他者の

意志に委ねる（帰する）かの如くの事態である。防災の

責任の所在はどこにあるのか。日本の防災の基本方針を

しるす災害対策基本法によれば、防災の責任は行政にあ

るとされる。ならば、その全てを行政に任せておけば万

事うまくいくのだろうか。そうではない事例が多発する

現状において我々は、別の方向性も模索してみる必要が

ある。 
たとえば米国は日本とは対称的である。2017 年秋のハ

リケーン・イルマ襲来時にフロリダ州で顕在化したのは

“shadow evacuation”（Palm Beach Daily News 2018, The 
Palm Beach Post 2018, etc.）あるいは”over-evacuation 
problem”（NPR 2018）と呼ばれる現象、すなわち、州政

府が発する避難命令対象者数を上回る人々による避難行

動である。自身が危険だと判断すれば、避難命令の対象

であろうとなかろうと避難する。防災を巡る米国民の態

度は、概して主体的で能動的であると言えよう。永松

（2019）によれば、米国では、災害時における行政の責

任は極めて限定的に捉えられているという。このため、

災害による人的被害が発生したとしても、それを行政の

責任として検証するという動きがそもそも乏しい。原則

として、米国の政府機関は、意図的な過失行為などを除

き、その行動について法的責任を問われないという原則

（Sovereign immunity）が存在するのである。大量に提起

される裁判は、真実の解明や責任の追及を求める動きと

いうよりは、多くの賠償を獲得するための手段としての
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意味合いが強い。このような日米の比較を踏まえ、永松

（2019）も、日本における住民の行政依存体質の強さを

問題意識として指摘している。 
近年の日本の防災研究者たちは「行政に任せきりでは

なく、住民は主体的に行動すべき。」と主張してきた。「受

動的な態度を改めて、能動的に行動すべき。」という方向

性である。しかし、そこでの理想像と現状との隔たりは

依然として大きいと言わざるを得ない。この方向性に則

って改善を継続してゆきさえすれば、やがてその理想像

にたどり着く日がやってくるのであろうか。いや、そも

そも、その理想像を目指すことが我々の唯一の道なのだ

ろうか。理想とすべき像はほかにもあるのではないだろ

うか。本稿の問題意識の出発点はこのような問いにある。 
そこで本稿では、防災の責任の所在について、「する（能

動）」の徹底を図る米国と「される（してもらう）（受動）」

を求める日本を対置させたうえで、そのいずれでもない

（あるいは、そのいずれでもある）第 3 の防災の存立可

能性について考察する。その糸口として本稿では、言語

の態である能動態と受動態、そしてそのどちらでもない

（厳密にはそのどちらでもありえる）第三の態である「中

動態」の概念を参照する。中動態の概念を参照する防災

研究は本稿が最初ではない。著者ら（及川・片田, 2018）
の他にも、たとえば矢守（2019）は、「津波てんでんこ」

に依拠する避難行動の生起過程などを詳細に検討・解釈

するなかで中動態的発想の重要性を強調している。渥美

（2019）は、災害ボランティアにおける「助ける／助け

られる」の関係性ではなく「助かる」社会の重要性を中

動態の概念に関連付けたうえで言及している。いずれの

議論も、そこでの主要なキーワードは「主体」であり「意

志」であり「責任」であるということは、その引用元に

もなっている「中動態の世界：意志と責任の考古学」（國

分功一郎, 2017）などを参照することで即座に理解される

ことだろう。 
 

２．中動態とは 
まず、言語の態である能動態と受動態、そしてそのど

ちらでもない（厳密には、どちらでもありえる）第三の

態「中動態」の概念について、本稿に関係する要点を國

分（2017）から引用・要約して確認しておく。 
われわれは能動態か受動態かを明確に区分する言語に

慣れ親しんでいる。それしかないとすら思いこんでいる。

ところが、じつはこの区別はいかなる言語にも見出され

る普遍的な区別ではなく、歴史的にはかなり後世になっ

てから出現した新しい文法法則だという。かつては、能

動態／受動態という区別ではなく、能動態／中動態とい

う区別であった。そして、受動とは、この中動態がもっ

ていた意味のひとつに過ぎなかった、というのである。 
ここにおいて、かつての能動態が持っていた意味と現

在の能動態の意味は異なることに注意を要する。その峻

別のために、仮に、前者を“旧能動態”、後者はそのまま

“能動態”と呼称することにする。再掲すると、かつて

の対立構造は旧能動態／中動態、現代の対立構造は能動

態／受動態、ということになる。 
能動態と受動態の対立は、自分が作用を及ぼすか／作

用を受けるか、という対立である。では、旧能動態と中

動態の対立はどうかというと、これは、外か／内かとい

う対立である。動詞が指し示す作用が主語から出発して、

主語そのものがその作用の場所になっている時に中動態

が使われ、その作用が主語の外で完結する場合には旧能

動態が使われる。つまり、主語の外で終わるか、主語の

内に完結するか、という違いである。 
このような外か／内かという対立構造が、する／され

るの対立構造へと変化したというのが言語の歴史である。

この変化は、以下のような社会的要請によってもたらさ

れたという。例えば、ギリシャ語の「ファイノー」とい

う動詞は旧能動態であり、その意味は「I show something」
となる。これの中動態活用である「ファイノマイ」とい

う語の意味は、「I appear」あるいは「I am shown」などと

なる。「I appear」と「I am shown」は、現在では能動と受

動として断固として区別されるが、その両方の意味の複

合体が中動態「ファイノマイ」である。「I appear」であ

ろうと「I am shown」であろうと、どちらとも私の姿が

現われていることを示しているに過ぎないのに、何とし

てもこれらを区別するのが現代の能動／受動の区分であ

る。それはつまり、この現代的区分は私に、「あなたは自

分の意志で現れたのか？それとも現れるのを強制された

のか？」と尋問してくる。つまり、能動態／受動態の対

立への変化は、行為の原因としての意志の所在の有無を

ことさらに強調し、責任の所在を執拗に明確化しようと

する社会的要請によってもたらされた、というのである。

これに対して、中動態にて表現される事態においては、

その原因としての意志や責任の有無は問わない。明確な

意志に基づき意図的に（いわゆる現代的な意味での能動

的に）行ったのか、何かに強制されて（いわゆる現代的

な意味での受動的に）行ったのか、それらの区別を必要

としない場合に用いられる表現方法なのである。結果的

にその状況・行為・現象が現前しているという事態だけ

を表現する態なのである。 
 

３．中動的防災における責任の所在 
前述のとおり、防災の責任の所在を一般住民がどう捉

える傾向にあるのかという点で、日本と米国は対照的で

ある。自ら「する」の徹底を図る“米国型防災”に対し

て、防災行政に「される（してもらう）」を求めるのが“日

本型防災”だとするならば、“米国型防災”は能動態に、

“日本型防災”は受動態に、それぞれなぞらえることが

出来るだろう。そして、そのいずれでもない（あるいは、

そのいずれでもある）中動態的な防災なるものが存在す

るならば、それは「防災の責任の所在を問わず、結果と

して防災がそこに現前する状態」を指向する社会の姿が
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意味合いが強い。このような日米の比較を踏まえ、永松

（2019）も、日本における住民の行政依存体質の強さを

問題意識として指摘している。 
近年の日本の防災研究者たちは「行政に任せきりでは

なく、住民は主体的に行動すべき。」と主張してきた。「受

動的な態度を改めて、能動的に行動すべき。」という方向

性である。しかし、そこでの理想像と現状との隔たりは

依然として大きいと言わざるを得ない。この方向性に則

って改善を継続してゆきさえすれば、やがてその理想像

にたどり着く日がやってくるのであろうか。いや、そも

そも、その理想像を目指すことが我々の唯一の道なのだ

ろうか。理想とすべき像はほかにもあるのではないだろ

うか。本稿の問題意識の出発点はこのような問いにある。 
そこで本稿では、防災の責任の所在について、「する（能

動）」の徹底を図る米国と「される（してもらう）（受動）」

を求める日本を対置させたうえで、そのいずれでもない

（あるいは、そのいずれでもある）第 3 の防災の存立可

能性について考察する。その糸口として本稿では、言語

の態である能動態と受動態、そしてそのどちらでもない

（厳密にはそのどちらでもありえる）第三の態である「中

動態」の概念を参照する。中動態の概念を参照する防災

研究は本稿が最初ではない。著者ら（及川・片田, 2018）
の他にも、たとえば矢守（2019）は、「津波てんでんこ」

に依拠する避難行動の生起過程などを詳細に検討・解釈

するなかで中動態的発想の重要性を強調している。渥美

（2019）は、災害ボランティアにおける「助ける／助け

られる」の関係性ではなく「助かる」社会の重要性を中

動態の概念に関連付けたうえで言及している。いずれの

議論も、そこでの主要なキーワードは「主体」であり「意

志」であり「責任」であるということは、その引用元に

もなっている「中動態の世界：意志と責任の考古学」（國

分功一郎, 2017）などを参照することで即座に理解される

ことだろう。 
 

２．中動態とは 
まず、言語の態である能動態と受動態、そしてそのど

ちらでもない（厳密には、どちらでもありえる）第三の

態「中動態」の概念について、本稿に関係する要点を國

分（2017）から引用・要約して確認しておく。 
われわれは能動態か受動態かを明確に区分する言語に

慣れ親しんでいる。それしかないとすら思いこんでいる。

ところが、じつはこの区別はいかなる言語にも見出され

る普遍的な区別ではなく、歴史的にはかなり後世になっ

てから出現した新しい文法法則だという。かつては、能

動態／受動態という区別ではなく、能動態／中動態とい

う区別であった。そして、受動とは、この中動態がもっ

ていた意味のひとつに過ぎなかった、というのである。 
ここにおいて、かつての能動態が持っていた意味と現

在の能動態の意味は異なることに注意を要する。その峻

別のために、仮に、前者を“旧能動態”、後者はそのまま

“能動態”と呼称することにする。再掲すると、かつて

の対立構造は旧能動態／中動態、現代の対立構造は能動

態／受動態、ということになる。 
能動態と受動態の対立は、自分が作用を及ぼすか／作

用を受けるか、という対立である。では、旧能動態と中

動態の対立はどうかというと、これは、外か／内かとい

う対立である。動詞が指し示す作用が主語から出発して、

主語そのものがその作用の場所になっている時に中動態

が使われ、その作用が主語の外で完結する場合には旧能

動態が使われる。つまり、主語の外で終わるか、主語の

内に完結するか、という違いである。 
このような外か／内かという対立構造が、する／され

るの対立構造へと変化したというのが言語の歴史である。

この変化は、以下のような社会的要請によってもたらさ

れたという。例えば、ギリシャ語の「ファイノー」とい

う動詞は旧能動態であり、その意味は「I show something」
となる。これの中動態活用である「ファイノマイ」とい

う語の意味は、「I appear」あるいは「I am shown」などと

なる。「I appear」と「I am shown」は、現在では能動と受

動として断固として区別されるが、その両方の意味の複

合体が中動態「ファイノマイ」である。「I appear」であ

ろうと「I am shown」であろうと、どちらとも私の姿が

現われていることを示しているに過ぎないのに、何とし

てもこれらを区別するのが現代の能動／受動の区分であ

る。それはつまり、この現代的区分は私に、「あなたは自

分の意志で現れたのか？それとも現れるのを強制された

のか？」と尋問してくる。つまり、能動態／受動態の対

立への変化は、行為の原因としての意志の所在の有無を

ことさらに強調し、責任の所在を執拗に明確化しようと

する社会的要請によってもたらされた、というのである。

これに対して、中動態にて表現される事態においては、

その原因としての意志や責任の有無は問わない。明確な

意志に基づき意図的に（いわゆる現代的な意味での能動

的に）行ったのか、何かに強制されて（いわゆる現代的

な意味での受動的に）行ったのか、それらの区別を必要

としない場合に用いられる表現方法なのである。結果的

にその状況・行為・現象が現前しているという事態だけ

を表現する態なのである。 
 

３．中動的防災における責任の所在 
前述のとおり、防災の責任の所在を一般住民がどう捉

える傾向にあるのかという点で、日本と米国は対照的で

ある。自ら「する」の徹底を図る“米国型防災”に対し

て、防災行政に「される（してもらう）」を求めるのが“日

本型防災”だとするならば、“米国型防災”は能動態に、

“日本型防災”は受動態に、それぞれなぞらえることが

出来るだろう。そして、そのいずれでもない（あるいは、

そのいずれでもある）中動態的な防災なるものが存在す

るならば、それは「防災の責任の所在を問わず、結果と

して防災がそこに現前する状態」を指向する社会の姿が

想起されよう。しかし、そのような中動的防災なる実践

は本当に存在し得るのか否かは、受動的防災に拘泥した

人々や、能動的防災に拘泥した人々にとっては、俄かに

想像し難い。それはちょうど、言語の態としての区分に

は能動態か受動態かしかないという深い思い込みが、中

動態の概念への理解を大きく妨げている状況と同じであ

る。その思い込みを解凍する契機として、たとえば以下

のようなキューバおよびニュージーランドの防災を参照

することは示唆に富むと思われるのである。 
（１）キューバ型防災 

2017 年に米国と同じくハリケーン・イルマが襲来した

キューバでは、地域社会そのものが一体となって整然と

避難した。キューバでは、被害が予測される事態になる

と、気象観測機関が早期から対象住民に丁寧な情報を伝

え、避難所が開設される。避難所には、潤沢な食料や水、

医薬品が配備され、医師や看護師、またペット同伴のた

めの獣医師まで派遣される。できるだけ日常生活を損な

わず、避難しやすいような環境づくりが行われている。

というより、むしろ普段の生活レベルに比べて遥かに快

適な環境が避難所にて提供されるケースも少なくないと

いう。老人や妊婦、子どもや障害者を優先避難させ、移

動には国営バスが提供される。避難後は、軍が警備を行

うなど、アフターケアも徹底している。自主防災組織も

住民の避難支援を行う。平時からの防災教育やコミュニ

ティ単位での主体的な避難訓練も抜かりはない。こうし

て、ハリケーン襲来時には、危険な地域に住民は全く存

在しなくなるという。これでは、犠牲者など生じようが

ない。経済的には決して恵まれているとは言えないキュ

ーバが防災先進国と呼ばれる所以はここにある（中村・

吉田, 2011）。 
無論、それは政治体制も影響してのことだろうし、経

済事情等により常に全てが円滑に実行されるとは限らな

いだろう。しかし、キューバ政府は、人民の安全を守る

ためのあらゆる手立てを徹底的に真剣に考え抜いている。

そんな真剣な政府を信頼して依存することの、いったい

どこが悪いというのか。前述の「能動 vs 受動」という評

価軸を無理矢理あてはめるならば、確かにキューバ国民

は、そんな真剣な政府に行政依存的で受動的であると言

えなくもない。しかし同時に国民それぞれが極めて主体

的で能動的でもある。いや、もはやこのような評価軸を

適用すること自体がナンセンスであろう。政府と人民は

共に最善を尽くしており、その間には強固な一体感が存

在する。そこにおいては、防災の責任の所在は行政にあ

るのか住民にあるのかといった問い自体が、虚しく感じ

られる。「する」だけでも「される（してもらう）」だけ

でもない、災害という共通の敵に対して住民も行政もそ

れぞれが出来る限りの最善を尽くす、そんな一体感を根

源的に伴う防災の在りようが“キューバ型防災”と言え
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と表現されるべきではなかろうか。 
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き特徴は、加害者の故意・過失にかかわらず、補償を受
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ものとして、その中動的なスタンスを評価する。一方、

棚瀬（1994）を参照しながら「こうしたやり方は、補償

のためのシステムとしては効率的であることがわかって

いながら、必ずしも世界的には普及しなかった。たとえ

ば米国は、ノーフォルト保険の立法化に失敗した。この

ことは、こうしたやり方が、伝統的な道徳や正義に対す

る脅威として受け取られたからであろう」として、米国

との相違に言及する。同様の言及は他にも、たとえば佐

野（2016）などにも見られる。 
同制度は、1967 年に報告されたウッドハウス・レポー

トの五原則（共同体の責任、包括的な受給資格、完全な

リハビリテーション、現実的な補償、運営上の効率性）
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を基礎として、1972 年に立法化され、1974 年に施行され

た。このうち、本稿の議論に関わる要点として、五原則

の一つ目である「共同体の責任」に着目する必要がある。

この部分に関する記述を増田（2018: p.122）から引用す

ると以下のとおりである。 
 
この一つ目の原則は根本的なものである。また、二重

の論点に拠っている。近代の社会は、まさに構成員た

る市民の生産的労働から利益を得ているのだから、社

会は進んで働く彼らに対してだけではなく、就労不能

によってそうすることを妨げられてしまった彼らに対

しても責任を負うべきなのである。そして、我々は皆、

以下に述べるような共同体の活動（この活動は、毎年、

予測可能だが避けることのできない身的傷害の代償を

必要とする）を主張するのであるから、ランダムだけ

れども統計的には必然な犠牲者となる者を我々皆で共

に支えていくべきなのである。これらの共同体の諸目

的に係る固有のコストは、公平の原理に基づいてその

共同体によって負担されるべきである。 
 
ここに謳われている社会保険的な理念は、1998 年に一旦、

新自由主義にもとづく徹底した規制緩和・規制改革が行

われた折に、市場化・民営化の方向へ強力に押し切られ

た時期を経験している。45 年を超える長きに渡り存続し

続けている同制度ではあるが、決して順風満帆な道を歩

んできたわけではないのである（増田 2018：p.134）。こ

の市場化・民営化は 1999 年に撤回された。NZ はあらた

めて同制度を選択し直したのである。この民営化の撤回

の動き、すなわちウッドハウス・レポートの理念への回

帰の動きについて、浅井（2004）は、政治的要因はあっ

たにせよ「民営化への消極的評価は、存在したと考えら

れる」と評している（浅井 2004: p.662）。佐野（2016）
は、「NZ 国民の心理の根底部分では不法行為制度の価値

観が残存しており、わずかなきっかけによって不法行為

訴権廃止に対する不満が表面化する（不法行為制度から

の完全な決別には困難が伴う）」可能性に言及しつつも、

「この価値観の対立は究極的に NZ 国民により選択され

ることとなる」としている。 
ところで、NZ における災害に伴う「補償」システム

が責任の所在の追及を禁じているからといって、災害や

事故の原因究明や真相究明が蔑ろにされる訳では決して

ない。真相究明のための「検証」システムは、「補償」と

は無関係に独立したかたちで機能するよう位置づけられ

ているのである。「補償」と「検証」が、相互に独立した

かたちで同時並行的に行われるからこそ、「補償」の迅速

性が担保される。なお、この「検証」システムにおいて

さえ、証言した者に対して「免責」が与えられており、

特定の者に対する責任の所在の追及を禁じるという点で

徹底している。NZ においては、追及すべきものは責任

ではなく、あくまでも真相と再発防止策なのである。こ

のような「補償」と「検証」のシステムは、2011 年のカ

ンタベリー地震の被災者に対しても適用されている

（Yasmin 2019）。 
中動的防災は、キューバのような社会主義体制におい

てのみ特権的に見出されるものなのではない。NZ のよ

うな資本主義体制のもとであってもそれは十分に実践可

能なのであり、その為政者のスタンスや風土のありよう

によっては十分に選択可能なのである。「なぜ NZ なの

か」（佐野 2016: p.188）と問われれば、その答えは「NZ
である必要はない。NZ でなくとも選択は可能である。

無論、日本も例外ではない。」ということになろう。 
 

４．防災の各類型における責任の所在感覚 
（１）各類型の相対的な付置関係に関する仮説 

日本と米国とキューバと NZ では、国情が大きく異な

る。日本型防災は今後如何なる方向を目指すべきか。 
ひとつには、防災行政と住民が分断し、双方が責任の

追及と回避を応報的に繰り返す殺伐とした関係性のもと、

住民は受動的な態度であり続けるという現状維持の姿勢

をつらぬくという事態も、想像することは可能である。

住民は自らの安全の問題であるにもかかわらず、自分か

ら積極的に動くことは無く、防災行政からのはたらきか

けが無ければ動こうとしない。自身に責任は無いのであ

る。自身に何か被害が生じた場合には、はたらきかけが

有ったのか無かったのかに着目し、もしも無かった場合

には防災行政の責任を問いただす。さながら「帰責ゲー

ム（棚瀬 1994: pp.10-11）」（他者に責任を帰させようとす

る行為。責任の押し付け合い。）の様相である。それで防

災の万事がうまくいくのならそれでもいい。しかし、も

しもそうでないならば我々は、別の方向性を模索してみ

ることも決して無駄ではない。 
たとえば、日本型防災に顕著な受動的態度の脱却を図

り、米国型防災に顕著にみられる能動的態度の獲得を目

指すという方向性、すなわち自己責任意識の強化を図る

という方向性も、少なくともあり得るかもしれないひと

つの方向性として選択肢から除外する必要はない。帰責

ゲームに絡めて記すならば、「自らの責任を自覚して帰責

ゲームをしないよう努める」という方向性とも言える。

以下では便宜上、「防災に関する自己責任意識」と呼称す

る軸を設け、それが強い場合を「能動的（能動性が強い）」、

それが弱い場合を「受動的（能動性が弱い）」と呼称する

ことで、この方向性を記述することとする。 
しかし、この方向性は従来から再三再四、繰り返し指

摘され続けてきたものと何ら変わりは無い。それらとは

異なる第三の方向性の可能性を見出そうとするとき、中

動態の概念を参照することは示唆に富むと思われる。國

分自身も「皆を『能動的な責任主体』に仕立て上げよう

とする近代的な発想を抜け出さなければならないという

のは様々な分野で求められていることでしょう。『中動態

の世界』で目指しているのもそれです。」（國分・山崎
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という方向性も、少なくともあり得るかもしれないひと

つの方向性として選択肢から除外する必要はない。帰責

ゲームに絡めて記すならば、「自らの責任を自覚して帰責

ゲームをしないよう努める」という方向性とも言える。

以下では便宜上、「防災に関する自己責任意識」と呼称す

る軸を設け、それが強い場合を「能動的（能動性が強い）」、

それが弱い場合を「受動的（能動性が弱い）」と呼称する

ことで、この方向性を記述することとする。 
しかし、この方向性は従来から再三再四、繰り返し指

摘され続けてきたものと何ら変わりは無い。それらとは

異なる第三の方向性の可能性を見出そうとするとき、中

動態の概念を参照することは示唆に富むと思われる。國

分自身も「皆を『能動的な責任主体』に仕立て上げよう

とする近代的な発想を抜け出さなければならないという

のは様々な分野で求められていることでしょう。『中動態

の世界』で目指しているのもそれです。」（國分・山崎

2017:p.170）と述べている。それは、帰責ゲームに絡めて

記すならば、「帰責ゲームがそもそも成立し得ない世界を

目指す」方向性と換言できる。帰責ゲームが成立する条

件を無効化するためには、大きくわけて２つの戦略が存

在すると思われる。 
ひとつには、その行為に対する責任はどこにも「無い」

とする中動態の根源的な思想（超越論的な態度）に立脚

する戦略である。責任がそもそも「無い」のだから、当

然、それをどこかに押し付けることも出来ず、帰責ゲー

ムは成立し得ない。確かに、國分（2017）のみならず小

坂井（2008）や大澤（1990）などが指摘するように、意

志の存在を前提とした「責任」と呼ばれる社会現象は「虚

構」であるとの主張には、論理的根拠も明確であるし、

著者らも同意する。一方、より事実的な視点に立脚する

とき、しかしながら多くの人々は、たとえ「自由意志に

よる行為だから責任を負うという近代個人主義的了解は

誤りである」と懇切丁寧に説明されたところで、「責任」

の存在を前提とする一般常識的な了解をそう簡単には手

放さないだろう。確かに、「責任」なる概念は事後的に超

越的に擬制された虚構に過ぎない。しかし、その蓋然性

ゆえ、擬制というプロセスは自身の手により隠蔽される。

この擬制と隠蔽というプロセスを経て、「責任」という幻

想は「規範」としてあたかも最初からほんとうに存在し

ていたかの如くの様相で存在権を得るようになる。実社

会においてこのようなプロセスがどうしても不可避だと

するなら、中動態の超越論的な態度のみに立脚し続ける

ことの実践的な意義は必ずしも豊かではないかもしれな

い。より事実的な態度に立脚した戦略というものも想起

し得るはずである。すなわち、その行為に対する責任は

どこかに「ある」とする認識を否定せずに、その所在を

問うこと自体を「しない（できない）」状態を目指す、と

いう戦略である。本稿で採るのはこの後者の戦略である。 
後者の戦略が中動態の原理的な思想から若干逸脱して

いるからといって、それが即座に中動態の概念と全く無

縁であるということにはならない。そもそも帰責ゲーム

の成立には、責任を押し付ける「相手」が、主語である

ところの「自身」とは別に独立して存在していることが

絶対的に必要なのであった。本稿の場合の自身とは住民

であり、相手とは防災行政である。住民と行政は分離独

立して存在していることが必要なのである。しかし、こ

の両者が分離独立した状態ではなく一体化した状態、つ

まり「私たち」であったとするならばどうだろうか。主

語の範囲の拡張と言い換えてもよい。拡張された主語を

「包括的な”We”（inclusive “we”）」（東 2009: p.20）と呼

んでもよい。とにかく、そこで行われる所作はまさしく、

「動詞が指し示す作用が主語から出発して、主語そのも

のがその作用の場所になっている」状態であり、「主語の

内に完結する」状態であり、それはすなわち、中動態に

よって表現されるべき事態に他ならない。その場に及ん

で「（防災行政と住民とのあいだの）帰責ゲーム」はもは

や成立し得ない。この状態を表現すべく、以下では便宜

上、「住民と防災行政の一体感」と呼称する軸を設け、そ

れが強い場合を「一体的」、それが弱い場合を「分断的」

と呼称することで、この方向性を記述することとする。 
この２つの分類軸に基づけば、図-1 に示す 4 つの象限

を描くことが出来る。我々の関心は、日本型防災・米国

型防災・キューバ型防災・NZ 型防災のそれぞれが、こ

の相対的な付置空間のなかのどの位置において特徴付け

られるかということである。相対的には、受動的防災（日

本型防災）は第 3 象限に、能動的防災（米国型防災）は

第 2 象限に、それぞれ付置されることになるだろう。そ

して、中動的防災が付置される領域は、それらの右側（第

1 象限と第 4 象限）ということになろう。ただし、この

うちの第 1 象限と第 4 象限には、同じ中動的防災の領域

にあったとしても、そこで表現される社会状況の特徴に

は微妙な差異が存在する。すなわち、第 4 象限にて表現

される住民の状況は、防災行政との一体感のもとにあり

ながら、自身の責任については無自覚な状態である。そ

れは単に「責任が破壊・抹消されてしまった状態」（矢守

2019）に過ぎないとも言える。あるいは「moral-hazard
あるいは free-rider の状態」（棚瀬 1994）とほぼ同類であ

るとも言える 2)。3 章(1)に記したとおり、著者らがキュ

ーバ型防災に見たものは、第 4 象限ではなく第 1 象限に

て表現される姿であった。このことの延長線上に演繹的

に考えれば、NZ 型防災の付置領域も第 4 象限ではなく

第 1 象限であることを期待することはできる。しかし一

方で、NZ 型防災に関しては、3 章(2)に記したように、わ

ずかなきっかけ（たとえば市場化や民営化などの非一体

化を指向するような施策）がひとたび表面化すると、と

たんに第 3 象限へと転落する危険性を帯びているともと

れる。だとするなら、NZ 型防災は、もともとは第 3 象

限の状態を起源とし、そこで具体的な方法をかなり自覚

的に選択することによって半ば強制的に一体感だけが醸

成された状態、すなわち第 4 象限に付置される可能性と

いうのも否定はできない。NZ 型防災が付置する可能性

防災に関する
自己責任意識

住民と防災行政
の一体感

第2象限 第1象限

第3象限 第4象限

（能動的）

強
↑

↓
弱

（受動的）

← →弱
（分断的）

強
（一体的）

(US)

(JP)

(NZ)

(NZ)

（各象限内に記載の括弧は想定される作業仮説）  
図-1 防災の各類型の相対的な付置関係の把握 

のための座標空間と作業仮説 
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は、第 1 象限と第 4 象限の双方に存在しているというこ

とになろう。 
（２）仮説検証のための調査 

ただし、とりわけキューバ型防災および NZ 型防災の

付置領域に関するこのような印象には、前章までに見た

ような幾つかの文献に基づく考察の他には、著者らによ

る各国の一般住民に対するかなり限定的なヒアリング調

査の知見以外の客観的な論拠を定位出来ていないのが現

状である。そこで以下では、受動的防災（日本型防災）・

能動的防災（米国型防災）・中動的防災（キューバ型防災、

NZ 型防災）の相対的付置関係に関する上述の仮説につ

いて、簡便なアンケート調査に基づき検証を試みる。 
なお、キューバに関しては、一定程度のサンプル数を

確保した上での一般住民に対する質問紙調査や Web 調

査の実施は事実上、不可能である。このことから、ここ

での検証では、中動的防災に関しては NZ のみを検証対

象とせざるを得ない。キューバに関して、あるいは、そ

の他の中動的防災の可能性を秘める地域に関して、住民

調査データに基づく検証は今後の課題としたい。 
アンケート調査の実施概要は表-1に示すとおりである。

サンプル数は合計 1,200 票であり、その内訳は、日本（以

下、JP）と米国（以下、US）と NZ の 3 か国それぞれ、

性別と年代別の均等割付のもとで 400 票（=10 区分×40
票）ずつとなっている。設問内容は各国調査ともに同一

である。JP 調査は日本語表記、US 調査と NZ 調査は英

語表記の質問文である。検証にあたっては、回答者の「防

災に関する自己責任意識」および「住民と防災行政の一

体感」に関する認識を把握する質問を設けている。これ

らをそれぞれ[Q1]および[Q2]と呼称しておく。 
なお、各対象国の公用語あるいは生活言語において「責

任」や「一体感」などと翻訳される語・概念の意味合い

に微妙な差異が生じてしまっている可能性を完全に排除

することは無論できない。あくまでもここでの分析が対

象とするものは、表-1 記載の文面を回答者に提示した際

に観測される反応であることに注意を要する。 
分析に際しては、対象国ごとに[Q1]および[Q2]の平均

値で考察を進める集計的な手続きではなく、各人ごとの

回答状況に着目する非集計的な議論が望ましい。そこで

まず、全サンプル（1,200 名）のうち、特徴が類似する者

同士を[Q1]と[Q2]に基づくクラスター分析によって幾つ

かのグループに類型化する。各グループの特徴を図-1 の

座標空間内における相対的付置関係として把握したうえ

で、各グループに属する回答者が、JP･US･NZ のどの地

域に偏在する傾向にあるのかを読み取る。 
（３）検証結果 

[Q1]（標準化値）と[Q2]（標準化値）に基づくクラス

ター分析（Ward 法、平方ユークリッド距離）により全サ

ンプル（1,200 名）をグルーピングした結果、C1～C4 の

4 つのグループが見出された。各グループに属する回答

者の[Q1]平均値を図-2(1)に、各グループに属する回答者

の[Q2]の平均値を図-2(2)に、それぞれ示す。これにより、

図-1の座標空間内における相対的付置関係としての各グ

ループの特徴は、以下のように読み取ることが出来る。 
[C1]グループに類型化される回答者においては、「防災

に関する自己責任意識」は「能動的（能動性が強い）」傾

向にあり、また、「住民と防災行政の一体感」は「分断的」

である傾向が強い。すなわち、図-1 の座標空間内におけ

る相対的付置関係としては「第 2 象限」に対応付けられ

る。したがって、[C1]グループに類型化される回答者に

は、能動的防災の傾向が読み取られることから、US へ

の偏在傾向が存在することが予想される。現に、[C1]グ
ループに類型化される回答者 227 人の地域偏在傾向を示

した図-3[C1]を見ると、US への偏在傾向が確かに見受け

られる。この偏在傾向の統計的有意性については、表-2
に示した調整済み残差にて確認することが出来る。能動

的防災はUS において特徴的なのである。 
[C2]グループに類型化される回答者においては、「防災

に関する自己責任意識」は「受動的（能動性が弱い）」傾

向にあり、また、「住民と防災行政の一体感」は「分断的」

である傾向が強い。すなわち、図-1 の座標空間内におけ

る相対的付置関係としては「第 3 象限」に対応付けられ

る。したがって、[C2]グループに類型化される回答者に

は、受動的防災の傾向が読み取られることから、JP への

偏在傾向が存在することが予想される。現に、[C2]グル

表-1 調査実施概要 

実施期間 2019 年11 月6 日～12 日 

実施方法 

インターネット調査。インターネット調査会社が保

有するモニターリストから抽出。対象国ごとに年

齢階層（20 歳代／30 歳代／40 歳代／50 歳代／

60 歳以上）と性別（女性／男性）で均等割付。JP
調査は日本語表記、US調査とNZ調査は英語表

記であるが、設問は各国とも同一内容。 

有効回答 1,200 票（JP: 400 票, US: 400票, NZ: 400 票) 

＜主な設問＞ 
 

[Q1]：自然災害から命を守るには住民自身が自己責任をもつ

べきだ （1:そう思わない～9:そう思う） Residents need to take 
some responsibility to protect themselves from natural disasters. (1: 
Disagree ～ 9: Agree) （平均値=6.80, 標準偏差= 2.00） 
 

[Q2]：「防災に関する行政と住民との関係の現状」について、次

の「A」と「B」には対立する意見を示してあります。あなたのお

考えはどちらに近いでしょうか。 「A: それぞれ一定の距離を

置いている“別々”という関係性にある」 「B: “わたしたち”と呼

べるような一体感がある」 （1： A に近い ～ 9： B に近い） 
Below are two conflicting statements about the “current 
relationship between the government and residents with respect to 
disaster prevention”. Which best reflects your thought: A or B? [A: 
There is a sense of distance where the parties refer to one another 
as “us and them”] [B: There is a sense of unity where both parties 
refer to themselves collectively as “we”] (1: Closer to A ～ 9: 
Closer to B) （平均値=4.74, 標準偏差=2.11） 
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は、第 1 象限と第 4 象限の双方に存在しているというこ

とになろう。 
（２）仮説検証のための調査 

ただし、とりわけキューバ型防災および NZ 型防災の

付置領域に関するこのような印象には、前章までに見た

ような幾つかの文献に基づく考察の他には、著者らによ

る各国の一般住民に対するかなり限定的なヒアリング調

査の知見以外の客観的な論拠を定位出来ていないのが現

状である。そこで以下では、受動的防災（日本型防災）・

能動的防災（米国型防災）・中動的防災（キューバ型防災、

NZ 型防災）の相対的付置関係に関する上述の仮説につ

いて、簡便なアンケート調査に基づき検証を試みる。 
なお、キューバに関しては、一定程度のサンプル数を

確保した上での一般住民に対する質問紙調査や Web 調

査の実施は事実上、不可能である。このことから、ここ

での検証では、中動的防災に関しては NZ のみを検証対

象とせざるを得ない。キューバに関して、あるいは、そ

の他の中動的防災の可能性を秘める地域に関して、住民

調査データに基づく検証は今後の課題としたい。 
アンケート調査の実施概要は表-1に示すとおりである。

サンプル数は合計 1,200 票であり、その内訳は、日本（以

下、JP）と米国（以下、US）と NZ の 3 か国それぞれ、

性別と年代別の均等割付のもとで 400 票（=10 区分×40
票）ずつとなっている。設問内容は各国調査ともに同一

である。JP 調査は日本語表記、US 調査と NZ 調査は英

語表記の質問文である。検証にあたっては、回答者の「防

災に関する自己責任意識」および「住民と防災行政の一

体感」に関する認識を把握する質問を設けている。これ

らをそれぞれ[Q1]および[Q2]と呼称しておく。 
なお、各対象国の公用語あるいは生活言語において「責

任」や「一体感」などと翻訳される語・概念の意味合い

に微妙な差異が生じてしまっている可能性を完全に排除

することは無論できない。あくまでもここでの分析が対

象とするものは、表-1 記載の文面を回答者に提示した際

に観測される反応であることに注意を要する。 
分析に際しては、対象国ごとに[Q1]および[Q2]の平均

値で考察を進める集計的な手続きではなく、各人ごとの

回答状況に着目する非集計的な議論が望ましい。そこで

まず、全サンプル（1,200 名）のうち、特徴が類似する者

同士を[Q1]と[Q2]に基づくクラスター分析によって幾つ

かのグループに類型化する。各グループの特徴を図-1 の

座標空間内における相対的付置関係として把握したうえ

で、各グループに属する回答者が、JP･US･NZ のどの地

域に偏在する傾向にあるのかを読み取る。 
（３）検証結果 

[Q1]（標準化値）と[Q2]（標準化値）に基づくクラス

ター分析（Ward 法、平方ユークリッド距離）により全サ

ンプル（1,200 名）をグルーピングした結果、C1～C4 の

4 つのグループが見出された。各グループに属する回答

者の[Q1]平均値を図-2(1)に、各グループに属する回答者

の[Q2]の平均値を図-2(2)に、それぞれ示す。これにより、

図-1の座標空間内における相対的付置関係としての各グ

ループの特徴は、以下のように読み取ることが出来る。 
[C1]グループに類型化される回答者においては、「防災

に関する自己責任意識」は「能動的（能動性が強い）」傾

向にあり、また、「住民と防災行政の一体感」は「分断的」

である傾向が強い。すなわち、図-1 の座標空間内におけ

る相対的付置関係としては「第 2 象限」に対応付けられ

る。したがって、[C1]グループに類型化される回答者に

は、能動的防災の傾向が読み取られることから、US へ

の偏在傾向が存在することが予想される。現に、[C1]グ
ループに類型化される回答者 227 人の地域偏在傾向を示

した図-3[C1]を見ると、US への偏在傾向が確かに見受け

られる。この偏在傾向の統計的有意性については、表-2
に示した調整済み残差にて確認することが出来る。能動

的防災はUS において特徴的なのである。 
[C2]グループに類型化される回答者においては、「防災

に関する自己責任意識」は「受動的（能動性が弱い）」傾

向にあり、また、「住民と防災行政の一体感」は「分断的」

である傾向が強い。すなわち、図-1 の座標空間内におけ

る相対的付置関係としては「第 3 象限」に対応付けられ

る。したがって、[C2]グループに類型化される回答者に

は、受動的防災の傾向が読み取られることから、JP への

偏在傾向が存在することが予想される。現に、[C2]グル

表-1 調査実施概要 

実施期間 2019 年11 月6 日～12 日 

実施方法 

インターネット調査。インターネット調査会社が保

有するモニターリストから抽出。対象国ごとに年

齢階層（20 歳代／30 歳代／40 歳代／50 歳代／

60 歳以上）と性別（女性／男性）で均等割付。JP
調査は日本語表記、US調査とNZ調査は英語表

記であるが、設問は各国とも同一内容。 

有効回答 1,200 票（JP: 400 票, US: 400票, NZ: 400 票) 

＜主な設問＞ 
 

[Q1]：自然災害から命を守るには住民自身が自己責任をもつ

べきだ （1:そう思わない～9:そう思う） Residents need to take 
some responsibility to protect themselves from natural disasters. (1: 
Disagree ～ 9: Agree) （平均値=6.80, 標準偏差= 2.00） 
 

[Q2]：「防災に関する行政と住民との関係の現状」について、次

の「A」と「B」には対立する意見を示してあります。あなたのお

考えはどちらに近いでしょうか。 「A: それぞれ一定の距離を

置いている“別々”という関係性にある」 「B: “わたしたち”と呼

べるような一体感がある」 （1： A に近い ～ 9： B に近い） 
Below are two conflicting statements about the “current 
relationship between the government and residents with respect to 
disaster prevention”. Which best reflects your thought: A or B? [A: 
There is a sense of distance where the parties refer to one another 
as “us and them”] [B: There is a sense of unity where both parties 
refer to themselves collectively as “we”] (1: Closer to A ～ 9: 
Closer to B) （平均値=4.74, 標準偏差=2.11） 

 

ープに類型化される回答者 452 人の地域偏在傾向を示し

た図-3[C2]を見ると、JP への偏在傾向が確かに見受けら

れる。この偏在傾向の統計的有意性については、表-2 に

示した調整済み残差にて確認することが出来る。受動的

防災は JP において特徴的なのである。 
[C3]グループに類型化される回答者においては、「防災

に関する自己責任意識」は「能動的（能動性が強い）」傾

向にあり、また、「住民と防災行政の一体感」は「一体的」

である傾向が強い。すなわち、図-1 の座標空間内におけ

る相対的付置関係としては「第 1 象限」に対応付けられ

る。つまり、[C3]グループに類型化される回答者は、中

動的防災の傾向が読み取られることから、NZ への偏在

傾向が予想される。現に、[C3]グループに類型化される

回答者358人の地域偏在傾向を示した図-3[C3]を見ると、

NZ への偏在傾向が確かに見受けられる。この偏在傾向
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[C4]グループに類型化される回答者においては、「防災

に関する自己責任意識」は「受動的（能動性が弱い）」傾

向にあり、また、「住民と防災行政の一体感」は「分断的」

である傾向が強い。すなわち、図-1 の座標空間内におけ

る相対的付置関係としては「第 4 象限」に対応付けられ

る。つまり、[C4]グループに類型化される回答者は、中

動的防災において危惧されていた moral-hazard あるいは

free-rider の状態である可能性が示唆される。問題は、ど

の地域への偏在傾向があるのか（あるいは無いのか）で

あるが、[C4]グループに類型化される回答者 123 人の地

域偏在傾向を示した図-3[C4]を見ると、そのほとんどは

JP に偏在していることが明瞭に確認される。この偏在傾

向の統計的有意性については、表-2 に示した調整済み残
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図-2 各グループの「防災に関する自己責任意識」と「住民と防災行政との一体感」 
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差にて確認することが出来る。moral-hazard あるいは

free-rider の問題は、NZ において危惧される問題ではな

く、JP において特徴的なのである。 
以上の結果を図-1と同じ座標空間内に記してまとめた

ものが図-4 である。4 章(2)および図-1 にて提示した相対

的付置に関する検証仮説のうち、第 4 象限以外に関して

概ね支持するものであることがわかる。加えてこれは、

とりわけ日本型防災の意味を単に「防災行政と住民が分

断し、双方が責任の追及と回避を応報的に繰り返す殺伐

とした関係性のもとで営まれる受動的な防災」として“の

み”捉えることは不十分であり、そこに更にmoral-hazard
あるいはfree-riderの状態をも含めて捉え直す必要がある

ことを示唆するものであることがわかる。 
（４）防災の責任追及意向 

中動的防災は、その定義からも明らかなように「防災

の責任の所在を問わない」ことが最大の特徴なのであっ

た。このことについて、ここで改めて確証を得ておきた

い。具体的には、[C3][C4]に属する回答者は、そのほか

のグループに属する回答者よりも、防災の責任追及意向

が少ない傾向にあることを確認する。確認には、前掲の

調査にて設けてある[Q3]を用いる。[Q3]では、まず、回

答者に表-3に記したような架空の状況を想定することを

要請する。この状況想定は、イタリア・ラクイラ地震に

おいて地震予知情報の適否を巡って争われた実際の訴訟

をモデルに、記述としては若干のデフォルメを伴ってフ

ィクションとして描かれたストーリーを、斎藤（2018: 
pp.v-vi）からそのまま引用したものである。その架空の

状況想定に対して回答者が抱いた防災の責任追及意向を、

「誰も悪くない」という問いかけに対する「1：そう思う

～9：そう思わない」の反応として把握した（平均値=5.61, 
標準偏差=2.28）。図-5 は、その反応を[C1]～[C4]の 4 類

型ごとに平均値（標準化）として示したものである。も

とより、曖昧な問いかけゆえ、それに対する反応も幅を

もったばらつきの大きなものとなることが想像される。

現に、[C1]と[C4]に類型化される回答者の反応はそのよ

うなばらつきの大きい状況となっている。しかしながら、

[C2]および[C3]に類型化される回答者の反応は、そうは

なっていない。[C2]の回答者（JP に顕著な受動的防災の

タイプ）においては、防災の責任追及意向が明確に強い。

それに対して、[C3]の回答者（NZ に顕著な中動的防災の

タイプ）においては、防災の責任追及意向が弱いことが

明瞭にわかるものとなっている。 
中動的防災が「防災の責任の所在を問わない」という

点で特徴的であるという見立ては、[C4]に属する回答者

防災に関する
自己責任意識

住民と防災行政
の一体感
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図-4 防災の各類型の相対的な付置関係の把握 

に関する検証結果 

表-2 各グループの特徴のまとめ 

 [C1] 
(N=277) 

[C2] 
(N=452) 

[C3] 
(N=398) 

[C3] 
(N=123) 

(1) 
防災に関する自己責任意識 ○強  弱 ○強  弱 

住民と防災行政の一体感 弱 弱 ○強  ○強  

(2) 

JP 
(N=400) 

度数 60  192  88  60  
期待度数 75.7  150.7  132.7  41.0  

調整済み残差 -2.450 * 5.224 ** -5.810 ** 3.839 ** 

 少 ○多  少 ○多  

US 
(N=400) 

度数 97  141  119  43  
期待度数 75.7  150.7  132.7  41.0  

調整済み残差 3.336 ** -1.222  -1.778  0.404  

 ○多     

NZ 
(N=400) 

度数 70  119  191  20  
期待度数 75.7  150.7  132.7  41.0  

調整済み残差 -0.886  -4.002 ** 7.587 ** -4.240 ** 

  少 ○多  少 

(3) 責任追及意向  ○大  ○小   

（*：p<0.05, **：p<0.01） 
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には該当せず、[C3]の回答者のみ、すなわち第 1 象限の

意味での中動的防災においてのみ当てはまると言える。

[C3]の人々によって営まれる中動的防災は、自らの責任

を自覚してはいるが、しかしながら、防災の責任の所在

がどこにあるのかは問い詰めない、という点で特徴的な

のである。 
 
５．おわりに 
（１）日本型防災のこれから 
防災研究、とりわけ防災の責任に関する議論に中動性

の概念を持ち込むことの意義は、以下の点にある。すな

わち、日本型防災において繰り広げられる帰責ゲーム（棚

瀬 1994: pp.10-11）という因習からの脱却を促す大きな契

機となり得る、という点である。この帰責ゲームは、「防

災行政と住民が分断し、双方が責任の追及と回避を応報

的に繰り返す殺伐とした関係性のもとで営まれる受動的

な防災」をベースとして繰り広げられている。我々はこ

こからの脱却を試みるべきである。そのために何が必要

なのかを考えるとき、中動態の概念からは多くの示唆を

得ることができるはずである。 
しかし、その中動性の概念に関しては、未だ十分な理

解が浸透しているとは言えない。ともするとそこには、

単に責任の所在を曖昧にしただけではないのか、責任の

曖昧化に便乗したmoral-hazard あるいは free-rider といっ

たような無責任な行動を肯定しているだけではないのか、

さらには、それは単なる全体主義や集団主義の賛美に過

ぎないのではないか、などといった懸念が付きまとう。

本稿で掲げた防災の類型に関する相対的付置関係のうち、

第 1 象限および第 4 象限が中動的防災の占め得る領域と

いうことになるが、この懸念は第 4 象限に相当する。 
しかし、そのような懸念は少なくとも NZ 型防災にお

いては杞憂であり、むしろ日本型防災において憂慮すべ

きものであることが、本稿の分析にて示された。日本型

防災のこれからの方向性を模索するという冒頭に掲げた

主旨に立ち返るなら、日本においてもしも「防災行政と

住民との一体感」を醸成するという方向性のみを推し進

めたならば、その帰結として予期されるのは、まさに上

記の懸念がさらに助長された事態であろう。 
では、日本型防災は今後如何なる方向を目指すべきな

のか。この大きな問いに対する明瞭で実践的な回答を本

稿における「一考察」のみによって示すことは困難であ

る。しかし、少なくとも日本型防災は NZ 型防災を「参

表-3 責任追及意向の設問における状況想定 
[Q3]: 以下の文章（状況想定）は、あなたがお住まいの国における出来事だと想像してください。 

もっとも地震が起きやすいと想定されたある地域について、地震予知の最先端で活躍する専門家（大学教授）が、数日先の大地震の発

生を予知する作業をしている。政府は、この専門家の地震予知に基づいて、当該地域に非常事態宣言を発し、数日先に発生する大地震に

備えて地域住民に迅速な避難を指示する。 
ある日、この専門家は、観測網から送られてくる大量のデータを分析していて、大地震発生の予兆を察知した。専門家は、直ちに政府

に連絡を入れた。首相は、当該地域に非常事態宣言を速やかに発した。 
しかし、3 日経っても、1 週間経っても、半月経っても、1 ヶ月経っても、大地震はまったく起きなかった。その間、非常事態宣言のた

めに避難を強いられた地域の住民や事業者は、政府に対して不平不満を口にするようになった。 
専門家は、ついに地震予知の失敗を認めた。政府も、40日経過した時点で非常事態宣言を取り下げた。 
そして、人々が戻ってきて平常に復するかに見えた45日目に大地震が起きた。人々は地震発生の危機が過ぎ去ったと安堵し油断してい

たこともあって、多くの人々の命が失われた。 
 

[Q3]: Please image that the following (fictional) situation has occurred in your country. 

A leading expert (university professor) in the field of earthquake prediction is engaged in work to predict the occurrence of major earthquakes in 
earthquake prone areas several days in advance. Based on this expert’s earthquake prediction, the government will declare a state of emergency in the 
affected area and instruct local residents to promptly evacuate before a major earthquake occurs in the next few days. 

One day, the expert analyzed a large amount of data sent from the observation network and noticed signs of an impending major earthquake. The expert 
immediately contacted the government. The prime minister promptly declared a state of emergency in the area where the earthquake was predicted to occur. 

Time passed… 3 days, a week, 2 weeks, a month… but still no major earthquake occurred. Meanwhile, the local residents and business operators forced 
to evacuate due to the state of emergency began to complain to the government.  

The expert finally admitted that the earthquake prediction was incorrect. And the government called off the state of emergency after a total of 40 days. 
Then, 45 days after the prediction, just when everyone had returned to the area and things seemed to be getting back to normal, the major earthquake 

occurred. Many people had let their guard down, thinking the risk of the earthquake had passed, and lost their lives as a result. 
. 
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照するに値する貴重な先行事例として認識すべき」とい

うことだけは指摘しておくことは出来る。そして、そこ

での最大の論点は、「NZ 型防災ではなぜ、ノーフォルト

制度をはじめとした一体化を指向する種々の施策が推し

進められてもなお、第 4 象限に陥ることなく第 1 象限に

留まることが可能なのか」という点である。この点に関

する明快な回答を現時点で著者らは残念ながら持ち合わ

せてはいないが、その議論の糸口として幾つかの視点は

提示することはできる。その視点の例示として、以降の

(2)および(3)に補論を提示する。(2)の補論では「NZ にお

けるその理由を思索しようとすると、日本では第 1 象限

としての中動的防災の実践など不可能かもしれないとい

う見通しに至る」という、著者らのやや悲観的な所感を

示す。一方、(3)の補論では「だとしても悲観的に諦める

のはまだ早いのかもしれない」という、一筋の光（最後

の砦）の存在可能性を絞り出す。これらの補論を含め、

多少粗削りではあるかもしれないが、本稿で示された幾

つかの知見や示唆が、防災の責任の所在に関する議論や

日本型防災の今後のあるべき方向性に関する議論の活性

化に幾ばくかでも資することが出来るならば望外の喜び

である。 
（２）補論：なぜ NZなのか 

NZ の風土に関する理解について小松（2012: p.41）も

「それらの成果・実績が生み出された所以をたずねる場

合、たんなる『やる気のあるなし』といった精神論で理

解、評価する人がいるとしたら、安易にすぎるであろう」

と釘を刺す。「体制としては一貫して資本主義と民主主義

を基調としてきた。それでいて、競争のみを是とせず、

国民の間には安定志向、それを土台にした相互扶助と共

生の理念が基本的なところ・大切なところでは根づき、

機能してきたのである」としている。そして、その理念

は、あらゆる場において垣間見られるという。 
たとえば、NZ で広く受容されている修復的司法

（Restorative Justice）などは、その最たる例のひとつであ

ろう。修復的司法とは、被害者・加害者・コミュニティ

の三者の対話による紛争解決形態である。加害者を司法

によって断ち、処遇を決定していく西洋型司法システム

では NZ の伝統的文化に馴染まないのではないかとの違

和感のもと、マオリの伝統的習慣である拡大家族等を含

む集団による対話で加害者を再統合してゆく紛争解決方

法を踏襲し、それはファミリーグループ・カンファレン

ス（Family Group Conference）として結実されている（竹

原 2012: pp.284-308）。 
あるいは、NZ における障害者政策の理念にもそれは

はっきりと表れている。ともすると我々は、障害

（disability）を「個人が有する機能障害（impairments）」
と捉えがちであるが、NZの障害者施策はそうではない。

障害とはあくまでも「機能障害を有している人たちを考

慮しない社会がつくりあげる障壁（barriers）」であるとの

認識なのである。そのもとで、無知や偏見を含むそれら

の障壁を取り除くことが、障害者の完全参加が図られる

社会の形成に不可欠であると謳う（綿貫 2012: p.282）。こ
のような理念は、NZ の公用語が英語とマオリ語と手話

の 3 言語となっていることにも通底する（青柳 2019）。 
さらには、クライストチャーチモスク銃乱射事件（2019

年 3 月 15 日）におけるアーダーン首相の声明にも、それ

は確実に読み取られる。「They are us.（被害者には移民や

難民が多く含まれていたかもしれないが、彼らはニュー

ジーランド人であり、彼らは私たちである。）」（The New 
Zealand Herald 2019a）というフレーズがよく知られると

ころとなったが、ここだけを切り取るなら、それは「移

民難民政策の寛容さ」と「国民と行政との一体感」をあ

らためて確認するに留まるものである。注目すべきはそ

こだけではない。ともすると我々は、しばしば容疑者に

制裁を与えたいと希求する。無論、殺人犯には司法に則

り処罰が下される。しかし、首相が声明として強調する

のはそのような表層的な事ではない。「He may have 
sought notoriety, but we in New Zealand will give him nothing, 
not even his name.（容疑者は悪名を求めるかもしれないが、

NZ の私たちは彼には何も与えない。だから私は彼の名

前さえ口にしない。）」（The New Zealand Herald 2019b）と

いうことである。ここで強調されるのは、容疑者を引き

ずり出してきて公衆の面前で土下座させることではなく、

責任の所在を強く尋問することでもない。最も強調され

るのは、あくまでも被害者の救済なのであって、ここで

は遺族と共にあることなのである。このことは、事件発

生直後の米国トランプ大統領からの「米国が提供できる

サポートは何か」との問いかけに対する NZ アーダーン

首相の返答が、報復攻撃の協力要請などでは決してなく

「sympathy and love for all Muslim communities.（全てのイ

スラム教徒コミュニティに共感と愛を）」（The New 
Zealand Herald 2019c）という内容であったことにも同様

に感じ取ることが出来る。 
このような声明に至った背景としては、無論、アーダ

ーン首相個人のパーソナリティーに依るところも大きい

だろう。しかし、その声明の具体の内容が重要なのでは

ない。より重要なことは、それを多くの NZ 国民が支持

しているという現実である。極論すれば、ここで「We will 
give him nothing.」なのか、あるいは「We will give him 
punishment.」なのかの違いは、その拠り所としての国の

風土の在りようの違いであると言っても過言では無いと

思われるのである。そして、前者の「We will give him 
nothing.」と言わしめる風土が存在する NZ においては、

もはや第 1 象限としての中動的防災を実践することなど

は必然とすら言えるのではなかろうか。中動的防災の実

践の有無だけを切り出して議論しても、その背景に及ぶ

真相は見えにくい。中動的防災を、たとえば前掲の修復

的司法や障害の捉え方などと並列に位置付けることで初

めて、それらを可能とさせる背景としての風土の様相、

それらを実現せずにはいられない風土の様相が浮かび上
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照するに値する貴重な先行事例として認識すべき」とい

うことだけは指摘しておくことは出来る。そして、そこ

での最大の論点は、「NZ 型防災ではなぜ、ノーフォルト

制度をはじめとした一体化を指向する種々の施策が推し

進められてもなお、第 4 象限に陥ることなく第 1 象限に

留まることが可能なのか」という点である。この点に関

する明快な回答を現時点で著者らは残念ながら持ち合わ

せてはいないが、その議論の糸口として幾つかの視点は

提示することはできる。その視点の例示として、以降の

(2)および(3)に補論を提示する。(2)の補論では「NZ にお

けるその理由を思索しようとすると、日本では第 1 象限

としての中動的防災の実践など不可能かもしれないとい

う見通しに至る」という、著者らのやや悲観的な所感を

示す。一方、(3)の補論では「だとしても悲観的に諦める

のはまだ早いのかもしれない」という、一筋の光（最後

の砦）の存在可能性を絞り出す。これらの補論を含め、

多少粗削りではあるかもしれないが、本稿で示された幾

つかの知見や示唆が、防災の責任の所在に関する議論や

日本型防災の今後のあるべき方向性に関する議論の活性

化に幾ばくかでも資することが出来るならば望外の喜び

である。 
（２）補論：なぜ NZなのか 

NZ の風土に関する理解について小松（2012: p.41）も

「それらの成果・実績が生み出された所以をたずねる場

合、たんなる『やる気のあるなし』といった精神論で理

解、評価する人がいるとしたら、安易にすぎるであろう」

と釘を刺す。「体制としては一貫して資本主義と民主主義

を基調としてきた。それでいて、競争のみを是とせず、

国民の間には安定志向、それを土台にした相互扶助と共

生の理念が基本的なところ・大切なところでは根づき、

機能してきたのである」としている。そして、その理念

は、あらゆる場において垣間見られるという。 
たとえば、NZ で広く受容されている修復的司法

（Restorative Justice）などは、その最たる例のひとつであ

ろう。修復的司法とは、被害者・加害者・コミュニティ

の三者の対話による紛争解決形態である。加害者を司法

によって断ち、処遇を決定していく西洋型司法システム

では NZ の伝統的文化に馴染まないのではないかとの違

和感のもと、マオリの伝統的習慣である拡大家族等を含

む集団による対話で加害者を再統合してゆく紛争解決方

法を踏襲し、それはファミリーグループ・カンファレン

ス（Family Group Conference）として結実されている（竹

原 2012: pp.284-308）。 
あるいは、NZ における障害者政策の理念にもそれは

はっきりと表れている。ともすると我々は、障害

（disability）を「個人が有する機能障害（impairments）」
と捉えがちであるが、NZの障害者施策はそうではない。

障害とはあくまでも「機能障害を有している人たちを考

慮しない社会がつくりあげる障壁（barriers）」であるとの

認識なのである。そのもとで、無知や偏見を含むそれら

の障壁を取り除くことが、障害者の完全参加が図られる

社会の形成に不可欠であると謳う（綿貫 2012: p.282）。こ
のような理念は、NZ の公用語が英語とマオリ語と手話

の 3 言語となっていることにも通底する（青柳 2019）。 
さらには、クライストチャーチモスク銃乱射事件（2019

年 3 月 15 日）におけるアーダーン首相の声明にも、それ

は確実に読み取られる。「They are us.（被害者には移民や

難民が多く含まれていたかもしれないが、彼らはニュー

ジーランド人であり、彼らは私たちである。）」（The New 
Zealand Herald 2019a）というフレーズがよく知られると

ころとなったが、ここだけを切り取るなら、それは「移

民難民政策の寛容さ」と「国民と行政との一体感」をあ

らためて確認するに留まるものである。注目すべきはそ

こだけではない。ともすると我々は、しばしば容疑者に

制裁を与えたいと希求する。無論、殺人犯には司法に則

り処罰が下される。しかし、首相が声明として強調する

のはそのような表層的な事ではない。「He may have 
sought notoriety, but we in New Zealand will give him nothing, 
not even his name.（容疑者は悪名を求めるかもしれないが、

NZ の私たちは彼には何も与えない。だから私は彼の名

前さえ口にしない。）」（The New Zealand Herald 2019b）と

いうことである。ここで強調されるのは、容疑者を引き

ずり出してきて公衆の面前で土下座させることではなく、

責任の所在を強く尋問することでもない。最も強調され

るのは、あくまでも被害者の救済なのであって、ここで

は遺族と共にあることなのである。このことは、事件発

生直後の米国トランプ大統領からの「米国が提供できる

サポートは何か」との問いかけに対する NZ アーダーン

首相の返答が、報復攻撃の協力要請などでは決してなく

「sympathy and love for all Muslim communities.（全てのイ

スラム教徒コミュニティに共感と愛を）」（The New 
Zealand Herald 2019c）という内容であったことにも同様

に感じ取ることが出来る。 
このような声明に至った背景としては、無論、アーダ

ーン首相個人のパーソナリティーに依るところも大きい

だろう。しかし、その声明の具体の内容が重要なのでは

ない。より重要なことは、それを多くの NZ 国民が支持

しているという現実である。極論すれば、ここで「We will 
give him nothing.」なのか、あるいは「We will give him 
punishment.」なのかの違いは、その拠り所としての国の

風土の在りようの違いであると言っても過言では無いと

思われるのである。そして、前者の「We will give him 
nothing.」と言わしめる風土が存在する NZ においては、

もはや第 1 象限としての中動的防災を実践することなど

は必然とすら言えるのではなかろうか。中動的防災の実

践の有無だけを切り出して議論しても、その背景に及ぶ

真相は見えにくい。中動的防災を、たとえば前掲の修復

的司法や障害の捉え方などと並列に位置付けることで初

めて、それらを可能とさせる背景としての風土の様相、

それらを実現せずにはいられない風土の様相が浮かび上

がる。その意味では、「なぜ NZ なのか」という問いは、

NZ 国民には当然過ぎる愚問と感じられるであろう。こ

の問いは、後者の「We will give him punishment.」が声高

らかに叫ばれる社会においてのみ、あるいは、責任の所

在の追及と回避が応報的に繰り返される国情においての

み、成立し得る問いであると言える。問いと言うよりは、

羨望と言い換えてもよい。そして、その問いが問い（羨

望）として成立する社会であり続ける限り、第 1 象限と

しての中動的防災の実践など不可能に近い。隔たりがあ

まりにも大きすぎるのである。日本では到底、それを実

践することなど不可能なのかもしれない。悲観的に過ぎ

るかもしれないが、そう考えずにはいられないのである。 
（３）補論：風土の可能性 
概して我々は、修復的司法、障害者施策、クライスト

チャーチモスク銃乱射事件での首相の声明、第 1 象限と

しての中動的防災、などの幾多の実践を可能とさせるNZ
の風土なるものが、幾多の実践に先立って「根本的な価

値観」としてあらかじめ存在していた、と考えがちであ

る。無論、部分的にはそのような側面もあるだろう。よ

り厳密には、国民自身がそのような因果の方向（風土が

原因。修復的司法、障害者施策、クライストチャーチモ

スク銃乱射事件での首相の声明、第 1 象限としての中動

的防災、などはその結果。）を信じることが出来る状態に

あることが重要である。しかし、実際には主たる因果の

方向は逆である。幾多の個別具体の実践の積み重ねによ

り、それらの背景としての風土なる概念が「根本的な価

値観」として事後的に形作られる。したがって、幾多の

個別具体の実践者たちが、そこで如何なる「根本的な価

値観」を確信しながら実践するのかによって、その国や

地域の風土の在りようも異なってくると言える。風土な

る概念は所与の条件ではない。我々が作り上げるもので

ある。 
だとするなら、日本型防災の可能性は、「防災行政と住

民が分断し、双方が責任の追及と回避を応報的に繰り返

す殺伐とした関係性のもとで営まれる受動的な防災」が

行われる社会にも、あるいは、「責任の所在の尋問に腐心

するのではなく、防災行政と住民との一体感のもと、我々

の責任をそれぞれが自覚して営まれる中動的な防災」が

行われる社会にも、如何なる方向にも開かれていると言

える。第 1 象限としての中動的防災の実践は、日本にお

いても不可能ではないのかもしれない。悲観的に諦める

のはまだ早いのかもしれない。 
 
謝辞：本研究は 2019 年度東洋大学井上円了記念研究助成

およびJSPS科研費 JP18H03793の助成を受けたものであ

る。 
 
補注 
1) インタビューは2018 年1 月2 日にキューバ国内（首都ハバ

ナ近郊）にて著者らが通訳を介して直接に行ったものであ

る。 
2) 棚瀬（1994）は、不法行為責任を支える実質的な道徳的基

礎づけを「共同体的正義」として論じている。そこでは、

不法行為法のあり方を規定する３つの正義感（個人的正

義・全体的正義・共同体的正義）が提示されている。この

うち、前者２つの問題点を乗り越えようとして提起された

ものが共同体的正義であった。ここではその詳細を記す余

裕がないので、それらを本稿の主旨（４つの象限）になぞ

らえつつ、ごく簡潔にその要点をまとめておく。すなわち、

個人的正義に関する議論の段階とは、孤立した諸個人の「す

る」か「しないか」を扱った議論であると括ることができ、

それはすなわち、図-1 および図-4 の左側における「第 2 象

限（能動的防災、米国型防災）」か「第3 象限（受動的防災、

日本型防災）」かの議論にも重なる。次いで、全体的正義に

関する議論の段階は、端的に括れば、最終的には「共同体

の誰にやらせる（誰に負担を強いる）のが効率的か」とい

う思考への引力にどう抗うのかが議論されていると言え、

それはすなわち、図-1 および図-4 の「第 4 象限」の議論に

重ねることができる。moral-hazard や free-riderの問題が取り

沙汰されるのはこの段階である。最後に、共同体的正義に

関する議論の段階は、端的に括れば、最終的には「共同体

のなかの自分として何ができるか」に関する議論であると

括ることができ、それはすなわち、図-1 および図-4 の「第

1 象限」の議論に重なる。なお、この共同体的正義の議論に

おける、「いったん個人主義をくぐり抜けた地点での連帯の

可能性が探られなければならない」（棚瀬1994: p.18）や「共

同体的正義では、不法行為を、加害から回復まで通時的に

みて、その上で、加害者が、被害者と向き合い、その苦痛

を除去するために自分として何ができるか考えていく、そ

うした不法からの回復のプロセスに大きな関心をもつ。」

（棚瀬1994: pp.19-20）などの論点は、本稿の最終章に示す

補論を糸口として「NZ 型防災ではなぜ、ノーフォルト制度

をはじめとした一体化を指向する種々の施策が推し進めら

れてもなお、第 4 象限に陥ることなく第 1 象限に留まるこ

とが可能なのか」という問いへの回答を模索する際には示

唆に富むと思われる。とりわけこれらは、(2)補論にて触れ

た「修復的司法」の理念にも深く通じるものであると思わ

れる。 
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ABSTRACT 
 

In this paper, we consider the consensus on the responsibility for disaster prevention. This paper refers to the 
viability of a society (middle-voice disaster prevention) that aims to be "a state in which disaster prevention is 
present as a result, regardless of the responsibility of disaster prevention", by contrasting the United States (active 
disaster prevention), which seeks to “do” by itself, and Japan (passive disaster prevention), which requires disaster 
prevention administration to “do.” 

It may be hard to imagine a state of middle-voice disaster prevention for people who are obsessed with passive 
or active disaster prevention. Not only that, they may be concerned that it is merely blurring responsibility, that it is 
just affirming irresponsible behavior like moral-hazard and free-rider, or that it is just a praise of totalitarianism or 
collectivism. This paper refers to disaster management in Cuba and New Zealand as an opportunity to resolve those 
concerns. A questionnaire survey suggested that such concerns are unrelated in New Zealand where middle-voice 
disaster prevention is practiced, and are rather relevant in Japan.  
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和文要約 
 
介護保険施設の事業継続において重要業務の一つである給食事業は、近年、外部事業者への業務

委託率が高くなっている。災害発生時や南海トラフ地震臨時情報発表時に、これら給食関連事業者

の業務に支障が生じると、施設入所者への食事提供に影響すると考えられる。そこで介護保険施設

の給食事業における防災対策を対象に、介護保険施設の給食担当者と給食関連事業者への大規模な

調査を行った。南海トラフ地震防災対策推進地域の介護保険施設として、高知市の施設担当者への

ヒアリングと、令和元年台風第 15 号で広域停電の発生した千葉県の全施設への質問紙調査を行った。

施設の防災対策の現状と課題を抽出するとともに、給食関連事業者との連携の必要性を確認した。

そして、南海トラフ地震防災対策推進地域の都道府県内の介護保険施設等を対象とした給食サービ

ス事業者および食材卸売事業者全社へ質問紙調査を行った。調査結果から、受託施設の半数で食料

備蓄を外部委託事業者が行っていることなどが明らかとなり、給食関連事業者との連携強化が事業

継続に重要であることを確認した。また、南海トラフ地震臨時情報発表時に、避難勧告発令地域内

で事業継続中の施設に対して、約 8 割の給食サービス事業者からは職員が派遣されない可能性が示

された。今後の対策として、行政による物資供給、代替食材開発等のサプライチェーン全体での検

討体制の構築などを提案した。 
 
 

キーワード：介護保険施設、給食、サプライチェーン、事業継続、南海トラフ地震臨時情報 
 
 

１．はじめに 
社会の防災力の向上のため、事業所では災害発生時の

職員や顧客などの安全確保とともに、災害発生後に社会

的に重要な業務を継続、あるいは中断した場合にも早期

に再開させることが求められる。そのためライフライン

企業など、事業の中断による社会への影響が大きく人命

にも関わる事業を担う事業者では、事業継続計画を策定

する取り組みが行われている（内閣府,2013a）。 
介護施設や保育所などの社会福祉施設は、そうした地

域社会にとって重要な事業所の一つである。とくに特別

養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護保険施設

では、在宅で自立した生活が困難な入所者への身体介護

が行われており、平常業務が大きく支障を被る期間が長

引くと、直接的に「生命が脅かされる危険性」もある。 
そのため、高齢者や障害者などの福祉施設における事

業継続計画の策定指針が行政機関や関係団体から示され、

調査研究も多く行われている（例えば、全国社会福祉施

設経営者協議会, 2009、鍵屋, 2015）。このうち入所型の介

護保険施設の事業継続計画で優先されるべき重要業務の

例としては、排泄などの身体介護、医療、給食などが挙

げられている。これら重要業務のうち、身体介護など主

に施設職員が担う業務に比べて、給食事業は施設外部の

機関との連携が多く必要となる。入所型施設の厨房にお

ける日々の調理は、近年は後述するように外部事業者へ

の業務委託が進んでいる。施設では食料等の備蓄は行わ

れているものの、災害の影響が長期に及んだ際には、外

部事業者からの調達が不可欠となる。災害発生前にも、

2019 年からは南海トラフ地震臨時情報（以下、「臨時情

報」）が発表される社会状況も考えられるようになった。

臨時情報発表時に、給食関連事業者が職員の安全確保な

どのために企業活動を縮小すると、介護保険施設におけ

る食事提供に影響が生じると考えられる。このように介

護保険施設の事業継続における重要業務の一つである食

事提供については、施設単独での取り組みに加え、給食
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事業を委託している事業者や、その食材の調達先となる

卸売事業者など、外部事業者との連携の重要性が近年高

まっていると考えられる。 
これまでの福祉施設の事業継続に関する策定指針や調

査研究のなかで、給食事業の継続のため施設単独で行え

る施策は、備蓄の積み増しや、限られた食材での調理の

工夫、施設の停電対策など多く示されている（例えば、

全国社会福祉施設経営者協議会, 2009、松月, 2013）。ただ

し、施設外の給食関連事業者との連携については、必要

性の指摘はされているものの、災害時の連絡体制の強化

や対応方針の確認などが中心で、具体性の高い施策まで

は十分に示されていない。給食関連事業者と連携した対

策は、施設単独で実施できる内容ではないうえ、サプラ

イチェーンの強化など経済分野での対策の側面も強いた

め、福祉施設従業者むけの事業継続策定指針では、具体

的に記載しにくいものと考えられる。他方で、施設外部

の給食関連事業者側の防災対策の状況や課題に焦点をあ

てた既往研究は見られない。 
そこで本研究では、介護保険施設の事業継続の強化に

むけて、重要業務の一つである給食事業に焦点をあてた。

従来の研究で示されてきた施設単独での給食事業継続の

施策に加え、外部事業者との連携強化やサプライチェー

ンで求められる取組みを抽出することを目指した。その

ため本研究では、介護保険施設への調査とともに、既往

研究では見られない介護保険施設の給食に関わる外部事

業者の防災対策に関する大規模な調査も行った。施設入

所者への給食について、幅広いサプライチェーンの観点

から調査を行い、災害対策上の課題と今後の改善策を提

案することを目標とした。 
次の 2 章で、介護保険施設における給食事業の現況と、

過去の被害事例からの知見を整理する。3 章では、本研

究で行った介護保険施設および給食関連事業者を対象と

した調査方法等の概要を記す。調査は、南海トラフ地震

の被害の懸念される地域を主対象とした。4 章で、介護

保険施設への調査結果を報告する。2019 年の台風第 15
号によって広域停電の生じた千葉県内の全ての介護老人

福祉施設および介護老人保健施設への質問紙調査回答結

果から、施設の給食事業における防災対策の現状や課題

などを報告する。また高知市の 5 施設にグループインタ

ビューを行い、給食事業における防災対策の詳細や南海

トラフ地震臨時情報への対応方針の有無などを確認した

結果を報告する。5 章では、福祉施設の給食事業に関わ

る給食サービス事業者および食材卸売事業者への大規模

な質問紙調査の結果を報告する。防災対策の現状や課題、

南海トラフ地震臨時情報発表時の対応方針などを報告す

る。6 章ではこれらの調査結果にもとづき、介護保険施

設における給食事業の継続のために、今後に期待される、

施設と給食関連事業者や行政が連携した取組みについて

考察し、改善のための施策を提案する。 
 

２．現況と既往調査等からの知見 
（１）介護保険施設における給食事業の概況 
介護保険法にもとづく、介護保険施設の種別としては、

要介護者の生活施設となる「介護老人福祉施設（特別養

護老人ホーム）」、病気等からの在宅復帰を目指す要介護

者に対しリハビリ等を提供する「介護老人保険健施設（老

健）」がある。このほか、口での食事の摂取が困難で、と

はチューブなどで胃や腸に栄養を直接注入（経管栄養）

などの医療提供が必要な方のための施設として、「介護医

療院」（従来の「介護療養型医療施設」から転換）がある

（343 施設：2020 年 3 月 31日現在）。 
本研究調査は、介護保険施設での給食サービスを対象

としていることから、介護老人福祉施設と介護老人保健

施設を対象とする。その施設数は、最新の「平成29 年介

護サービス施設・事業所調査の概況」では、介護老人福

祉施設が 7,891 施設、介護老人保健施設が 4,322 施設とな

っている（厚生労働省，2018）。定員数はあわせて 100
万人を超える規模であり、その防災対策は社会的に重要

である。一施設あたりの平均的な定員数は、介護老人福

祉施設が 69 人、介護老人保健施設が 86 人である。 
一定規模の給食を行っている介護保険施設は、健康増

進法にもとづき届出が必要となっている。健康増進法で

は「特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給す

る施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令

で定める」施設のうち「1 回 100 食以上又は 1 日 250 食

以上の食事を供給する」施設は「特定給食施設」、「1 回

50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満の食

事を供給する」施設は「小規模特定給食施設」とされる。 
こうした給食施設の種類は、企業の職員食堂のような

施設、保育所や学校などの給食施設、そして「メディカ

ル給食」と呼ばれる介護保険施設や病院などの給食に分

類される。メディカル給食の特徴は第一に、学校給食や

職員食堂などと異なり、朝昼晩 3 食を休みなく連日供給

する必要がある点が挙げられる。第二に、利用者の嚥下

機能に即して、きざみ食やとろみ食など多様な食事形態

が必要となる点も挙げられる。第三の特徴として、利用

者の食事の介助や配食にも職員が必要となる点がある。 
メディカル給食の業界規模は、「平成 30 年度衛生行政

報告例の概況」において、「特別給食施設」のうち老人福

祉施設が 4,899 施設、介護老人保健施設が 2,853 施設、病

院が 5,666 施設と報告されている（厚生労働省，2019）。
そして近年、このうち病院給食は病院の統廃合や診療所

の無床化により減少しているに対して、高齢者福祉施設

は継続して増加していることが報告されている（矢野経

済研究所, 2019）。 
施設における給食事業の形態は、施設が直営で行う場

合と、外部事業者に委託される場合に大別される。外部

委託の実施率に関する官庁統計は存在していないが、関

連団体によるサンプル調査では、介護老人保健施設のう

ち約 7 割の施設が外部委託を行っていた（医療関連サー
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事業を委託している事業者や、その食材の調達先となる

卸売事業者など、外部事業者との連携の重要性が近年高

まっていると考えられる。 
これまでの福祉施設の事業継続に関する策定指針や調

査研究のなかで、給食事業の継続のため施設単独で行え

る施策は、備蓄の積み増しや、限られた食材での調理の

工夫、施設の停電対策など多く示されている（例えば、

全国社会福祉施設経営者協議会, 2009、松月, 2013）。ただ

し、施設外の給食関連事業者との連携については、必要

性の指摘はされているものの、災害時の連絡体制の強化

や対応方針の確認などが中心で、具体性の高い施策まで

は十分に示されていない。給食関連事業者と連携した対

策は、施設単独で実施できる内容ではないうえ、サプラ

イチェーンの強化など経済分野での対策の側面も強いた

め、福祉施設従業者むけの事業継続策定指針では、具体

的に記載しにくいものと考えられる。他方で、施設外部

の給食関連事業者側の防災対策の状況や課題に焦点をあ

てた既往研究は見られない。 
そこで本研究では、介護保険施設の事業継続の強化に

むけて、重要業務の一つである給食事業に焦点をあてた。

従来の研究で示されてきた施設単独での給食事業継続の

施策に加え、外部事業者との連携強化やサプライチェー

ンで求められる取組みを抽出することを目指した。その

ため本研究では、介護保険施設への調査とともに、既往

研究では見られない介護保険施設の給食に関わる外部事

業者の防災対策に関する大規模な調査も行った。施設入

所者への給食について、幅広いサプライチェーンの観点

から調査を行い、災害対策上の課題と今後の改善策を提

案することを目標とした。 
次の 2 章で、介護保険施設における給食事業の現況と、

過去の被害事例からの知見を整理する。3 章では、本研

究で行った介護保険施設および給食関連事業者を対象と

した調査方法等の概要を記す。調査は、南海トラフ地震

の被害の懸念される地域を主対象とした。4 章で、介護

保険施設への調査結果を報告する。2019 年の台風第 15
号によって広域停電の生じた千葉県内の全ての介護老人

福祉施設および介護老人保健施設への質問紙調査回答結

果から、施設の給食事業における防災対策の現状や課題

などを報告する。また高知市の 5 施設にグループインタ

ビューを行い、給食事業における防災対策の詳細や南海

トラフ地震臨時情報への対応方針の有無などを確認した

結果を報告する。5 章では、福祉施設の給食事業に関わ

る給食サービス事業者および食材卸売事業者への大規模

な質問紙調査の結果を報告する。防災対策の現状や課題、

南海トラフ地震臨時情報発表時の対応方針などを報告す

る。6 章ではこれらの調査結果にもとづき、介護保険施

設における給食事業の継続のために、今後に期待される、

施設と給食関連事業者や行政が連携した取組みについて

考察し、改善のための施策を提案する。 
 

２．現況と既往調査等からの知見 
（１）介護保険施設における給食事業の概況 
介護保険法にもとづく、介護保険施設の種別としては、

要介護者の生活施設となる「介護老人福祉施設（特別養

護老人ホーム）」、病気等からの在宅復帰を目指す要介護

者に対しリハビリ等を提供する「介護老人保険健施設（老

健）」がある。このほか、口での食事の摂取が困難で、と

はチューブなどで胃や腸に栄養を直接注入（経管栄養）

などの医療提供が必要な方のための施設として、「介護医

療院」（従来の「介護療養型医療施設」から転換）がある

（343 施設：2020 年 3 月 31日現在）。 
本研究調査は、介護保険施設での給食サービスを対象

としていることから、介護老人福祉施設と介護老人保健

施設を対象とする。その施設数は、最新の「平成29 年介

護サービス施設・事業所調査の概況」では、介護老人福

祉施設が 7,891 施設、介護老人保健施設が 4,322 施設とな

っている（厚生労働省，2018）。定員数はあわせて 100
万人を超える規模であり、その防災対策は社会的に重要

である。一施設あたりの平均的な定員数は、介護老人福

祉施設が 69 人、介護老人保健施設が 86 人である。 
一定規模の給食を行っている介護保険施設は、健康増

進法にもとづき届出が必要となっている。健康増進法で

は「特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給す

る施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令

で定める」施設のうち「1 回 100 食以上又は 1 日 250 食

以上の食事を供給する」施設は「特定給食施設」、「1 回

50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満の食

事を供給する」施設は「小規模特定給食施設」とされる。 
こうした給食施設の種類は、企業の職員食堂のような

施設、保育所や学校などの給食施設、そして「メディカ

ル給食」と呼ばれる介護保険施設や病院などの給食に分

類される。メディカル給食の特徴は第一に、学校給食や

職員食堂などと異なり、朝昼晩 3 食を休みなく連日供給

する必要がある点が挙げられる。第二に、利用者の嚥下

機能に即して、きざみ食やとろみ食など多様な食事形態

が必要となる点も挙げられる。第三の特徴として、利用

者の食事の介助や配食にも職員が必要となる点がある。 
メディカル給食の業界規模は、「平成 30 年度衛生行政

報告例の概況」において、「特別給食施設」のうち老人福

祉施設が 4,899 施設、介護老人保健施設が 2,853 施設、病

院が 5,666 施設と報告されている（厚生労働省，2019）。
そして近年、このうち病院給食は病院の統廃合や診療所

の無床化により減少しているに対して、高齢者福祉施設

は継続して増加していることが報告されている（矢野経

済研究所, 2019）。 
施設における給食事業の形態は、施設が直営で行う場

合と、外部事業者に委託される場合に大別される。外部

委託の実施率に関する官庁統計は存在していないが、関

連団体によるサンプル調査では、介護老人保健施設のう

ち約 7 割の施設が外部委託を行っていた（医療関連サー

ビス振興会，2017）。外部委託している介護老人保健施設

では、施設内の厨房で委託事業者職員が調理をする給食

形態の施設が 9 割を超え、セントラルキッチン方式のよ

うに施設外部で調理後に食事を施設に輸送する形態の施

設は 1 割に満たない結果であった。そして給食事業を外

部委託する理由としては、施設の人員不足をあげる介護

老人保健施設が最も多い調査結果となっている。 
このように介護保険施設での給食事業は作業負荷が高

いことなどから外部委託が近年進んでいる。ただし、利

用者への個別対応の必要性もあるため、他の給食事業分

野で見られるようなセントラルキッチン方式による画一

的な食事の提供形態よりも、施設内厨房での調理を委託

する形態が主流となっている。厨房で用いる食材は、利

用者の嚥下機能に即した形態等であるとともに、厨房で

の人的作業軽減にも資するような加工食品を、専門の食

材卸が納品している。こうした事情から、メディカル給

食分野では、一般的な外食産業などの給食分野とは異な

る専門的なサプライチェーンが構築されている。 
病院や介護保険施設等での食事提供の品質向上、安全

安心、効率化等を図るため公益法人「日本メディカル給

食協会」が結成されている（会員数 227 社）。また専門の

業務食材卸から「全国病院用食材卸売業協同組合」が結

成されている。本研究では 3 章で後述するように、これ

らの団体の加入事業者を質問紙調査の対象とした。 
（２）介護保険施設の給食事業の被災調査事例 
メディカル給食事業の被災状況に関する既往調査とし

ては、東日本大震災時の事例報告がある。給食施設を有

する宮城県の病院、介護老人保健施設、グループホーム

16 箇所へのヒアリング調査が行われている（松月ら，

2013）。対象施設としてセントラルキッチン方式の施設外

調理 8 施設、施設内調理 8 施設の同数を選定している。

調査結果からは、備蓄食料としては、熱源を失った際に

も提供可能なレトルト食品、アルファ米、缶詰などの重

要性が指摘されている。そして今後の対策として、これ

ら備蓄食料を組み合わせた献立を事前検討しておくこと

が提案されている。災害発生時には、まず冷蔵庫内の食

材から利用し、次に備蓄食料を用いること、その後の食

料調達のために行政や委託業者などとの連携強化の重要

性が指摘されている。さらに、緊急時の連絡方法の確認

や強化、災害時の対応を契約事項に盛り込むことなどが

提案されているが、具体的な内容までは記載されていな

い。なお、給食形態の比較では、セントラルキッチン方

式の大手事業者では、施設のライフライン機能支障にも

給食を継続できた事例が報告されている。 
より対象施設数の多い質問紙調査としては、介護保険

施設への調査ではないものの、宮城県内の給食施設を有

する病院及び有床診療所 69 箇所への調査が行われてい

る（鎌田，2012）。その調査結果では、備蓄の量は食品に

より異なり、最も多く備蓄されていた主食では平均 2.8
日分であった。地震後には、大半の施設で提供でき食事

量や栄養量は少なくなり、半分以下となった施設の存在

も報告されている。そして、今後に必要な対策として回

答施設の 6 割以上が、備蓄食品の増量を挙げている。た

だし、備蓄の置き場所の確保が実際には障害となること

も指摘されている。 
病院・福祉施設に限らず学校給食等を含めた全種別の

仙台市一部地域の「特定給食施設」および「小規模特定

給食施設」を対象とした質問紙調査結果（回答 481 票）

では、震災時に食品を備蓄していた施設は 69%で、3 日

分以上備蓄していた施設は31%であった（仙台市，2016）。
ただし 3 日分以上備蓄していても、被害状況によって不

足したと報告されている。そして、66％の施設は外部業

者や他施設などから、食材、飲料水、熱源等の支援を必

要としていた。 
（３）福祉施設における事業継続計画と給食対策 
福祉施設における全般的な事業継続計画の策定状況に

ついては、2013 年の全国調査（回答 579）では「策定済

み」および「策定中」の施設はあわせて 11.4%と約 1 割

に留まっている（内閣府，2013b）。とくに小規模な施設

では策定率が低い結果であった。 
こうしたなか介護保険施設等における事業継続計画の

策定促進のため、関連団体や自治体などによって策定指

針が作成されている（例えば、茨城県, 2017）。全国の施

設を対象としている「高齢者福祉施設における事業継続

計画（BCP）策定のためのガイドライン」（全国社会福祉

施設経営者協議会, 2009）では、高齢者福祉施設における、

介護関連業務を直接生活介助、間接生活介助、機能訓練

関連行為、医療関連行為、その他に分類し、優先業務の

選定の考え方を例示している。そのなかで食事提供は直

接生活介助の一つとして、排泄などと並び最優先の項目

として挙げられている。そして、ライフライン停止時に

は、備蓄食料を活用した調理を行い、多様な形態の食事

を供給するよう記載されている。ただし食料確保の方法

については、事前備蓄が中心となっており、備蓄がなく

なった後の調達については記載されていない。また、介

護職員、看護職員、医師の確保については記載されてい

る一方で調理を行う職員の確保については言及がなく、

全般に医療保健業務への配慮に重点が置かれている。 
一方、学校給食なども含む給食施設に対する事業継続

計画や防災マニュアルの策定指針も自治体などで作成さ

れている（例えば、岐阜県, 2015）。それらのなかでは、

事前の施策として、備蓄の確保や災害発生時のマニュア

ルの作成とならび、納入業者などの外部関係機関の緊急

連絡先の確認が挙げられている。そして、災害発生時の

マニュアル記載項目としては、被害状況確認や所内体制

構築などの初期対応のほか、電気や水道などのライフラ

イン支障時の食事提供に関わる、食材、水、食器、熱源、

照明等の確保に関することが挙げられている。そのほか、

衛生環境の確保についても必要性が指摘されている。食

材については、備蓄を活用した調理方法に関する記載が
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されているほか、備蓄品の保管場所として，施設内や委

託会社の保管庫などを比較検討し，適切な場所を選定す

るよう促されている。さらに、食材が不足した場合の調

達方法についても検討するよう記されているが、具体的

な方法までは示されていない。施設の種別によって平時

の給食形態も異なることから、病院や介護保険施設など

各施設の特性に即して、それぞれ適切な方法を検討する

よう記載されている。 
このように既往調査や策定指針では、給食施設におけ

る備蓄の重要性がまず共通して指摘されている。実際の

施設の備蓄量に関する全国的な調査はないが、近年で規

模の大きい調査事例として、2017 年の首都圏の福祉施設

（回答 192 施設）の調査結果では、2 日以下が約 2 割、3
日間が約 6 割、4 日以上が約 2 割であった（中央防災会

議 防災対策実行会議 洪水・高潮氾濫からの大規模・広

域避難検討ワーキンググループ，2017）。また、新潟県の

医療・福祉施設への調査（回答 205 施設）では、3 日分

の備蓄が最頻値で、平均2.4日分であった。（田村ら, 2015）
ただし、前述の指針で検討事項とされていた備蓄場所に

ついては調査項目に含まれていない。 
上記の既往の福祉施設に対する調査や指針では、給食

事業の対策として、備蓄の増強や献立の工夫などの提案

が多くされている。そして、外部事業者と連携した食材

調達や職員確保の必要性も指摘はされているが、その詳

細な内容や外部事業者側の立場からの考察は行われてな

い。既往調査としても、介護保険施設の給食サービス事

業者側の防災対策を対象とした事例は見当たらない

（2020 年 6 月 1 日段階のCiNii の検索結果)。そこで本調

査では、最近の介護保険施設の給食施設における防災対

策や被災時の課題等の事例調査を行うとともに、既往研

究で十分な知見の得られていない給食関連事業者側の防

災対策の状況や課題を明らかにすることに重点を置いた。 
（４）食料サプライチェーンの防災対策 
介護保険施設の給食に限らず、食料サプライチェーン

全般の強靭化対策に関する指針のなかで、共同配送、原

材料や備蓄の融通などの方法が示されている。（農林水産

省，2013）また福祉施設の給食事業における防災対策事

例として、事業者による給食サービスの実施が困難とな

った際に、同業他社によるサービス代行制度が報告され

ている（東京海上日動リスクコンサルティング株式会社, 
2015）。ただし当該制度は、津波災害のように地域内で同

時に多数の給食サービス事業者が被災する状況ではなく、

食中毒や火災などで１箇所の事業者に支障が生じた際に、

近隣の別の事業者が代行支援することが想定されている。 
（５）南海トラフ地震臨時情報について 

2019 年 5 月から、南海トラフ沿いで異常な現象が観測

され、大規模地震発生の可能性が平常時と比べて相対的

に高まったと評価された場合に、気象庁が「南海トラフ

地震臨時情報」を発表することとなった。臨時情報発表

時の、各企業における防災対応の基本的な考え方は、「従

業員等の生命に危険が及ぶ場合には、それを回避する措

置を実施」するよう記載されている（内閣府，2019）。ま

た同時に、社会に大きな影響を及ぼす可能性がある民間

事業者等については、指定公共機関でない事業者でも、

臨時情報発表時の対応計画を策定する必要性が指摘され

ている。そして計画策定にあたっては、各事業者等の対

応が相互に関連する場合には「地域内で各主体の防災対

応が調和を図りながら実行できるよう、防災対応を検討」

することが求められてる。介護保険施設における給食事

業は、利用者の生命維持への影響が大きい事業であり、

施設やメディカル給食関連事業者が連携して、今後に検

討を行っていく必要性の高い分野の一つと考えられる。 
 

３．調査の方法・概要 
（１）調査の目的と概要 
前章で整理した、介護保険施設における給食事業の状

況や、既往の事業継続に関する指針や被災調査事例を踏

まえて行った本調査研究の概要を、本節で記載する。 
介護保険施設における給食事業は、前述のように近年

は外部委託が進んでいると報告されており、本調査でも

後述するように 7～8 割の施設が外部委託をしていた。従

って、介護保険施設における給食事業の防災対策強化に

は、給食関連事業者との連携が必要である。しかし、メ

ディカル給食分野の事業者における防災対策に関する既

往調査はなく、現状が明らかとなっていない。 
そこで本研究の第一の目的として、介護保険施設の給

食に関わる事業者における防災対策の現状を把握し、今

後の改善の参考となる知見を得ることとした。サプライ

チェーンとしての事業継続の観点から、本調査では介護

保険施設と給食サービス事業者に加え、食材卸も調査対

象とした。そして各社の対策の現状や課題などを抽出す

るとともに、業界として今後に望まれる対策の検討にむ

けた知見を得ることを目指した。 
そして本研究での調査対象地域は、南海トラフ地震の

被害の懸念される地域とした。2019 年から運用の始まっ

た南海トラフ地震臨時情報発表時の対応方針を、今後に

地域の関係事業者が連携して取り組みを進めることが社

会的に求められているためである。メディカル給食分野

の事業者への、南海トラフ地震臨時情報に関する調査も

初めてであることから、南海トラフ地震臨時情報の発表

時の 2019 年時点における対応方針等を、今後の検討へむ

けた基礎データとして取得することを目指した。 
一方、介護保険施設における給食事業については、既

往の被災事例等の研究はあるものの、東日本大震災時の

約 10 年前の状況であり、調査対象となった施設数も少数

であった。そこで、南海トラフ地震防災対策推進地域指

定市町村を含む都道府県のなかで、直近の 2019 年に台風

第 15 号による広域停電が発生した千葉県を対象に、全て

の介護老人福祉施設および介護老人保健施設596 箇所を

対象とした大規模な質問紙調査を行った。そして、介護
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されているほか、備蓄品の保管場所として，施設内や委

託会社の保管庫などを比較検討し，適切な場所を選定す

るよう促されている。さらに、食材が不足した場合の調

達方法についても検討するよう記されているが、具体的

な方法までは示されていない。施設の種別によって平時
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い。既往調査としても、介護保険施設の給食サービス事

業者側の防災対策を対象とした事例は見当たらない

（2020 年 6 月 1 日段階のCiNii の検索結果)。そこで本調

査では、最近の介護保険施設の給食施設における防災対

策や被災時の課題等の事例調査を行うとともに、既往研

究で十分な知見の得られていない給食関連事業者側の防

災対策の状況や課題を明らかにすることに重点を置いた。 
（４）食料サプライチェーンの防災対策 
介護保険施設の給食に限らず、食料サプライチェーン

全般の強靭化対策に関する指針のなかで、共同配送、原

材料や備蓄の融通などの方法が示されている。（農林水産

省，2013）また福祉施設の給食事業における防災対策事

例として、事業者による給食サービスの実施が困難とな

った際に、同業他社によるサービス代行制度が報告され

ている（東京海上日動リスクコンサルティング株式会社, 
2015）。ただし当該制度は、津波災害のように地域内で同

時に多数の給食サービス事業者が被災する状況ではなく、

食中毒や火災などで１箇所の事業者に支障が生じた際に、

近隣の別の事業者が代行支援することが想定されている。 
（５）南海トラフ地震臨時情報について 

2019 年 5 月から、南海トラフ沿いで異常な現象が観測

され、大規模地震発生の可能性が平常時と比べて相対的

に高まったと評価された場合に、気象庁が「南海トラフ

地震臨時情報」を発表することとなった。臨時情報発表

時の、各企業における防災対応の基本的な考え方は、「従

業員等の生命に危険が及ぶ場合には、それを回避する措

置を実施」するよう記載されている（内閣府，2019）。ま

た同時に、社会に大きな影響を及ぼす可能性がある民間

事業者等については、指定公共機関でない事業者でも、

臨時情報発表時の対応計画を策定する必要性が指摘され

ている。そして計画策定にあたっては、各事業者等の対

応が相互に関連する場合には「地域内で各主体の防災対

応が調和を図りながら実行できるよう、防災対応を検討」

することが求められてる。介護保険施設における給食事

業は、利用者の生命維持への影響が大きい事業であり、

施設やメディカル給食関連事業者が連携して、今後に検

討を行っていく必要性の高い分野の一つと考えられる。 
 

３．調査の方法・概要 
（１）調査の目的と概要 
前章で整理した、介護保険施設における給食事業の状

況や、既往の事業継続に関する指針や被災調査事例を踏

まえて行った本調査研究の概要を、本節で記載する。 
介護保険施設における給食事業は、前述のように近年

は外部委託が進んでいると報告されており、本調査でも

後述するように 7～8 割の施設が外部委託をしていた。従

って、介護保険施設における給食事業の防災対策強化に

は、給食関連事業者との連携が必要である。しかし、メ

ディカル給食分野の事業者における防災対策に関する既

往調査はなく、現状が明らかとなっていない。 
そこで本研究の第一の目的として、介護保険施設の給

食に関わる事業者における防災対策の現状を把握し、今

後の改善の参考となる知見を得ることとした。サプライ

チェーンとしての事業継続の観点から、本調査では介護

保険施設と給食サービス事業者に加え、食材卸も調査対

象とした。そして各社の対策の現状や課題などを抽出す

るとともに、業界として今後に望まれる対策の検討にむ

けた知見を得ることを目指した。 
そして本研究での調査対象地域は、南海トラフ地震の

被害の懸念される地域とした。2019 年から運用の始まっ

た南海トラフ地震臨時情報発表時の対応方針を、今後に

地域の関係事業者が連携して取り組みを進めることが社

会的に求められているためである。メディカル給食分野

の事業者への、南海トラフ地震臨時情報に関する調査も

初めてであることから、南海トラフ地震臨時情報の発表

時の 2019 年時点における対応方針等を、今後の検討へむ

けた基礎データとして取得することを目指した。 
一方、介護保険施設における給食事業については、既

往の被災事例等の研究はあるものの、東日本大震災時の

約 10 年前の状況であり、調査対象となった施設数も少数

であった。そこで、南海トラフ地震防災対策推進地域指

定市町村を含む都道府県のなかで、直近の 2019 年に台風

第 15 号による広域停電が発生した千葉県を対象に、全て

の介護老人福祉施設および介護老人保健施設596 箇所を

対象とした大規模な質問紙調査を行った。そして、介護

保険施設側における給食事業の防災対策および被害形態

の最新事例を収集することを目指した。 
また質問紙調査を補完し、詳細に介護保険施設の給食

事業における防災対策や南海トラフ地震臨時情報への対

応方針を把握するため、南海トラフ地震防災対策推進地

域指定市町村のなかでも対策の進んでいると想定された

高知市の 5 施設を対象にヒアリングを行った。高知市は、

2020年3月に市としての南海トラフ地震臨時情報発表時

の対応方針を公表するなど対策を進めている自治体の一

つである（高知市，2020）。ただし、当該方針のなかで、

市役所と学校園については言及しているが、介護保健施

設や給食事業者についての記載はない。 
次節以降では、これら各調査の方法について、サプラ

イチェーンの下流の介護保険施設から、上流の給食サー

ビス事業者、食材卸売事業者の順に記載していく。 
（２）調査方法の詳細 
a）介護保険施設への調査 

2019 年の台風第 15 号によって広域停電が生じた千葉

県内の全ての介護老人福祉施設および介護老人保健施設

を対象として質問紙調査を行った。千葉県の「社会福祉

施設等一覧表（令和元年度）」から、住所が同じ施設につ

いては給食事業の体制は同一とみなして重複を省き、介

護老人福祉施設 434 施設および介護老人保健施設 162 施

設を対象とした。調査票の配布回収は往復はがきによっ

て行い、各施設の給食担当者あてに郵送した。2020 年 3
月 6 日より 26 日の調査期間に、回収率 33%にあたる 196
施設からの有効回答が得られた。 
さらに介護保険施設の給食事業の実態と防災対策の詳

細把握のため、南海トラフ地震臨時情報についての認識

を有する期待される防災対策に熱心な施設として、高知

市役所より介護老人福祉施設5 施設の選定を受けグルー

プインタビュー形式でのヒアリングを行った。調査項目

は、調理業務の実施体制、食材の備蓄状況、施設の給食

事業の防災対策に関する懸念事項などである。 
b）給食サービス・食材卸売事業者への調査 

介護保険施設や病院を顧客とする給食サービス事業者

および食材卸売事業者への質問紙調査を行った。給食サ

ービス事業者は、日本メディカル給食協会員企業 227 社

のうち、南海トラフ地震防災対策推進地域指定市町村を

含む都道府県内に本社のある事業者 172 社を対象とし、

回収率 23％にあたる 39 社より有効回答を得た。また、

業務用食材卸については、卸売業では営業範囲が広いと

想定されることから、全国病院用食材卸売業協同組合加

入の全 55 社を対象とし、回収率 29％にあたる 16 社より

有効回答を得た。調査票は各事業者の防災担当に郵送し、

回答後に郵送での返送を求める方法とした。調査期間は、

2019 年 11 月 6 日から 12 月 3 日である。 
次の 4 章で介護保険施設への調査結果を、5 章で給食

サービス事業者および食材卸売事業者への調査結果を報

告する。設問項目は、両調査で共通して給食事業の規模

と委託形態、備蓄の数量および主体・場所、災害対応上

の課題を設けた。給食関連事業者への調査では、各社の

課題や対策とともに、業界他社およびサプライチェーン

全体での取組み状況や今後に望まれる対策を尋ねた。 
４．介護保険施設への調査結果 
（１）介護保険施設の被災事例の質問紙調査 
a）給食事業の実施形態と備蓄状況 

回答施設における、台風第 15 号襲来前の入所者への朝

食の提供数を図-1に示す。給食規模は幅広く、30 食以下

の施設が約 1 割を占める一方、121 食以上の施設も 1 割

弱存在する。全体では 60 人以下の施設が約 3 割、61～90
人の施設が約 3 割、91 人以上の施設が約 4 割であった。 

20 41 59 60 15 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

３０人分以下 ３１人分～６０人分 ６１人分～９０人分

９１人分～１２０人分 １２１人分以上 無回答  
図-1 回答施設における給食事業の規模  

 
回答施設における給食事業の外部委託状況を給食の規

模別に図-2 に示す。結果を見ると、全体の 73％にあたる

140 施設が外部委託をしていた。なお給食規模の違いに

よる委託率は、フィッシャーの正確検定では有意差は認

められなかった（p=0.19 > .05）。そして外部委託の形態

としては、セントラルキッチンのような施設外での調理

形態は稀で、大半は施設の厨房に派遣さえた委託先の職

員が調理を行う形態であった。 
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図-2 給食事業の実施形態（給食規模別） 
 
回答施設における台風第 15 号襲来時の食料備蓄の量

を図-3 に示す。施設規模によらず 3 日程度の施設が多く

約 6 割を占める。既往調査で推奨されていたように 4 日

以上の備蓄をしている施設も 2 割程度はあるものの、東

日本大震災当時の調査事例での備蓄量よりも顕著に在庫

が多い様子は窺われず、十分な量とは言いがたい。 
食料備蓄をしていた施設に対し、その備蓄の実施主体

を尋ねた結果を、調理事業の実施主体別に図-4に示した。

外部委託をしていない施設では、当然に施設が備蓄を行

っている。一方、外部委託をしている施設では、約半数

の施設では委託先の資産としての備蓄が行われていた。
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つまり施設における備蓄対策は、施設単独の対策ではな

く、委託先企業との協働による施策となっている場合が

少なくないことが明らかとなった。 
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b）停電による影響と対応 

停電によって苦慮した事項を尋ねた回答結果を図-5に
示す。停電の影響が、電気や水などの確保に加え、衛生

環境の確保など影響が多岐に渡っていた様子が窺える。 
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図-5 令和元年台風第15号への対応での苦慮 
 
こうした状況に対応するための備蓄の有無と活用状況

を尋ねた。その結果では、断水によりディスポーザル食

器が必要な状況となった 78 施設のうち約 9 割の 68 施設

では、備蓄品が活用されていた。また熱源の喪失により、

非加熱食品を必要とした 69 施設のうち約 8 割の 58 施設

で備蓄品が活用され、カセットコンロを必要とした 42
施設のうち約7割にあたる28施設で備蓄が活用されてい

た。既往研究で指摘されているように、これら資機材の

有用性が確認されたといえよう。 
c）今後に必要な対策 

今後に必要と考える対策を尋ねた自由回答の頻出語を

抽出した。分析にはKH CODER（樋口，2014）を利用し、

「自家発電機」は「発電機」と同義語とした。助詞等を

除いた総抽出語数は 1,081、異なり語数は 361 であった。

頻出語の上位 10 語と出現頻度を表 1 に示す。 
 

表-1 今後の対策に関する自由記述における頻出語 
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 
語 備蓄 確保 停電 食事 必要 提供 職員 自家発電 水 非常 
頻度 61 43 22 19 18 17 14 13 13 12 

 
最も頻出した「備蓄」「確保」を含む回答では、食材の

備蓄の必要性の一般的な指摘とともに、停電が約１週間

続いた施設もあり在庫量を増やす必要性が多く指摘され

た（10）ほか、ライフライン停止時にも要介護者に提供

できる非加熱等の食材の有用性（10）、専門スタッフが不

在時にも円滑に提供できるよう運用の改善（7）などの指

摘が見られた。例えば、外部事業者との連携に言及した

回答としては「備蓄品の量、納入業者との連絡方法の見

直しが必要」などが挙げられている。 
次に多い「停電」に関する回答（22）のうち、今後の

改善対策に関する具体的な回答では、上述の停電時にも

調理可能な食材の備蓄（4）、厨房への自家発電機の給電

の有無の確認（2）、停電に起因する水道停止にともなう

衛生対策（1）の必要性などが指摘されていた。 
そのほか一般的な用語（「食事」「必要」「提供」）を除

き頻出した「職員」（14）に関する内容は、「委託側職員

不在時の対応の仕方」など災害時に給食担当職員以外で

の対応方法を検討する必要性が多く指摘（7）されていた。 

（2）介護保険施設の防災対策事例のヒアリング調査 

南海トラフ地震対策の進められている高知市内の 5 つ

の介護老人福祉施設へのグループインタビュー結果の概

要を表-2 に示す。調査対象施設の 8 割（4 施設）で給食

事業を、給食サービス事業者に委託していた。直営で行

っている 1 施設は、災害時の食材調達には大手給食サー

ビス事業者へ委託した方が安全と認識しつつも、平時の

品質確保のために直営で調理する体制としていた。食材

の調達は、給食サービス事業者が行っている場合や、施

設が食材卸などから調達している場合など多様であった。 
 

表-2 ヒアリング結果の概略 
調査項目 概況 

給食事業の委託 外部委託が大半（8割） 

食材の備蓄 最大で約5 日まで。増量は困難 
一般的な非加熱食（レトルト米）も有用 

防災対策の課題 南海トラフ地震臨時情報対策は未策定 
情報発表および災害時の職員参集に懸念 

 
施設における食材備蓄量は、3 日程度が一般的で、最

も多い施設で約 5 日分であった。共通して品目はおかゆ

のレトルト米や缶詰などが多く、廃棄ロスを防ぐため計

画的に平常時の食事に利用していていた。停電などで熱

源を失っても調理できる主食としては、一般的なアルフ

ァ米も有用とされ備蓄されていた。備蓄量の積み増しは
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施設における食材備蓄量は、3 日程度が一般的で、最

も多い施設で約 5 日分であった。共通して品目はおかゆ

のレトルト米や缶詰などが多く、廃棄ロスを防ぐため計

画的に平常時の食事に利用していていた。停電などで熱

源を失っても調理できる主食としては、一般的なアルフ

ァ米も有用とされ備蓄されていた。備蓄量の積み増しは

望ましいものの、費用および保存スペースの制限から困

難とされた。全施設とも、南海トラフ地震臨時情報の発

表時には、委託先を含む職員の参集に懸念があるものの、

対応方針策定は未着手であった。そして、地域の全施設

で共通した対応方針を策定することが好ましいとされた。 
 
５．給食サービス事業者、食材卸売事業者への調査結果  
（１）回答事業者の事業規模 
調査対象としたメディカル給食協会の会員企業 225 社

全体では、13,667 施設の給食事業を受託しており、1 社

平均は 61 施設となる。これら 1 社がサービスを提供する

施設の内訳には、複数の介護保険施設ともに病院等の医

療機関も含まれる。 
回答の得られた、南海トラフ地震の懸念される地域の

給食サービス事業者39 社では、受託施設数は20 施設

以下の事業者が大半であるものの、100 施設以上から

受託している事業所も 1割強存在し、事業規模には幅

があった。図-6に示す一回の食事あたりの食数でみて

も、約半数の回答事業者は501 食以上である一方、50
食以下の回答事業者も約 1割を占める。食材を保管す

る自社あるいは契約した倉庫を有する事業者は約 2
割（9 施設）に留まった。食材の調理・加工等を行う

施設を有する事業者も約 4 割（15 施設）であり、過

半数の事業者は契約施設の厨房で調理を行っていた。 
一方、全国病院用食材卸売業協同組合員の事業状況の

公開データはないが、回答の得られた 9 社の食材卸売事

業者の規模は多岐に渡っていた。食材を納品している給

食サービス事業者や病院、福祉施設棟の事業所数は 100
施設以下から 1,000 施設以上まで幅があった。 
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２０１～５００食 ５０１食以上 無回答  

図-6 給食サービス事業者の給食数（一回の食事あたり） 
 

b）食料の備蓄・調達 

給食サービス事業者に、サービス提供先の施設が、施

設の資産として食料を備蓄しているか尋ねた結果を図-7
に示す。「多くの施設で備蓄」と回答した事業者が約半数

を占める一方で、「備蓄している施設はない」「少しの施

設では備蓄」とする事業者も 4 割に及ぶ。 

4 11 2 19 3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

備蓄している施設はない 少しの施設では備蓄をしている
半分くらいの施設では、備蓄をしている 多くの施設では備蓄をしている
わからない  

図-7 契約先の施設における食料の備蓄状況 

次に、給食サービス事業者が、自社の資産として施設

に置いている概ねの備蓄量および自社倉庫に所有する在

庫量と、食材卸が自社倉庫に所有する庫量を図-8に示す。

約半数の給食サービス事業社では、契約施設に自社資産

としての備蓄を所有していた。また平常時より施設の食

材は、給食サービス事業者が調達している場合が多いと

する回答者が 9 割にあたる 34 事業所に及んだ。介護保険

施設等における食料備蓄が、施設単独の対策としてのみ

ならず、給食事業の受託事業者によっても行われている

ことが給食サービス事業所への調査からも確認された。 
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図-8 食料の備蓄・在庫量（保管場所別） 
 
そして自社倉庫における在庫量には、給食サービス事

業者と食材卸とでは、フィッシャーの正確検定で有意な

差（p<.05）があった。給食サービス事業者では、自社倉

庫に在庫のない回答者が約半数を占める。これに対して、

卸売事業者では、全ての事業者が在庫を所有しており、

約 7 割の事業者で 4 日以上と多量の在庫を有していた。 
c）サービス供給困難時の対応方針 

災害により平常通りの給食や食材の提供が困難となっ

た場合、どのようにサービスレベルを低下させるか方針

を尋ねた結果を図-9 に示す。給食サービス事業者では、

メニューの種類を減らす方針とする事業者は 7 割を超え

る一方で、提供量を減らす方針の事業者は 3 割以下と少

ない。また 1 施設あたりに派遣する職員数を減らす方針

の事業者も 3 割を超える。 
0 20 40 60 80 100

種類を減らす

量を減らす

回数をへらす

職員数を減らす

（※給食サービスのみ設問）

分からない

給食サービス(39)

食材卸(16)

%

 
図-9 事業支障時のサービス提供の方針 

 
卸売事業者でも同様に、納品する食材の種類を減らす

方針とする事業者は多く、また納品回数も減らす方針の

事業者が多く過半数に及ぶ。ただし、量を減らすとする

事業所は 1 割に満たないことから、配送の回数と種類は

減らしつつ、一回あたりの配送量は増やして効率化を図
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る方針であることが窺える。 
さらに、全ての契約先への給食および食材の提供がで

きなくなった場合の方針を尋ねた結果を図-10 に示す。

給食サービス事業者では、規模等を縮小してもできるだ

け全ての取引先にサービスを提供する方針とする回答者

が 7 割近い。これに対して、食材卸では、できるだけ全

ての取引先に納品する方針の回答者は 3 割に留まり、重

要な取引先を優先する方針である事業者が 5 割に及ぶ。 
また、災害時に電源や水道、熱源などのライフライン

支障が生じた際に、代替となる食材についての平時の検

討状況を尋ねた結果を図-11 に示す。給食サービス事業

者ではサービス提供先の施設と協議している回答者が半

数を超える一方で、食材卸ではサプライチェーン下流に

あたる納品先との協議している事業者は 1 割以下と少な

く有意差があった（p<.05）。一方、サプライチェーン上

流にあたる調達元との協議している給食サービス事業者

は約1割に留まるのに対して、統計的に有意（p=0.07>.05）
な程の差ではないが、食材卸では上流にあたるメーカー

などと協議している事業者は多く 4 割に及ぶ。 
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図-11 ライフライン支障時の代替食材の検討状況  

 
c）災害発生時の懸念 

次に、自社の災害対応における懸念を尋ねた結果を図

-12 に示す。給食サービス事業者、食材卸とも自社施設

の損壊、ライフラインの支障、従業員の確保への懸念を

挙げる者が 6 割を超える。そして食材卸は、従業員が車

両配送を行うことから、配送中の被災を挙げる者が多い。

一方、従業員が厨房で調理を行う給食サービス事業者で

は、火災への懸念を挙げる事業者が相対的に多かった。 
給食サービス事業者に対して、契約先の施設における

災害発生時の懸念を尋ねた。8 割を超える回答者が挙げ

た懸念は、厨房の水・電気ガスなどの供給停止、施設へ

の派遣職員の確保、食材の不足であった。厨房のライフ

ライン強化は施設の対策事項となるが、職員確保、食材

の確保、ライフライン支障時の代替調理対策は、給食サ

ービス事業者と施設が連携した対策の検討が必要である。 
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図-12 災害発生時の自社施設・業務における懸念事項 
 

c）今後の対策 

今後に同業他社や組合など業界での取り組みが望まれ

る対策を尋ねた結果を図-13 に示す。業務の代行や、在

庫の融通などが幅広く挙げられている。また、行政への

要望する支援策を尋ねた結果を図-14 に示す。給食サー

ビス事業者では、福祉施設等への食材の提供を挙げる事

業者声が最も多く約 8 割に及ぶ。食材卸では、車両によ

る配送業務への支援を挙げる者が多い。 
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図-14 行政に期待する支援対策  

 
d）南海トラフ地震臨時情報発表時の対応方針 

南海トラフ地震臨時情報の発表により避難勧告が発令

された地域で、取引先が事業を継続していた場合、どの

ような対策を行う可能性があるか尋ねた結果を図-15 に
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図-15 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応方針 

 
６．考察 
（１）災害時の職員の確保 

介護老人保健施設における給食事業では、外部委託率

が 7 割と高いことが、既往のサンプル調査で示されてい

た（医療関連サービス振興会、2017）。千葉県内の介護老

人福祉施設と介護老人保健施設を対象とした本悉皆調査

（回収率約 3 割）でも、外部委託率は約 7 割と同様の傾

向を確認した。そして、給食サービス事業者への本調査

結果からは、その給食形態は、施設外部で調理する形態

は稀であり、施設内の厨房へ職員を派遣して調理を行う

形態が多い傾向がみられた。 
給食サービス事業者における災害時の懸念としては、

施設へ派遣する職員の安全や、災害後に派遣する職員の

確保が過半数の回答者から指摘された。こうした課題に

対応するためには、派遣先施設での津波避難訓練への職

員の参加や、派遣元となる給食サービス事業者との連絡

手段の強化などで連携強化が望まれる。さらに、介護保

険施設における事業継続計画の策定の際に、施設職員の

執務環境や家庭生活等への配慮と同様に、厨房へ派遣さ

れる給食サービス事業者の職員にも配慮した計画内容や

策定プロセスが期待される。 
そして災害後の事業継続の方針として、給食サービス

事業者では、できるだけ多くの施設へ公平に職員を派遣

する傾向が見られた。この方針は、地域全体での介護事

業の継続の観点からも適切とみなされる。そのため介護

保険施設側が、給食業務委託先に災害時に平時と同数の

職員派遣の特約を求めることは難しく、被災地の状況に

よっては派遣される職員数は減る可能性も想定される。

今後の対策としては、厨房のライフライン支障時の調理

の観点のみならず人的労力軽減の観点で、施設での備蓄

食材の選定や、業界での商品開発が望まれる。 
（２）災害時の食材の確保 

施設への調査結果では、施設内の食材備蓄量の増量が

望ましいもののスペースには限界があること、施設内の

備蓄も委託給食サービス事業者が担っている場合が多い

ことが示された。そして給食サービス事業者は、食材卸

売事業者に比べて、自社の倉庫等を持たず食材の備蓄量

も少ないことも明らかとなった。災害の影響が長期に及

ぶと、食材卸からの調達も必要になると考えられるが、

本調査結果では、食材卸売事業者の災害時の業務継続の

方針では、特定の取引先が優先される傾向も示唆された。 
一方、行政が避難所むけに提供しているレトルト米や

飲料水などの一般的な救援物資は、介護老人福祉施設で

も緊急時には有用であるとヒアリングで指摘された。現

状では、自治体の救援物資担当部署の業務対象は、避難

所となっており、福祉部署の管轄する介護保険施設から

のニーズの収集や物資供給は一般にされていない。しか

しライフライン支障が長引けば、施設入所者も災害救助

法の対象となる「現に救助を要する」状況となる。2020
年 4 月から全国で運用されている内閣府「物資調達・輸

送調整等支援システム」を活用すれば、行政で避難所の

ほか介護保険施設等も物資供給先として登録し、物資ニ

ーズも一元的に管理できる。今後、介護保険施設での備

蓄対策とともに、支援の必要性が生じた介護保険施設入

所者については、食材や飲料水、ガスコンロなどの提供

を行政の救援物資業務に含めることが期待される。 
（３）南海トラフ地震臨時情報発表時の対応 

南海トラフ地震臨時情報発表時の給食関連事業者の

対応方針として、危険な地域内の自社施設での業務や、

受託施設への職員派遣や食材配送が中止される可能性が

示された。自社の倉庫や食材加工などの施設を有する給

食サービス事業者においては、他地域の自社及び協力を

得られる他社の代替施設の確保が、基本的な事業継続対

策といえよう。他社との連携をすすめるにあたっては、

災害とともに火災や食中毒発生など幅広い観点から事業

継続の取り組みが効果的と思われる。 
介護保険施設においては、派遣職員を含めた津波避難

訓練等の強化を最優先とした上で、給食サービス事業者

からの職員派遣が中止される場合の対策も検討する必要

がある。地震発生前の南海トラフ地震臨時情報発表時に

は、電気や水道などのライフラインは稼働していると想

定されることから、前述の簡便に調理可能な代替食材の

開発はこうした場合にも有用と期待される。 
また内陸に立地し臨時情報発表時も事業継続の見込

まれるセントラルキッチン方式の給食サービス事業者と

連携した代替食等の確保なども考えらる。平常時よりも

食感などのサービスレベルは低下させても、施設入所者

の生命維持に必要なカロリーの供給は継続できるよう、

メディカル給食分野以外の事業者も含め、給食業界全体

で代行サービスが確保できるような連携が望まれる。 
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（４）サプライチェーンとしての取り組み 

前述のようにサプライチェーン下流の介護保険施設

と給食サービス事業者における食材の備蓄量は多くない。

災害時の給食事業の継続には、代替食を含めた食材の調

達など、サプライチェーン上流の事業者との連携が必要

となる。しかし調査結果では、非常用食材の開発などの

取り組みは、給食サービス事業者はサプライチェーン下

流にあたる施設と、食材卸では上流にあたるメーカーと

行っている事業者が多く、連携関係に偏りが見られた。 
今後、メディカル給食分野のサプライチェーンを構成

する各事業者・団体（メーカー、卸、給食サービス事業

者、介護保険施設等）や行政、栄養士などの多様な関係

者が連携して、サプライチェーン強靭化を検討できる体

制の構築が望まれる。その際、メディカル給食分野以外

の事業者も含めた給食業界全体での検討枠組みや、南海

トラフ地震の懸念のある地域では、臨時情報へ対応方針

などを協議するローカルな枠組みの構築も期待される。 
 

７．まとめ 
介護保険施設における給食事業は、外部事業者への業

務委託率が高い。災害発生時や南海トラフ地震臨時情報

発表時に給食関連事業者の業務に支障が生じると、入所

者への食事提供に影響することが懸念される。そこで、

介護保険施設と給食関連事業者の防災対策に関する大規

模な調査を行った。介護保険施設については、南海トラ

フ地震防災対策推進地域の高知市の施設職員へのヒアリ

ングと、2019 年に広域に停電した千葉県の全施設へ質問

紙調査を行った。また、南海トラフ地震防災対策推進地

域の都道府県内の給食サービス事業者および食材卸売事

業者全社への質問紙調査も行った。その結果、施設内の

食材備蓄でも給食サービス事業者の関与があるものの、

施設および給食サービス事業者の備蓄量は 3 日以下程度

が多く十分とは言えない。また、南海トラフ地震臨時情

報発表時に、避難勧告発令地域内で事業継続中の施設に

は給食サービス事業者からは職員が派遣されない可能性

が示された。今後の対策として、災害時に食材等を行政

から施設へ提供することを提案した。また、平時から代

替食材開発や供給体制の強化、臨時情報への対応などに

ついて、介護保険施設の給食事業サプライチェーンに係

る関係機関で検討できる枠組みの構築が望まれる。 
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（４）サプライチェーンとしての取り組み 
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の事業者も含めた給食業界全体での検討枠組みや、南海

トラフ地震の懸念のある地域では、臨時情報へ対応方針

などを協議するローカルな枠組みの構築も期待される。 
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者への食事提供に影響することが懸念される。そこで、

介護保険施設と給食関連事業者の防災対策に関する大規

模な調査を行った。介護保険施設については、南海トラ

フ地震防災対策推進地域の高知市の施設職員へのヒアリ

ングと、2019 年に広域に停電した千葉県の全施設へ質問

紙調査を行った。また、南海トラフ地震防災対策推進地

域の都道府県内の給食サービス事業者および食材卸売事

業者全社への質問紙調査も行った。その結果、施設内の

食材備蓄でも給食サービス事業者の関与があるものの、

施設および給食サービス事業者の備蓄量は 3 日以下程度

が多く十分とは言えない。また、南海トラフ地震臨時情

報発表時に、避難勧告発令地域内で事業継続中の施設に

は給食サービス事業者からは職員が派遣されない可能性

が示された。今後の対策として、災害時に食材等を行政

から施設へ提供することを提案した。また、平時から代

替食材開発や供給体制の強化、臨時情報への対応などに

ついて、介護保険施設の給食事業サプライチェーンに係

る関係機関で検討できる枠組みの構築が望まれる。 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to improve the ability of elderly welfare facilities to respond to disasters. One of the 
important businesses that the elderly welfare facilities must continue in the event of a disaster is the meal serving 
business. We investigated both the persons in charge of the facility meal serving business and the companies 
supporting the facilities. The survey results showed that about 80% of the facilities outsourced cooking work to 
external companies. The results of a survey in which food service companies dispatched staff to cook and also 
stocked food in facilities showed that cooperation with meal service companies is important for improving disaster 
prevention capabilities of facilities. The results of the survey of related private companies revealed the differences in 
the response policies between food service providers and food wholesalers. We proposed the measures such as 
ensuring the safety of dispatched staff and providing foodstuff from the government. 
 

Keywords：Welfare Facility, Food Service, Supply Chain, Business Continuity, Emergency Information of the 
Nankai Trough Earthquake 

 
 
 

 
 
 

災害情報　No.19-1  2021 71





新型コロナウイルス感染症への不安と情報行動の関連性 
 
 

 
 
石橋真帆１・安本真也２・岩崎雅宏３・石川俊之４・藁谷峻太郎５・関谷直也６ 

  
１東京大学大学院学際情報学府（ishibashi-maho195@g.ecc.u-tokyo.ac.jp） 
２東京大学大学院学際情報学府（r2.shin2@gmail.com） 
３株式会社サーベイリサーチセンター（iwa_m@surece.co.jp） 
４株式会社サーベイリサーチセンター（ishi_t@surece.co.jp） 
５株式会社サーベイリサーチセンター（wara_s@surece.co.jp） 
６東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター（naoya@iii.u-tokyo.ac.jp） 

 

和文要約 
 
本研究は、新型コロナウイルスパンデミック下における情報認知の実態を、不安感との関連性から明

らかにすることを目的とする。前述の目的を達成するため、2 回に渡り行われた 4700 サンプルのアンケ

ートデータを基に、不安感、メディア利用、情報認知に関する探索的な統計分析を行った。 
結果として、①自分自身が感染する不安を感じていた人の方が感染症関連用語の認知度が高かったこ

と、②自分自身が感染する不安を感じていた人の方が、テレビ、スマートフォン等を経由したインター

ネットを長時間利用していたこと、③自分自身が感染する不安感はリスク属性によって顕著な差異が見

られないことが明らかになった。つまり、3 月初旬、および 4 月初旬の時点において、本邦の人々はほ

ぼ自身の重症化、感染リスクに関係なく自身が感染する不安を抱いており、そのような不安をメディア

による情報認知によって解消しようとしたのではないかと推測される。 
 
 

キーワード：新型コロナウイルス感染症、メディア利用、情報認知、感染不安 
 
 

１．問題意識 
2019 年 12 月 31 日、中国より原因不明の肺炎患者が報

告されてから、瞬く間に新型コロナウイルス感染症は全

世界へと広がった 1）。日本においても 2020 年 1 月 15 日

には 1 例目の国内患者が特定され、3 月末から 4 月にか

けて急速に感染者数が増加し、ピーク時には 1 日 708 名

の感染者が検出された 2）, 3）。 
このようなパンデミックの状況下において、人々が情

報を適切に取得し、認知することは重要である。その上、

鳥瞰的な視座からみれば、国レベル、世界レベルの危機

である CBRNE 災害において、人々の感情と情報行動が

どのように関連しているのか分析することは、災害時の

情報の研究という点で、極めて重要である。 
新型コロナウイルス感染症は、全ての人にとって普遍

的に脅威となるわけではなかった故、個人の感染症に対

する認識について、温度差が指摘された。具体的には、

高齢者や基礎疾患を持つ人は重症化し易いが、若者は比

較的軽微な症状で済む場合が多いと報告されたことによ

り、20 代周辺の若者たちの感染対策に対する意識の低さ

を懸念する状況が生まれたのである 4）, 5）。 
事実として若者に事態の軽視という傾向があったかは

定かではない。しかし、自身の被るリスクの程度によっ

て感染症に対する意識に差異が生まれ、ひいては情報認

知に差異が生まれるとすれば、それは適切な予防行動の

妨げとなり、感染拡大の抑止を阻む可能性がある。 
よって、個人の持つ重症化リスク（性別、年代、基礎 

疾患の有無等）に起因するであろう感染への不安感と、

情報認知の関連性を今一度明確にすることは、今後の感

染症流行下における情報発信戦略を考慮する上で重要で

あると言えよう。 
 

２．研究目的・調査概要 
（１）研究目的・調査方法 

 本研究の目的は、新型コロナウイルス感染症流行下の、

本邦における人々の情報認知の諸相について、重症化リ

スクに起因するであろう感染不安の観点より明らかにす

ることである。なお、情報認知を行うためには、常識的

に考えてメディア接触が不可欠である。よって、情報認
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知に加え、メディア利用の諸相についても副次的に明ら

かにする。 
 これらの目的を達成する手法として、アンケートデー

タの統計的分析を用いた。詳細には、表－1に示す通り、

株式会社サーベイリサーチセンターSRC情報総研が行っ

た「【緊急調査】新型コロナウイルス感染症に関する国民

アンケート」（以下、調査 1 と記載）、および「【第 2 回】

新型コロナウイルス感染症に関する国民アンケート」（以

下、調査 2 と記載）の 2 つのデータを用い、分析を行っ

た。なお、調査 1 と、調査 2 のサンプルはパネルではな

い。 
調査の全体像としては、感染症についての不安、生活

への影響、うわさに関することなど多岐に渡る内容が包

含されているが、本研究ではその内のメディア利用時間、

認知状況、自分自身や同居人が感染する不安、属性等デ

モグラフィック要因に関する質問項目について、主に分

析を行った。なお、統計分析にはSPSS Statistics Version26, 
27 を用いた。 

 
表－1 調査概要 

調査 1 
調査名称：【緊急調査】新型コロナウイルス感染症に関

する国民アンケート 
調査地域：各都道府県 100 票, 計 4700 票 
調査機関：株式会社サーベイリサーチセンター 

SRC 情報総研 
調査対象：20 歳以上の個人（性・年代均等割り付け） 
調査方法：WEB 調査 
有効回答：4700 票 
調査期間：2020 年 3 月 6 日～3 月 9 日 

 
調査 2 
調査名称：【第 2 回】新型コロナウイルス感染症に関

する国民アンケート 
調査地域：各都道府県 100 票, 計 4700 票 
      （東京都・大阪府・愛知県は補完サンプルあり） 
調査機関：株式会社サーベイリサーチセンター 

SRC 情報総研 
調査対象：20 歳以上の個人（性均等割り付け）※ 
調査方法：WEB 調査 
有効回答：4700 票（+補完サンプル） 
調査期間：2020 年 4 月 3 日～4 月 6 日 

※ 調査 1、2 は同一サンプルの予定であったが、離脱が見ら

れたため、サンプルの補填を行った。各都道府県のモニタ

ー数の限界から、年代に関しては割付とならなかった。 
 
（２）調査時の社会背景 

 新型コロナウイルス感染症をめぐる事態は刻々と変化

し、様々な事象が国民の感染への不安感に影響を与えた

と考えられる。ここで参考として、調査期間前後の国内

外における感染症に関する出来事を示す（表－2）。 

 
表－2 国内外における感染症に関する出来事 

 海外（太字）/ 国内の出来事 
2019/12/08 中国、武漢で原因不明の肺炎患者が確認される 6）。 
12/31 WHO 中国支局が武漢で発見された、原因不明の

肺炎患者のクラスターについて報告を受ける 7）。 
2020/01/07 中国において新型コロナウイルスが特定される8）。 
01/15 日本国内において最初の感染者が特定される 9）。 
01/23 中国、武漢市を事実上封鎖する 10）。 
02/05 大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号で乗

客乗員10 人の感染を確認 11）。 
02/13 国内初の死亡例が確認される 12）。 
02/19 ダイヤモンド・プリンセス号検査陰性者の下船が

始まる 13）。 
02/22 ダイヤモンド・プリンセス号下船者の新型コロナ

ウイルス感染が判明する 14）。 
02/24 政府の専門家会議にて、「これから 1-2 週間が急速

な拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際」と示され

る 15）。 
02/26 安倍首相、大規模イベントの2 週間自粛を要請 16）。 
02/27 政府、小中高校について、3 月2日から春休みまで

の全国一斉臨時休校を要請する 17）。 
02/28 北海道、独自の緊急事態宣言を発表する 18）。 

調査1 
03/11 WHO が新型コロナウイルス感染症の流行状況を

パンデミックと評価 19）。 
03/13 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部が改

正される 20）。 
03/19 大阪府、兵庫県が 3 連休に大阪、兵庫間における

不要不急の往来自粛を要請 21）。 
専門家会議により感染者急増の場合、ロックダウ

ン的措置をとる可能性が仄めかされる 22）。 
03/24 オリンピック、パラリンピックの延期が決定 23）。 
03/25 英チャールズ皇太子の感染が発覚する 24）。 

東京都週末の外出自粛を要請する 25）。 
03/27 英ボリス・ジョンソン首相の感染が発表される 26）。 
03/28 京都産業大学学生が新型コロナウイルスに感染

27）。 
03/29 タレント志村けんさん死去 28）。 

調査2 
04/07 7 都道府県において緊急事態宣言発令 29）。 
04/08 中国・湖北省武漢市の都市封鎖が解除される 30）。 
04/10 愛知県が独自の緊急事態宣言を発令 31）。 
04/16 緊急事態宣言が全国に拡大される 32）。 
04/20 国民1人当たり一律10万円の特別定額給付金事業

の実施が閣議決定される 33）。 
04/23 俳優岡江久美子さん死去 34）。 
05/04 緊急事態宣言が全国一斉に5 月末まで延長 35）。 
05/13 28 歳力士、コロナウイルス性肺炎により死去 36）。 
05/14 関東1 都3 県、関西3 府県を除く39 県で緊急事態

宣言が解除される 37）。 
05/20 全国高等学校野球選手権大会中止が決定 38）。 
05/21 関西圏の3 府県で緊急事態宣言が解除される 39）。 
05/25 緊急事態宣言が全面的に解除される 40）。 

 
 
調査 1（3 月 6 日～9 日）の直近では小学校、中学校、

高校への休校要請（2 月 27 日）や、北海道が独自に緊急
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知に加え、メディア利用の諸相についても副次的に明ら

かにする。 
 これらの目的を達成する手法として、アンケートデー

タの統計的分析を用いた。詳細には、表－1に示す通り、

株式会社サーベイリサーチセンターSRC情報総研が行っ

た「【緊急調査】新型コロナウイルス感染症に関する国民

アンケート」（以下、調査 1 と記載）、および「【第 2 回】

新型コロナウイルス感染症に関する国民アンケート」（以

下、調査 2 と記載）の 2 つのデータを用い、分析を行っ

た。なお、調査 1 と、調査 2 のサンプルはパネルではな

い。 
調査の全体像としては、感染症についての不安、生活

への影響、うわさに関することなど多岐に渡る内容が包

含されているが、本研究ではその内のメディア利用時間、

認知状況、自分自身や同居人が感染する不安、属性等デ

モグラフィック要因に関する質問項目について、主に分

析を行った。なお、統計分析にはSPSS Statistics Version26, 
27 を用いた。 

 
表－1 調査概要 

調査 1 
調査名称：【緊急調査】新型コロナウイルス感染症に関

する国民アンケート 
調査地域：各都道府県 100 票, 計 4700 票 
調査機関：株式会社サーベイリサーチセンター 

SRC 情報総研 
調査対象：20 歳以上の個人（性・年代均等割り付け） 
調査方法：WEB 調査 
有効回答：4700 票 
調査期間：2020 年 3 月 6 日～3 月 9 日 

 
調査 2 
調査名称：【第 2 回】新型コロナウイルス感染症に関

する国民アンケート 
調査地域：各都道府県 100 票, 計 4700 票 
      （東京都・大阪府・愛知県は補完サンプルあり） 
調査機関：株式会社サーベイリサーチセンター 

SRC 情報総研 
調査対象：20 歳以上の個人（性均等割り付け）※ 
調査方法：WEB 調査 
有効回答：4700 票（+補完サンプル） 
調査期間：2020 年 4 月 3 日～4 月 6 日 

※ 調査 1、2 は同一サンプルの予定であったが、離脱が見ら

れたため、サンプルの補填を行った。各都道府県のモニタ

ー数の限界から、年代に関しては割付とならなかった。 
 
（２）調査時の社会背景 

 新型コロナウイルス感染症をめぐる事態は刻々と変化

し、様々な事象が国民の感染への不安感に影響を与えた

と考えられる。ここで参考として、調査期間前後の国内

外における感染症に関する出来事を示す（表－2）。 

 
表－2 国内外における感染症に関する出来事 

 海外（太字）/ 国内の出来事 
2019/12/08 中国、武漢で原因不明の肺炎患者が確認される 6）。 
12/31 WHO 中国支局が武漢で発見された、原因不明の

肺炎患者のクラスターについて報告を受ける 7）。 
2020/01/07 中国において新型コロナウイルスが特定される8）。 
01/15 日本国内において最初の感染者が特定される 9）。 
01/23 中国、武漢市を事実上封鎖する 10）。 
02/05 大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号で乗

客乗員10 人の感染を確認 11）。 
02/13 国内初の死亡例が確認される 12）。 
02/19 ダイヤモンド・プリンセス号検査陰性者の下船が

始まる 13）。 
02/22 ダイヤモンド・プリンセス号下船者の新型コロナ

ウイルス感染が判明する 14）。 
02/24 政府の専門家会議にて、「これから 1-2 週間が急速

な拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際」と示され

る 15）。 
02/26 安倍首相、大規模イベントの2 週間自粛を要請 16）。 
02/27 政府、小中高校について、3 月2日から春休みまで

の全国一斉臨時休校を要請する 17）。 
02/28 北海道、独自の緊急事態宣言を発表する 18）。 

調査1 
03/11 WHO が新型コロナウイルス感染症の流行状況を

パンデミックと評価 19）。 
03/13 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部が改

正される 20）。 
03/19 大阪府、兵庫県が 3 連休に大阪、兵庫間における

不要不急の往来自粛を要請 21）。 
専門家会議により感染者急増の場合、ロックダウ

ン的措置をとる可能性が仄めかされる 22）。 
03/24 オリンピック、パラリンピックの延期が決定 23）。 
03/25 英チャールズ皇太子の感染が発覚する 24）。 

東京都週末の外出自粛を要請する 25）。 
03/27 英ボリス・ジョンソン首相の感染が発表される 26）。 
03/28 京都産業大学学生が新型コロナウイルスに感染

27）。 
03/29 タレント志村けんさん死去 28）。 

調査2 
04/07 7 都道府県において緊急事態宣言発令 29）。 
04/08 中国・湖北省武漢市の都市封鎖が解除される 30）。 
04/10 愛知県が独自の緊急事態宣言を発令 31）。 
04/16 緊急事態宣言が全国に拡大される 32）。 
04/20 国民1人当たり一律10万円の特別定額給付金事業

の実施が閣議決定される 33）。 
04/23 俳優岡江久美子さん死去 34）。 
05/04 緊急事態宣言が全国一斉に5 月末まで延長 35）。 
05/13 28 歳力士、コロナウイルス性肺炎により死去 36）。 
05/14 関東1 都3 県、関西3 府県を除く39 県で緊急事態

宣言が解除される 37）。 
05/20 全国高等学校野球選手権大会中止が決定 38）。 
05/21 関西圏の3 府県で緊急事態宣言が解除される 39）。 
05/25 緊急事態宣言が全面的に解除される 40）。 

 
 
調査 1（3 月 6 日～9 日）の直近では小学校、中学校、

高校への休校要請（2 月 27 日）や、北海道が独自に緊急

事態宣言を発令する（2 月 28 日）等の事象があった。ま

た、調査 2 の時点（4 月 3 日～4 月 6 日）では、オリンピ

ック、パラリンピックの延期決定（3 月 24 日）や、国内

外著名人の感染、死亡報告が相次いだ。 
 このように、調査 1 の時点では感染対策としての政策

的措置がニューストピックとして挙がった一方で、調査

2 の時点では実質的な感染の害（感染例、死亡例）が人々

の目に留まったと考えられる。 
また、日々伝えられる感染者数の影響についても、勘

案する必要があるだろう。当時の報告によれば、調査 1
実施直前（3 月 5 日）の感染者数は 33 人であったが、調

査 2 実施直前（4 月 2 日）の感染者数は 206 人と、大幅

な増加がみられた 41）, 42）。 
このように、2 つの調査の間に大きく変化した社会情

勢と数量的に可視化される感染拡大により、国民の新型

コロナウイルス感染症に対する不安感は影響を受けたと

推定され、それを明らかにするのが本研究の主眼である。 
（３）変数 

ここで、本研究において扱う主要な変数の概念的、操

作的定義について明記しておきたい。まず、「情報認知」

は新型コロナウイルス感染症に関する情報の存在の認知、

および情報の理解を表わす。調査においては、新型コロ

ナウイルス感染症に関連する 9（調査 1）～11（調査 2）
の用語についての認知度を「聞いたことがあり、意味も

理解している」「聞いたことがあり、意味はなんとなくわ

かる」「聞いたことはあるが、意味はわからない」「聞い

たことがない」の 4 件法で尋ねている。 
新型コロナウイルスは未知のウイルスであり、また、

現代の日本は感染症が大規模に流行するという経験が浅

かったことから、当該感染症に関する情報は、一般にと

って慣れ親しみのない医学的専門用語等の理解を経なけ

れば困難であったと思われる。よって、感染症に関する

特定の用語認知を、全体的な情報認知と全く同一視する

ことはできないが、少なくとも一定の指標として認識す

ることに不備はないと考えられる。 
次に、「感染への不安」に関して、本研究では「感染す

る確率認知および結果への不安」と定義する。 Kplan & 
Garrick（1981）はリスクの量的定義について、生起現象

そのもの、生起確率、結果の 3 つを含めた定義を提示し

ている。本稿では感染をリスク現象と捉え、その生起確

率と生じるであろう結果について抱く「心理状態」を扱

う。調査では「自分自身/ 同居人が感染する不安」として

「まったく不安を感じない」～「とても不安を感じる」

の 5 件法で尋ねた。 
 

３．結果 
（１）情報認知と感染不安の実態 

 まず、情報認知と感染への不安の実態を示す（図－1、

図－2）。情報認知（各用語の認知度, 図－1）について、

「聞いたことがあり、意味も理解している」「聞いたこと

があり、意味はなんとなくわかる」を認知度として合算

すると、「新型コロナウイルス」（調査 1：98.3％/ 調査 2：
98.6％）「接触感染」（96.3％/ 96.7％）「飛沫感染」（95.0％
/ 96.3％）「空気感染」（93.3％/ 94.3％）「濃厚接触」（93.0％
/ 95.6％）に関してはいずれも認知度が 90％以上と高いこ

とが分かる。しかし、「エアロゾル感染」（55.0％/ 59.4％）

「クラスター感染」（77.6％/ 92.2％）「COVID-19」（56.5％
/ 67.8％）「PCR 検査」（73.7％/ 87.4％）に関しては、認知

度は前述の用語に比べて低かったと分かった。特に、「エ

アロゾル感染」「COVID-19」に関しては調査 2 時点でも

認知度は伸びず、「エアロゾル感染」に至っては認知度

60％以下に留まっていた。また、調査 2 の時点でのみ質

問項目に含めた「オーバーシュート」「ロックダウン」に

ついての認知度は、それぞれ 80.5％、85.8％であった。 
 

 
図－1 情報認知について 

 

図－2 自分自身が感染する不安 

 
次に、「自分自身が感染する不安」に関して結果を図－

2 に示す。サンプル全体における不安を感じる人の割合

は、調査 1 時点で「とても不安を感じる」「やや不安を感

じる」合わせて 66.6％であったが、調査 2 時点では 83.4％
と増加している。 
調査 1 から調査 2 の間では、ウイルスによる国民にと

って関与、関心の高い事項や人への影響が顕在化した。

例えば、各自治体や政府からの自粛要請、オリンピック・

パラリンピックの延期決定、タレント志村けん氏の死去

等の事象が代表的である。人々は日常や生活への影響が

明示的になったことで、感染症の脅威をより強く認知し

たのではないかと推測される。 
 次に、これら情報認知と自分自身が感染する不安の関
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連性について検証する。具体的には、調査 1 では 9 の用

語、調査 2 では 11 の用語に関して、「聞いたことがあり、

意味も理解している」「聞いたことがあり意味はなんとな

くわかる」のいずれかで答えた用語の個数を認知度の指

標とし、自分自身の感染が不安と考える回答者（「とても

不安を感じる」「やや不安を感じる」）と、不安と考えな

い回答者（前述の回答以外）で認知度に差異があるか

Mann-Whitney の U 検定にて検証した結果を表－3 に示

す。結果として、調査 1、調査 2 の双方の時点で不安を

感じていた回答者の方が 0.1％有意で認知度が高い傾向

にあった。つまり、パンデミック下で不安を感じた人々

は、情報を積極的に認知、理解することで不安を解消し

ようとした、あるいは情報認知により不安が高まったと

考えられる。 
（２）感染不安とメディア利用の実態 

本研究の主軸は不安感と情報認知の関連性について明

らかにすることだが、認知という状態はメディアによる 
情報取得を前提にしている。ゆえに、パンデミック下の

メディア利用の実態についても分析を行った。なお、本

節で述べる回答結果は、新型コロナウイルス関連の情報

取得に限定されない、全般的なメディア利用について尋

ねたものであるため、その点は留意が必要である。 
a）メディア利用の実態 

 まず、感染拡大期に生じた人々のメディア利用率（利

用/ 非利用）の変化を示す（図－3）。調査 1 では、「ふだ

んのメディア利用」と「ここ一週間のメディア利用」と

いう 2 時点について尋ねているため、調査 2 と合わせて

計 3 時点の利用率が示されている。 
 メディア間の比較では、テレビが最も利用されており、

次いでインターネット［スマートフォン・従来型携帯電

話］、インターネット［パソコン］となっている。テレビ

の利用率（ふだん：93.8％/ 調査 1 ここ 1 週間：93.5％/ 調
査 2 ここ 1 週間：93.7％）は 3 時点においてあまり変化

が見られないが、他のラジオ（39.0%/ 36.3%/ 32.4%）、新

聞（51.7%/ 49.0%/ 48.0%）、雑誌（39.2％/ 31.2％/ 18.2％）、

インターネット［パソコン］（70.2%/ 67.6%/ 62.4%）、イン

ターネット［スマートフォン・従来型携帯電話］（87.6%/ 
87.1%/ 81.9%）は利用率が低下している。 

次に、平均利用時間の観点からメディア利用の変化を

捉える。平均利用時間については、「全く利用しなかった」

＝0 時間、「30 分未満」＝0.5 時間、「30 分以上 1 時間未

満」＝0.75 時間、「1 時間以上 1 時間 30 分未満」＝1.25 時

間、「1 時間 30 分以上 2 時間未満」＝1.75 時間、「2 時間

以上 3 時間未満」＝2.5 時間、「3 時間以上 4 時間未満」

＝3.5 時間、「4 時間以上 5 時間未満」＝4.5 時間、「5 時間

以上 8 時間未満」＝6.5 時間、「8 時間以上」＝8 時間と置

き換え、全体の平均利用時間および「全く利用しなかっ

た」を除いた利用者のみの平均利用時間を算出した。結

果を図－4、次頁図－5に示す。結果、全体平均では、利

用時間に特徴的な変化は見られなかった。 
 

 
図－3 メディア利用率の変化（単位：％） 

図－4 メディア平均利用時間の変化（全体, 単位：時間） 

 
 

 

表－3 情報認知（認知用語の数）と不安の関連性 
 不安 不安でない 

U ｚ ｐ N（調査1/ 調査2） 3128/ 3919 1572/ 781 
 平均値・個 中央値・個 SD 平均値・個 中央値・個 SD 

調査1 7.55 8.00 1.69 7.06 8.00 2.20 2716461.00 6.10 *** 

調査2 9.71 10.00 1.86 8.70 10.00 3.01 1796448.00 8.15 *** 

Mann-Whitney のU検定.  ***p<.001
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連性について検証する。具体的には、調査 1 では 9 の用

語、調査 2 では 11 の用語に関して、「聞いたことがあり、

意味も理解している」「聞いたことがあり意味はなんとな

くわかる」のいずれかで答えた用語の個数を認知度の指

標とし、自分自身の感染が不安と考える回答者（「とても

不安を感じる」「やや不安を感じる」）と、不安と考えな

い回答者（前述の回答以外）で認知度に差異があるか

Mann-Whitney の U 検定にて検証した結果を表－3 に示

す。結果として、調査 1、調査 2 の双方の時点で不安を

感じていた回答者の方が 0.1％有意で認知度が高い傾向

にあった。つまり、パンデミック下で不安を感じた人々

は、情報を積極的に認知、理解することで不安を解消し

ようとした、あるいは情報認知により不安が高まったと

考えられる。 
（２）感染不安とメディア利用の実態 

本研究の主軸は不安感と情報認知の関連性について明

らかにすることだが、認知という状態はメディアによる 
情報取得を前提にしている。ゆえに、パンデミック下の

メディア利用の実態についても分析を行った。なお、本

節で述べる回答結果は、新型コロナウイルス関連の情報

取得に限定されない、全般的なメディア利用について尋

ねたものであるため、その点は留意が必要である。 
a）メディア利用の実態 

 まず、感染拡大期に生じた人々のメディア利用率（利

用/ 非利用）の変化を示す（図－3）。調査 1 では、「ふだ

んのメディア利用」と「ここ一週間のメディア利用」と

いう 2 時点について尋ねているため、調査 2 と合わせて

計 3 時点の利用率が示されている。 
 メディア間の比較では、テレビが最も利用されており、

次いでインターネット［スマートフォン・従来型携帯電

話］、インターネット［パソコン］となっている。テレビ

の利用率（ふだん：93.8％/ 調査 1 ここ 1 週間：93.5％/ 調
査 2 ここ 1 週間：93.7％）は 3 時点においてあまり変化

が見られないが、他のラジオ（39.0%/ 36.3%/ 32.4%）、新

聞（51.7%/ 49.0%/ 48.0%）、雑誌（39.2％/ 31.2％/ 18.2％）、

インターネット［パソコン］（70.2%/ 67.6%/ 62.4%）、イン

ターネット［スマートフォン・従来型携帯電話］（87.6%/ 
87.1%/ 81.9%）は利用率が低下している。 

次に、平均利用時間の観点からメディア利用の変化を

捉える。平均利用時間については、「全く利用しなかった」

＝0 時間、「30 分未満」＝0.5 時間、「30 分以上 1 時間未

満」＝0.75 時間、「1 時間以上 1 時間 30 分未満」＝1.25 時

間、「1 時間 30 分以上 2 時間未満」＝1.75 時間、「2 時間

以上 3 時間未満」＝2.5 時間、「3 時間以上 4 時間未満」

＝3.5 時間、「4 時間以上 5 時間未満」＝4.5 時間、「5 時間

以上 8 時間未満」＝6.5 時間、「8 時間以上」＝8 時間と置

き換え、全体の平均利用時間および「全く利用しなかっ

た」を除いた利用者のみの平均利用時間を算出した。結

果を図－4、次頁図－5に示す。結果、全体平均では、利

用時間に特徴的な変化は見られなかった。 
 

 
図－3 メディア利用率の変化（単位：％） 

図－4 メディア平均利用時間の変化（全体, 単位：時間） 

 
 

 

表－3 情報認知（認知用語の数）と不安の関連性 
 不安 不安でない 

U ｚ ｐ N（調査1/ 調査2） 3128/ 3919 1572/ 781 
 平均値・個 中央値・個 SD 平均値・個 中央値・個 SD 

調査1 7.55 8.00 1.69 7.06 8.00 2.20 2716461.00 6.10 *** 

調査2 9.71 10.00 1.86 8.70 10.00 3.01 1796448.00 8.15 *** 

Mann-Whitney のU検定.  ***p<.001

図－5 メディア平均利用時間の変化（利用者, 単位：時間） 

 
一方、利用者平均では、ラジオ（1.43/ 1.63/ 1.79 時間）、

新聞（0.81/ 0.94/ 1.12 時間）、雑誌（0.80/ 0.95/ 1.33 時間）、

インターネット［パソコン］（2.12/ 2.50/ 2.55 時間）の利

用時間が利用率の減少に反して増加する傾向があった。 
 このように、全体における利用率が低下する一方で、

利用者による利用時間が増加した理由としては、2 点考

えられる。第一に、不安感からメディアによる情報取得

を回避した人、および逆に情報取得を積極的に行った人

の双方が存在した可能性である。第二に、コロナによる

自粛・外出機会の減少に伴い在宅でのメディア利用時間

が増えたことである。この場合、利用率の低下は通勤、

通学中の利用機会が無くなったことで、利用者が限定さ

れたと考えられるだろう。いずれにせよ、本分析結果か

らは断定的な結論は導けない。 
b）メディア利用の増減 

 先述のように、経時的変化において利用率では減少傾

向が見られ、利用時間平均ではラジオ、新聞、雑誌、ネ

ット[パソコン]の利用増加が見られた。この理由の 1 つ

として、メディア利用の増減に関する二極化を推測した。

この着想について補完するため、『「ここ 1 週間のメディ

ア利用時間（調査 1）」―「ふだんのメディア利用時間（調

査 1）」』という合成変数を用いて、メディア利用増群（合

成変数が正の値）、メディア利用減群（合成変数が負の値）、

変化なし群（合成変数の値が 0）の 3 つに回答者をカテ

ゴリー化し、性別、年代の関係性についてクロス集計表

によって分布の偏りを検証した。結果として、ラジオ、

新聞、雑誌、ネットにおいて、性別や年代を要因とした

解釈可能な分布の偏りは見られなかった（結果は省略）

が、20 代、30 代においてテレビの利用減群が比較的多い

（25.4％、24.8%）ことが分かった（表－4）。 
 

表－4 調査1 テレビ利用増減（年代別, 単位：％） 

 N 利用減 利用増 変化なし 
全体 4700 21.8  18.8  59.4  
20 代 940 25.4  18.2  56.4  
30 代 940 24.8  15.7  59.5  
40 代 940 23.2  20.4  56.4  
50 代 940 20.9  19.7  59.5  
60 代以上 940 14.8  19.9  65.3  

χ2（df=8） 47.522*** 
***p<.001 下線は残差分析の結果、p＜.05 で期待値よりも低い, 
太字は期待値よりも高い 
 
 表－4について深堀するため、「事実を適切に伝えてい

る放送が多かった」等、テレビ報道の評価に関する 6 つ

の質問項目について、「そう思う」～「そう思わない」の

5 件法にて尋ねた。回答結果を表－5に示す。 
当該分析結果は、「そう思う」「ややそう思う」と回答

した人、およびそれ以外の回答者をそれぞれ合算し、年

代による各カテゴリの回答分布の差異を検証したもので

ある（表中では「そう思う/ ややそう思う」のみ表記）。

なお、該当期間におけるテレビ非利用者の回答は除外し

た。 
結果として、20 代においてテレビ報道への評価は低い

が、60 代以上ではテレビ報道への評価が高い傾向にあっ

た。 
 

 

表－5 テレビ報道への評価（年代別,  単位：％） 

  

N 

事実を適切に伝

えている放送が

多かった 

医学や保健・衛生

の難しい点をわ

かりやすく伝え

られていた 

どのように予防

対策や行動をす

れば良いか、わか

りやすかった 

国民（視聴者）に

対して、安心さや

冷静さにつなが

る放送が多かっ

た 

何が正しい情報

なのか、わかりに

くかった 

不安を煽るよう

な映像や表現が

多かった 

調査1 調査2 調査1 調査2 調査1 調査2 調査1 調査2 調査1 調査2 調査1 調査2 

全体 4394/4403 32.7  45.1  37.7  49.1  40.4  52.9  22.0  28.7  47.3  47.5  50.6  52.6  

20代 841/ 844 26.9  40.3  33.8  43.1  34.1  48.2  20.7  27.7  54.7  53.0  54.8  58.2  

30代 884/ 872 27.7  36.5  33.9  43.8  37.4  46.9  17.6  24.1  50.1  53.9  54.4  57.0  

40代 876/ 876 29.7  42.5  34.0  45.9  36.0  48.1  20.7  27.2  44.9  44.6  50.9  51.5  

50代 889/ 900 35.0  49.8  39.5  53.0  42.9  58.1  22.8  30.9  42.7  42.8  47.2  49.1  

60代 
以上 

904/ 911 43.9  55.5  46.8  59.1  51.0  62.5  28.0  33.4  44.5  43.9  45.8  47.5  

χ2（df=4） 80.302*** 84.695*** 48.944*** 67.036*** 68.514*** 71.449*** 30.751*** 22.293*** 33.660*** 40.057*** 23.500*** 31.496*** 

***p<.001 下線は残差分析の結果、p＜.05 で期待値よりも低い, 太字は期待値よりも高い 
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具体的には、20 代では「事実を適切に伝えている放送

が多かった」（調査 1：26.9％/ 調査 2：40.3％）や、テレ

ビ報道が情報を「わかりやすく伝えられていた」と感じ

る割合が低く、「何が正しい情報なのかわかりにくかった」

（54.7%/ 53.0%）「不安を煽るような映像や表現が多かっ

た」（54.8%/ 58.2%）と感じる割合が高かった。そして、

この傾向は 20 代ほど顕著とは言えないが、30 代や 40 代

にも見られた。すなわち、若い年代になるほどテレビへ

の信頼が低くなる傾向にあると言える。 
 テレビ報道への評価の低さは、利用時間の減少につな

がると考えられる。つまり、表－4 においてテレビ利用

減群に 20 代、30 代が多く見られたことは、当該年代の

テレビに対する評価の低さに起因する可能性がある。 
c）感染不安とメディア利用の関係性 

 次に、自分自身が感染する不安とメディア利用の関係

性を表－6 に示す。結果として、調査 1 では自分自身が

感染する不安を持つ人の方がテレビ（p<.001）、新聞

（p<.05）、雑誌（p<.05）、インターネット［パソコン］

（p<.05）、インターネット［スマートフォン・従来型携帯

電話］（p<.001）の利用時間が長い傾向にあることが分か

った。また、調査 2 においては、テレビ（p<.001）、イン

ターネット［スマートフォン・従来型携帯電話］（p<.001）
において利用時間が有意に長かった。新聞の利用時間は、

自分自身が感染する不安を持つ人の方が 10％有意水準

で長い傾向にあった。 
 つまり、感染への不安を抱いた人の方が、メディアを、

特にテレビとスマートフォン経由のインターネットを利

用し情報取得を行った、あるいは当該メディアから情報

を得たことで不安が高まったと言える。 

（３）感染不安とリスク 
 最後に、不安は回答者が持つどのような要因と関連し

ているのか分析した。具体的には、新型コロナウイルス

感染症に感染し易い環境や、重症化し易い性質を持つこ

と等をリスクと捉え、不安感（自分自身が感染する不安/ 
同居人が感染する不安）との関連性を検証した。 
前述のリスクとしては、性別、年代、基礎疾患の有無、

居住地域等の要素を検討した。理由としては、男性、高

齢者、基礎疾患を持つ人が感染後、重症化の可能性があ

ると報じられたからである。また、居住地域については、

感染者数が多い地域の方が、感染リスクが高いと考える

回答者が多いと推測される。 
a）自分自身が感染する不安と感染/ 重症化リスク 

まず、性別・年代による差異（次頁、図－6）を見ると、

女性の方が不安を感じる傾向にある。新型コロナウイル

ス感染症は男性の方が重症化し易い、という報道は不安

感にはあまり影響しなかったと言える。年代に関しては、

一概に若者よりも高齢者の方が不安を感じる、という単

純な関係ではないことが分かる。例えば、「とても不安を

感じる」という人の割合は調査 1、調査 2 双方の結果に

おいて、60 代以上の方が少ないという結果になっている

（調査 1：17.9％/ 調査 2：40.9％、双方とも χ2検定の結

果が 0.1％有意）。なお、双方の調査において当該回答の

割合が最も高いのは 30 代（30.7％/ 48.2％）である。しか

し、「まったく不安を感じない」という回答の割合に着目

すると、20 代は調査 1、調査 2 双方において他の年代よ

りも高くなっている（調査 1：6.3％、調査 2：3.4％、双

方とも χ2検定の結果が 0.1％有意）。 
 
 

表－6 不安感とメディア利用時間（単位：時間） 

   不安 不安でない 

U ｚ ｐ N（調査1/ 調査2） 3128/ 3919 1572/ 781 
   平均値・時間 中央値・時間 SD 平均値・時間 中央値・時間 SD 

テレビ 
調査1 3.42 2.50 2.49 2.99 2.50 2.49 2743403.50 6.53 *** 

調査2 3.36 2.50 2.52 2.56 1.75 2.44 1855802.00 9.46 *** 

ラジオ 
調査1 0.58 0.00 1.35 0.62 0.00 1.46 2446203.00 -0.33   

調査2 0.58 0.00 1.45 0.57 0.00 1.46 1543137.00 0.44   

新聞 
調査1 0.48 0.50 0.91 0.43 0.00 0.86 2550595.50 2.28 * 

調査2 0.55 0.00 1.13 0.50 0.00 1.10 1588283.50 1.82 † 

雑誌 
調査1 0.31 0.00 0.77 0.28 0.00 0.80 2547388.50 2.48 * 

調査2 0.24 0.00 0.86 0.27 0.00 1.01 1558246.00 1.20   

インターネット 
[パソコン] 

調査1 1.66 0.75 2.22 1.76 0.75 2.24 2356384.00 -2.38 * 

調査2 1.59 0.75 2.24 1.62 0.75 2.25 1522922.50 -0.22   

インターネット 
[スマートフォン等] 

調査1 2.47 1.75 2.36 2.05 1.25 2.30 2809139.50 8.04 *** 

調査2 2.26 1.25 2.39 1.74 0.75 2.27 1800124.50 7.85 *** 

Mann-Whitney のU検定.  †p<.10, *p<.05, ***p<.001
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具体的には、20 代では「事実を適切に伝えている放送

が多かった」（調査 1：26.9％/ 調査 2：40.3％）や、テレ

ビ報道が情報を「わかりやすく伝えられていた」と感じ

る割合が低く、「何が正しい情報なのかわかりにくかった」

（54.7%/ 53.0%）「不安を煽るような映像や表現が多かっ

た」（54.8%/ 58.2%）と感じる割合が高かった。そして、

この傾向は 20 代ほど顕著とは言えないが、30 代や 40 代

にも見られた。すなわち、若い年代になるほどテレビへ

の信頼が低くなる傾向にあると言える。 
 テレビ報道への評価の低さは、利用時間の減少につな

がると考えられる。つまり、表－4 においてテレビ利用

減群に 20 代、30 代が多く見られたことは、当該年代の

テレビに対する評価の低さに起因する可能性がある。 
c）感染不安とメディア利用の関係性 

 次に、自分自身が感染する不安とメディア利用の関係

性を表－6 に示す。結果として、調査 1 では自分自身が

感染する不安を持つ人の方がテレビ（p<.001）、新聞

（p<.05）、雑誌（p<.05）、インターネット［パソコン］

（p<.05）、インターネット［スマートフォン・従来型携帯

電話］（p<.001）の利用時間が長い傾向にあることが分か

った。また、調査 2 においては、テレビ（p<.001）、イン

ターネット［スマートフォン・従来型携帯電話］（p<.001）
において利用時間が有意に長かった。新聞の利用時間は、

自分自身が感染する不安を持つ人の方が 10％有意水準

で長い傾向にあった。 
 つまり、感染への不安を抱いた人の方が、メディアを、

特にテレビとスマートフォン経由のインターネットを利

用し情報取得を行った、あるいは当該メディアから情報

を得たことで不安が高まったと言える。 

（３）感染不安とリスク 
 最後に、不安は回答者が持つどのような要因と関連し

ているのか分析した。具体的には、新型コロナウイルス

感染症に感染し易い環境や、重症化し易い性質を持つこ

と等をリスクと捉え、不安感（自分自身が感染する不安/ 
同居人が感染する不安）との関連性を検証した。 
前述のリスクとしては、性別、年代、基礎疾患の有無、

居住地域等の要素を検討した。理由としては、男性、高

齢者、基礎疾患を持つ人が感染後、重症化の可能性があ

ると報じられたからである。また、居住地域については、

感染者数が多い地域の方が、感染リスクが高いと考える

回答者が多いと推測される。 
a）自分自身が感染する不安と感染/ 重症化リスク 

まず、性別・年代による差異（次頁、図－6）を見ると、

女性の方が不安を感じる傾向にある。新型コロナウイル

ス感染症は男性の方が重症化し易い、という報道は不安

感にはあまり影響しなかったと言える。年代に関しては、

一概に若者よりも高齢者の方が不安を感じる、という単

純な関係ではないことが分かる。例えば、「とても不安を

感じる」という人の割合は調査 1、調査 2 双方の結果に

おいて、60 代以上の方が少ないという結果になっている

（調査 1：17.9％/ 調査 2：40.9％、双方とも χ2検定の結

果が 0.1％有意）。なお、双方の調査において当該回答の

割合が最も高いのは 30 代（30.7％/ 48.2％）である。しか

し、「まったく不安を感じない」という回答の割合に着目

すると、20 代は調査 1、調査 2 双方において他の年代よ

りも高くなっている（調査 1：6.3％、調査 2：3.4％、双

方とも χ2検定の結果が 0.1％有意）。 
 
 

表－6 不安感とメディア利用時間（単位：時間） 

   不安 不安でない 

U ｚ ｐ N（調査1/ 調査2） 3128/ 3919 1572/ 781 
   平均値・時間 中央値・時間 SD 平均値・時間 中央値・時間 SD 

テレビ 
調査1 3.42 2.50 2.49 2.99 2.50 2.49 2743403.50 6.53 *** 

調査2 3.36 2.50 2.52 2.56 1.75 2.44 1855802.00 9.46 *** 

ラジオ 
調査1 0.58 0.00 1.35 0.62 0.00 1.46 2446203.00 -0.33   

調査2 0.58 0.00 1.45 0.57 0.00 1.46 1543137.00 0.44   

新聞 
調査1 0.48 0.50 0.91 0.43 0.00 0.86 2550595.50 2.28 * 

調査2 0.55 0.00 1.13 0.50 0.00 1.10 1588283.50 1.82 † 

雑誌 
調査1 0.31 0.00 0.77 0.28 0.00 0.80 2547388.50 2.48 * 

調査2 0.24 0.00 0.86 0.27 0.00 1.01 1558246.00 1.20   

インターネット 
[パソコン] 

調査1 1.66 0.75 2.22 1.76 0.75 2.24 2356384.00 -2.38 * 

調査2 1.59 0.75 2.24 1.62 0.75 2.25 1522922.50 -0.22   

インターネット 
[スマートフォン等] 

調査1 2.47 1.75 2.36 2.05 1.25 2.30 2809139.50 8.04 *** 

調査2 2.26 1.25 2.39 1.74 0.75 2.27 1800124.50 7.85 *** 

Mann-Whitney のU検定.  †p<.10, *p<.05, ***p<.001

 

 
図－6 自分自身が感染する不安（性別、年代別） 

 
つまり、不安感が低い集団の中では、若者が比較的目立

ちやすかった可能性があると言えよう。 
年代に関して、より分かりやすく差異を理解するため、

調査1時点の不安感を1点から5点のスケールと見なし、

年代を説明変数として Kruskal-Wallis 検定を行った結果

が表－7である。差異があったのは 30 代と 50 代、30 代

と 60 代であり、いずれも 30 代の方が不安感の順位が高

いという結果であった。なお、調査 2 の時点の不安感も

同様に、数量的に捉えるため、Kruskal-Wallis 検定を行っ

たが、結果は有意とならなかった。 
このように、年代に関する分析結果を総合すると、20

代が取り立てて不安感が低かったとは言えない。しかし、

不安感が低い回答者は他の年代と比較すると 20 代の若

者に多かったと言える。 
 

表－7 年代ごとの不安得点（調査1）  
平均値 SD 中央値 検定統計量 

20 代 ab 3.69 1.18 4.00 25.43*** 
30 代 a 3.80 1.14 4.00 
40 代 ab 3.72 1.10 4.00 
50 代 b 3.64 1.10 4.00 
60 代以上b 3.63 1.02 4.00 

Kruskal-Wallis検定  ***p<.001 
abはペアごとの比較の結果。aとbの間に差があることを示す。 

 
次に、基礎疾患の有無に関して自分自身が感染する不

安感の集計結果を、図－7 に示す。基礎疾患を持つ回答

者のほうが調査 1、調査 2 双方の時点において不安感が

高い傾向にあった（調査 1：30.0％、χ2 検定が 5％有意、

調査 2：48.9％有意差なし）。また、居住地域に関しては、

解釈可能な差異は見られなかった（図－8）。 

 

図－7 自分自身が感染する不安（基礎疾患の有無別） 

図－8 自分自身が感染する不安（居住地域別） 

 
この結果には、感染者数の推移に加えて、直近の社会事

象が関連していると思われる。まず、調査 1 実施時点で

は、新規感染者数の地域差は顕著ではない。故に、この

時点で新型コロナは全国民にさほど不安感を与えなかっ

たと思われる。一方で、調査 2 の直近では志村けん氏の

死去が報じられており、地域を超えて新型コロナウイル

スの脅威が共有されたのではないかと思われる。 
b）同居人が感染する不安とリスク 

感染への不安感は、自分自身に対するものだけではな

く、他者に対するものも存在するはずである。そこで、

同居人の持つリスクと同居人が感染する不安感の高低は

関連するか分析を行った（図－9）。 
 

図－9 同居人（高齢者/ 基礎疾患あり/ 乳幼児）が 

   感染する不安 

災害情報　No.19-1  2021 79



なお、前述のように、ここで尋ねた「不安」は自分自

身が感染する不安ではなく、回答者が感じる、同居人が

感染する不安である。また、リスク属性としては、高齢、

基礎疾患がある、乳幼児の 3 つを考慮した。 
各リスク属性を比較してみると、調査 1、調査 2 双方

の時点において、最も乳幼児の場合が感染する不安感

（「とても不安を感じる」「やや不安を感じる」合算）が

高くなっている（調査 1：87.2％, 調査 2：92.7％）。乳幼

児に関しては、重症化リスクが特段指摘されていた訳で

はないが、他の 2 者よりも相対的に感染への懸念が持た

れていたと言える。また、高齢者に対する不安を感じる

人の割合は、他の属性と比較して調査 1、調査 2 双方の

時点において最も低い傾向にあった。理由として、基礎

疾患を持つ人や乳幼児は、病院等「感染リスクが高い」

イメージがある場所に比較的頻繁に外出せざるを得ない

ため、不安感が高くなり、相対的に高齢者に対する不安

が低く見えたと思われる。しかし、これは推測の域をで

ないため、さらなる検証が必要だろう。 
 さらに、同居人の高齢者が感染する不安ついて、回答

者自身も高齢（65 歳以上）である場合、高齢でない場合

と比較して差異が見られるかどうか検証した（図は省略）。 

調査 1 では「とても不安を感じる」において差が見られ

たが（高齢者該当/ 非該当, 22.0%/35.1%）、「やや不安を感

じる」を合算した全体的な不安感としては大きな差は見

られなかった（合算値 69.2％/ 71.9%）。また、調査 2 時点

では概して、回答に差異は見られなくなっていた。 
c）不安を感じない理由 
なお、調査 2 においては自分自身が感染する不安をあ

まり、あるいはまったく感じないと回答した者（n=395）
に対し、不安を感じない理由についても尋ねた（図－10）。 

 

 
図－10 不安を感じない理由（n=395） 

 
比較的肯定的回答の割合が高かったものは、「ウイルス

に対して、気を付けるべき注意点がわかってきたから」

（29.6％）「重篤な状態になったり、死に至る確率が低そ

うだから」（29.6％）であった。また、「自分が感染するこ

とはないと思っているから」（21.5％）という回答も 3 番

目に割合が多い回答であった。また、不安を感じない理

由について、年齢による回答の差異を確認する（表－8）。

差異が見られたものは、記載の 2 項目であり、いずれも

60 代以上が高い割合となっていた。 
 

表－8  不安を感じない理由の年代差（単位：％）  
ウイルスに対して、

気を付けるべき注意

点がわかってきたか

ら 

有効と考えられる治

療薬の開発や臨床試

験が進みそうだから 

20代（n=95） 24.2  5.3  

30代（n=84） 17.9  4.8  

40代（n=66） 25.8  6.1  

50代（n=78） 38.5  7.7  

60代（n=72） 44.4  16.7  

χ2（df=4） 17.896** 10.020* 

*p<.05, **p<.01 下線は残差分析の結果、p＜.05 で期待

値よりも低い, 太字は期待値よりも高い 
 
 以上のように、「自分自身が感染する不安」、「同居人が

感染する不安」の 2 つの不安と、個人や他者の持つ感染

や重症化のリスクは、概して強い関連性を示すとは言え

なかった。基礎疾患を持つ回答者は、そうでない回答者

よりも不安感を感じる傾向にあったが、強いものではな

かった。また、年代による差異は、単純に高齢者が高い

不安感を持ち、若者がその逆である、という訳ではなく、

あくまで不安感を抱かない人の中で、若者の割合が比較

的多かったという事実に留まることが明らかになった。 
 
４．結論 

分析結果より得た知見の要点を、以下に整理する。 
［不安感と情報認知］自分自身が感染する不安がある人

の方が、新型コロナウイルス感染症に関する用語の認知

度が高い傾向にあった。 
［不安感とメディア利用］自分自身が感染する不安があ

る人の方が、テレビや、スマートフォン経由のインター

ネットの利用時間が長かった。 
［メディア利用の実態］メディアの中で、最も利用率が

高いものはテレビであり、次いでインターネットであっ

た。利用時間は、減少する人と増加する人の双方が見ら

れた。そして、20 代、30 代はテレビ報道を「不安を煽っ

ている」等低く評価しており、他の年代よりもテレビ離

れを起こす傾向があった。 
［リスク属性と不安感］性別や年代による重症化のリス

クは不安感との著しい関連性は見られなかった。しかし、

性別では女性の方が、年代においては 30 代の不安が高く

なるという傾向があった。また、居住地域による不安感

の差異は見られなかった。回答者本人の基礎疾患の有無

と不安感については、調査 1 時点のみ有意な関連性が見

られた。 
［同居人が感染する不安］同居人が感染する不安につい

ては、高齢者、基礎疾患あり、乳幼児のうち、比較的乳

幼児に対して感染の不安を抱く回答が多かった。重症化

のリスク自体は高齢者、基礎疾患を持つ人の方が高いと
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なお、前述のように、ここで尋ねた「不安」は自分自

身が感染する不安ではなく、回答者が感じる、同居人が

感染する不安である。また、リスク属性としては、高齢、

基礎疾患がある、乳幼児の 3 つを考慮した。 
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の時点において、最も乳幼児の場合が感染する不安感

（「とても不安を感じる」「やや不安を感じる」合算）が

高くなっている（調査 1：87.2％, 調査 2：92.7％）。乳幼

児に関しては、重症化リスクが特段指摘されていた訳で

はないが、他の 2 者よりも相対的に感染への懸念が持た
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が低く見えたと思われる。しかし、これは推測の域をで

ないため、さらなる検証が必要だろう。 
 さらに、同居人の高齢者が感染する不安ついて、回答

者自身も高齢（65 歳以上）である場合、高齢でない場合

と比較して差異が見られるかどうか検証した（図は省略）。 

調査 1 では「とても不安を感じる」において差が見られ

たが（高齢者該当/ 非該当, 22.0%/35.1%）、「やや不安を感

じる」を合算した全体的な不安感としては大きな差は見

られなかった（合算値 69.2％/ 71.9%）。また、調査 2 時点

では概して、回答に差異は見られなくなっていた。 
c）不安を感じない理由 
なお、調査 2 においては自分自身が感染する不安をあ

まり、あるいはまったく感じないと回答した者（n=395）
に対し、不安を感じない理由についても尋ねた（図－10）。 

 

 
図－10 不安を感じない理由（n=395） 

 
比較的肯定的回答の割合が高かったものは、「ウイルス

に対して、気を付けるべき注意点がわかってきたから」

（29.6％）「重篤な状態になったり、死に至る確率が低そ

うだから」（29.6％）であった。また、「自分が感染するこ

とはないと思っているから」（21.5％）という回答も 3 番

目に割合が多い回答であった。また、不安を感じない理

由について、年齢による回答の差異を確認する（表－8）。

差異が見られたものは、記載の 2 項目であり、いずれも
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表－8  不安を感じない理由の年代差（単位：％）  
ウイルスに対して、

気を付けるべき注意

点がわかってきたか
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有効と考えられる治

療薬の開発や臨床試

験が進みそうだから 

20代（n=95） 24.2  5.3  

30代（n=84） 17.9  4.8  

40代（n=66） 25.8  6.1  

50代（n=78） 38.5  7.7  

60代（n=72） 44.4  16.7  
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 以上のように、「自分自身が感染する不安」、「同居人が

感染する不安」の 2 つの不安と、個人や他者の持つ感染

や重症化のリスクは、概して強い関連性を示すとは言え

なかった。基礎疾患を持つ回答者は、そうでない回答者

よりも不安感を感じる傾向にあったが、強いものではな

かった。また、年代による差異は、単純に高齢者が高い

不安感を持ち、若者がその逆である、という訳ではなく、

あくまで不安感を抱かない人の中で、若者の割合が比較

的多かったという事実に留まることが明らかになった。 
 
４．結論 

分析結果より得た知見の要点を、以下に整理する。 
［不安感と情報認知］自分自身が感染する不安がある人

の方が、新型コロナウイルス感染症に関する用語の認知

度が高い傾向にあった。 
［不安感とメディア利用］自分自身が感染する不安があ

る人の方が、テレビや、スマートフォン経由のインター

ネットの利用時間が長かった。 
［メディア利用の実態］メディアの中で、最も利用率が

高いものはテレビであり、次いでインターネットであっ

た。利用時間は、減少する人と増加する人の双方が見ら

れた。そして、20 代、30 代はテレビ報道を「不安を煽っ

ている」等低く評価しており、他の年代よりもテレビ離

れを起こす傾向があった。 
［リスク属性と不安感］性別や年代による重症化のリス

クは不安感との著しい関連性は見られなかった。しかし、

性別では女性の方が、年代においては 30 代の不安が高く

なるという傾向があった。また、居住地域による不安感

の差異は見られなかった。回答者本人の基礎疾患の有無

と不安感については、調査 1 時点のみ有意な関連性が見

られた。 
［同居人が感染する不安］同居人が感染する不安につい

ては、高齢者、基礎疾患あり、乳幼児のうち、比較的乳

幼児に対して感染の不安を抱く回答が多かった。重症化

のリスク自体は高齢者、基礎疾患を持つ人の方が高いと

言われていたが、単純な数値の比較上はそれらの特徴は

反映されなかった。 
［不安を感じない理由］感染の不安を感じない回答者の

その理由としては、「ウイルスに対して、気を付けるべき

注意点がわかってきたから」「重篤な状態になったり、死

に至る確率が低そうだから」といった回答が多かった。

また、不安を感じない理由について、「自分が感染するこ

とはないと思っているから」等の状況の軽視に関する項

目において、年代差による偏りは確認されなかった。つ

まり、若者の危機意識が低いといった報道から推測され

る、不安感の差異は得られなかったと言える。 
 このように、パンデミック下における、不安感と情報

行動の様相が明らかになった。すなわち、不安感とメデ

ィアを介した情報取得、情報認知に関して、不安感を持

つ回答者の方がメディアにより接触しており、新型コロ

ナウイルスに関する情報を認知、理解していることが分

かった。しかし、メディア利用においては、年代やそれ

に付随する特定のメディアに対する信念など、不安以外

の要因により、メディアの利用時間が減少する場合もあ

ると言える。よって、パンデミックのような異常事態の

際には、各年代のメディアに対する評価を予め認知し、

どのようなメディアで、どのような情報を発信するのか

慎重に検討する必要があると言えよう。 
 また、男性や高齢であるといった、個人の持つ重症化

のリスクや、居住地域による感染のリスクは、必ずしも

不安感を喚起するとは限らなかった。考えられる理由と

しては、全体における不安を感じない理由として「ウイ

ルスに対して、気を付けるべき注意点がわかってきたか

ら」という回答が比較的多かったことから推測するに、

情報を取得して知識が深まることが、不安感の低さと関

係する可能性がある。この回答傾向は、感染/ 重症化リス

クが高い 60 代の高リスク層ほど顕著であった。 
 なお、時折若者の危機意識の低さが報道にて問題視さ

れたが、本研究において若者が感染症を軽視する状況は

顕在化しなかった。全く感染の不安を抱かなかったとい

う回答者の中で、20 代の割合が高かったことは事実であ

る。しかし、不安を感じない理由において、「死に至る確

率が低そう」「自分は感染することはないと思っている」

などの項目に年代差は見受けられなかった。 
 最後に、今後の研究の方向性について 3 点指摘できる。 
第一に、メディア利用行動の細分化である。今回分析

ではテレビ、インターネットといったメディアの利用時

間に関する分析を行ったが、取得した情報内容について

のデータは得ていない。また、メディア利用者がメディ

アによってどのような情報内容にアクセスしていたかを

具体的に尋ねることにより、より情報施策に生かし得る

知見を得ることが可能であろう。 
 第二に、不安と情報行動の因果関係の特定である。本 
研究では横断的なデータ分析を行ったため、不安が情報 
行動へ影響したのか、あるいは情報行動が不安へと影響 

したのかを断定するまでに至らなかった。今後は双方の 
因果関係を弁別して捉えることで、より精緻に不安と情 
報行動について、連関の様相を捉えることができるだろ 
う。 
 最後に、不安と性別、年代の関連性についての探究で 
ある。感染症のリスクから推測される結果と異なり、女 
性、30 代といった要因が不安と関連性を持っていたこと 
は興味深い。この点について、今後パンデミック以外の 
ケースとの比較など、詳細な検討が必要であろう。 
以上の 3 点を踏まえた継続的研究を行っていく必要性

はあるが、本研究において明らかになった不安と情報行

動の実態は、今後のリスク・コミュニケーションにおい

て効果的な施策を考える上で有益なものである。 
具体的には、年代の違いにより、メディア利用実態や、

メディアに対する評価が異なることを踏まえ、発信者側

が情報発信メディアの選択を行うこと等が考えられる。

また、不安感に関しては、過度な不安感は心理的健康を

損なうため注意が必要であるが、適切な不安感は情報行

動を含めた、感染防止行動の動因として重要である可能

性を踏まえ、特定の属性の人に過度な不安を与えないよ

うメッセージ発信に配慮するとともに、不安を比較的感

じにくい人たちへの集中的注意喚起を行うことが必要だ

ろう。 
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ABSTRACT 
 

The current study aims to investigate the relationship between understanding to COVID-19 information and anxiety 
about infection. In addition, the current study explores the relationship between anxiety and media consumption as a 
means of understanding. 

Data from two research projects each consisting of questionnaire responses from 4700 subjects（total 9400）were 
analyzed, and three key results were found. 

Firstly, those who felt anxiety about infection had higher understanding than those who did not feel anxiety. 
Secondly, those who felt anxiety about infection spent more time consuming media, especially TV and the Internet 
through smartphones and mobiles, than those who did not feel anxiety. Finally, the extent of anxiety did not strongly 
relate to the participants’ infection and aggravation risk. Therefore, at the stage of early March and April, it appears 
that anxiety about infection may have led some people to decrease their anxiety by obtaining more information about 
COVID-19. 
 
 

Keywords：COVID-19, Media consumption, Understanding, Anxiety 
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学会誌編集委員会関連規定及び投稿に関する規程 
 

１ 学会誌編集委員会運営細則 

（通則） 
第1条 本運営細則は、日本災害情報学会運営規程（以

下、「学会運営規程」という）第１２条（５）及び第

13条（５）に規定された学会誌編集委員会の運営につ

いて、学会運営規程第22条第１項に基づく運営細則と

して定められたものである。学会誌編集委員会の運営

については、学会運営規程第14条から第16条及び第

22条によるほか、この細則によるものとする。 
 

（組織及び構成） 
第２条 本委員会には、委員長（１名）、副委員長（１名）

および幹事（若干名）を置き、委員長、副委員長及び

幹事を含め委員は１５名程度とする。 
 ２ 委員長は、正会員より会長が指名し、理事会の承

認を得る。 
  ３ 副委員長、幹事、委員は、委員長が正会員より指

名し、理事会の承認を得る。 
４ 本委員会に事務局長の出席を求めることができる。 

 

（所掌事務） 
第３条 本委員会の所掌事務は、会則第４条の趣旨に則

り災害情報に関する論文、調査報告、事例紹介等の発

表の場として学会誌「災害情報」を編集・刊行し、災

害情報研究の向上と発展に資するとともに、広く災害

情報の社会的重要性を喚起することである。 
 

(小委員会の設置) 
第４条 学会誌の編集・刊行に関連する事項を協議する

ために、本委員会に小委員会を設置することができる。 
 

(本運営細則等の改廃) 
第５条 本委員会の運営を円滑に行うために定める内規

等を除き、本運営細則及び本委員会の所掌事務に係る

規則等の改廃は、本委員会の議を経て理事会の承認を

得なければならない。 
 

付 則 
本運営細則は、平成14年9月1日から施行する。 
本運営細則の改正は、平成25年10月27日から施行する。 
本運営細則の改正は、平成26年10月26日から施行する。 
 

２ 投稿規定 

 
１．論文 
 論文の内容は、防災・災害情報に新たな貢献が期待で

きるもので、結論の導出過程が適切であるものとする。

なお防災および災害情報に新たな貢献ができるものであ

れば、従来の学術論文の体裁にとらわれず、下記の内容

に該当するものも論文の対象とする。 
・災害情報に関する理論的・実証的な研究成果で，対象

の開拓，新しい点・手法の導入，従来手法の統合化など

によって明確な結論を得たオリジナリティの高いもの。 
・災害情報に関する理論的・実証的な研究成果で，有用

な結果を得たもの。 
・調査報告（災害情報に関わる調査結果を，客観的に報

告したもの） 
・事例紹介（災害情報に関わる様々な取り組み，事例に

ついて紹介したもの） 
 
２．投稿者 
投稿は本会会員に限る。ただし，本会の依頼した原稿の

場合はその限りではない。 
 
３．投稿 
(1)投稿原稿は，原則として他雑誌において未発表でかつ

査読中にないものとする． 
(2)会員は投稿規定に基づき、投稿原稿（和文および英文

の要約を含む）のコピー３部および電子記録媒体（Ｃ

Ｄ等）に，必要事項を記入した申し込みフォーマット

を添えて本会編集委員会宛に提出する。また、メール

で学会宛に論文を送付する。 
(3)投稿原稿は随時受け付け，学会誌刊行予定日の６ヶ月

前に締め切り，編集作業を開始する． 
 
４．投稿原稿の区分 
 論文は、査読論文、特集論文、報告（調査団報告など）

からなる。 
 
５．査読及び編集 
(1)投稿原稿は，編集委員会の定める編集規定に従って，

掲載の可否を決定する。 
(2)初校校正は著者が自らの責任で行う。なお，校正は誤

字・脱字等の編集にかかわる修正のみとし，内容にか

かわる変更は再査読の対象とする。 
(3)カラーページの印刷には対応しない。 
(4)掲載著作物の別刷り印刷には対応しない。 
 
 

災害情報　No.19-1  202184



 
 

232                                    災害情報 No.17 2019  

学会誌編集委員会関連規定及び投稿に関する規程 
 

１ 学会誌編集委員会運営細則 

（通則） 
第1条 本運営細則は、日本災害情報学会運営規程（以

下、「学会運営規程」という）第１２条（５）及び第

13条（５）に規定された学会誌編集委員会の運営につ

いて、学会運営規程第22条第１項に基づく運営細則と

して定められたものである。学会誌編集委員会の運営

については、学会運営規程第14条から第16条及び第

22条によるほか、この細則によるものとする。 
 

（組織及び構成） 
第２条 本委員会には、委員長（１名）、副委員長（１名）

および幹事（若干名）を置き、委員長、副委員長及び

幹事を含め委員は１５名程度とする。 
 ２ 委員長は、正会員より会長が指名し、理事会の承

認を得る。 
  ３ 副委員長、幹事、委員は、委員長が正会員より指

名し、理事会の承認を得る。 
４ 本委員会に事務局長の出席を求めることができる。 

 

（所掌事務） 
第３条 本委員会の所掌事務は、会則第４条の趣旨に則

り災害情報に関する論文、調査報告、事例紹介等の発

表の場として学会誌「災害情報」を編集・刊行し、災

害情報研究の向上と発展に資するとともに、広く災害

情報の社会的重要性を喚起することである。 
 

(小委員会の設置) 
第４条 学会誌の編集・刊行に関連する事項を協議する

ために、本委員会に小委員会を設置することができる。 
 

(本運営細則等の改廃) 
第５条 本委員会の運営を円滑に行うために定める内規

等を除き、本運営細則及び本委員会の所掌事務に係る

規則等の改廃は、本委員会の議を経て理事会の承認を

得なければならない。 
 

付 則 
本運営細則は、平成14年9月1日から施行する。 
本運営細則の改正は、平成25年10月27日から施行する。 
本運営細則の改正は、平成26年10月26日から施行する。 
 

２ 投稿規定 

 
１．論文 
 論文の内容は、防災・災害情報に新たな貢献が期待で

きるもので、結論の導出過程が適切であるものとする。

なお防災および災害情報に新たな貢献ができるものであ

れば、従来の学術論文の体裁にとらわれず、下記の内容

に該当するものも論文の対象とする。 
・災害情報に関する理論的・実証的な研究成果で，対象

の開拓，新しい点・手法の導入，従来手法の統合化など

によって明確な結論を得たオリジナリティの高いもの。 
・災害情報に関する理論的・実証的な研究成果で，有用

な結果を得たもの。 
・調査報告（災害情報に関わる調査結果を，客観的に報

告したもの） 
・事例紹介（災害情報に関わる様々な取り組み，事例に

ついて紹介したもの） 
 
２．投稿者 
投稿は本会会員に限る。ただし，本会の依頼した原稿の

場合はその限りではない。 
 
３．投稿 
(1)投稿原稿は，原則として他雑誌において未発表でかつ

査読中にないものとする． 
(2)会員は投稿規定に基づき、投稿原稿（和文および英文

の要約を含む）のコピー３部および電子記録媒体（Ｃ

Ｄ等）に，必要事項を記入した申し込みフォーマット

を添えて本会編集委員会宛に提出する。また、メール

で学会宛に論文を送付する。 
(3)投稿原稿は随時受け付け，学会誌刊行予定日の６ヶ月

前に締め切り，編集作業を開始する． 
 
４．投稿原稿の区分 
 論文は、査読論文、特集論文、報告（調査団報告など）

からなる。 
 
５．査読及び編集 
(1)投稿原稿は，編集委員会の定める編集規定に従って，

掲載の可否を決定する。 
(2)初校校正は著者が自らの責任で行う。なお，校正は誤

字・脱字等の編集にかかわる修正のみとし，内容にか

かわる変更は再査読の対象とする。 
(3)カラーページの印刷には対応しない。 
(4)掲載著作物の別刷り印刷には対応しない。 
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６．著作権 
 本学会はその学会誌の編集著作権を持つ．本学会誌掲

載の著作物の著作権は当該著者がもつ．なお著者が自ら

の用途のために本学会誌掲載論文の掲載論文等を他の著

作物（主として書籍など）に転載する場合にはその旨を

明記することとし、他の著作物発刊者が許容する限りに

おいては制限はしない。 
 
 

３ 編集規程 

 

１．査読 
(1)編集委員会は、各投稿原稿について、学会員の中から

論文については３名の査読員を選び、別紙書式により査

読を依頼する。ただし、必要に応じて学会員以外に査読

を依頼することができる。 
(2)査読結果は、下記の評価区分で表記する。 
Ａ－－－掲載可 
Ｂ－－－部分的な修正をすれば掲載可 
Ｃ－－－大幅な修正をすれば掲載の可能性がある 
Ｄ－－－掲載不可 
 (3)投稿者および査読員の氏名は相互に匿名とする。査

読および編集を通じて、個人のプライバシーは保護され

なければならない。 
(4)編集委員からの所定回数の督促にもかかわらず、査読

員が査読結果を提出しない場合には、編集委員会は査読

員を変更することができる。 
(5)査読結果が相違した場合については、基本的に低いラ

ンク扱いとし、２ランク以上の相違がある場合は編集委

員会で検討する。また、また、その措置にあたって、編

集委員会は査読員から意見を求めることができる。 
 
２．原稿修正 
(1)査読が終了次第、編集委員会は査読結果に基づいて、

掲載の可否、査読員のコメントおよび原稿修正期間の指

示等を投稿者に通知する。 
(2)原稿修正期間については、１ヶ月を標準とする。 
(3)修正原稿掲載の可否は、原則として、編集委員会が最

終判定する。 
(4)編集委員会は最終判定終了次第、前条に従って、投稿

者に結果を通知する。 
 
３．依頼原稿等 
(1)依頼原稿は本会の編集委員会が依頼した原稿であり，

投稿規定に準ずるものとする。 
(2)学会大会における会長講演・記念講演等および学会が

行うシンポジウム・講演会等の報告は、これを掲載する

ことができる。 
 

(3)依頼原稿，シンポジウム報告等の掲載可否は、編集委

員会が判定する。 
 
４．編集委員 
 編集委員は、編集委員会の会議に出席し、編集および

審査に関する事項を審議し、次の編集の実務を行う。 
(1)学会誌各号の目次の決定 
(2)特集の企画、依頼 
(3)学会活動報告の編集 
(4)編集後記の執筆 
(5)投稿原稿の審査に関する諸措置 
(6)編集委員会規程、同施行細則および編集規程・投稿規

定・執筆要領の点検と改正 
(7)その他 
 
 

４ 執筆要領 
 
１． 言語  
投稿原稿は和文に限る。 
 
２． 原稿の形式と分量 
論文の分量は 20,000 字以内（10 頁以内）とする。分量

計算はすべて文字数を単位とする。文字数には題名、

著者名、所属、和文要約、図表、注、参考文献すべ

てを含む。英文要約は含めない。図表の文字数は面

積相当とする。編集委員会が指定した場合はこの限

りではない。 
 
３． 所属 
所属は原則１箇所のみ記載する。掲載時の所属が投稿時

の所属と変わった場合、投稿時の所属のみを記載す

る。著者の肩書きは記載しない。 
 
４． 要約、キーワード 
論文は、題名、著者名、所属、メールアドレス、英文タ

イトル、英文著者名、所属、英文要約、英文キーワ

ードを添付すること。 
(1) 表題紙には、題名の全文、著者名、所属のみを記す。 
(2) 和文要約は、600 字以内のものを本文の前に添付す

る。 
(3) 英文要約は、130 ワード以内のものを本文の後に添

付する。 
(4) キーワードは日本語・英語各５語以内で、要約の後

に各々記載する。 
 
 
５． 原稿フォーマット 
原稿作成にあたっては、学会ホームページにある投稿論
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文フォーマットを用いること。 
MS明朝10pt、英数字はTimes New Roman10pt、25

文字（字送り 9.25pt）、50 行（行送り 14.25pt）で

作成し、余白上 20mm、下 25mm、左 20mm、右

20mm、ヘッダー10mm、フッター10mm、奇数/
偶数ページ別指定で作成し、ヘッダーに論文種別を、

頁番号をセンタリングで記載する。 
 
６． 原稿の書式 
(1) 題名 題名は20pt、センタリングすること。 
(2) 氏名 氏名はスペースを空けない 
(3) 本文 本文はMS 明朝 10pt、英数字はTimes New 

Roman10ptを用いてください。「（ ）」は原則、全

角を用いる。 
 
(4) 章題、節題、表題、図題 原則 MS ゴシック 10pt

を用いてください。 
(5) 題名 副題の前後には「―（ダッシュ）」をつける「～

（波型）」「‐（ハイフン）」「－（マイナス）」は用い

ないこと 
(6) 図表 図表は鮮明なものを用いること。図表はそれ

ぞれ１から順に番号を打ち、本文中の該当箇所で引

用すること。写真は図として掲載する。著作権者の

了解を得ることなく、他者の図版を転用してはなら

ない。 
(7) 段組 原稿はＡ４版の用紙を使って、25字×50行の

2段組で印字する。 
(8) 注釈 注と文献リストを別々にする。注は、本文中

の該当箇所の右肩に上付き文字で1)から順に番号を

打ち、注自体は本文の後にまとめて記載すること。

文献・資料類は基本、参照文献に記載すること。注

釈に記載しても参照文献に記載すること 
(9) 挙示 参考文献の本文における挙示は、著者名（発

行年）または（著者名，発行年）、もしくは著者名（発

行年：ページ数）または、（著者名，発行年：ページ

数）とする。 
本文中での文献の引用は，以下を参考にする。 
（ア）･･････例えば阿部（1991）のように， 
（イ）･･････これらの研究（Abe et al., 1987a；Abe et al., 

1987b；廣井，1999）によれば、、、。 
(10) 文献 参照文献は、著者名（発行年）題名，出版社

（欧文の場合はその前に出版社 所在地 都市名を併

記）の順に記載すること。性と名の間はあけないこ

と。論文の引用としての「 」、文献の引用としての

『 』は用いないこと。欧文の書名はイタリック体

にすること。著者が複数いる場合には、「・（中点）」

でつなげる。参照文献において著者名は省略しない

（本文ではこの限りではない）。参照文献リストは、

アルファベット順もしくは 50 音順で記載。同一著

者のものは発表年代順に並べる。 

(11) ホームページ 参照したホームページは、原則参考

文献に記載し、著者（ホームページの所有者等）、タ

イトル（参照年月日：○○○○年○月○日）とURL
を明記する。URLの下線は外すこと。 

リンク切れの場合は「入手先URL（現在参照不可）」と

記入する。サイトがリンク切れとなった場合でも，

読者・差読者からの質問に対応できるよう，当該画

面が保存されているものであること。 
(12) オンラインジャーナル、ネット上の論文 原則文献

の記述方法を行った後に、URL を記載する。URL
の下線は外すこと。参照年月日は不要。 
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災害対応サイクルと 
長期継続ラジオの関係性に関する考察 

―「ネットワーク 1･17」の分析に基づいて― 
 
 

大牟田智佐子１・澤田雅浩２・室﨑益輝３ 

  
１毎日放送 報道局クロスメディア部（chisako@mbs.co.jp） 
２兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科（sawada@drg.u-hyogo.ac.jp） 
３兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科（yoshiteru_murosaki@drg.u-hyogo.ac.jp） 

 

和文要約 
 

災害対応では発生から応急対応、復旧・復興を経て被害抑止・軽減に至るサイクルを循環させる

ことが望ましいとされる。防災機関としての放送においてもこのサイクルに則した報道を行い、被

害抑止・軽減に貢献することが求められる。そこで、災害対応サイクルに則した報道のあるべき姿

や課題を明らかにするため、阪神・淡路大震災以来 24 年以上継続するラジオ番組を対象に、放送内

容の特徴とその変化を分析した。その結果、一つの災害に絞って長期的に災害報道を継続すると災

害対応のサイクルに沿うように報道内容も変遷していたことがわかった。また一つの番組を続ける

なかで、学識経験者や支援者らが「おなじみ」となる程度まで繰り返し出演することにより放送内

容を深めることが可能となり、長期災害報道のためには重要であることが明らかとなった。 
    

 
キーワード：ラジオ、長期災害報道、災害対応サイクル、ネットワーク 1･17 

 
 

１．はじめに 
廣井（1996：7）は災害時における放送の役割について、

「自然災害が多発するわが国では放送局は被害状況を報

道するという報道機関本来の役割のほか、地域住民の生

命と財産を保護する『防災機関』としての役割を期待さ

れている」と述べている。 

放送法第 108 条では「災害の場合の放送」を次のよう

に規定している。「基幹放送事業者は、国内基幹放送等を

行うに当たり、（中略）災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を

軽減するために役立つ放送をするようにしなければなら

ない」。放送メディアは災害の予防と被害の軽減のための

放送を法律によって義務付けられているが、放送期間に

関する特段の定めはなく、目前に迫った災害に対する防

災・減災報道１）を定めた法律とも解釈可能である。しか

しながら近年頻発する災害を見ると、直前の啓発放送の

みが求められているわけではない。 

災害時の放送に求められるものが被害報道のみでも直

前の啓発のみでもないとすれば、何が求められるだろう

か。米国緊急事態管理庁FEMAは災害対応をpreparedness
（被害軽減）、response（対応）、recovery（復旧）、mitigation
（被害抑止）の 4 つのフェーズに分け、訓練を実施して

いる（たとえばFEMA, 2015：Drabek, 1996）。この考え

方は広く取り入れられており、放送もこれに則した形で

災害直後の緊急報道から復旧・復興報道、そして防災・

減災報道に至るまで報道を続けることにより、フェーズ

に応じた適切な内容を提供し、災害の予防と被害軽減に

貢献できる可能性がある。そこで本研究では一つの災害

に着目して、長期の災害報道２）が災害対応サイクルに則

した放送となるのかについて、これまでの放送履歴を元

に検証する。その結果をふまえ、災害対応サイクルに則

した放送とするために必要な要素についても検討する。 

 
２．先行研究 
災害時の放送におけるテレビとラジオの役割の違いは

1964年新潟地震で確立したとされる（廣井，1996：12-13）。
ラジオは被災地向け、テレビは被災地外へという基本的

立場はその後の災害放送を一貫して貫く基本的立場とな
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った。放送の影響力においてはテレビがラジオを上回る

かもしれないが、被災地向けという立場をとるラジオは、

災害報道において重要な役割があると考えられる。一方

でラジオの聴取者は減少傾向にある。ただし、世論調査

では「聞く番組は習慣でだいたい決まっている」（56%）

「いつも決まったラジオ局を聞いている」（45%）と、ラ

ジオの習慣性を示す結果も出ている(増田ら，2006：
21,33)。また、ラジオは災害が起きると見直される傾向

にもあり、大規模停電（ブラックアウト）が起きた 2018
年北海道胆振東部地震では「発生当日最も役に立ったメ

ディア」は 48%が「ラジオ」（NHK・民放・コミュニテ

ィラジオの合計）と答えた（入江ら，2019：46）。 

廣井（1987：236）は災害情報の伝達において、災害直

後に市民に対して二次災害の防止を訴える「防災報道」、

被災者の安否を放送する「安否放送」、ライフラインの復

旧状況などを放送する「生活情報放送」が重要であると

している。これらは災害対応サイクルにおける response
の時期にあたるが、その点について川端ら（1996）が阪

神・淡路大震災の災害発生から 2 時間に限り、時系列に

沿って各ラジオ局の放送内容を分析し、被災地の状況把

握や住民への安全行動の指針となる有益な情報を提供す

ることの重要性について述べている。また「安否放送」

については三上（2002）が、被災した神戸市の地元局・

ラジオ関西などが行った安否放送を分析し、評価すべき

点と反省点を指摘している。一方、阪神・淡路大震災後

はより詳細なコミュニティの情報を伝えるメディアとし

てコミュニティ FM ラジオの役割が評価されるようにな

り、研究者や当事者による研究が行われている。2004 年

に起きた新潟・福島豪雨におけるコミュニティ FM「燕

三条エフエム」（中村，2005）や 2004 年台風 23 号にお

ける「FM ジャングル」（中森，2005）の研究では、緊

急時に地域密着メディアが果たした役割と課題について、

放送記録と関係者へのヒアリングから明らかにしている。

さらに当事者自身の検証として、2007 年新潟県中越沖地

震の被災地にある「FM ピッカラ」の発生から 3 日間の

放送内容を分析した研究があり、地域の被害を軽減し早

期復旧を促す「リスクガバナンス」を担うメディアとし

ての評価と課題を考察している（船崎ら，2008）。ただ

し、いずれも災害対応サイクル全体を俯瞰した長期分析

とはなっていない。また 1995 年 2 月には臨時災害放送局

（臨時災害 FM）が制度化され、新潟県中越地震や東日

本大震災、熊本地震などで設立されている。それらの放

送内容を分析し、機能を考察した研究の中には、東日本

大震災後に開局した宮城県亘理郡山元町の「りんごラジ

オ」を対象とした研究（大内，2016；松本，2019）があ

り、臨時災害 FM が担う特徴的な機能を整理し、地域コ

ミュニティの復興過程における役割について考察してい

る。これらは recovery の時期を対象にした研究といえる

が、臨時災害 FM は災害時のみに設置され、東日本大震

災と熊本地震の臨時災害 FM は全て閉局していることか

ら、やはり災害対応サイクル全体にわたる放送の検証と

はなりえていない。 

災害対応サイクルが何年で循環するのかについては一

概に言えないが、被害軽減のための事前準備から、災害

発生、復興・復旧を経て次の災害の被害抑止に至るまで、

長期に及ぶことは想像できる。したがってこのサイクル

に則した放送も長期継続を求められることになる。そこ

で本研究では、一つの災害を長期間、定期的・継続的に

報道し続けるラジオ番組に着目する。1995 年阪神・淡路

大震災発生後、被災地を中心に、被災者の声や防災・減

災に関する話題のみを扱うラジオの「災害番組」３)が誕

生したが、神戸市のラジオ関西では現在同種の災害番組

はなく、東日本大震災後、新たに災害番組ではない情報

番組の一部として災害コーナーを開始した（月 2 回程度）。

また NHK と民放の共同制作で放送されてきた災害番組

「関西発いのちのラジオ」（年 1 回）もすでに終了してい

る。唯一、大阪に本社を置く毎日放送（以下 MBS と記

載）のラジオ番組「ネットワーク 1･17」が 1995 年から

週 1 回放送されている（現在は日曜午前 5:30～6:00）。阪

神・淡路大震災の被災地域で放送されたラジオの災害番

組のうち、現在も継続しているのはこの番組のみとなっ

ていることから、本研究の研究対象とすることにする。 

 
３．研究方法 

MBS ラジオ「ネットワーク 1･17」の放送記録に基づ

き「放送内容」と「ゲスト出演者」を中心に分析を試み

る。放送記録とは、放送進行表（別名Q シート。メイン

テーマ・出演者名・トークの項目・中継などの放送形態・

使用楽曲などを記載）をもとに作成されたリストを指し、

放送日・メインテーマ（以下、テーマと記載）・ゲスト名

が一覧表になっている。放送記録の一例を表-1に示す。 
 

表-1 「放送記録」の一例 

 
 
本研究では分析対象となる「放送内容」を表すものと

してテーマを用いることとする。テーマはその日の放送

内容を短い言葉で表したもので、新聞の見出しのような

役割をする。テーマを決めるのはその日の放送を担当す

るディレクターで、前週には放送や HP、ツイッター上
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った。放送の影響力においてはテレビがラジオを上回る

かもしれないが、被災地向けという立場をとるラジオは、

災害報道において重要な役割があると考えられる。一方

でラジオの聴取者は減少傾向にある。ただし、世論調査

では「聞く番組は習慣でだいたい決まっている」（56%）

「いつも決まったラジオ局を聞いている」（45%）と、ラ

ジオの習慣性を示す結果も出ている(増田ら，2006：
21,33)。また、ラジオは災害が起きると見直される傾向

にもあり、大規模停電（ブラックアウト）が起きた 2018
年北海道胆振東部地震では「発生当日最も役に立ったメ

ディア」は 48%が「ラジオ」（NHK・民放・コミュニテ

ィラジオの合計）と答えた（入江ら，2019：46）。 

廣井（1987：236）は災害情報の伝達において、災害直

後に市民に対して二次災害の防止を訴える「防災報道」、

被災者の安否を放送する「安否放送」、ライフラインの復

旧状況などを放送する「生活情報放送」が重要であると

している。これらは災害対応サイクルにおける response
の時期にあたるが、その点について川端ら（1996）が阪

神・淡路大震災の災害発生から 2 時間に限り、時系列に

沿って各ラジオ局の放送内容を分析し、被災地の状況把

握や住民への安全行動の指針となる有益な情報を提供す

ることの重要性について述べている。また「安否放送」

については三上（2002）が、被災した神戸市の地元局・

ラジオ関西などが行った安否放送を分析し、評価すべき

点と反省点を指摘している。一方、阪神・淡路大震災後

はより詳細なコミュニティの情報を伝えるメディアとし

てコミュニティ FM ラジオの役割が評価されるようにな

り、研究者や当事者による研究が行われている。2004 年

に起きた新潟・福島豪雨におけるコミュニティ FM「燕

三条エフエム」（中村，2005）や 2004 年台風 23 号にお

ける「FM ジャングル」（中森，2005）の研究では、緊

急時に地域密着メディアが果たした役割と課題について、

放送記録と関係者へのヒアリングから明らかにしている。

さらに当事者自身の検証として、2007 年新潟県中越沖地

震の被災地にある「FM ピッカラ」の発生から 3 日間の

放送内容を分析した研究があり、地域の被害を軽減し早

期復旧を促す「リスクガバナンス」を担うメディアとし

ての評価と課題を考察している（船崎ら，2008）。ただ

し、いずれも災害対応サイクル全体を俯瞰した長期分析

とはなっていない。また 1995 年 2 月には臨時災害放送局

（臨時災害 FM）が制度化され、新潟県中越地震や東日

本大震災、熊本地震などで設立されている。それらの放

送内容を分析し、機能を考察した研究の中には、東日本

大震災後に開局した宮城県亘理郡山元町の「りんごラジ

オ」を対象とした研究（大内，2016；松本，2019）があ

り、臨時災害 FM が担う特徴的な機能を整理し、地域コ

ミュニティの復興過程における役割について考察してい

る。これらは recovery の時期を対象にした研究といえる

が、臨時災害 FM は災害時のみに設置され、東日本大震

災と熊本地震の臨時災害 FM は全て閉局していることか

ら、やはり災害対応サイクル全体にわたる放送の検証と
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災害対応サイクルが何年で循環するのかについては一

概に言えないが、被害軽減のための事前準備から、災害

発生、復興・復旧を経て次の災害の被害抑止に至るまで、

長期に及ぶことは想像できる。したがってこのサイクル

に則した放送も長期継続を求められることになる。そこ

で本研究では、一つの災害を長期間、定期的・継続的に

報道し続けるラジオ番組に着目する。1995 年阪神・淡路

大震災発生後、被災地を中心に、被災者の声や防災・減

災に関する話題のみを扱うラジオの「災害番組」３)が誕

生したが、神戸市のラジオ関西では現在同種の災害番組

はなく、東日本大震災後、新たに災害番組ではない情報

番組の一部として災害コーナーを開始した（月 2 回程度）。

また NHK と民放の共同制作で放送されてきた災害番組

「関西発いのちのラジオ」（年 1 回）もすでに終了してい

る。唯一、大阪に本社を置く毎日放送（以下 MBS と記

載）のラジオ番組「ネットワーク 1･17」が 1995 年から

週 1 回放送されている（現在は日曜午前 5:30～6:00）。阪

神・淡路大震災の被災地域で放送されたラジオの災害番

組のうち、現在も継続しているのはこの番組のみとなっ

ていることから、本研究の研究対象とすることにする。 

 
３．研究方法 

MBS ラジオ「ネットワーク 1･17」の放送記録に基づ

き「放送内容」と「ゲスト出演者」を中心に分析を試み

る。放送記録とは、放送進行表（別名Q シート。メイン

テーマ・出演者名・トークの項目・中継などの放送形態・

使用楽曲などを記載）をもとに作成されたリストを指し、

放送日・メインテーマ（以下、テーマと記載）・ゲスト名

が一覧表になっている。放送記録の一例を表-1に示す。 
 

表-1 「放送記録」の一例 

 
 
本研究では分析対象となる「放送内容」を表すものと

してテーマを用いることとする。テーマはその日の放送

内容を短い言葉で表したもので、新聞の見出しのような

役割をする。テーマを決めるのはその日の放送を担当す

るディレクターで、前週には放送や HP、ツイッター上

などで予告するほか、放送当日には番組の冒頭で「きょ

うのテーマは避難所の感染予防対策です」などと読み上

げる。「ネットワーク 1･17」は対話によって話を深める

トーク番組であり、詳細な「台本」は存在しないため、

音声記録を除いてはテーマが唯一の放送内容の手掛かり

となる。ただし番組開始当時は必ずしもテーマを読み上

げてはいない。このため文字数は短いもので「観光」の

2 文字、長いもので「震災 10 年ネットワーク 1･17 スペ

シャル～未来へ伝えたいこと、繰り返したくはないこと」

の 42 文字となる。 
放送記録は、現時点でリスト化が完了している初回放

送（1995 年 4 月 15 日）から 2019 年 4 月 28 日時点まで

のものを用いた。対象期間の放送は 1,246 回であるが、

番組編成上の理由で休止となった回もあり、分析対象は

1,183 回となる。 
過去記事の閲覧が印刷物によって可能な新聞と違い、

ラジオの放送は多くが 1 度きりで、閲覧可能なデータが

蓄積されることは少ない。ただこの番組では、2002 年 5
月 4 日以降については HP 上で放送日・テーマ・ゲスト

名と放送内容の抜粋が公開されており、それ以前につい

ても「放送によってすでに公開された」との認識に基づ

き、問い合わせがあれば情報公開を行っている。 
「テーマ」が分析対象になりえるかについては、先行

研究を参考にした。災害報道の新聞記事を分析した研究

として中林ら（1998）が阪神・淡路大震災発生後半年間

の被災地と非被災地の記事の推移を分析したものがあり、

震災に関する関心の温度差や震災報道の風化の実態を考

察している。こうした研究では新聞記事の属性（掲載日、

規模、紙面の種類、記事の種類、写真や図表の有無、ペ

ージ、字数）などにより記事の分類が行われることが多

い。しかし解析結果が分析者や評価者の経験や能力に大

小の影響を受けることも指摘されている。一方で、テキ

ストマイニングは機械的な処理によって行われるため再

現性が高い手法だとされている（佐藤ら，2011：305）。
テキストマイニングを用いたものとして、学会誌の論文

タイトルから研究領域における情報の動向を分析した研

究があり、「論文の構造化されたデータのなかで最も端的

に論文の内容を顕しているのが論文タイトルである」と

されている（佐久嶋ら，2012：316）。ラジオ番組に当て

はめると、テーマは番組データの中で最も端的にその日

の放送内容を表しているといえることをふまえ、テーマ

をもとに放送内容を推定する手法を採用することにした。 
一方、分析対象にゲストを含めた理由は、ラジオは映

像を伴わないこともあり、番組が主にパーソナリティー

とゲストとの対話によって構成されているため、ゲスト

がその日の放送内容の特徴を表しうると考えたからであ

る。 
なお筆者は番組発足 3 年後の 1998 年から 2010 年まで

の 12 年間、この番組のプロデューサー４)を務めたが、今

回提供された放送記録はその後スタッフの手によってま

とめられたもので、学術目的として提供を受けている。

放送内容やゲストは、被災地のニーズを反映した災害対

応サイクルに則してというよりは歴代プロデューサーの

意図したとおりに変遷した可能性は否定できないが、番

組開始当初は長期にわたり継続する保証はなく、短期的

な番組制作の意図の積み重ねがどのような変遷を生んだ

のか、というプロセスの再整理を当事者の 1 人が客観的

な分析結果から行うことに意味があると考える。なお、

本研究では当事者しか知り得ない情報をもとに番組制作

の経緯を記述している部分があるが、同時に客観的デー

タを可能な限り多く用いて分析を加えている。 
本研究ではまず４．で当事者の立場から番組の経緯を

説明する。続いて５．で計量テキスト分析ソフト KH 
Coder（樋口，2004）５)を用い、各回のテーマに用いられ

た語の傾向を分析する。また６．では番組の時期を 3 つ

に区分し、放送内容とゲストの変遷を分析する。そして

７．でこれらの結果を振り返り、ラジオの災害報道のあ

り方を考察する。 
 
４．「ネットワーク 1･17」の経緯 
「ネットワーク 1･17」は 1995 年 1 月 17 日の阪神・淡

路大震災で生まれたつながり（＝ネットワーク）を大切

にするというコンセプトのもと「被災者に向けた、被災

者のための、被災者の支えとなる番組」として（ネット

ワーク 1･17 ホームページ）同年 4 月 15 日、放送を開始

した。地震直後、MBS ラジオは即座に 3 つの方針を決定

した。「被災地に向けた放送に徹すること」「行政に対し

ては批判よりも提言を重視すること」「可能な限り震災報

道を続けること」である（毎日放送，1995：238）。この

方針のもと 249 時間 40 分、12 日間に及ぶ特別編成を続

け、救援物資や給水、銭湯、ライフライン情報などの生

活情報をきめ細かく伝えた。このうち最初の 48 時間は

CM なしの放送であった（毎日放送，1995：106）。レギ

ュラー番組が復活した1月29日以降も震災の放送を続け、

1 月 30 日から 3 月 30 日まで「がんばれ！被災地の皆さ

ん」（月～木曜、午後 7～10 時）を編成した（毎日放送報

道局，1995：349-352）。4 月の番組改編に伴いこの番組が

終了、これを引き継ぐ形で「ネットワーク 1･17」が誕生

した（土曜、午後 5 時 10 分～5 時 45 分）。初代パーソナ

リティーは安部誠治（関西大学教授）と魚住由紀（フリ

ーアナウンサー）で、制作者も含め全員が被災者であっ

た。 
 番組立ち上げのコンセプトについて、初代プロデュー

サーは「仮設住宅が解消されるまではこの番組はやり続

ける、伊勢湾台風の経験から、数十年は続ける覚悟で会

社を説得した」と話している（渡辺，2000：41）。その後、

パーソナリティーや制作者の交代、放送枠の変更を経て

継続している。聴取率は最大で 2.4%、平均 0.9%で、放

送エリア人口 2,170 万人に当てはめると最大 52 万人、平

均 19 万 5,000 人が聴取してきたことになる。 
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５．テーマに使用された頻出語 
ここでは放送が実施された 1,183 回について、テーマ

に使用された頻出語を KH Coder によって解析するとと

もに共起ネットワーク図を描き、語の連関を調べる。ま

ず自動的に切り出された頻出語の上位150語は表-2のよ

うになる。 

 
表-2 「テーマ」に使用された頻出語（上位150語） 

抽出語
出現
回数

抽出語
出現
回数

抽出語
出現
回数

抽出語
出現
回数

抽出語
出現
回数

地震 232 ﾈｯﾄﾜｰｸ 28 中越 15 声 10 調査 8
被災 170 人々 28 ﾅｲﾀｰ 14 大学生 10 日 8
震災 137 南海 27 見る 14 地域 10 日本 8
防災 125 大阪 26 交流 14 特別 10 半年 8
大震災 122 現状 25 障害 14 聞く 10 備え 8
災害 94 豪雨 24 台風 14 ｽﾀｰﾄ 9 亡くす 8

東日本 72 報告 24 被害 14 ﾄﾗﾌ 9 未来 8
避難 71 学ぶ 23 近畿 13 ﾗｼﾞｵ 9 和歌山 8
休止 70 備える 22 公的 13 家 9 NPO 7
阪神 60 命 20 体験 13 記憶 9 たより 7
中継 60 取り組み 19 知る 13 宮城 9 火災 7
復興 59 問題 19 いま 12 強い 9 関西 7
住宅 53 教訓 18 紹介 12 高校生 9 起きる 7
津波 53 新潟 18 長田 12 人 9 救う 7
番組 51 年 18 都市 12 台湾 9 巨大 7
野球 50 放送 18 福島 12 変わる 9 研究 7
ｼﾘｰｽﾞ 46 ｽﾍﾟｼｬﾙ 17 ﾃﾞｰｹﾞｰﾑ 11 北部 9 困難 7
淡路 43 生活 17 遺児 11 ｷｬﾝﾌﾟ 8 四川 7
支援 41 沖 16 河本 11 ｹｱ 8 女性 7

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 40 県外 16 語り継ぐ 11 ﾏｯﾌﾟ 8 消防 7
神戸 38 原発 16 取材 11 ﾏﾝｼｮﾝ 8 障る 7
ﾘﾎﾟｰﾄ 36 語る 16 住民 11 遺族 8 振り返る 7
仮設 36 事故 16 相談 11 岩手 8 世界 7
今 34 熊本 15 土砂 11 教育 8 断層 7

考える 32 訓練 15 噴火 11 迎える 8 役立つ 7
活動 31 現地 15 夏休み 10 見える 8 予知 7
守る 30 思い 15 外国 10 最新 8 ｺﾐｭﾆﾃｨ 6
対策 30 情報 15 緊急 10 生かす 8 ﾊｲﾁ 6
子ども 29 心 15 支える 10 生まれる 8 医療 6
伝える 29 水害 15 生放送 10 町 8 課題 6  

 

災害時における放送の役割は、１．で述べたように廣

井（1996：7）によって「被害状況を報道する役割」「地

域住民の生命と財産を保護する役割」とされている。こ

れに照らし合わせ、頻出語では「災害」「支援」「被災地」

に関連する語に着目した。 

頻出語の 1 位が「地震」、3 位から 6 位までが「震災」

「防災」「大震災」「災害」で、災害に関する語が上位を

占めている。また 2 位の「被災」をはじめ、「避難」「復

興」「住宅」「支援」「ボランティア」「仮設」「活動」「守

る」といった、支援に関連する語が 30 回以上出現してい

る。さらに「東日本」「阪神」「淡路」「神戸」など被災地

の地名が同じく 30 回以上出現している。30 回以上の頻

出語 28 語のうち 20 語はこれら「災害」「支援」「被災地」

に関する語で、それ以外の 8 語は「休止」「中継」「番組」

「野球」「シリーズ」「リポート」「今」「考える」であっ

た。このうち、「考える」は実際のテーマでは「被災者の

心と体の健康を考える」などその日の議題を表す言葉と

ともに用いられていた。その他の 7 語については、次に

示す共起ネットワーク図で使われ方を見ることとする。 
続いてこれらの頻出語による共起ネットワーク図を図

-1に示す。共起ネットワークは関連の強い語どうしを線

で結んだもので、図に示された円の大きさが語の出現回

数の多さに比例する。ここでは、抽出語から動詞を取り

除いたうえで、関連性の強さを示す共起関係の算出には

Jaccard 係数を使用し、係数 0.1 以上となった 35 語を用い

て図を描く。語の関連性が強いほど円をつなぐ線が太く

なるように設定している。 
 

 
図-1 全期間の「テーマ」共起ネットワーク図 

 

図には互いに結びつきが強い 10 のサブグループが検

出された。最も出現の頻度が高い「地震」は「南海」と

共起しグループを形成していた。次に頻度が高い「被災」

を含むグループは、頻出語の 30 位以内にあった「今」と

も共起し、実際のテーマでは「2 年経った被災地で、今」

などとして用いられていた。また「被災」は「東日本」

「大震災」「阪神」「淡路」と共起関係で結ばれ、「地震」

とは区別され使用されていることがわかった。同じグル

ープには頻出語の 30 位以内にあった「シリーズ」と

「人々」「震災」があるが、実際のテーマでは当事者が体

験を語る「シリーズ人々の震災」として用いられている。

また「県外」「避難」「訓練」「原発」「事故」から構成さ

れるグループも形成された。このうち「県外避難」は他

県で避難生活を余儀なくされた被災者の問題を指す言葉

である。その他に「防災」と「リポート」から成るグル

ープ、「ボランティア」「活動」から成るグループ、「仮設」

「住宅」「復興」から成るグループ、「現地」「報告」から

成るグループがある。「ネットワーク」「スペシャル」か

ら構成されるグループも形成されているが、実際のテー

マでは「ネットワーク 1･17 スペシャル 阪神・淡路大震

災 22 年ここから始める」などとして用いられていた。他

のグループとして「休止」「野球」「中継」「番組」から構

成されたものがあるが、実際のテーマでは「野球中継の

ため番組休止」など放送がなかったことを示す語として

用いられていた。 
 
６．放送内容の変遷 
次に、放送内容の変遷を分析する。まず扱うテーマや

パーソナリティーの変化などから、放送時期を 3 つに区

分する。そしてそれぞれの時期の特徴を整理したうえで、

テーマに使用された語をもとに共起ネットワーク図を描

き語の連関を比較する。最後に、3 つの時期におけるゲ
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５．テーマに使用された頻出語 
ここでは放送が実施された 1,183 回について、テーマ

に使用された頻出語を KH Coder によって解析するとと

もに共起ネットワーク図を描き、語の連関を調べる。ま

ず自動的に切り出された頻出語の上位150語は表-2のよ

うになる。 

 
表-2 「テーマ」に使用された頻出語（上位150語） 

抽出語
出現
回数

抽出語
出現
回数

抽出語
出現
回数

抽出語
出現
回数

抽出語
出現
回数

地震 232 ﾈｯﾄﾜｰｸ 28 中越 15 声 10 調査 8
被災 170 人々 28 ﾅｲﾀｰ 14 大学生 10 日 8
震災 137 南海 27 見る 14 地域 10 日本 8
防災 125 大阪 26 交流 14 特別 10 半年 8
大震災 122 現状 25 障害 14 聞く 10 備え 8
災害 94 豪雨 24 台風 14 ｽﾀｰﾄ 9 亡くす 8
東日本 72 報告 24 被害 14 ﾄﾗﾌ 9 未来 8
避難 71 学ぶ 23 近畿 13 ﾗｼﾞｵ 9 和歌山 8
休止 70 備える 22 公的 13 家 9 NPO 7
阪神 60 命 20 体験 13 記憶 9 たより 7
中継 60 取り組み 19 知る 13 宮城 9 火災 7
復興 59 問題 19 いま 12 強い 9 関西 7
住宅 53 教訓 18 紹介 12 高校生 9 起きる 7
津波 53 新潟 18 長田 12 人 9 救う 7
番組 51 年 18 都市 12 台湾 9 巨大 7
野球 50 放送 18 福島 12 変わる 9 研究 7
ｼﾘｰｽﾞ 46 ｽﾍﾟｼｬﾙ 17 ﾃﾞｰｹﾞｰﾑ 11 北部 9 困難 7
淡路 43 生活 17 遺児 11 ｷｬﾝﾌﾟ 8 四川 7
支援 41 沖 16 河本 11 ｹｱ 8 女性 7

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 40 県外 16 語り継ぐ 11 ﾏｯﾌﾟ 8 消防 7
神戸 38 原発 16 取材 11 ﾏﾝｼｮﾝ 8 障る 7
ﾘﾎﾟｰﾄ 36 語る 16 住民 11 遺族 8 振り返る 7
仮設 36 事故 16 相談 11 岩手 8 世界 7
今 34 熊本 15 土砂 11 教育 8 断層 7

考える 32 訓練 15 噴火 11 迎える 8 役立つ 7
活動 31 現地 15 夏休み 10 見える 8 予知 7
守る 30 思い 15 外国 10 最新 8 ｺﾐｭﾆﾃｨ 6
対策 30 情報 15 緊急 10 生かす 8 ﾊｲﾁ 6
子ども 29 心 15 支える 10 生まれる 8 医療 6
伝える 29 水害 15 生放送 10 町 8 課題 6  

 

災害時における放送の役割は、１．で述べたように廣

井（1996：7）によって「被害状況を報道する役割」「地

域住民の生命と財産を保護する役割」とされている。こ

れに照らし合わせ、頻出語では「災害」「支援」「被災地」

に関連する語に着目した。 

頻出語の 1 位が「地震」、3 位から 6 位までが「震災」

「防災」「大震災」「災害」で、災害に関する語が上位を

占めている。また 2 位の「被災」をはじめ、「避難」「復

興」「住宅」「支援」「ボランティア」「仮設」「活動」「守

る」といった、支援に関連する語が 30 回以上出現してい

る。さらに「東日本」「阪神」「淡路」「神戸」など被災地

の地名が同じく 30 回以上出現している。30 回以上の頻

出語 28 語のうち 20 語はこれら「災害」「支援」「被災地」

に関する語で、それ以外の 8 語は「休止」「中継」「番組」

「野球」「シリーズ」「リポート」「今」「考える」であっ

た。このうち、「考える」は実際のテーマでは「被災者の

心と体の健康を考える」などその日の議題を表す言葉と

ともに用いられていた。その他の 7 語については、次に

示す共起ネットワーク図で使われ方を見ることとする。 
続いてこれらの頻出語による共起ネットワーク図を図

-1に示す。共起ネットワークは関連の強い語どうしを線

で結んだもので、図に示された円の大きさが語の出現回

数の多さに比例する。ここでは、抽出語から動詞を取り

除いたうえで、関連性の強さを示す共起関係の算出には

Jaccard 係数を使用し、係数 0.1 以上となった 35 語を用い

て図を描く。語の関連性が強いほど円をつなぐ線が太く

なるように設定している。 
 

 
図-1 全期間の「テーマ」共起ネットワーク図 

 

図には互いに結びつきが強い 10 のサブグループが検

出された。最も出現の頻度が高い「地震」は「南海」と

共起しグループを形成していた。次に頻度が高い「被災」

を含むグループは、頻出語の 30 位以内にあった「今」と

も共起し、実際のテーマでは「2 年経った被災地で、今」

などとして用いられていた。また「被災」は「東日本」

「大震災」「阪神」「淡路」と共起関係で結ばれ、「地震」

とは区別され使用されていることがわかった。同じグル

ープには頻出語の 30 位以内にあった「シリーズ」と

「人々」「震災」があるが、実際のテーマでは当事者が体

験を語る「シリーズ人々の震災」として用いられている。

また「県外」「避難」「訓練」「原発」「事故」から構成さ

れるグループも形成された。このうち「県外避難」は他

県で避難生活を余儀なくされた被災者の問題を指す言葉

である。その他に「防災」と「リポート」から成るグル

ープ、「ボランティア」「活動」から成るグループ、「仮設」

「住宅」「復興」から成るグループ、「現地」「報告」から

成るグループがある。「ネットワーク」「スペシャル」か

ら構成されるグループも形成されているが、実際のテー

マでは「ネットワーク 1･17 スペシャル 阪神・淡路大震

災 22 年ここから始める」などとして用いられていた。他

のグループとして「休止」「野球」「中継」「番組」から構

成されたものがあるが、実際のテーマでは「野球中継の

ため番組休止」など放送がなかったことを示す語として

用いられていた。 
 
６．放送内容の変遷 
次に、放送内容の変遷を分析する。まず扱うテーマや

パーソナリティーの変化などから、放送時期を 3 つに区

分する。そしてそれぞれの時期の特徴を整理したうえで、

テーマに使用された語をもとに共起ネットワーク図を描

き語の連関を比較する。最後に、3 つの時期におけるゲ

スト出演者の属性を比較する。なお図-2、図-3、図-5に

示す共起ネットワーク図はすべて作図に使用する語から

動詞を取り除き、関連性の強さを示す共起関係の算出に

は Jaccard 係数を使用、係数 0.1 以上となった語のみを示

し、関連性が強いほど円をつなぐ線が太くなるように設

定している。 
（１）時期の設定 

まず、扱うテーマの特徴をもとに 24 年間を振り返り、

3 つの時期に区分する。1995 年の番組開始から 1998 年ま

での担当者は被災者の問題を伝えることに注力し、筆者

が引き継いだ 1998 年から「防災」６)のテーマを積極的に

取り入れた。これらをふまえ、1998 年までのこの時期を

第 1 期とする。阪神・淡路大震災の被災者に向けた番組

が「防災」に舵を切ったのは大きな出来事であったと考

えるためである。具体的に第 1 期は 1995 年 4 月 15 日か

ら 1998 年 3 月 28 日とする。番組の区切りは 4 月と 10
月の番組改編期に合わせることが制作上、一般的である
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た 61 語を用い、抽出語が出現する頻度と抽出語どうしの

つながりを共起ネットワーク図として図-2に示す。 
 

 
図-2 第1期の共起ネットワーク図 

結果としてサブグループが 8 つ検出された。出現頻度

が高い「被災」を含むグループは「今」「外国」「障害」
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「神戸」「選挙」「声」「日本」、「観光」「夏休み」と共起
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況」から成るグループが形成されている。一方「災害」
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は「土地」「区画」「整理」「事業」「都市」「計画」から成

るグループが出現した。第 1 期では「被災」や「県外避

難」「公的支援」など災害対応サイクルの response に関す

る語と「仮設住宅」「復興住宅」や「区画整理事業」「都

市計画」など recovery に関する語が多く出現していた。 
（３）第 2期の特徴 

第 2 期は番組が予防報道を開始した時期である。南海

地震に向かって地震が増えていく「活動期」に入ったと

研究者が言い始めていた（たとえば尾池，1995：75-83）
ことに制作者らが着目したことがそういった内容の放送

が始まった背景にある。その一方で、震災 5 年を過ぎた
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集集地震、2004 年新潟県中越地震などの大地震が起き、

関係者や聴取者らに番組の存在意義を再認識させる契機

となっている。 
第 2 期のテーマについて、Jaccard 係数が 0.1 以上とな

った 61 語を用い、抽出語が出現する頻度と抽出語どうし

のつながりを共起ネットワーク図として図−3に示す。14
のサブグループが示されたが、このうち、出現頻度が大

きい「地震」を含むグループは「南海」「新潟」「中越」

「沖」と「現状」から構成される。実際のテーマでは「南
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どとして用いられ、阪神・淡路大震災以外の災害がテー

マとして扱われていた。同じく出現頻度が大きい「震災」

のグループは「シリーズ」「人々」と共起し、「シリーズ

人々の震災」がこの時期に放送されたことが反映されて

いる。「被災」は「今」「公的」「支援」「成立」とともに

グループを形成している。他には「阪神」「大震災」「教

訓」や「台湾」「現地」「取材」「報告」「電話」「リポート」、
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ら構成される 1 グループがある。「復興」は「住宅」「仮

設」「生放送」とともに 1 つのグループ、「ボランティア」

は「活動」とともに 1 つのグループを形成していた。第
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2 期で初めて共起ネットワーク図に現れた語のひとつで

ある「防災」は「対策」とともに 1 つのグループを形成

した。なお「休止」「野球」「中継」など、編成上の理由

で放送が休止となったことを示すグループも現れている。

第 2 期は第 1 期で出現した「県外避難」「公的支援」など

response を表す語や「仮設住宅」「復興住宅」など recovery
を表す語が引き続き出現する一方、番組が防災に舵を切

ったことを反映し第 1 期にはなかった「防災対策」など

mitigation を示す語が現れている。 
 

 
図-3 第2期の共起ネットワーク図 

 

ここでは、阪神・淡路大震災以降に発生し、災害番組

の意義を再認識させるきっかけになった大地震「台湾」

と「新潟」に注目し、さらに分析を行う。それは阪神・

淡路大震災の教訓が引き継がれた災害は 1999 年台湾集

集地震と 2004 年新潟県中越地震だとされることにある
８)。共起ネットワーク図では「台湾」「現地」「取材」「報

告」と「新潟」「中越」「沖」「地震」が互いに結びついて

いる。「台湾」が最初にテーマに出たのは地震発生 4 日後

の 1999 年 9 月 25 日で（「台湾大地震」）、その翌週には記

者リポート、その後は研究者による解説や、神戸市から

送られた中古の仮設住宅の話を伝えている。地震から 10
年の節目となる日には、現地を訪れていた研究者に電話

をつなぎ放送した。 

一方「新潟」については被災者の現状や住民参加型の

復興まちづくり、現地で活動する神戸のボランティア、

震災遺構に関してのテーマが設定され（「新潟の冬を越す

被災者たち」ほか）、新潟県中越沖地震とともに継続的に

放送された。 
さらに、これら 2 つの災害の後でテーマにおける頻出

語が変化したのかどうかを分析した。まず「台湾」以前

の頻出語を表-3に示す。時期区分は台湾集集地震（1999
年 9 月 21 日）前の「台湾以前」、それ以降、新潟県中越

地震（2004 年 10 月 23 日）までを「台湾～新潟」、中越

地震発生以降を「新潟以降」としている。なお、番組の

第 2 期以降に起きた東日本大震災の影響を省くため、「新

潟以降」は東日本大震災が起きるまでの間とした。 
表-3の抽出語を図-4にある「台湾」と「新潟」以降の

頻出語と比較する。まず表-3で「台湾」以前にテーマに

使われた回数が 11 位（10 回）だった「神戸」は、図-4

の「台湾」以降「新潟」以前で 4 位（18 回）に上がった。

また「防災」も「台湾」の前後で 7 回から 15 回に増えた。

他地域の災害が起きたことにより「神戸」や「防災」を

意識したことがわかる。 
 

表-3 「台湾」以前の頻出語 

抽出語
出現
回数

抽出語
出現
回数

抽出語
出現
回数

抽出語
出現
回数

被災 52 神戸 10 大震災 6 障害 4

住宅 24 問題 10 外国 5 情報 4

復興 21 公的 9 学ぶ 5 生活 4

震災 20 避難 9 見る 5 報告 4

仮設 19 今 8 現状 5 NPO 3

災害 16 県外 7 声 5 教訓 3

支援 13 阪神 7 中継 5 計画 3

地震 12 心 7 救援 4 結果 3

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 11 防災 7 市外 4 健康 3

考える 11 活動 6 実現 4 備え 3  

 

 
図-4 「台湾」と「新潟」以降の頻出語 

 

次に図-4の「新潟以降」を見ると「神戸」は 3 回に減

ったが「防災」は 52 回と大幅に増え、頻出語の 2 位に上

がった。同じく 52 回で 2 位だったのは「震災」で、台湾

以前は 20 回だったが台湾以降新潟以前では 52 回に増え

ていた。また 3 位の「被災」は台湾以前は 52 回で 1 位だ

ったが、台湾以降 25 回と減少し、再び台湾以降新潟以前

で 42 回に増加している。「被災」という response の時期

を示す語は阪神・淡路大震災の被災地で復興が進めば出

現回数は少なくなっていくと考えられるが、他地域の災

害を取り上げることで再び増加し、阪神・淡路大震災の

災害対応サイクルに別の災害のサイクルが共存するよう

な形となる。（３）の冒頭では台湾や新潟で大地震が起き

たことが番組の存在意義を再認識させる契機となったと

述べたが、筆者らが感じたこの実感は、災害番組の意義

を問われる停滞期に、これら他地域の災害が、阪神・淡

路大震災を振り返り mitigation へ進む後押しとなったこ
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現回数は少なくなっていくと考えられるが、他地域の災

害を取り上げることで再び増加し、阪神・淡路大震災の

災害対応サイクルに別の災害のサイクルが共存するよう

な形となる。（３）の冒頭では台湾や新潟で大地震が起き

たことが番組の存在意義を再認識させる契機となったと

述べたが、筆者らが感じたこの実感は、災害番組の意義

を問われる停滞期に、これら他地域の災害が、阪神・淡

路大震災を振り返り mitigation へ進む後押しとなったこ

とに起因していると考えられる。 
（４）第 3期の特徴 

 第 3 期は 2008 年、メインパーソナリティーが交代し、

局の若手アナウンサーが起用された時期から現在までで

ある。被災地でも「震災の風化」が課題となった時期で、

このアナウンサーが震災を学んでいくことは次世代への

語り継ぎの象徴ともなった。国の内外ではさらに災害が

相次ぎ、四川大地震、岩手・宮城内陸地震などのテーマ

が繰り返し現れるが、最も影響した災害は 2011 年の東日

本大震災である。MBS では期間限定で「ネットワーク 3・
11」という別番組を放送し、それまでの経験から被災生

活に必要な知恵などを「ネットワーク 1･17」のパーソナ

リティーが東北に向けて伝えている。 
第 3 期のテーマについて、Jaccard 係数が 0.1 以上とな

った 36 語を用い、抽出語が出現する頻度と抽出語どうし

のつながりを共起ネットワーク図として図−5に示す。こ

こでは 8 つのサブグループが示された。出現頻度の高い

「大震災」が含まれるグループは「東日本」「阪神」「淡

路」などと共起し、同じく頻度の高い「地震」が「南海」

「熊本」「今」と結ばれ、「被災」「現状」とともに 1 つの

グループを形成していた。別のグループでは「避難」「原

発」「事故」「福島」「子ども」そして「訓練」「生活」「津

波」が 1 つのグループを構成していた。「災害」と「土砂」、

「台風」と「被害」もそれぞれグループを形成していた。

また「仮設」「住宅」「復興」から成るグループ、「防災」

「リポート」「河本」（当時のパーソナリティーの名）か

ら成るグループが出現した。ここでも「休止」「野球」な

ど番組休止を示すグループと「ネットワーク」「スペシャ

ル」から成り特別番組を示すグループが形成されている。

第 3 期では、阪神・淡路大震災だけでなく東日本大震災、

熊本地震など他の地域の地震災害を取り上げたことが示

された。また原発事故による避難、土砂災害など地震以

外のハザードも取り上げたことが明らかとなった。そし

て「仮設」「復興」「住宅」などで recovery を扱いつつも

「防災」「リポート」「南海」「地震」などmitigation に関

する語や、初めて「訓練」など preparedness に関連する

語が出現していた。 
以上のことから、第 1 期から第 3 期にかけて放送内容

が response から recovery、mitigation、そして preparedness
へと災害対応に則して重なり合いながらもゆるやかに変

化していることがわかった。なお、兵庫県の震災記録誌

「伝える」（兵庫県，2016：246-247）では、1995 年 1 月

から 8 月が「緊急・応急対応期」、9 月から 1998 年 3 月

が「復旧期」と規定されており、合わせると番組の第 1
期と対応している。また第 2 期と第 3 期の節目に当たる

2008 年 3 月末だが、兵庫県はこの日付をもって「復興局」

を廃止することを決めた（神戸新聞NEXT）。背景には「復

興が一区切りした」との判断があったと考えられ、本稿

で決めた番組の時期区分が行政の災害対応サイクルとも

対応していたことがわかった。 

 

図-5 第3期の共起ネットワーク図 
 
（５）ゲスト出演者 
次に、出演したゲストの属性から 3 つの時期の特徴を

分析する。３．でも述べたように、パーソナリティーと

ゲストとの対話が放送の柱となる「ネットワーク 1･17」
においてゲストは放送内容の特徴を表しうると考えるた

めである。属性は「学識経験者（ハード系）」（＝建築、

まちづくり、自然科学、経済政策、交通インフラなど）、

「学識経験者（ソフト系）」（＝被災者支援、被災地復興、

医療、福祉、情報伝達、教育など）のほか、ボランティ

アなどの「支援者」、制作スタッフやパーソナリティー、

他メディア関係者を表す「記者など」、被災者、遺族など

の「当事者」、行政などの「その他」の 6 つに分類した。

「学識経験者」は大学などに所属する研究者とともに、

国や自治体の「専門委員会」などに「有識者」として招

かれる水準の専門知識を持ち合わせている人も含めた。

ハード系の例はまちづくりプランナーの野崎隆一など、

ソフト系の例は大規模仮設住宅で 24 時間見守りボラン

ティアを続けた阪神高齢者・障害者ネットワークの黒田

裕子（故人・看護師）のほか、被災地 NGO 恊働センタ

ーの村井雅清、県外避難者を支援した街づくり支援協会

の中西光子、危機管理対策アドバイザーの国崎信江らで

ある。税理士でも「被災中小企業の復興」を解説する人

はハード系、「家庭の財産管理」を解説する人はソフト系

とした。そのうえで「被災した支援者」「ボランティアを

している学識経験者」など属性の重複を許し、各時期の

ゲストののべ人数に占める割合を比較した。その結果を

図-6に示す。 
ゲストに占める割合が最も多かったのは第 1 期と第 2

期では「支援者」で、それぞれ 24%と 27%であった。理

由のひとつは、余裕のない当事者に代わり、支援者らが

声を上げたからだと推測される。第 3 期になると「支援

者」は 15%にまで減り、代わって「記者など」が 28%と

最も多くなった。これは、東日本大震災や各地の豪雨災

害など新たな災害が起こりはじめ、支援者や学識経験者
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らが被災地に入るよりも早く、記者らが被災地を取材す

ることが増えたことが反映されている。記者らの出演は

「東日本大震災」や「原発事故」のテーマだけでも 21
回に上っていた。 

 

 
図-6 第1～3期のゲスト出演者（属性重複あり） 

 
一方で、学識経験者については、全体を通して「ハー

ド系」よりも「ソフト系」が多い傾向がみられる。ただ

し「ハード系」は第 2 期で 15%と微増しており、これは

番組が「防災」に舵を切り始めた時期と重なる。ハード

系の中で多かったのは「地震」（のべ 56 人）、「建築」（の

べ 16 人）であったが、これら 2 つの分野の学識経験者は

第 1 期ではゼロであった。また第 3 期では「地震」（のべ

39 人）、「土木・河川」（のべ 20 人）に加え、第 1 期で 2
人、第 2 期でゼロだった「気象」がのべ 12 人に上った。

これは台風や豪雨災害が頻繁に起きたことが反映されて

いる。一方、ソフト系では第 1 期が「被災者支援」（のべ

13 人）、「医療」（のべ 8 人）の順に多かったが、第 2 期

では「備え・防災」（のべ 25 人）が「被災者支援」（のべ

21 人）を上回っていた。また、第 3 期で初めて「震災の

伝承」「文化財や文化」を専門にする学識経験者が出演し

た。 
また「当事者」の占める割合は第 1 期から第 3 期にか

けて増える傾向にある。「当事者」は当初、被災者と震災

遺族であったが、第 2 期からは「災害をまだ経験してい

ない当事者」が出演するようになった。地域で防災や防

災啓発に取り組む人たちである。ボランティアのように

「支援」を目的とするのではなく、災害をわがこととし

てとらえ、備えようとしていることから「当事者」に分

類した。被災者や遺族といった「災害を経験した当事者」

と合わせ、こうした「第 3 の当事者」が語り始めている

ことが明らかとなった。 
一方、ゲストの中には繰り返し出演し「おなじみ」と

呼ばれた人々も少なからず存在する。これは、出演回数

が 3 回目程度になると、パーソナリティーが「きょうの

ゲストはもうおなじみと言ってもいいでしょう、〇〇さ

んです」などと放送で紹介し始めたことによる。それら

の中には専門知識を持ちながら被災者に深く寄り添い、

早くから問題を指摘する「学識経験者」と呼ぶべき人々

も多かった。こうした人々が「おなじみ」となったのは、

かれらが取り組む問題が解決されない限り出演が続いた

ためである。そして「おなじみ」が継続出演することに

よって前回との違いを伝えたり、聴取者の反響に応えた

りすることが可能となり、放送内容や聴取者の信頼感を

深めることにつながった。例えば「県外避難者」は（５）

の冒頭で触れた中西光子（第 1 期・第 2 期で各 6 回、第

3 期で 1 回）によって、また「公的支援」は弁護士の伊

賀興一（第 1 期・第 2 期各 5 回）らによってそれぞれ提

起された問題であり、ともに第 1 期・第 2 期の共起ネッ

トワーク図に出現している。また第 2 期の共起ネットワ

ーク図で出現回数が多かった「地震」は、地震学者の梅

田康弘（第 2 期 21 回、第 3 期 4 回）の出演が反映されて

いる。「おなじみ」を出演回数 3 回以上と仮定すれば 30
人以上に上るが、中でも出演回数が多いのは、（５）の冒

頭で触れた黒田裕子（22 回）や、民間の防災研究者・木

村拓郎（18 回）、建築・防災などの研究者・室﨑益輝（11
回）、震災障害者問題などに取り組むボランティア・牧秀

一（9 回）などである。いずれも被災者の声を直接聞く

立場や最新の研究を知る立場にあり、時期に応じて番組

にテーマを提起してきた。しかし、そもそも「おなじみ」

は放送回数が多くなければ存在しえない。番組が長期継

続することによって「おなじみ」を生み出し、その「お

なじみ」が取り上げるべきテーマを提起することで放送

内容を深めることにもつながるといった相互作用が働い

たと考えられる。「おなじみ」の存在は災害対応サイクル

に則した放送や長期継続のため、重要な役割を果たした

といえる。 
 

７．まとめと考察 

本研究では、災害における放送もFEMA の災害対応サ

イクルのように発生から復旧・復興を経て被害抑止・軽

減に至るサイクルを循環させることで、その都度適切な

放送内容を提供でき、次の災害の被害抑止・軽減にもつ

ながるという考えのもと、阪神・淡路大震災の被災地域

で 24 年以上継続するラジオ番組「ネットワーク 1･17」
の放送内容の変遷を 3 つの時期に分けて分析した。放送

の経緯については筆者が当事者の 1 人として知り得た事

実をもとに記述し、放送内容については見出しである「テ

ーマ」の頻出語と共起ネットワーク図をもとに考察し、

さらに、番組がパーソナリティーとゲストとの対話で構

成され、ゲストがその日の放送内容の特徴を表しうると

考えられることから、ゲストについても分析した。 
まず頻出語と共起ネットワーク図の分析結果から、第

1 期（1995 年～1998 年）では阪神・淡路大震災の被災者

の問題や復興事業、県外避難者問題などを示すグループ

が出現し災害対応サイクルの response や recovery にあた

る内容が頻繁に扱われていたことがわかった。これに対

して第 2 期（1998 年～2008 年）は台湾や新潟など他地域

の地震や、第 1 期の共起ネットワーク図には現れなかっ
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らが被災地に入るよりも早く、記者らが被災地を取材す

ることが増えたことが反映されている。記者らの出演は

「東日本大震災」や「原発事故」のテーマだけでも 21
回に上っていた。 

 

 
図-6 第1～3期のゲスト出演者（属性重複あり） 

 
一方で、学識経験者については、全体を通して「ハー

ド系」よりも「ソフト系」が多い傾向がみられる。ただ

し「ハード系」は第 2 期で 15%と微増しており、これは

番組が「防災」に舵を切り始めた時期と重なる。ハード

系の中で多かったのは「地震」（のべ 56 人）、「建築」（の

べ 16 人）であったが、これら 2 つの分野の学識経験者は

第 1 期ではゼロであった。また第 3 期では「地震」（のべ

39 人）、「土木・河川」（のべ 20 人）に加え、第 1 期で 2
人、第 2 期でゼロだった「気象」がのべ 12 人に上った。

これは台風や豪雨災害が頻繁に起きたことが反映されて

いる。一方、ソフト系では第 1 期が「被災者支援」（のべ

13 人）、「医療」（のべ 8 人）の順に多かったが、第 2 期

では「備え・防災」（のべ 25 人）が「被災者支援」（のべ

21 人）を上回っていた。また、第 3 期で初めて「震災の

伝承」「文化財や文化」を専門にする学識経験者が出演し

た。 
また「当事者」の占める割合は第 1 期から第 3 期にか

けて増える傾向にある。「当事者」は当初、被災者と震災

遺族であったが、第 2 期からは「災害をまだ経験してい

ない当事者」が出演するようになった。地域で防災や防

災啓発に取り組む人たちである。ボランティアのように

「支援」を目的とするのではなく、災害をわがこととし

てとらえ、備えようとしていることから「当事者」に分

類した。被災者や遺族といった「災害を経験した当事者」

と合わせ、こうした「第 3 の当事者」が語り始めている

ことが明らかとなった。 
一方、ゲストの中には繰り返し出演し「おなじみ」と

呼ばれた人々も少なからず存在する。これは、出演回数

が 3 回目程度になると、パーソナリティーが「きょうの

ゲストはもうおなじみと言ってもいいでしょう、〇〇さ

んです」などと放送で紹介し始めたことによる。それら

の中には専門知識を持ちながら被災者に深く寄り添い、

早くから問題を指摘する「学識経験者」と呼ぶべき人々

も多かった。こうした人々が「おなじみ」となったのは、

かれらが取り組む問題が解決されない限り出演が続いた

ためである。そして「おなじみ」が継続出演することに

よって前回との違いを伝えたり、聴取者の反響に応えた

りすることが可能となり、放送内容や聴取者の信頼感を

深めることにつながった。例えば「県外避難者」は（５）

の冒頭で触れた中西光子（第 1 期・第 2 期で各 6 回、第

3 期で 1 回）によって、また「公的支援」は弁護士の伊

賀興一（第 1 期・第 2 期各 5 回）らによってそれぞれ提

起された問題であり、ともに第 1 期・第 2 期の共起ネッ

トワーク図に出現している。また第 2 期の共起ネットワ

ーク図で出現回数が多かった「地震」は、地震学者の梅

田康弘（第 2 期 21 回、第 3 期 4 回）の出演が反映されて

いる。「おなじみ」を出演回数 3 回以上と仮定すれば 30
人以上に上るが、中でも出演回数が多いのは、（５）の冒

頭で触れた黒田裕子（22 回）や、民間の防災研究者・木

村拓郎（18 回）、建築・防災などの研究者・室﨑益輝（11
回）、震災障害者問題などに取り組むボランティア・牧秀

一（9 回）などである。いずれも被災者の声を直接聞く

立場や最新の研究を知る立場にあり、時期に応じて番組

にテーマを提起してきた。しかし、そもそも「おなじみ」

は放送回数が多くなければ存在しえない。番組が長期継

続することによって「おなじみ」を生み出し、その「お

なじみ」が取り上げるべきテーマを提起することで放送

内容を深めることにもつながるといった相互作用が働い

たと考えられる。「おなじみ」の存在は災害対応サイクル

に則した放送や長期継続のため、重要な役割を果たした

といえる。 
 

７．まとめと考察 

本研究では、災害における放送もFEMA の災害対応サ

イクルのように発生から復旧・復興を経て被害抑止・軽

減に至るサイクルを循環させることで、その都度適切な

放送内容を提供でき、次の災害の被害抑止・軽減にもつ

ながるという考えのもと、阪神・淡路大震災の被災地域

で 24 年以上継続するラジオ番組「ネットワーク 1･17」
の放送内容の変遷を 3 つの時期に分けて分析した。放送

の経緯については筆者が当事者の 1 人として知り得た事

実をもとに記述し、放送内容については見出しである「テ

ーマ」の頻出語と共起ネットワーク図をもとに考察し、

さらに、番組がパーソナリティーとゲストとの対話で構

成され、ゲストがその日の放送内容の特徴を表しうると

考えられることから、ゲストについても分析した。 
まず頻出語と共起ネットワーク図の分析結果から、第

1 期（1995 年～1998 年）では阪神・淡路大震災の被災者

の問題や復興事業、県外避難者問題などを示すグループ

が出現し災害対応サイクルの response や recovery にあた

る内容が頻繁に扱われていたことがわかった。これに対

して第 2 期（1998 年～2008 年）は台湾や新潟など他地域

の地震や、第 1 期の共起ネットワーク図には現れなかっ

た防災、震災体験の語り継ぎなどを示すグループが出現

し mitigation の要素が初めて現れていた。第 3 期（2008
年以降）では阪神・淡路大震災だけでなく東日本大震災、

熊本地震など他の地域の地震災害を示す語や原発事故に

よる避難、土砂災害など地震以外のハザードを示すグル

ープが出現し災害対応サイクルの recovery や mitigation
が引き続き扱われたほか、「訓練」など次の災害への

preparedness を表す内容も現れていた。番組は歴代プロデ

ューサーの意図したとおりに変遷した可能性は否定でき

ないが、災害のみをテーマに扱う番組で被災地のニーズ

を無視した番組制作の可能性は低く、被災地の状況やニ

ーズに応じて放送は災害対応サイクルに則した変化をみ

せたのではないかと考えられる。 
一方ゲストについては、第 1 期では声を上げられない

当事者に代わり、被災者に寄り添う支援者や学識経験者

が問題を語った。そして繰り返し出演する「おなじみ」

となり、長期的に重要な役割を果たした。続く第 2 期で

は予防報道を開始し、「おなじみ」の科学者をつくった。

第 3 期は記者らが災害を直接取材したほか、わがことと

して防災に取り組む「第 3 の当事者」が増えていた。「お

なじみ」ゲストの存在は、ある問題を取り巻く被災地の

変化を伝え内容を深めることや、聴取者の信頼を得るこ

と、また状況に応じたテーマを提起し番組の長期継続を

支え、長期継続がまた次の「おなじみ」を生むといった

役割があると考えられる。 
これらの結果をもとに考察すると、ラジオの災害報道

において、災害対応モデルに対応した時期の変化をとら

え番組内容を変化させることや、「おなじみ」となったゲ

ストが拾い上げる課題や視点を大切にする番組編成を行

い、それが長期的な番組として継続すれば、結果的に

FEMAの災害対応サイクルにも則した災害報道のサイク

ルが描かれる可能性がある。 
なお本研究は「ネットワーク 1･17」という一つの番組

を通して阪神・淡路大震災の災害対応サイクルに着目す

るものであり、複数の災害や複数の番組を対象にしたも

のではない。また、聴取者の反応については、個人情報

保護の観点からメールなどの定期的な廃棄が放送局に義

務付けられており、客観的な資料が存在しなかった。今

後、放送が聴取者にどのように受け止められたかについ

ては、ヒアリング調査などにより検討していく必要があ

ると考える。 
 
補注 
1) 河田（2006：129-130）によれば防災は被害を出さない工夫

であり、ハードによる防災が一般的である。それに対し減

災は「被害の出るのは避けられないができるだけ被害を少

なくしようという試み」である。放送においては防災・減

災のどちらか一方を排除することはないため、本稿では災

害が起きる前に被害を未然に防ぐ、あるいは被害を少しで

も減らそうとする報道に「防災・減災報道」という用語を

用いることにする。 

2) 二宮（2016）は、災害報道は関東大震災当時、新聞による

被害報道がほとんど唯一であったが、伊勢湾台風などの被

害の反省から防災報道が役割を果たし始め、阪神・淡路大

震災が災害報道のあり方を大きく問い直すものとなったこ

とを挙げ「災害報道がかつての被害報道中心から防災・減

災報道へ重点を移しているのは当然の流れである」として

いる。これにならい本稿では、災害発生から復旧・復興、

防災・減災に至るまでの一連の報道を包括的に表す用語と

して「災害報道」という語を用いることにする。 

3) 本稿では、扱う話題を災害に限定した番組のことを「災害

番組」とする。 

4) ラジオ番組のプロデューサーの役割は番組の方向性を打ち

出し放送内容に対する責任を負うことである。パーソナリ

ティーの人選はプロデューサーが行うがラジオ局内（編成

部やラジオ局長など）の承認が必要で、パーソナリティー

交代をラジオ局内から命じられることもある。各回の放送

内容・テーマの決定、出演交渉、打ち合わせは担当ディレ

クターが行い、プロデューサーが監督・承認する。ただし

「ネットワーク1･17」の場合、通常はディレクターとプロ

デューサーが各 1 名で、専属ディレクターがいない時期も

あった。このためプロデューサーも「ディレクター」とし

て少なからず番組制作に関わっている。また放送番組は原

則、毎年 2 回の改編時期に編成によって継続・終了の判断

を受け、プロデューサーに番組継続の決定権はない。 
5) KHCoder はテキスト型データを統計的に分析するためのフ

リーソフトウェアで、アンケートの自由記述・インタビュ

ー記録・新聞記事など様々な社会調査データを分析するた

めに使用されている。先行研究では、東日本大震災を経験

した福祉施設職員の体験分析（新美ら，2018）などに用い

られている。文章形式のデータに含まれている語を自動的

に切り出すほか、元のテキストでどのような文脈で使用さ

れているかを確認することができる。 

6) 阪神・淡路大震災直後は「減災」という言葉はまだ一般的

ではなく、放送では「防災」という言葉が使用された。 
7) メインパーソナリティーの交代はラジオ局上層部が決定し、

プロデューサーがその方針に従った。 
8) 理由は神戸市長田区にあったペーパードームがそのまま台

湾の被災地に移設されエコ・ツーリズムの拠点として活用

されていることや、神戸で使用された仮設住宅が台湾で再

利用されたことにある。また新潟では阪神・淡路大震災の

LSA（生活援助員）の発展形として「地域復興支援員」が

活動し、人を中心とした復興に寄与した。 
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ABSTRACT 
 

In disaster response, it is said to be ideal establishing the disaster management cycle. Broadcasters are also 
expected to contribute to the prevention and mitigation of damage by reporting in accordance with this cycle. 
Therefore, in order to clarify the ideal form of broadcasting and the issues, we analyzed a radio program that have 
continued since the Great Hanshin-Awaji Earthquake. As a result, it was found that when disaster coverage was 
focused on a single disaster and continued over a long period of time, the content of the coverage changed in line 
with the disaster management cycle. In addition, it became clear that it is important for long-term disaster reporting 
to have academic experts and supporters appear repeatedly in the program to the extent that they become "familiar" 
to listeners. 

 
 
Keywords: radio, long-term disaster reporting, disaster management cycle, emergency management cycle,  

Network 1.17 
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和文要約 
 
本研究では平成 28 年熊本地震における公共土木被害の災害査定業務を事例に，被害情報の収集・

集約・管理における情報システムの活用について考察した．熊本地震発生後から行われた公共土木

被害の情報収集・集約・管理については，パトロールメンバーが収集した情報を熊本県各振興局が

集約し，各振興局が集約した情報を県庁に報告する業務フローが行われていた．この際，当初は紙

や写真等による報告が行われており，上位組織が取りまとめる際に再度情報の入力・整理を行う必

要が生じていた．そこで，Web-GIS を基盤とした情報システムを用いた情報収集・集約・管理を行

うことで，パトロールメンバーが収集した情報を一元的に集約・管理することを可能にし，振興局

や県庁では集約された情報の利活用が容易になるようにした．県職員へのインタビューからは，情

報システムを利用することで被害情報の入力・整理等にかかる負荷が軽減されたことや，情報管理

を適切に行うことで外部組織への対応などを効率的に行うことができる可能性が指摘された．一方

で，利用者に応じた閲覧・編集等の利用権限設定の問題や，実際の災害査定業務との関わりを意識

した活用イメージ，業務に必要となる情報の属性，その他システムとの連動，外部からの情報支援

体制が課題として明らかになり，これらは情報システム導入・活用の必要条件になると考えられる． 
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2016年4月14日21時26分に発生した前震（Mj6.5），

16 日 1 時 25 分に発生した本震（Mj7.3）に代表される平

成 28 年熊本地震は，熊本県を中心に甚大な被害をもたら

した．この地震による死者数は 267 人，全壊家屋 8,673
棟などと甚大な被害が報告されている（内閣府非常災害

対策本部，2018）．地震による被害やその影響は単に人的

被害や建物被害だけでなく，例えば，電力，ガス，通信，

水道，道路などのライフラインにも生じている．被災者

のその後の生活を支えるには，こうしたライフライン等

の早期復旧が大きな影響を与えるため，自治体は被災者

への支援と同時並行で公共土木施設の復旧に向けた対応

を進めることが求められる．ここでいう公共土木施設と

は河川，海岸，砂防設備，林地荒廃防止施設，地すべり

防止施設，急傾斜地崩壊防止施設，道路，港湾，漁港，

下水道，公園が該当する．そして，自然災害により被災

したこうした公共土木施設を迅速・確実に復旧すること

を目的とした災害復旧制度がある（国土交通省，2017a）． 
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図-1 は災害復旧事業の主な流れを示したものである

（国土交通省，2017b）．公共土木施設の復旧にあたって

は，自治体が被害発生箇所を把握し，優先的に復旧すべ

き箇所を検討した上で，早急に復旧工事を施行し，公共

土木施設の機能を復旧させる必要がある．しかしながら，

復旧工事を施行するにあたり，被災自治体が自らの財政

で公共土木施設の復旧費用をすべて賄うことは難しい．

そこで，国は都道府県などからの申請を受けて，被災状

況や復旧方法，工費などを確認する災害査定を行い，国

庫負担の精算を行う．公共土木施設被害においては「公

共施設災害復旧事業費国庫負担法」に基づいて，「地方公

共団体の財政力に適応するように国の負担を定めて，災

害の速やかな復旧を図り，もって公共の福祉を確保する 
こと（第 1 条）」とされている．ただし，国庫負担の割合

を決めるには，復旧すべき公共土木施設の復旧費用が見

積もれなければ，負担額を申請することができない． 
そのため，公共土木被害の復旧に向けては早急に被害

状況を把握するとともに，公共土木施設の復旧にかかる

費用を査定する必要がある．もちろん，国の災害査定を

待たずに，被災直後からの復旧工事を進めることは可能

であるが，査定前に復旧工事を着工する箇所に関しては，

当時の被災状況を示す証拠を残すことが査定するための

唯一の手段であるため，写真等による記録を正確に残し

ておくことが重要である． 
本研究は，平成 28 年熊本地震における公共土木被害の

災害査定を事例に，災害査定に必要な被害情報の収集・

集約・管理における情報システムの活用について考察す

る．なお，本稿における「情報システム」とはWeb-GIS
を基盤とした被害情報等を一元的に集約できる地図機能

表-1 非構造化インタビュー調査の概要 
項目 第1 回 第2 回 
日時 2016/5/15 2016/9/20 
場所 熊本県庁 熊本県庁 
対象者 河川課職員 河川課職員 
質問 
概要 

 情報システムおよび

地図利用に関するヒ

アリング 
 担当している災害査

定業務内容について 

 台風接近に伴い準備

を行ったスマートフ

ォン登録環境の利用

状況の確認 
 スマートフォン登録

を利用した業務およ

びに後続業務に関す

るヒアリング 
 情報システムを利用

した業務体制に関す

る意見交換 
 

図-1 災害復旧事業の主な流れ 

（国土交通省，2017bとインタビュー結果をもとに作成） 
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と，複数の地図の一覧が表示できるポータルサイトのこ

とを示す．災害時に公共土木施設の被害を迅速かつ正確

に把握するためには，被害発生地点の位置情報と写真を

取得することで，①初期問い合わせ対応情報として利用

する，②庁内向けの被害報告資料の作成を行う，③復旧

期における災害査定の基礎情報として活用することがで

きるといったメリットが考えられる．なお，本研究にお

ける内容については，平成 28 年熊本地震において主に公

共土木施設被害の災害査定業務を担った河川課（熊本県，

2016）の担当者へ実施した非構造化インタビュー調査に

基づいている（表-1）．第 1 回目のインタビューは情報シ

ステムを「災害査定業務に利活用できないか」という相

談を受けてシステム構築を検討した筆者らの 1 人が，機

能要件を確認するために訪問した際に実施した．第 2 回

目のインタビューは，実際に情報システムを利用した状

況について対話形式で聞き取りを行い，録音データの書

き起こしを行った． 
 
２．災害時の情報収集・集約・管理に関する既往研究 
災害時の被害状況の迅速な把握や情報共有，災害対応

業務に関する研究は数多く行われてきた．被害状況の把

握の観点では，浦川ら（2005）が新潟県中越地震におけ

る緊急被害調査業務の支援活動を通じて得た知見をもと

に，地理情報システム（Geographic Information System：
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ら，2017）．伊勢ら（2018）はこの課題について，都道府
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ステムの機能要件の相違につながっており，災害対応に

おける情報システムの利活用を阻害する要因になってい
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仲介型情報共有システムが情報共有における全体効率化

を実現し，代替情報共有による有効性や情報統合基盤と

しての可能性を有していることを示した．さらに，府省

庁を対象としたSIP4D を活用して，保健・医療分野や農

業分野，自治体への社会実装が進んでいることも述べて

いる（Usuda et al., 2019）．また，伊勢ら（2017）が指摘

した問題を解消する方策として，被災地の災害対応を情

報面で支援する内閣府主導の「ISUT」（アイサット：

Information  Support  Team）の活動も行われている（内

閣府政策統括官（防災担当）付参事官（防災計画担当），

2019）． 
災害時の情報と対応業務の関係からは，災害対応や被

災者の生活再建に関する業務分析の研究が挙げられる．

例えば，災害対応業務の観点で，井ノ口ら（2005）では

2004 年新潟県中越地震における小千谷市災害対策本部

の記録資料から情報処理を業務単位で分析している．近

藤ら（2007）は新潟県中越地震時の新潟県災害対策本部

を対象組織として，当時の災害対応記録に関する業務記

録から組織構造，業務分析，業務量評価，情報マネージ

メント，相互連関の 5 つの視点で分析している．生活再

建に関する研究では，井ノ口ら（2010）が 2007 年中越沖

地震の際に被災者台帳に残された対応記録をもとに被災

者生活再建支援業務の実態分析を行っている．この研究
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では，災害の応急期だけでなく復旧・復興期に発生する

業務についての分析を行っていることが特徴的である．

また，村上ら（2014）は罹災証明発給業務について，2012
年京都府南部豪雨を事例に，実際の業務記録から業務の

迅速化・効率化を妨げる課題およびボトルネックの抽出

に関する研究を行っている． 
以上のように，災害時の被害状況の迅速な把握や情報

共有，災害対応業務に関する研究は数多く実施されてい

る．しかし，本研究で取り上げる公共土木施設の災害査

定に関しては，応急工事に着手するための迅速な被害状

況の把握，現場から振興局，県庁という階層的な組織間

での情報共有，長期にわたる財政的調整への対応など，

いずれの視点にも関わる複合的な要素がある．本研究で

は，そうした視点も意識しながら，災害査定に必要な情

報の収集・集約・管理における情報システムの活用に関

する考察を行う． 
 
３．平成 28 年熊本地震における公共土木被害の情報収

集・集約・管理における業務フロー 
災害に伴う公共土木被害を復旧するためには，被害が

発生している箇所を迅速に把握し，優先的に復旧が必要

な被害箇所を選定して災害査定を行い，早期の復旧工事

を実施する必要がある．本章では平成28年熊本地震にお

ける公共土木被害対応の中でも，県庁河川課を中心に行

われた業務フローについて，2016年5月15日に実施した河

川課担当者への非構造化インタビューをもとに述べる． 
図-2は熊本県庁河川課を中心とした，公共土木被害の

情報収集および利活用について整理したものである．情

報収集・集約面では，熊本県内の11振興局が現地での公

共土木被害を調査するパトロールメンバーを配備して，

パトロールメンバーが写真や地図を用いて被害状況を収

集する1）．パトロールメンバーが収集した情報をもとに，

11振興局が被害状況を集約し，情報内容を精査した上で

県庁河川課へ報告を行う．県庁河川課では，各振興局か

ら寄せられた公共土木被害の被害状況の報告を一括で集

約する．これが情報収集・集約面の一連の流れである． 
一方，情報利活用面では，第1に県庁の知事公室や災害

対策本部，国土交通省の地方整備局に対する状況報告が

挙げられる．実際に，公共土木被害がどの程度発生して

いるのかなどを報告している．第2は，県庁内における他

の部・課に対する情報共有である．公共土木被害は直接

的もしくは間接的に様々な他の業務に影響を与える．他

課がスムーズに業務を進めるためには，集約された公共

土木被害の情報共有が重要になる．第3は，災害査定に関

する資料作成および報告である．前述の通り，公共土木

被害にかかる費用に対しては法律に基づいて，一定割合

が国費から負担される．また，迅速な復旧工事を実施す

るためには，早急な災害査定を実施することが求められ

る．実際に，平成28年熊本地震における公共土木施設の

災害査定は2016年5月26日～12月27日にわたって行われ，

査定決定箇所は4,830箇所，査定決定額は約900億円とな

った（熊本県，2016）． 
なお，筆者らが河川課と最初のコンタクトをとったの

は地震発生後の2016年4月26日であり，その際に，情報シ

ステムを「災害査定業務に利活用できないか」という相

談を受けた．まずは河川課内に集約されている情報を情

報システム上に取りまとめる作業を実施し，同年5月15
日には河川課へ災害査定業務の流れと情報システムの利

活用に関する非構造化インタビュー調査を実施した．そ

の後，同年5月25日には振興局からの情報入力を行うなど

の展開を図りたいという要望を受けて，振興局等も含め

た情報集約・管理のシステム運用を開始した． 

図-2 熊本県庁における公共土木被害の情報収集・集約・管理に関する流れ 
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４．公共土木施設被害の情報収集・集約・管理の実態 
本章では 3 章で示した公共土木被害の情報収集・集

約・管理の業務フローに基づいて，情報システムを活用

する前までの段階における，（1）パトロールメンバーに

よる被害情報収集，（2）振興局における情報集約と県担

当課への報告，（3）県担当課における公共土木被害情報

の集約・管理の実態について詳述する． 
(1) パトロールメンバーによる被害情報収集 

 地震等の災害に伴う公共土木被害が発生した場合，発

生個所の特定と現場状況の把握が必要である．公共土木

被害の状況把握にあたっては，パトロールメンバーと呼

ばれる被害調査を実施する人員が県内の 11 振興局から

配備される．パトロールメンバーの基本構成は，治水班

として県職員が 4 名程度，道路維持班として県職員 4 名

程度，その他パトロールメンバーとして民間企業への委

託も含めて多数の作業員が，被害調査人員として配備さ

れる．それらのパトロールメンバーが，実際に被害が発

生している公共土木施設を確認して回り，現地での写真

撮影を行って振興局に情報を集めていく．被害調査の実

施にあたって，県職員のみでは現場での情報収集および

振興局での情報とりまとめを実施することが難しい．そ

のため，災害時において現場を回って被害状況を収集す

るための人員を外部委託している．ただし，ここで委託

される人員については，公共土木被害に関する被害状況

を目視で認知でき，その規模感や施設の壊れ具合等，公

共土木施設の災害規模の判定ができる知識を有する者が

求められる． 
(2) 振興局における情報集約と県担当課への報告 

 熊本県内にある 11 振興局では，公共土木施設の被害の

現地調査を行ったパトロールメンバーの情報を集約し，

県庁河川課へ報告する災害対応業務を行っている．パト

ロールメンバーはデジタルカメラ等を持参し，公共土木

施設の被害が発生している箇所を巡回しながら情報収集

を行っている．振興局はパトロールメンバーが撮影した

被害写真を受け取り，撮影した写真をパトロールメンバ

ー本人に確認しながら撮影地点等を把握し，情報の集約

を行った．公共土木被害情報の集約方法としては，被害

箇所の情報を表形式で整理してとりまとめ，その場所に

対応する写真等との関係が分かるように，写真の保存先

ファイルディレクトリなどと突き合わせて整理している．

そのように集まった情報をもとに，被害発生個所を表形

式の一覧で示すほか，代表的な被害箇所については被害

報告資料にして県庁河川課に報告している． 

図-3 公共土木被害の報告様式（一覧表） 

（被害詳細についてはボカシ処理を施している） 
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(3) 県担当課における公共土木被害の情報収集・集約・

管理 

 県庁河川課では，各振興局が集約した公共土木施設の

被害状況をまとめて，県庁内での報告や情報共有，災害

査定における資料作成等を行っている．その際に，資料

としては 2 種類の報告様式で作成が行われている． 
1 つは被害報告表である（図-3）．被害報告表には，表

頭には河川・海岸・砂防設備・道路等の工種別に，都道

府県および市町村工事の箇所数と金額が記されたものが

付き，箇所別災害報告表が付与されている．箇所別災害

報告表には工種や位置（市町村地先名），被害額，被害概

要，工法等が属性情報として整理されている．被害箇所

の情報集約においては，各振興局が収集したものを振興

局単位でとりまとめ，県庁に報告する仕組みができてお

り，県庁では各振興局から上がってきた報告を県全体と

して取りまとめている．振興局から上がってくる被害箇

所の報告に関しては，第 1 報の形で被害箇所に関する文

字情報が中心に集約され，その後の調査を受けた第 2 報

以降で，現地の写真等が揃い始める場合が多い傾向があ

る． 
もう 1 つは公共土木施設被害の代表地点の詳細をまと

めた資料（図-4）である．この様式では，公共土木被害

の中でも特徴的な代表点を県庁職員が決めて，その被害

状況をパワーポイント形式の資料として作成している．

この様式に含まれる情報としては，代表地点の位置情報

や複数の現場写真，被害等にかかわるその他のデータ（雨

量情報，断層情報など）が挙げられる．代表地点と明記

しているように，すべての被害箇所に対して資料を作成

しているわけではなく，いくつかの箇所を選定して資料

を作成していることは県庁職員へのインタビューから把

握した．これらの資料の目的は，当該災害に関する被害

規模を大まかに把握できるものを示すためである． 
 
５．公共土木施設被害の情報収集・集約・管理の課題 
 本章では公共土木被害の情報収集・集約・管理におい

て実態から見えてきた課題について詳述する． 

(1) パトロールメンバーから各振興局への集約 

 パトロールメンバーが現場で巡回して収集した被害状

況の写真を振興局で集約しているが，そもそも被害箇所

の情報はパトロールメンバー個々人の集め方に則ってい

るため，振興局で集約される際に現場を回ったパトロー

ルメンバーに逐次確認しないと，撮影地点と写真の関係

が整理できないなどの課題が発生している．また，撮影

当日などであれば，パトロールメンバーの記憶をたどる

ことで場所と写真の関係を整理することもできるが，時

間が経つにつれて被害箇所と写真の関係性があいまいに

なってしまい，振興局に集約された情報を整理すること

が難しくなる． 
災害の規模が大きくなると，振興局のみで対応するこ

とができなくなるため，県庁から直接職員を派遣して情

報収集をサポートすることもある．しかしながら，結局

は県庁職員が収集した情報が振興局を介して，県庁に報

告されることになり，情報収集の面で二度手間が発生し

ている．また，情報管理の面からも公共土木施設の被害

が増えると，情報を正確に扱うことがより難しくなる．

このように，情報を集約し管理する際に，担当者間のコ

ミュニケーションが逐次発生するため，業務の停滞を招

く結果となる． 
(2) 振興局・県庁間の情報管理と課題 

 公共土木施設の被害に関する情報収集，被害状況に関

する資料（図-3，図-4）の作成は振興局が担当するが，

災害査定業務に関する手続きは県庁が担当する．そのた

め，災害査定の段階で集めた情報に対する確認が生じた

場合は，その都度振興局に対して問い合わせが行くこと

になる．このときに，情報管理がうまく実施できていな

い場合，振興局は県庁からの問い合わせに伴い，改めて

現地調査を行う必要に迫られ，被害状況に関する情報収

集に後れを生じる可能性がある． 
また，災害査定は応急期に始まり長期に及ぶ災害対応

であり，集まってきた被害情報から順次査定を開始する

ものの，優先度の低い被害箇所は査定が後回しになるこ

とがある．その場合，早い段階で情報を収集したとして

も，振興局担当者の記憶が薄れてしまった後に県庁から

確認の問い合わせが来ることになり，結局のところ，再

調査が必要になるムダが発生している．県庁としても，

複数の振興局と同様のやり取りをすることになり，情報

管理がうまくいかなかった場合は業務負担が増している

ことがインタビューで言及された． 
 
６．公共土木被害の情報収集・集約・管理の実践に向け

た情報システムの構築と導入 
 筆者らは，2016 年 5 月 15 日に河川課職員の担当者へ

実施した非構造化インタビューに合わせて，災害査定に

向けた情報収集・集約・管理のための情報システム 2）の

利用に関する協議を行い，Web-GIS を基盤とした情報シ

図-4 公共土木被害の報告様式（代表地点被害報告） 

（熊本県提供資料より） 
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ステムの利用環境の構築および提供を行った．今回構築

した情報システムの仕組みを示したものが図-5 である． 
情報システムを導入するメリットとして，データベー

スによる情報管理が容易になることが挙げられる．5 章

でも述べたように，公共土木被害に関する情報の収集・

集約においては，パトロールメンバーが現地で収集した

情報を振興局が再度 Excel 等へ入力・整理しなおし，さ

らに県庁の報告の際にも，振興局ごとに送られてきた

Excel を県庁職員が一元化するために，再度整理するな

どの手間が発生している．その理由としては，同じ情報

であったとしても，それぞれの組織に応じてどのように

その情報を利活用するかといった目的が異なるからであ

る．そのため，集められた情報を再度，自らの組織に適

した形式へ変換する作業が生じていた．こうしたインタ

ビューを通じて発見した課題をもとに，どのように情報

システムを導入するべきか検討を行った． 
まず，パトロールメンバーはスマートフォンを用いて

被災現場を訪問し，現地で被害状況に関する位置情報や

写真を収集し，振興局が管理するマップに対してレイヤ

単位での登録を行う役割を担う．図-6 はパトロールメン

バー向けに作成・配布したスマートフォンでの情報登録

マニュアルである．次に，振興局はパトロールメンバー

が収集した情報を 1 つのマップ上で管理するとともに，

管理しているマップを県庁河川課へ共有する．県庁河川

課では，各振興局から共有されたマップを集約すること

により，県内全体の情報を集約することが可能となる．

このように情報集約に関しては情報システムを用いるこ

とで，入力された情報をデータベースで一元的に管理で

きるだけでなく，自由に情報を出力して利活用すること

が可能となる． 
今回は収集した情報や写真に対して，被害地点（撮影

地点）の位置情報に紐づけることで，災害査定対象とな

る公共土木施設被害情報の管理や活用を容易にすること

を狙った．その一方で，単純に写真と位置情報を紐づけ

るだけではなく，管轄振興局名，管理者，撮影日，撮影

者名，被害概要，工種，位置（地名・地先），被害額，工

法，査定次，査定班，査定番号等の情報に付与する属性

についても適切に入力することが望ましい．それらがう

まく実現されることで，図-4 のような災害査定時に活用

する資料作成を行うことが容易になる． 
 また，情報システムを用いる場合，原則としては 1 つ

の画面を多数の組織や人員が閲覧し，情報共有を行うこ

とが望ましい．しかし，公共土木被害の場合，情報収集

にあたっては県庁職員だけでなく民間企業への委託も行

図-6 パトロールメンバー向けに作成・配布した 

スマートフォン登録マニュアル 

図-5 熊本県庁河川課や各振興局における情報システムを用いた情報収集・集約・管理の仕組み 
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っているため，県として集約している公的情報の閲覧や

編集などに一定の制限を設ける必要がある．また，情報

収集においては被害情報をデータとして網羅的に収集す

ることが求められるが，情報管理においては，収集され

た情報をきちんと精査したもののみを利活用できる状態

になっていることが望ましい．このように，情報収集と

情報管理では情報（データ）そのものの取り扱いに明確

な違いがある． 
そこで大きく，情報収集と情報管理については，それ

ぞれ地図を分けて管理することを検討した．地図を分け

ることにより，情報収集の段階ではパトロールメンバー

は所属する振興局に限定した範囲での操作のみが許容さ

れ，登録情報の編集も自らが入力した被害情報に対して

のみ可能とした．また，情報収集にあたっては，振興局

単位で地図および被害情報のレイヤを作成し，情報入力

専用で利用することを検討した．これにより，情報管理

においても振興局ごとに収集された情報を管理すること

ができるようになっている．そして，各振興局単位で集

約・管理されたレイヤを 1 つの地図上で重畳表示するこ

とにより，公共土木被害の全容を把握できるようにした．

その際，公共土木被害の全容を把握できるだけでなく，

都度行われる災害査定に向けて振興局およびパトロール

メンバーが収集した情報を抽出し，査定ごとに名称を変

えた地図に情報を登録することで，どの被害情報が何次

査定で報告されたものかについて把握することを可能と

した（図-7）．また，査定ごとに分けた地図はポータルサ

イト上で管理できるようにした（図-8）． 
さらに，情報システムを導入したことによって，他機

関が保有する情報も重畳表示することが可能になった．

平成 28 年熊本地震においては研究機関により中央省庁

や熊本県等の災害情報を集約し支援する取り組みが行わ

れており（Ise et al.,2017；Usuda et al.,2017），ここで集め

られた情報も活用された．活用された情報には，国土地

理院の土砂崩壊地，防災科研の液状化現象発生地点調査

図-8 各種地図を管理するポータルサイト 

（一部ボカシ処理を施している） 

図-7 災害査定向けの情報管理を行う情報システム画面 

（背景の地理院地図を透過表示している） 
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結果や土砂移動分布，熊本県の土砂災害情報（土石流危

険渓流，急傾斜地危険箇所，地すべり危険箇所）といっ
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７．情報システム導入による公共土木被害の情報収集・

集約・管理への影響に関する考察 
 本章では，公共土木被害に関する情報収集・集約・管

理について，情報システム導入の前後を比較することで，

その影響を考察する．ここでの内容は主に熊本地震での

対応が落ち着いた 2016 年 9 月 20 日に河川課担当者へ実

施した第 2 回の非構造化インタビューに基づいている

（表-2）． 
従来の情報集約・管理では，パトロールメンバーが収

集した情報を振興局が再入力・整理し，さらに振興局が

整理した情報を県庁自らが再入力することで整理するフ

ローが行われていた（図-2）．この方法では，振興局と県

庁にそれぞれ情報を集約・管理したデータシートのよう

なものが存在することになり，そこに情報を追加してい

く作業が随時発生するため，担当者の作業負担が増大す

る．前述したように，パトロールメンバーの基本構成と

しては，治水班として県職員が 4 名程度，道路維持班と

して県職員 4 名程度，その他パトロールメンバーとして

民間企業への委託も含めて多数の作業員が，被害調査人

員として配備されている．この人数が 11 振興局ごとに割

り当てられているため，パトロールメンバーだけでも

100 名以上の人員で活動していることになる． 
そのため，振興局や県庁での情報入力・整理に人手が
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パトロールメンバーには委託先業者も含まれ，それらは

復旧工事の委託先にもなる可能性があることから，他の

パトロールメンバーが収集した情報は見えないようにす

る運用が求められた．本来であれば，業務を統括する部

署がこれらの権限設定も踏まえて，情報システムの運用

を行うことが望ましいが，そこは今回筆者らによるサポ

ートの下で行われた． 
2 つ目は担当者が災害査定業務を行うにあたって，

Web-GISを基盤とした情報システムを導入する意義や効

果を理解していることである．Web-GIS のような情報を

収集し管理するシステムは，その利用状況をイメージで

きる場合に効果を発揮する．熊本地震では担当者が災害

査定業務を行うにあたって，情報システムを活用する意

図を十分に把握していたが，担当者が異なる場合でも支

障なく業務が遂行されることが望ましい．そのためには，

Web-GIS のみの情報システムではなく，業務工程の把握

や進捗管理も可能な情報システムとの連動により，担当

者の業務を支援する仕組みが求められる． 
3 つ目は，情報システムが保有するデータの属性とし

て，管轄振興局名，管理者，撮影日，撮影者名，被害概

要，工種，位置（地名・地先），被害額，工法，査定次，

査定班，査定番号等，災害査定業務を遂行するにあたっ

て入力・管理するべき属性をあらかじめ設定しておき，

実際にパトロールメンバーや振興局がこれらを適切に入

力し，県庁では国土交通省との折衝に関する情報を紐づ

けて一元的に管理できることが望ましい． 
そして，4 つ目は情報入力および情報管理における支

援体制である．今回の事例では，筆者らによる情報シス

テムの運用サポートのほか，熊本県庁河川課の担当者が

情報システムを技術的にも運用的にも理解した上で活用

していたが，こうした情報システムは前述した伊勢ら

（2017）の指摘にもあるように利活用されない場合があ

る．現在こうした課題に対しては，ISUT といった情報支

援を行うチームが解決に向けて活動している．もちろん

被災自治体が情報システムを有効に活用して，自律的に

災害対応を行うことが望ましいが，外部からの支援体制

やそのための制度を持続的かつ機動的に整備することも

重要である． 
 
８．おわりに 
本研究では，平成 28 年熊本地震における公共土木被害

の災害査定業務を事例に，災害査定に必要な被害情報の

収集・集約・管理における情報システムの活用について

考察した．熊本地震発生後から行われる公共土木被害の

情報収集・集約・管理については，パトロールメンバー

が収集した情報を熊本県の各振興局が集約し，各振興局

が集約した情報を県庁河川課に報告するという業務フロ

ーが行われていた．その際，当初は紙や写真等による報

告が行われており，上位組織が取りまとめる際に再度情

報の入力・整理を行う必要が生じていた． 

そこで，情報システムを用いた情報収集・集約・管理

を行うことで，パトロールメンバーが収集した情報を一

元的に集約・管理することを可能にし，振興局や県庁で

は集約された情報の利活用が容易になるよう，情報シス

テムを導入して活用した．県職員への非構造化インタビ

ューからは，情報システムを利用することで被害情報の

入力・整理等にかかる負荷が軽減されたことや，情報管

理を適切に行うことで外部組織への対応などを効率的に

行うことができる可能性が指摘された．一方で，Web-GIS
を基盤とした情報システムを導入する際に，利用者に応

じた閲覧・編集等の利用権限設定の問題や，実際の災害

査定業務との関わりを意識した活用イメージやその他シ 
ステムとの連動が，解決が図れない課題として明確とな

り，こうした情報システムの導入・活用の必要条件にな

ると考えられる． 
 
謝辞：本研究を実施するにあたっては，熊本県庁河川課

および各振興局の職員の皆様にご協力頂いた．なお，本

研究は，総合科学技術・イノベーション会議の SIP（戦

略的イノベーション創造プログラム）「レジリエントな防

災・減災機能の強化」（管理法人：科学技術振興機構）（当

時）の予算の一部を活用した． 

 
補注 
1) 平成28 年熊本地震が発生した当時は，従来型携帯電話（フ

ィーチャーフォン）を保有している職員やパトロールメン

バーもおり，携帯電話のカメラ機能を用いて撮影した写真

を被害報告に活用していた（第 2 回インタビューによる）．

情報システムの利用にあたっては、情報システムそのもの

だけでなく周辺機器の調達なども検討することが重要であ

る． 
2)  本研究における情報システムには防災科学技術研究所が研

究開発を行っている「e コミマップ」，地図を管理するポー

タルサイトには「eコミグループウェア」を使用した．これ

らはオープンソースソフトウェアとして公開・配布されて

いるものである（防災科学技術研究所，2009）． 
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パトロールメンバーには委託先業者も含まれ，それらは

復旧工事の委託先にもなる可能性があることから，他の

パトロールメンバーが収集した情報は見えないようにす

る運用が求められた．本来であれば，業務を統括する部

署がこれらの権限設定も踏まえて，情報システムの運用

を行うことが望ましいが，そこは今回筆者らによるサポ

ートの下で行われた． 
2 つ目は担当者が災害査定業務を行うにあたって，

Web-GISを基盤とした情報システムを導入する意義や効

果を理解していることである．Web-GIS のような情報を

収集し管理するシステムは，その利用状況をイメージで

きる場合に効果を発揮する．熊本地震では担当者が災害

査定業務を行うにあたって，情報システムを活用する意

図を十分に把握していたが，担当者が異なる場合でも支

障なく業務が遂行されることが望ましい．そのためには，

Web-GIS のみの情報システムではなく，業務工程の把握

や進捗管理も可能な情報システムとの連動により，担当

者の業務を支援する仕組みが求められる． 
3 つ目は，情報システムが保有するデータの属性とし

て，管轄振興局名，管理者，撮影日，撮影者名，被害概

要，工種，位置（地名・地先），被害額，工法，査定次，

査定班，査定番号等，災害査定業務を遂行するにあたっ

て入力・管理するべき属性をあらかじめ設定しておき，

実際にパトロールメンバーや振興局がこれらを適切に入

力し，県庁では国土交通省との折衝に関する情報を紐づ

けて一元的に管理できることが望ましい． 
そして，4 つ目は情報入力および情報管理における支

援体制である．今回の事例では，筆者らによる情報シス

テムの運用サポートのほか，熊本県庁河川課の担当者が

情報システムを技術的にも運用的にも理解した上で活用

していたが，こうした情報システムは前述した伊勢ら

（2017）の指摘にもあるように利活用されない場合があ

る．現在こうした課題に対しては，ISUT といった情報支

援を行うチームが解決に向けて活動している．もちろん

被災自治体が情報システムを有効に活用して，自律的に

災害対応を行うことが望ましいが，外部からの支援体制

やそのための制度を持続的かつ機動的に整備することも

重要である． 
 
８．おわりに 
本研究では，平成 28 年熊本地震における公共土木被害

の災害査定業務を事例に，災害査定に必要な被害情報の

収集・集約・管理における情報システムの活用について

考察した．熊本地震発生後から行われる公共土木被害の

情報収集・集約・管理については，パトロールメンバー

が収集した情報を熊本県の各振興局が集約し，各振興局

が集約した情報を県庁河川課に報告するという業務フロ

ーが行われていた．その際，当初は紙や写真等による報

告が行われており，上位組織が取りまとめる際に再度情

報の入力・整理を行う必要が生じていた． 

そこで，情報システムを用いた情報収集・集約・管理

を行うことで，パトロールメンバーが収集した情報を一

元的に集約・管理することを可能にし，振興局や県庁で

は集約された情報の利活用が容易になるよう，情報シス

テムを導入して活用した．県職員への非構造化インタビ

ューからは，情報システムを利用することで被害情報の

入力・整理等にかかる負荷が軽減されたことや，情報管

理を適切に行うことで外部組織への対応などを効率的に

行うことができる可能性が指摘された．一方で，Web-GIS
を基盤とした情報システムを導入する際に，利用者に応

じた閲覧・編集等の利用権限設定の問題や，実際の災害

査定業務との関わりを意識した活用イメージやその他シ 
ステムとの連動が，解決が図れない課題として明確とな

り，こうした情報システムの導入・活用の必要条件にな

ると考えられる． 
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補注 
1) 平成28 年熊本地震が発生した当時は，従来型携帯電話（フ

ィーチャーフォン）を保有している職員やパトロールメン

バーもおり，携帯電話のカメラ機能を用いて撮影した写真

を被害報告に活用していた（第 2 回インタビューによる）．

情報システムの利用にあたっては、情報システムそのもの

だけでなく周辺機器の調達なども検討することが重要であ

る． 
2)  本研究における情報システムには防災科学技術研究所が研

究開発を行っている「e コミマップ」，地図を管理するポー

タルサイトには「eコミグループウェア」を使用した．これ

らはオープンソースソフトウェアとして公開・配布されて

いるものである（防災科学技術研究所，2009）． 
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ABSTRACT 
 
In this study, the authors considered the utilization of information systems in the collection, aggregation, and 
management of damage information necessary for disaster assessment, as a case study on the disaster damage 
assessment of public civil engineering facility in the 2016 Kumamoto Earthquake. For the information collection, 
aggregation, and management on damage to public engineering facility, which has been conducted since the 
Kumamoto earthquake occurred, the work-flow was that each Promotion Bureau in Kumamoto Prefecture 
aggregated the information collected by patrol members, and they reported the aggregated information to its River 
Division. In the beginning, the information was reported on paper and photographs, and it was necessary to input 
and organize the information again when the higher-level organization compiled it. Therefore, an information 
system based on Web-GIS was introduced and utilized to collect, consolidate, and manage the information collected 
by the patrol members in a centralized manner, and to facilitate the utilization of the consolidated information by its 
Promotion Bureau and the Prefecture. Unstructured interviews with prefectural officials pointed out that the use of 
the information system reduced the burden of inputting and organizing damage information, and that proper 
information management may enable efficient responses to external organizations. On the other hand, when 
introducing a Web-GIS-based information system, the problems of setting user permissions for viewing and editing, 
the image of using the system in relation to actual disaster assessment, and the linkage with other systems were 
identified as issues that cannot be solved. This will become a necessary condition for the introduction and utilization 
of such information systems. 
 
 

Keywords：Disaster Assessment Work, Public Engineering Works Damage, 2016 Kumamoto Earthquake, 
Information Systems, Information Collection, Aggregation and Management 
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和文要約 
 
上水の供給は、水源から受益者（住民や企業）に届くまでの間、複数の管轄に分かれて管理され

ており、平時でも全体像の把握は難しい。南海トラフ地震のような広域大規模災害時において、管

轄を超えた連携を行うためには事前の検討が必要であるが、現状は基本的な情報共有も十分とはい

えない。そこで、愛知県西三河地域の上水道の供給経路についてグラフ化を行い、上位管理者も交

えた、災害時の連携を検討する継続的な議論の場に適用した。その結果、連携の具体案が示され、

前年度との比較から、①テーマの継続性②上位管理者との対話③グラフ化の取組みによる連携対象
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供給状況なども踏まえた情報提示が必要など、情報提示のあり方としての改善点も提示された。 
 
 

キーワード：災害情報、地域連携、ワークショップ、災害時の水供給、管理者の階層性 
 
 

１．はじめに 
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（２）研究の位置づけと方法 
これまでの地域連携と情報共有に関する研究の内、竹

原ら（1998）は、住宅施策に関する研究の中で、地域像

の共有が、個々の市町村の最適性を越えた最適な施策を

考えることにつながるとして、地域連携における情報共

有の重要性を示している。災害対応における地域連携と

情報共有については、佐藤ら（2017）が、関係主体が参

加する検討プロセスにおいて、情報共有や目的の共有を

行なうことの重要性について、知見を示しているが、そ

の際に提示される情報の内容を問う研究ではない。災害

時の地域連携における協定や計画策定などの、事前の取

組みの重要性について、阪本（2012）は、災害時相互応

援協定の締結において、災害時の活用についても十分に

定める必要があること、沼田ら（2011）は、災害時の基

礎自治体間の連携に関して、地域防災計画の記述の統一

性と整合性が重要であることを示しているが、具体的な

事前検討の枠組みや共有すべき情報の提示はしていない。 
上水道システムと災害対応に関わる研究において、平

山（2015）は、管理者に階層性のある、災害対応プロセ

スの分析結果から、発災前におけるFace to Face のネット

ワーク構築の必要性について言及するとともに、事前の

検討枠組みや検討すべき内容を提示しているが、そこで

提示されるべき情報の内容については示されていない。

一方で、鍬田ら（2012）は、東日本大震災時の水供給シ

ステムの復旧状況について分析する過程で、グラフを用

いた広域水道と供給先の基礎自治体の関係性について整

理を行い、多様な管理者が関与する対象について、グラ

フ化による情報の整理手法の有効性を示しているが、地

域連携に向けた事前の検討に用いたものではない。 
そこで本研究は、とくに階層性のある対象に関する災

害時の地域連携の具体化に寄与する、事前の取組みにお

ける情報提示のあり方を検討するものである。 
研究の方法は、次章（2 章）で、対象地域の特徴につ

いて述べ、3 章で対象地域を構成する自治体間の連携や

事前の関係づくりの状況を整理した上で、地域連携の課

題を整理する。4 章では、鍬田ら（2012）の情報整理の

手法を参考に、上水道の供給経路のグラフ化を行う。ま

た、GIS データベースにその整理結果を反映させたうえ

で、被害想定を踏まえた対象地域の課題の整理を行う。5
章では、前章で行った情報の整理を、対象地域の連携促

進をテーマに行った議論の場に適用した結果を述べ、6
章では 5 章の結果を踏まえたグラフの別図を自治体の防

災担当職員に提示し、その利点や課題を明らかにする。 
 

２．対象地域とこれまでの取組み 
（１）西三河地域の概要 
本研究で対象地域とする西三河地域は、愛知県のほぼ

中央部に位置している。構成する基礎自治体は、中核市

の岡崎市と豊田市を含む 9 市と 1 町の 10 市町 1)である。

地域の中央には矢作川が流れ、北東部には中山間地域、

南西部には洪積台地と沖積平野が広がり、沿岸部に至る。

中心的な産業は、自動車関連産業工業を中心とする工業

である。平成 30 年の工業統計調査（経済産業省）におい

て、西三河地域の製造品出荷額は、約 26 兆円で、これは、

県別の集計で 1 位の愛知県全体の約 46 兆円に対して、

55.7％を占める。また、2 位の神奈川県の約 18 兆円を西

三河地域のみで上回っている。発災後の上水の供給課題

を事前に検討する事は、これら産業を支える従業員の生

活再建に関わるとともに、工業用水の供給は、共用の施

設・管路を通じて、上水道の供給にも関わっており、産

業復興への影響を考える上でも重要である。 
（２）対象地域の地域連携の状況 
西三河地域の 9 市 1 町は、災害時の自治体間連携を達

成するため、2013 年に「西三河災害時相互応援協定」を

結ぶとともに、「西三河防災・減災連携研究会（以下、西

三河研究会）」を結成し、具体的な連携課題の解決へ向け

て取り組みを実施している。西三河研究会では、各年度

1 回、ワークショップ形式の議論の場を設けている。 
これまで、「地域連携に向けた地域特性の共有」「緊急

輸送路などの道路被害と復旧の課題」「産業の復旧」など

をテーマとして議論を行ってきた。これらの議論の中で、

発災後の生活水の確保の重要性の他、道路復旧と水道埋

設管の課題など、水道の応急復旧に関わる多面的な影響

を共通認識するに至り、2018 年度に水をテーマとしてワ

ークショップを行った。参加者の感想から、災害時の水

の供給に関するリスクの共有は図れたものの、具体的な

連携に関する議論には至らず、情報共有のあり方を含め

た、議論の進め方が課題となっていた。 
（３）西三河地域の被害想定 
愛知県（2015）が示す、南海トラフ地震の最大想定モ

デル 2)による被害想定を図-2に示す。 
対象地域は、南部の沿岸域に近い市町を中心に、西尾

市、碧南市、高浜市、安城市、岡崎市、刈谷市、幸田町

に、震度 7 も含む 6 強以上が想定されている。したがっ

て、これらのエリアの上水の供給に関わる施設・管路へ

の影響が懸念される。また、前述の鍬田ら（2012）や能

島（2011）において、津波の影響のあった広域水道の復 
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有の重要性を示している。災害対応における地域連携と

情報共有については、佐藤ら（2017）が、関係主体が参

加する検討プロセスにおいて、情報共有や目的の共有を

行なうことの重要性について、知見を示しているが、そ

の際に提示される情報の内容を問う研究ではない。災害

時の地域連携における協定や計画策定などの、事前の取
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表-2 協定の内容（協定書から筆者らが抜粋） 
 

 

 

 

 

 

旧に時間がかかったことが示されている。したがって、 
津波浸水の想定エリアが比較的広範囲に渡る碧南市と西 
尾市では、上水の供給への影響が大きくなる可能性があ

り、地域連携を検討する意義のある地域といえる。 
 

３．地域連携の現状と地域防災計画の比較 
本章では、対象地域の地域連携の現状の整理を行う。

まず各市町の地域防災計画内の、災害時の上水の供給に

関する記述の比較・整理を行う。次いで、市町間の協定

等の有無や広域水道を供給する愛知県企業庁と基礎自治

体との連携について整理し、地域連携の課題抽出を行う。 
（１）地域防災計画内における災害時の地域連携 
本節では、対象地域の地域防災計画内の災害時の上水 

の供給に関する、とくに地域連携に関わる記述について

整理し、比較を行う。 
 表-1においてまず、水源の項目では「最寄りの非被災

事業者と協議の上確保」との記述が、下線で示した 4 市

にみられた。また、「緊急連絡管（以下、連絡管）」に関

する記載が見られるのは、二重下線で示した 4 市町であ

るが、具体的な協定先を示すのは、岡崎市と豊田市の 2
市である。岡崎市は、県及び豊田市、安城市、幸田町、

西尾市の隣接 4 市町、豊田市は、 県及び、岡崎市、知立 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市、刈谷市、安城市の隣接 4 市と、中部水道企業団と協

定を締結し、緊急時の相互使用について記載がある。一

方で、上記 2 市の記載内容から、両市と協定締結が認め 
られる、安城市及び、いずれか一方と協定の締結が認め

られる、刈谷市、西尾市、知立市、幸田町の 4 市町は、

地域防災計画に具体的な協定先の記載がない（幸田町は、

整備する旨のみ、西尾市は、資料編に記載がある）。応急

的な水循環システムに関する記述は、6 市町にあった。 
また、近隣市町との連携について、「水道災害相互応援

に関する覚書」を締結する県内の水道事業者への応援要

請を含め、いずれも近隣市町への応援要請に関する記述

がある。県との連携は、幸田町のみ記述がないが、愛知

県営水道地震防災対策実施計画には、「愛知県水道震災広

域応援実施要綱」により、県から各市町へ支援を行うこ

とが示されている。 
（２）西三河災害時相互応援協定 

 前述の通り、西三河の 9 市 1 町は、2013 年に西三河災

害時相互応援協定を締結している。表-2に協定書の 2 条

に記述される相互応援の内容（対象 6 項目）を示す。 
その（1）には、「食料、飲料水及び生活必需品並びに

その供給に必要な資機材の提供」と、上水の供給に関わ

る応援についても規定されているが、備蓄品の提供に止

まっている。その他、明確に上水の供給に関するものと

の記載はないが、救援に必要な（2）車両などの提供、（4）
職員の派遣についても示されている。 
（３）愛知県企業庁との連携と県営水道の耐震状況 
対象地域の災害時の上水の供給に関する広域水道（県

営水道）の管理者の対応状況として、愛知県企業庁（企

業庁）のホームページに示される、「水道施設の地震対策」 

項目 協定の内容

（1） 食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供

（2） 救援及び救助活動に必要な車両等の提供

（3） 被災者の救出、医療、防疫並びに応急復旧に必要な医薬品等物資及び資機材の提供

（4） 救援、応急復旧に必要な職員の派遣

（5） 被災者の受け入れ

（6） 前各号に掲げるもののほか、要請があった事項

凡例：○ 記載あり, △ 資料編に記載あり, × 記載なし,  □ 水道災害相互応援に関する覚書による応援の実施について記載あり 

■ 記載なし（但し、愛知県水道震災広域応援実施要綱に従って、県からの応援があることが推測される）, * 蒲郡市は、対象地域外 

下線は、最寄りの非被災事業者からの確保、二重下線は、緊急連絡管による確保を、非常時の水源とする旨を記載する市町を示す 

表-1 災害時の水供給に関する地域防災計画の記載 

市町村 県

岡崎市 〇 ①緊急連絡管（県、豊田市・安城市・幸田町・西尾市と協定） × □ 〇 〇 △

碧南市 〇
①市内の配水池を原則的に使用
②公共施設や集合住宅の受水槽
③事前登録済みの民家の井戸

× □ 〇 〇 〇

刈谷市 〇 ①プール、ため池、沈殿池、河川の比較的汚染の少ない水源 〇 □ 〇 〇 〇

豊田市 〇 ①緊急連絡管（県、岡崎市・知立市・刈谷市・安城市、企業団と協定） × □ 〇 〇 〇

安城市 〇 記述無し × □ 〇 〇 〇

西尾市 〇
①最寄りの非被災事業者から確保
②上記が困難な場合、井戸水・河水等をろ過
③緊急連絡管（岡崎市・安城市・蒲郡市*と協定）※資料編のみに記載

〇 □ 〇 〇 △

知立市 〇
①最寄りの非被災事業者から確保
②上記が困難な場合、井戸水・河水等をろ過

〇 □ 〇 〇 ×

高浜市 〇
①最寄りの非被災事業者から確保
②上記が困難な場合、井戸水・河水等をろ過

〇 □ 〇 〇 〇

みよし市 〇
①被害を受けなかった配水池等、又は耐震性貯水槽
②最寄りの非被災事業者から確保
③上記①②が困難な場合、井戸水・河水等をろ過

〇 □ 〇 〇 〇

幸田町 〇

①県水の緊急増加受入要請
②プール、ため池等第２水源の確保
③自己水源の最大限活用（自家用井戸）
④緊急連絡管　※整備する旨のみの記述で、協定先の具体的な記載なし

○ □ ■ 〇 〇

災害
救助法

市町
地域防災

計画の記載
非常時の水源

応急的な水
循環システム

応援体制
協定
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並びに、「平成 30 年の業務指標（PI）算出結果」3)から、

施設・管路の耐震対策等について、表-3、表-4に示す。 
まず、表-3は、市町との連携に関わる対策状況につい

て示している。主たる対策事業は 6 項目である。その内、

災害時の応急給水に関わる(1)、(2)の 2 項目と、上水道イ 
ンフラの復旧効率に関わる(3)の 3 項目が完了している。

また、本研究の直接的な対象ではないが、(4)の広域連携

における、外部からの応援事業者の拠点の整備や、上水

の供給の冗長性に関わる管路の複線化に関する(5)、(6) 
の 2 項目が実施中となっている。 
次に、これらの 6 項目を含めた、耐震対策の進捗状況

を確認する（表-4）。まず、浄水施設に関しては、(1)の 
浄水施設の一連の構造物としては、12.9%、(2)の沈殿池

などの主要施設に絞っても約 40%と、まだ十分な対応が

できているとは言えない。一方で、(3)の配水池は 77.8%、

(4)の管路・基幹管路は、80.9%の耐震化率であり、対策

が進んでいる。(5)の停電時の配水量の確保は、平均的な

1 日分の配水量を基準として 100%を越える、123.2%であ

ることから、停電時でも電力の面からは、1 日強の配水

能力の維持が見込まれる。しかし、浄水施設の耐震化率

は、県営水道（県水）全体として 1 割強と低く、大規模

広域災害時には、複数の浄水場の能力が損なわれる可能

性を推測する。また、対象地域の供給に関わる浄水場は、

後述（4 章）の通り 4 箇所あるが、企業庁へのヒアリン

グから、5 章で示す地域連携ワークショップの時点で、

豊田浄水場のみが耐震化が完了していることが確認され、

他の 3 箇所の浄水場は、地震による被災が想定された。

この為、地域連携による対応が必要となるのは、浄水場

が被災した場合は直後から、豊田浄水場を含め、浄水場

が健全な場合は、非常電源の対応状況から、発災後 2 日

目以降が推測される。 
（４）災害時の水の供給に関する地域連携の現状の考察 
前節までに示した通り、災害時の上水の供給に関する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
応援体制について、西三河地域としての相互応援協定の

他、個々の市町の地域防災計画の記述にも、近隣の市町

との連携について記述が見られた。一方で、沼田ら（2011）
が指摘する、地域防災計画における「記述の統一性と整

合性」について、少なくとも上水道の応急対応に関する

限り不一致の市町もある。こうした不一致があると、一

方の市町（受援側）は連携を期待しても、相手先の市町

（応援側）に連携（応援）の位置づけが具体的に示され

ていなければ、発災後に確認・調整を行うことになり連

携の実現は難しいことが想像される。災害時の地域連携

を円滑にする上では、例えば水源の確保の項目について

4 市に位置づけのある「近隣の非被災事業者から確保」

など、応受援を行う上で、重要な項目のみでも、事前に

調整を図り、より一致した記述とすることが望ましい。 
また、広域水道事業者（県営水道）である企業庁との

連携については、支援連絡管や応急給水の設備の準備や

資材の保管の場所などについて、既に事業が完了してい

る。連絡管や基幹の管路については、複線化の取組みも

計画が継続しており、事前の備えが進んでいる。 
一方で、県営水道（県水）の供給に関わる耐震化状況

については、管路の耐震化や停電への備えに関して、一

定の対策が進んでいる。浄水場等の施設への対策は、主

要施設に絞っても 4 割未満の進捗であり、復旧の遅れに

つながる要素であることが推測される。とくに県水の同

じ浄水場の配水に頼る市町村間において、復旧の順序な

どについて調整が必要となる事態も想像され、地域連携

による災害時対応を検討する意義が認められる。 
 
４．地域連携の課題と上水の供給に関する情報の整理 
（１）地域連携ワークショップの企画と情報の整理 

前章で示した通り、災害時の上水の供給に関する対象

地域の応受援体制について、各市町の地域防災計画の記 
述には不一致な部分があり、応受援を行う上で、妨げに 

表-3 災害時の水の供給に関する県営水道と市町の連携（愛知県企業庁水道施設の地震対策から抜粋） 

no. 連携項目 対応状況 概要

(1) 支援連絡管 完了 県営水道の送水管と市町等の基幹配水管を連絡

(2) 応急給水支援設備 完了 県営水道の送水管空気弁から避難所等へ給水

(3) 供用備蓄倉庫 完了 県営水道が応急復旧や応急給水に必要な資材を受水団体間で効率的に備蓄

(4) 広域災害水道災害活動拠点 実施中 応急給水、応急復旧活動に従事する全国からの応援者を受け入れる施設

(5) 連絡管の複線化 実施中 浄水場系統間を連絡しバックアップ

(6) 基幹路の複線化 実施中 基幹の送水管を二重化しバックアップ

表-4 県営水道の耐震対策（愛知県企業庁H30業務指標（PI)算出結果に基づき筆者らが抜粋） 

no. 対策項目 数値 数値の概要及び備考

(1) 浄水施設の耐震化率 12.9% 一連の水処理構造物を一括して評価した値　計算式：(耐震対策の施された浄水施設能力/全浄水施設能力)×100

(2) 浄水施設の主要構造物耐震化率 39.3% 沈殿池及びろ過池の耐震化率

(3) 配水池の耐震化率 77.8% 浄水池及び調整池の耐震化率

(4) 管路・基幹管路の耐震化率 80.9% 耐震管である鋼管（溶接継手）を主体としている

(5) 停電時配水量確保率 123.2% 発電機等によって送水可能な配水能力　計算式：(停電時に確保できる配水能力/一日平均配水量) ×100

(6) 薬品備蓄日数 平均23.8日 全11浄水場の平均値。塩素剤と凝集剤のそれぞれ算出した結果の備蓄日数の少ない方

(7) 燃料備蓄日数  平均 3.0日 全11浄水場の平均値。
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並びに、「平成 30 年の業務指標（PI）算出結果」3)から、

施設・管路の耐震対策等について、表-3、表-4に示す。 
まず、表-3は、市町との連携に関わる対策状況につい

て示している。主たる対策事業は 6 項目である。その内、

災害時の応急給水に関わる(1)、(2)の 2 項目と、上水道イ 
ンフラの復旧効率に関わる(3)の 3 項目が完了している。

また、本研究の直接的な対象ではないが、(4)の広域連携

における、外部からの応援事業者の拠点の整備や、上水

の供給の冗長性に関わる管路の複線化に関する(5)、(6) 
の 2 項目が実施中となっている。 
次に、これらの 6 項目を含めた、耐震対策の進捗状況

を確認する（表-4）。まず、浄水施設に関しては、(1)の 
浄水施設の一連の構造物としては、12.9%、(2)の沈殿池

などの主要施設に絞っても約 40%と、まだ十分な対応が

できているとは言えない。一方で、(3)の配水池は 77.8%、

(4)の管路・基幹管路は、80.9%の耐震化率であり、対策

が進んでいる。(5)の停電時の配水量の確保は、平均的な

1 日分の配水量を基準として 100%を越える、123.2%であ

ることから、停電時でも電力の面からは、1 日強の配水

能力の維持が見込まれる。しかし、浄水施設の耐震化率

は、県営水道（県水）全体として 1 割強と低く、大規模

広域災害時には、複数の浄水場の能力が損なわれる可能

性を推測する。また、対象地域の供給に関わる浄水場は、

後述（4 章）の通り 4 箇所あるが、企業庁へのヒアリン

グから、5 章で示す地域連携ワークショップの時点で、

豊田浄水場のみが耐震化が完了していることが確認され、

他の 3 箇所の浄水場は、地震による被災が想定された。

この為、地域連携による対応が必要となるのは、浄水場

が被災した場合は直後から、豊田浄水場を含め、浄水場

が健全な場合は、非常電源の対応状況から、発災後 2 日

目以降が推測される。 
（４）災害時の水の供給に関する地域連携の現状の考察 
前節までに示した通り、災害時の上水の供給に関する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
応援体制について、西三河地域としての相互応援協定の

他、個々の市町の地域防災計画の記述にも、近隣の市町

との連携について記述が見られた。一方で、沼田ら（2011）
が指摘する、地域防災計画における「記述の統一性と整

合性」について、少なくとも上水道の応急対応に関する

限り不一致の市町もある。こうした不一致があると、一

方の市町（受援側）は連携を期待しても、相手先の市町

（応援側）に連携（応援）の位置づけが具体的に示され

ていなければ、発災後に確認・調整を行うことになり連

携の実現は難しいことが想像される。災害時の地域連携

を円滑にする上では、例えば水源の確保の項目について

4 市に位置づけのある「近隣の非被災事業者から確保」

など、応受援を行う上で、重要な項目のみでも、事前に

調整を図り、より一致した記述とすることが望ましい。 
また、広域水道事業者（県営水道）である企業庁との

連携については、支援連絡管や応急給水の設備の準備や

資材の保管の場所などについて、既に事業が完了してい

る。連絡管や基幹の管路については、複線化の取組みも

計画が継続しており、事前の備えが進んでいる。 
一方で、県営水道（県水）の供給に関わる耐震化状況

については、管路の耐震化や停電への備えに関して、一

定の対策が進んでいる。浄水場等の施設への対策は、主

要施設に絞っても 4 割未満の進捗であり、復旧の遅れに

つながる要素であることが推測される。とくに県水の同

じ浄水場の配水に頼る市町村間において、復旧の順序な

どについて調整が必要となる事態も想像され、地域連携

による災害時対応を検討する意義が認められる。 
 
４．地域連携の課題と上水の供給に関する情報の整理 
（１）地域連携ワークショップの企画と情報の整理 

前章で示した通り、災害時の上水の供給に関する対象

地域の応受援体制について、各市町の地域防災計画の記 
述には不一致な部分があり、応受援を行う上で、妨げに 

表-3 災害時の水の供給に関する県営水道と市町の連携（愛知県企業庁水道施設の地震対策から抜粋） 

no. 連携項目 対応状況 概要

(1) 支援連絡管 完了 県営水道の送水管と市町等の基幹配水管を連絡

(2) 応急給水支援設備 完了 県営水道の送水管空気弁から避難所等へ給水

(3) 供用備蓄倉庫 完了 県営水道が応急復旧や応急給水に必要な資材を受水団体間で効率的に備蓄

(4) 広域災害水道災害活動拠点 実施中 応急給水、応急復旧活動に従事する全国からの応援者を受け入れる施設

(5) 連絡管の複線化 実施中 浄水場系統間を連絡しバックアップ

(6) 基幹路の複線化 実施中 基幹の送水管を二重化しバックアップ

表-4 県営水道の耐震対策（愛知県企業庁H30業務指標（PI)算出結果に基づき筆者らが抜粋） 

no. 対策項目 数値 数値の概要及び備考

(1) 浄水施設の耐震化率 12.9% 一連の水処理構造物を一括して評価した値　計算式：(耐震対策の施された浄水施設能力/全浄水施設能力)×100

(2) 浄水施設の主要構造物耐震化率 39.3% 沈殿池及びろ過池の耐震化率

(3) 配水池の耐震化率 77.8% 浄水池及び調整池の耐震化率

(4) 管路・基幹管路の耐震化率 80.9% 耐震管である鋼管（溶接継手）を主体としている

(5) 停電時配水量確保率 123.2% 発電機等によって送水可能な配水能力　計算式：(停電時に確保できる配水能力/一日平均配水量) ×100

(6) 薬品備蓄日数 平均23.8日 全11浄水場の平均値。塩素剤と凝集剤のそれぞれ算出した結果の備蓄日数の少ない方

(7) 燃料備蓄日数  平均 3.0日 全11浄水場の平均値。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なる可能性が確認された。 
こうした状況を踏まえ、前年度の議論を深め、災害時

の水の供給に関する地域連携の取組みを具体的に検討す

ることを目的として、2019 年度の西三河研究会のワーク

ショップが企画された。それに先立だって、筆者らの支

援・助言のもと広域水道（県営水道）も含めた上水の供

給に関する情報の整理が行われた。 
（２）上水の供給に関わる情報の整理の概要と方法 
西三河研究会では、各市町が持ち回りで幹事となり、

担当年度の取組みの推進役としてリーダーシップを執る

こととなっている。上水の供給経路の整理についても、

幹事となった自治体の防災担当が取りまとめ役を務めな

がら、各市町の防災担当がそれぞれの関連部署（各市町

の水道担当や県の企業庁）に照会を行い、地域の全体像

の把握を行った。この一連のプロセスを通じて、関係市

町及び広域水道（県営水道）管理者を含めた、関係者の

顔の見える関係づくりの機会となることも期待した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
情報の整理の概要は、西三河各市町の上水道部局や愛

知県（企業庁）へのヒアリング及び、平成 30 年度愛知県

の水道（水道年報）の文献調査に基づき、水源から浄水

場及び、末端（市町）の供給事業者（受益者）に届くま

での供給経路を表-5 として整理した。その上で、図-3

のグラフの通り、広域水道（県営水道）の供給経路にお

いて、複数の市町の供給に共通する浄水場や管路の有無

を考慮して、グラフ化を行った。この手順の中で、とく

に考慮したのは、経路上の上水の供給に関わる拠点の内、

「水源」「取水場所」「浄水場」の 3 点である。加えて、

各市町で広域水道（県営水道）の上水を受水するまでに

「経路として通過する市町」の 4 項目に着目し、整理を

行っている。これらの整理に基づいて、表-6の通り、西

三河地域の広域水道（県営水道）の供給に関わる 4 箇所

の浄水場が、それぞれ共通してどの市町に上水を供給し

ているか、水源別に表としてまとめた。 
 

表-5 水源から浄水場及び各市町への上水道の供給経路 

系統 経路上の主要な施設

①豊田浄水場 　矢作ダム→岩倉取水口→豊田分水工→豊田浄水場

②幸田浄水場 　矢作ダム→矢作川→細川頭首工→幸田浄水場

③尾張東部浄水場 　牧尾ダム→愛知用水→愛知池→尾張東部浄水場

④上野浄水場 　牧尾ダム→愛知用水→愛知池→上野浄水場

市町 系統と浄水場までの経路

岡崎市
①豊田浄水場→豊田市→岡崎市
②幸田浄水場→幸田町→岡崎市

碧南市
①豊田浄水場→豊田市→岡崎市・みよし市→安城市・知立市→刈谷市→安城市→碧南市
②幸田浄水場→幸田町→西尾市→碧南市

刈谷市

③張東部浄水場→日進市→みよし市→知立市→刈谷市
④上野浄水場→東海市→大府市→東浦町→刈谷市

④上野浄水場→東海市→大府市→刈谷市

豊田市 ①豊田浄水場→豊田市

安城市
①豊田浄水場→豊田市→岡崎市→安城市
③尾張東部浄水場→日進市→みよし市→豊田市→安城市

西尾市
③尾張東部浄水場→日進市→みよし市→豊田市→安城市→西尾市

④幸田浄水場→幸田町→西尾市

知立市
①豊田浄水場→豊田市→みよし市→知立市
③尾張東部浄水場→みよし市→知立市

高浜市 ④上野浄水場→東海市→大府市→東浦町→刈谷市→高浜市

みよし市
①豊田浄水場→豊田市→みよし市

②尾張東部浄水場→日進市→みよし市

幸田町 ③幸田浄水場→幸田町

水系 浄水場までの経路 浄水場

→ 岡崎市 → 安城市

矢作ダム→岩倉取水口→豊田分水工 → → ↓

→ みよし市 → 知立市 → 刈谷市 → 安城市 → 碧南市

※通過経路 ※通過経路

→ → 岡崎市

矢作ダム→矢作川→細川頭首工(巴川) →

→ 西尾市 → 碧南市

→ 尾張東部浄水場 → 日進市 → みよし市 → 豊田市 → 岡崎市 → 西尾市 → 西尾市

※対象地域外 ↓ ※通過経路

知立市 → 刈谷市

→ 上野浄水場 → 東海市 → 大府市 → 東浦町 → 刈谷市 → 高浜市

※対象地域外 ※対象地域外 ※通過経路

各市町への給水経路（白抜き文字は西三河の供給先市町）

幸田浄水場 幸田町

豊田市豊田浄水場

牧尾ダム→愛知用水→愛知池

矢
作
川
水
系

木
曽
川
水
系

図-3 水源から対象地域に至るまでの経路 

災害情報　No.19-2  2021 113



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）水源からの供給経路の整理結果と考察 
 西三河地域の上水道の水源は、表-5、表-6に整理した

通り、矢作川水系と木曽川水系の 2 つの水系である。 
表-5の①②と対応する矢作川を水源とする市町が8市町、

同③④の木曽川を水源とするのは 7 市である。この内、

岡崎市、碧南市、高浜市、幸田町の 4 市町以外の 6 市は、 
両方の水系を利用している。県営水道が提供する広域水

道事業の上水をいずれの市町も利用していることは共通

している。但し、みよし市においては、県営水道（県水）

の上水を受水した中部水道企業団（以下、企業団）を通

じて、市内に供給される。供給量等の利用状況は、表-7

に示した通り対象地域を構成する市町毎に異なる。県営

水道の上水を 100%利用するのは、表中で自己水率 0% 
となっている碧南市、高浜市、幸田町の 3 市町で、その

他の 7 市は割合の多寡と水源の違いはあるものの、深井

戸や湧水などの自己水による供給も行っている（みよし

市は企業団として、一部地下水を利用）。 
西三河地域の上水道の供給に関わる県営水道の浄水場

は、表-5、図-3で整理した通り、4 箇所である。矢作川

水系を水源とする浄水場は、豊田浄水場（対象地域の 6
市の供給）と幸田浄水場（同 4 市町）。木曽川水系は、尾

張東部浄水場（同 6 市）と上野浄水場（同 2 市）である。

いずれの浄水場も複数の市町の供給に関わっている。 
また、高浜市と幸田町以外は、複数の浄水場からの供 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
給を受けている。岡崎市と碧南市、並びに刈谷市は、そ

れぞれ 2 箇所の浄水場から供給を受けるが、水系として

は、前者が矢作川水系、後者が木曽川水系単独である。

従って、上述の通り、１つの浄水場のみから供給を受け

る、高浜市（木曽川水系）、幸田町（矢作川水系）を合わ

せ、5 市町が単独の水系からの供給となる。 
これらの整理から、特に同じ浄水場から供給を受ける

末端の水道事業者（市町）において、発災後の被災状況

によっては、水の供給の復旧において、市町間でコンフ

リクトが起こる可能性が推測される。また、広域水道（県

営水道）に 100%依存する、碧南市・高浜市・幸田町に

おいては、単独の水系からの供給である。とくに高浜市

と幸田町は供給を受ける浄水場も 1 箇所であり、相対的

に冗長性が低いことも確認された。これらを踏まえ、発

災後に地域連携により、水の供給に関する応急対応をす

る上で、事前の調整が図られるべき課題等を議論する場

として、次章で述べるワークショップを開催した。 
 

５．地域連携ワークショップの実施 
（１）ワークショップの開催概要 
ワークショップは、2020 年 1 月 31 日に西尾市総合体

育館サブアリーナを会場として実施した。参加者の構成

を表-8に示す。参加者の所属は、西三河 9 市 1 町の「防

災」「上水」「下水」の担当者と、県営水道の管理者であ 

※所属名欄のカッコ内の数字はグループワーク 
参加者以外も含めた参加人数を示し、全129名 

表-6 対象地域に関わる広域水道（県営水道）の浄水場と供給先の市町 

水系 浄水場 岡崎市 碧南市 刈谷市 豊田市 安城市 西尾市 知立市 高浜市 みよし市 幸田町 供給先数 対象地域外の供給

豊田浄水場 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6

幸田浄水場 〇 〇 〇 〇 4

尾張東部浄水場 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 5市

上野浄水場 〇 〇 2 1市

矢作川水系

木曽川水系

※「自己水」は、各市町が自ら供給する上水を示す 表-7 対象地域の取水状況 

取水状況 岡 崎 市 碧 南 市 刈谷市 豊 田 市 安 城 市 知 立 市 西 尾 市 高浜市 みよし市 幸 田 町

年間取⽔量(㎥) 41,928 8,580 18,625 52,794 20,456 7,576 19,423 5,165 34,691 4,834
広域⽔道(㎥) 9,970 8,580 13,870 38,583 14,347 5,919 16,948 5,165 34,110 4,834
⾃⼰⽔(㎥) 31,958 0 4,755 14,211 6,109 1,657 2,475 0 581 0
⾃⼰⽔率(%) 76.2% 0.0% 25.5% 26.9% 29.9% 21.9% 12.7% 0.0% 1.7% 0.0%
⽔源 ⽮作川・⽊曽川 ⽮作川 ⽮作川・⽊曽川 ⽮作川・⽊曽川 ⽮作川・⽊曽川 ⽮作川・⽊曽川 ⽮作川・⽊曽川 ⽊曽川 ⽮作川・⽊曽川 ⽮作川

表-8 ワークショップ参加者の所属と部署 

凡例: 濃いグレーの網掛けが、上水、網掛けなしは、それ以外のグループワーク参加者を役職と共に示す, 下線は、交替のあったグループワーク参加者 

薄いグレーの網掛けは、オブザーバーまたは、支援者を示す, ＊ みよし市は企業団の担当者が上水担当として参加 

所属 部署・役職等 所属 部署・役職等 所属 部署・役職等

市民生活部 部長（防災） 危機管理局 局長（防災） 水道部 水道事業課 課長補佐（上水）

上下水道局 水道工事課 次長兼課長 上下水道部 水道管理課 課長 水道部 水道事業課 課長補佐（上水）

上下水道局 下水道施設課 課長 上下水道部 下水道整備課 課長 都市ガス供給会社(6) 供給防災部 （防災）

市民協働部 部長（防災） 危機管理局 局長（防災） 電力供給会社(6) 岡崎支店（防災）

開発水道部 水道課 課長 上下水道部 水道課 課長 自動車製造業(3) 総務部 総務室（防災）

開発水道部 下水道課 課長 上下水道部 下水道課 課長 愛知県(2) 建設局下水道課（下水）

生活安全部 部長（防災） 都市政策部 部長（防災） 愛知県(3) 建設局水資源課、防災安全局 ※オブザーバー

水資源部 水道課 課長 都市政策部 上下水道G 副主幹（上水） 中部地方整備局(4) 防災室及び河川部 ※オブザーバー

水資源部 下水道課 課長  ※欠席 都市政策部 上下水道G グループリーダー（下水） 西三河県民事務所(1) 防災安全課 ※オブザーバー

地域振興部 部長（防災） 総務部 部長（防災） 名古屋市(2) 防災危機管理局 ※オブザーバー

上下水道局 上水運用センター 副課長 愛知中部水道企業団 総務課 主任主査（上水）* 半田市(2) 水道部 ※オブザーバー

上下水道局 下水道施設課 課長 都市建設部 下水道課 主任主査 （公社）日本水道協会(2) 工務部及び総務部 ※オブザーバー

市民生活部 危機管理監（防災） 総務部 部長（防災） 明治用水土地改良区(2) 工務部 ※オブザーバー

上下水道部 水道工務課 課長 環境経済部 水道課 主幹 自動車部品製造会社(3) 県内主要3社防災担当者各1名 ※オブザーバー

上下水道部 下水道課 課長 建設部 下水道課 課長補佐 大学関係者(26) 大学教職員及び関係業者6名含む ※支援者

刈谷市
(7)

高浜市
(5)

安城市
(6)

幸田町
(7)

岡崎市
(6)

西尾市
(8)

愛知県
企業庁

(3)

碧南市
(6)

知立市
(8)

豊田市
(6)

みよし市
(5)
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（３）水源からの供給経路の整理結果と考察 
 西三河地域の上水道の水源は、表-5、表-6に整理した

通り、矢作川水系と木曽川水系の 2 つの水系である。 
表-5の①②と対応する矢作川を水源とする市町が8市町、

同③④の木曽川を水源とするのは 7 市である。この内、

岡崎市、碧南市、高浜市、幸田町の 4 市町以外の 6 市は、 
両方の水系を利用している。県営水道が提供する広域水

道事業の上水をいずれの市町も利用していることは共通

している。但し、みよし市においては、県営水道（県水）

の上水を受水した中部水道企業団（以下、企業団）を通

じて、市内に供給される。供給量等の利用状況は、表-7

に示した通り対象地域を構成する市町毎に異なる。県営

水道の上水を 100%利用するのは、表中で自己水率 0% 
となっている碧南市、高浜市、幸田町の 3 市町で、その

他の 7 市は割合の多寡と水源の違いはあるものの、深井

戸や湧水などの自己水による供給も行っている（みよし

市は企業団として、一部地下水を利用）。 
西三河地域の上水道の供給に関わる県営水道の浄水場

は、表-5、図-3で整理した通り、4 箇所である。矢作川

水系を水源とする浄水場は、豊田浄水場（対象地域の 6
市の供給）と幸田浄水場（同 4 市町）。木曽川水系は、尾

張東部浄水場（同 6 市）と上野浄水場（同 2 市）である。

いずれの浄水場も複数の市町の供給に関わっている。 
また、高浜市と幸田町以外は、複数の浄水場からの供 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
給を受けている。岡崎市と碧南市、並びに刈谷市は、そ

れぞれ 2 箇所の浄水場から供給を受けるが、水系として

は、前者が矢作川水系、後者が木曽川水系単独である。

従って、上述の通り、１つの浄水場のみから供給を受け

る、高浜市（木曽川水系）、幸田町（矢作川水系）を合わ

せ、5 市町が単独の水系からの供給となる。 
これらの整理から、特に同じ浄水場から供給を受ける

末端の水道事業者（市町）において、発災後の被災状況

によっては、水の供給の復旧において、市町間でコンフ

リクトが起こる可能性が推測される。また、広域水道（県

営水道）に 100%依存する、碧南市・高浜市・幸田町に

おいては、単独の水系からの供給である。とくに高浜市

と幸田町は供給を受ける浄水場も 1 箇所であり、相対的

に冗長性が低いことも確認された。これらを踏まえ、発

災後に地域連携により、水の供給に関する応急対応をす

る上で、事前の調整が図られるべき課題等を議論する場

として、次章で述べるワークショップを開催した。 
 

５．地域連携ワークショップの実施 
（１）ワークショップの開催概要 
ワークショップは、2020 年 1 月 31 日に西尾市総合体

育館サブアリーナを会場として実施した。参加者の構成

を表-8に示す。参加者の所属は、西三河 9 市 1 町の「防

災」「上水」「下水」の担当者と、県営水道の管理者であ 

※所属名欄のカッコ内の数字はグループワーク 
参加者以外も含めた参加人数を示し、全129名 

表-6 対象地域に関わる広域水道（県営水道）の浄水場と供給先の市町 

水系 浄水場 岡崎市 碧南市 刈谷市 豊田市 安城市 西尾市 知立市 高浜市 みよし市 幸田町 供給先数 対象地域外の供給

豊田浄水場 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6

幸田浄水場 〇 〇 〇 〇 4

尾張東部浄水場 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 5市

上野浄水場 〇 〇 2 1市

矢作川水系

木曽川水系

※「自己水」は、各市町が自ら供給する上水を示す 表-7 対象地域の取水状況 

取水状況 岡 崎 市 碧 南 市 刈谷市 豊 田 市 安 城 市 知 立 市 西 尾 市 高浜市 みよし市 幸 田 町

年間取⽔量(㎥) 41,928 8,580 18,625 52,794 20,456 7,576 19,423 5,165 34,691 4,834
広域⽔道(㎥) 9,970 8,580 13,870 38,583 14,347 5,919 16,948 5,165 34,110 4,834
⾃⼰⽔(㎥) 31,958 0 4,755 14,211 6,109 1,657 2,475 0 581 0
⾃⼰⽔率(%) 76.2% 0.0% 25.5% 26.9% 29.9% 21.9% 12.7% 0.0% 1.7% 0.0%
⽔源 ⽮作川・⽊曽川 ⽮作川 ⽮作川・⽊曽川 ⽮作川・⽊曽川 ⽮作川・⽊曽川 ⽮作川・⽊曽川 ⽮作川・⽊曽川 ⽊曽川 ⽮作川・⽊曽川 ⽮作川

表-8 ワークショップ参加者の所属と部署 

凡例: 濃いグレーの網掛けが、上水、網掛けなしは、それ以外のグループワーク参加者を役職と共に示す, 下線は、交替のあったグループワーク参加者 

薄いグレーの網掛けは、オブザーバーまたは、支援者を示す, ＊ みよし市は企業団の担当者が上水担当として参加 

所属 部署・役職等 所属 部署・役職等 所属 部署・役職等

市民生活部 部長（防災） 危機管理局 局長（防災） 水道部 水道事業課 課長補佐（上水）

上下水道局 水道工事課 次長兼課長 上下水道部 水道管理課 課長 水道部 水道事業課 課長補佐（上水）

上下水道局 下水道施設課 課長 上下水道部 下水道整備課 課長 都市ガス供給会社(6) 供給防災部 （防災）

市民協働部 部長（防災） 危機管理局 局長（防災） 電力供給会社(6) 岡崎支店（防災）

開発水道部 水道課 課長 上下水道部 水道課 課長 自動車製造業(3) 総務部 総務室（防災）

開発水道部 下水道課 課長 上下水道部 下水道課 課長 愛知県(2) 建設局下水道課（下水）

生活安全部 部長（防災） 都市政策部 部長（防災） 愛知県(3) 建設局水資源課、防災安全局 ※オブザーバー

水資源部 水道課 課長 都市政策部 上下水道G 副主幹（上水） 中部地方整備局(4) 防災室及び河川部 ※オブザーバー

水資源部 下水道課 課長  ※欠席 都市政策部 上下水道G グループリーダー（下水） 西三河県民事務所(1) 防災安全課 ※オブザーバー

地域振興部 部長（防災） 総務部 部長（防災） 名古屋市(2) 防災危機管理局 ※オブザーバー

上下水道局 上水運用センター 副課長 愛知中部水道企業団 総務課 主任主査（上水）* 半田市(2) 水道部 ※オブザーバー

上下水道局 下水道施設課 課長 都市建設部 下水道課 主任主査 （公社）日本水道協会(2) 工務部及び総務部 ※オブザーバー

市民生活部 危機管理監（防災） 総務部 部長（防災） 明治用水土地改良区(2) 工務部 ※オブザーバー

上下水道部 水道工務課 課長 環境経済部 水道課 主幹 自動車部品製造会社(3) 県内主要3社防災担当者各1名 ※オブザーバー

上下水道部 下水道課 課長 建設部 下水道課 課長補佐 大学関係者(26) 大学教職員及び関係業者6名含む ※支援者

刈谷市
(7)

高浜市
(5)

安城市
(6)

幸田町
(7)

岡崎市
(6)

西尾市
(8)

愛知県
企業庁

(3)

碧南市
(6)

知立市
(8)

豊田市
(6)

みよし市
(5)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る企業庁及び、ライフライン事業者と地域の基幹産業で

ある自動車産業の防災担当者、並びに、大学関係者等の

計 129 名が参加した。ワークショップ全体のテーマは、

「下水」「工業用水」「農業用水」も含めた、水の供給や

排水に関わる全般であるが、本稿では上水に関わる災害

時の地域連携に関する議論の結果を分析対象とする。 
（２）上水道に関するデータベース 
災害時の上水の供給に関わる議論に先立って、上水の

供給に関わる情報を含む、対象地域のGIS データを基本

とするデータベースを表-9の通り準備した。用いたデー

タは、「上水道（共用施設の関係で、工業用水のデータと

一体的に整備）」及び地形と被害想定に関わるデータのほ

か、供給先や復旧に関わる「拠点」「交通」「人口」に関 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

するものを準備した。データの取得においては、国土数

値情報のオープンデータを活用した他、特に水道関連の

データにおいては、県及び各市町の協力のもと、データ

の取得と整理を行った。GIS データとして取得すること

ができなかったデータは、筆者らがデジタイズを行った。 
（３）ワークショップの進行 
ワークショップでは、前章までに示した情報の整理に

基づいて、西三河の各市町に水に関わるサービスが供給

される経路を示しながら、県境や市町を越えた多様な地

域・管理者が関わることをプロジェクションマッピング

により、情報共有を行った（図-4、図-5）。 
ワークショップ会場は、図-4の通り、上部に示す情報

共有を行なう会場A と、情報共有を受けて議論を行うグ

ループワーク会場B を設営した。プロジェクションマッ 
ピングの投影は、4 台のプロジェクターを介して、対象

地域の周辺も含む大判の住宅地図（図-6）の上に投影を

行い、前節で示したデータを重ね合わせながら、上水道

の管路・施設への南海トラフ地震に対するリスクの共有 

図-5 水道管路の表示イメージ（前年度実施時） 

図-6 大判住宅地図 

項目 データ名 項目 データ名
標高（国土数値情報） 役所・役場（国土数値情報）
水源となる（木曽川・矢作川）となる河川（国土数値情報） 災害拠点病院（国土交通省）
南海トラフ巨大地震_地震動最大クラス（愛知県） 発電施設（国土数値情報）
南海トラフ巨大地震_液状化最大クラス（愛知県） 工業団地（国土数値情報）
南海トラフ巨大地震_津波浸水最大クラス（愛知県） 緊急輸送道路（国土数値情報）
愛知県営水道_管路・施設（浄水場,配水池,広域調整池など） 鉄道（国土数値情報）
愛知県営工業用水_管路・施設（浄水場など） 人口数・高齢化率（平成27年国勢調査）
愛知県県営水道・工業用水共用施設 人口増減（平成22年・27年国勢調査より集計）
頭首工（愛知県営水道・工業用水共用） 流域下水道_浄化センター幹線管路
ダム（国土数値情報） 下水道 市町管理の下水道管路
市町管理の上水道管路 下水道_ポンプ場(流域下水道のポンプ場含む)
市町管理の上水道施設（浄水場,配水場・配水池,送水場など） 下水道 ポンプ場（国土数値情報）
市町管理の上水道ポンプ場

拠点

交通

人口

下水道

地形

被害想定

上水道/
工水用水

（共用含む）

表-9 データベースの主要データ一覧 

図-4 ワークショップ会場のレイアウト図 
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を行なった。住宅地図は、ゼンリン社製の 1/5,800 のスケ

ールのものを用い、約 16×18ｍの範囲に設置した。住宅

の家形も記されるスケールの地図を用いることで、各市

町の担当職員が各自の自宅や身近な建物を認識した上で

投影される各情報を確認することが出来る。これにより、

より実感を持ってリスクの共有化が図られることを目指

している。図-7には、西尾市を例に、地図上に上水道を

供給する管路と施設の情報を重ねたイメージを示す。こ

こで示した供給経路は、上述の表-5や図-3の整理に基づ

く。次いで、上水道の供給に関わる管路や施設の立地場 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所に対する被害想定の曝露状況を、同じく地図上で確認

を行い参加者間で共有を行なった。 
（４）リスクの情報共有 
情報の投影イメージは上述の図-2 で示した地震動の

被害想定のほか、津波や液状化に関する被害想定なども、

上水の施設や管路のデータに重ねて表示し、上水に関す 
る災害リスクの共有を行なった。愛知県被害想定の想定

最大クラスの震度分布では、西三河地域の供給に関わる

4 箇所の浄水場の内、尾張東部浄水場（木曽川水系）と

幸田浄水場（矢作川水系）の 2 箇所で 6 強以上が想定さ

れ、残り 2 箇所の浄水場も 6 弱が想定されている。前述

（3 章）の通り、県営水道の全 11 浄水場の耐震化率は、

12.9%と低い。また、西三河地域の供給に関わる 4 箇所

の浄水場の耐震化完了が豊田浄水場のみである事を考え

ると、他の 3 箇所の浄水場は何らかの被害を受ける可能

性が推測された。さらに、とくに同じ水系や浄水場から 

図-7 西尾市の上水道サービスの流れ 図-8 グループワークの様子 

no. コメント
1 西三河の他の市町の状況が分かったが、何が一番対策が必要なのか、又、他の市町との連携も考えていく必要があると感じた。
2 広域連携の重要性を再認識できた。ただし各自治体内の連携もできていないのが現状なので、他機関との連携は更に難しいと感じた。
3 管理体制の複雑さを感じ、各市町の地域連携の大切さを実感した。有事の際の連携について事前決定が必要。
4 水の大切が再認識できた。配管を含めた水道施設の耐震化が急務。その上で、西三川市町の連携の強化が重要。
5 水に関する関係者が一同に会して議論する機会は多くはないので、非常に有意義であった。但しあくまできっかけであり、継続が必要。

6 県、市、企業団、企業など様々な連携の必要性を改めて認識できたワークショップとなりました。

7 各市町村で水の取水割合も違い、災害時の対応も一緒には難しいとわかった。
no. 対策案

1 行政単位を取り払った広域連携の必要性は認識。但し県水依存なので、まずは県水の耐震化が必要。

2 各種施設の耐震化

3 停電によるポンプの停止に備えて自家発電、燃料の確保

表-11 前年度（2018年度）の議論で示された意見 

no. 緊急連絡管について
1 連絡管は大規模の災害用ではない認識を持っている（細い）。漏水など、小規模の水の不足への対応は可能。
2 緊急連絡管はあるが訓練をやっていない。応急給水拠点にはなると考えている。

no. 近隣市町村間の連携について
1 管路を使わず自己水を他市まで運べばよいのではないか。給水車を増やす工夫をすべき。
2 但し、平時の効率は県営水道に頼る方がよいので、自己水の割合は少ない現状はある。
3 刈谷市と安城市が、西三河の南北をつないでほしい。市民啓発も含めて防災部局と一緒に取組むことが必要。

no. 県と市町村間の連携について
1 県営水道の浄水場間の融通に期待。
2 県の広域調整池まで取りにくればその水を使うことは可能。
3 県営水道の拠点施設までの復旧が優先が重要。

no. 連携に向けた取り組みについて
1 隣の市町の状況はなかなか分からない為、県との連携を含めて、地図情報の活用がカギ、共通の情報プラットフォームが必要。
2 防災担当部署の部長の取りまとめによる、部局横断の議論が必要。

表-10 2019年度の議論で示された意見 

表-12 グループワークの議題 

年度 項目 グループワークの議題

市町を越えた上水の提供 発災後に大変な所を助けるには何が考えられるか？

災害時の上水の供給課題 広域大規模災害時の問題はなにか？

市町間での水の融通は可能でしょうか。

例えば、お隣へ越境して水を提供することはあり得ますか？

連絡管の存在を知っていますか？

連絡管を開けたことがありますか？開けることは可能でしょうか？

2018年度

市町を越えた上水の提供

連絡管の使用

2019年度
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を行なった。住宅地図は、ゼンリン社製の 1/5,800 のスケ

ールのものを用い、約 16×18ｍの範囲に設置した。住宅

の家形も記されるスケールの地図を用いることで、各市

町の担当職員が各自の自宅や身近な建物を認識した上で

投影される各情報を確認することが出来る。これにより、

より実感を持ってリスクの共有化が図られることを目指

している。図-7には、西尾市を例に、地図上に上水道を

供給する管路と施設の情報を重ねたイメージを示す。こ

こで示した供給経路は、上述の表-5や図-3の整理に基づ

く。次いで、上水道の供給に関わる管路や施設の立地場 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所に対する被害想定の曝露状況を、同じく地図上で確認

を行い参加者間で共有を行なった。 
（４）リスクの情報共有 
情報の投影イメージは上述の図-2 で示した地震動の

被害想定のほか、津波や液状化に関する被害想定なども、

上水の施設や管路のデータに重ねて表示し、上水に関す 
る災害リスクの共有を行なった。愛知県被害想定の想定

最大クラスの震度分布では、西三河地域の供給に関わる

4 箇所の浄水場の内、尾張東部浄水場（木曽川水系）と

幸田浄水場（矢作川水系）の 2 箇所で 6 強以上が想定さ

れ、残り 2 箇所の浄水場も 6 弱が想定されている。前述

（3 章）の通り、県営水道の全 11 浄水場の耐震化率は、

12.9%と低い。また、西三河地域の供給に関わる 4 箇所

の浄水場の耐震化完了が豊田浄水場のみである事を考え

ると、他の 3 箇所の浄水場は何らかの被害を受ける可能

性が推測された。さらに、とくに同じ水系や浄水場から 

図-7 西尾市の上水道サービスの流れ 図-8 グループワークの様子 

no. コメント
1 西三河の他の市町の状況が分かったが、何が一番対策が必要なのか、又、他の市町との連携も考えていく必要があると感じた。
2 広域連携の重要性を再認識できた。ただし各自治体内の連携もできていないのが現状なので、他機関との連携は更に難しいと感じた。
3 管理体制の複雑さを感じ、各市町の地域連携の大切さを実感した。有事の際の連携について事前決定が必要。
4 水の大切が再認識できた。配管を含めた水道施設の耐震化が急務。その上で、西三川市町の連携の強化が重要。
5 水に関する関係者が一同に会して議論する機会は多くはないので、非常に有意義であった。但しあくまできっかけであり、継続が必要。

6 県、市、企業団、企業など様々な連携の必要性を改めて認識できたワークショップとなりました。

7 各市町村で水の取水割合も違い、災害時の対応も一緒には難しいとわかった。
no. 対策案

1 行政単位を取り払った広域連携の必要性は認識。但し県水依存なので、まずは県水の耐震化が必要。

2 各種施設の耐震化

3 停電によるポンプの停止に備えて自家発電、燃料の確保

表-11 前年度（2018年度）の議論で示された意見 

no. 緊急連絡管について
1 連絡管は大規模の災害用ではない認識を持っている（細い）。漏水など、小規模の水の不足への対応は可能。
2 緊急連絡管はあるが訓練をやっていない。応急給水拠点にはなると考えている。

no. 近隣市町村間の連携について
1 管路を使わず自己水を他市まで運べばよいのではないか。給水車を増やす工夫をすべき。
2 但し、平時の効率は県営水道に頼る方がよいので、自己水の割合は少ない現状はある。
3 刈谷市と安城市が、西三河の南北をつないでほしい。市民啓発も含めて防災部局と一緒に取組むことが必要。

no. 県と市町村間の連携について
1 県営水道の浄水場間の融通に期待。
2 県の広域調整池まで取りにくればその水を使うことは可能。
3 県営水道の拠点施設までの復旧が優先が重要。

no. 連携に向けた取り組みについて
1 隣の市町の状況はなかなか分からない為、県との連携を含めて、地図情報の活用がカギ、共通の情報プラットフォームが必要。
2 防災担当部署の部長の取りまとめによる、部局横断の議論が必要。

表-10 2019年度の議論で示された意見 

表-12 グループワークの議題 

年度 項目 グループワークの議題

市町を越えた上水の提供 発災後に大変な所を助けるには何が考えられるか？

災害時の上水の供給課題 広域大規模災害時の問題はなにか？

市町間での水の融通は可能でしょうか。

例えば、お隣へ越境して水を提供することはあり得ますか？

連絡管の存在を知っていますか？

連絡管を開けたことがありますか？開けることは可能でしょうか？

2018年度

市町を越えた上水の提供

連絡管の使用

2019年度

 
 
 
 
 
 
 
 
 
広域水道（県営水道）の供給を受ける市町間でコンフリ

クトが起こるなど、発災時の上水の応急対応や復旧にお

いてリスクが予測されることを参加者間で情報共有を行

なった。これらを踏まえ、発災後の地域連携に向けた事

前調整の可能性も含め、次節で述べるグループワークに

おいて、市町を超えた連携や対応策の検討を行った。 
（５）グループワークの概要と結果 
前節で述べた、多様な管理者を考慮した上水の管路・ 

施設の分布と災害リスクに関する情報共有の後、災害時

の連携態勢づくりに向けて、「上水」2 班、「下水」3 班、

「防災と企業」は、1 班の分野ごとに、5 班に分かれてグ 
ループワークを行った（図-8）。 
本節では、その中から、上水の 2 班で行われた議論の

結果から、連携に向けた課題を整理する。上水のグルー

プワークの参加者は、表-8 のグレーの網掛けの 12 名で

ある。各市町の上水道担当者（課長級）10 名が 5 名ずつ

2 班に分かれ、上位管理者の企業庁の上水道担当者が 1
名ずつ各班の議論に加わり、6 名ずつの構成で行った。

尚、みよし市は、企業団の担当者が議論に参加した。 
表-10 がグループワークにおける議論の結果の要約で

ある。議論の中では、企業庁の参加者からの意見も踏ま

え、市町村間の上水の融通は、「自己水」のやり取りと想

定しており、市町の上水管路をつなぐ「連絡管」は、災

害時の利用は想定されておらず、漏水時の一時的な利用

を想定していることが確認された。それよりも、県水の

浄水場間の融通に期待しており、それが可能となれば、

管路の復旧に時間がかかっても、他市への運搬も含めて、

給水車や仮設の給水栓での対応が容易になることについ

ても確認された。その為には浄水場へ接続する、県の広

域調整池への供給に関わる管路の復旧が重要であること

などが、意見として示された。 
（６）前年度のグループワークの結果との比較 
 ここでは、前節で示したグループワークで示された議

論の結果と前年度（2018）の議論の結果について、対応

策の具体性を視点に比較を行い、本研究で示した情報提

示のあり方の効果を検証する。表-11が 2018 年度の議論

結果の要約である。各年度のグループワークの議題は、

表-12に示す。また、表-13に、前年度のグループワーク

との相違点を整理した。議論のテーマは同様であり、災

害時の上水の供給に関する地域連携の可能性を検討する

内容は共通しているが、2019 年度は、より具体的な設問 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
となっている。各市町のグループワーク参加者は、上 
水道担当者（課長級）10 名であり、同様である。しかし、

表-8に下線で示した通り、10 名中過半数を超える 6 名が

異動により交替しており、1 回目の参加である。2019 年

度は、県営水道の管理者である、企業庁の担当者も議論

に参加している（前年度においてはグループワークには

参加せず、アドバイザーの立場で議論に参加）。また、議

論の前提となる情報の提示方法については、前年度は、

県や各市町からの施設管路の位置などの情報・資料の提

供を受け、全体像を地図上に示すに留まっていた。一方

で、2019 年度は、各市町の水道担当者もその整理に一部

参画（各市町の供給経路の確認等）しながらグラフ化の

取組みを行い、水源や直接供給を受ける浄水場が、他市

町と共通して利用していることを可視化された状態で、

情報共有を行ない、議論に臨んでいる。 
前年度の議論の結果（表-11）においては、総じて危機

意識の共有化については、一定の効果を推測できるが、

具体策は示されていない。2019 年度においては（表-10）、

前節で示したように、いくつかの具体的な連携に向けた

アイデアも示されている。この結果の違いについて、表

-13 で整理した 2 回のグループワークの相違点を踏まえ

て考察する。まず、同じテーマを継続的に扱ったことに

より、前年度のグループワークによって課題意識の共有

が成されたうえで議論が行われたことが考慮され得る。

しかし、上述の通り、担当者の交替により、市町からの

参加者の過半数を超える 6 名が初参加であり、その影響

は一定程度抑制されたと推察する。また、表-10 の県と

市町間の連携についての項目で示した議論の結果に関し

ては、上位管理者の企業庁の担当者と直接対話すること

で、連携の妥当性を踏まえた、具体的な連携に向けた議

論が展開されたことも推察される。 
これらに加えて、グラフ化の取組み（上水の供給経路

に関わる情報整理）の過程に、グループワーク参加者が

自ら関わったこと、また、グラフによる整理結果（連携

対象の可視化）を活かし、浄水場を起点に、共通して利

用する施設・管路のあることなどの情報共有レベルが高

まったことで、上位管理者との役割分担も含めて、議論

を深める素地が形成され、連携に向けた議論の具体化に

影響を及ぼしたと推察する。したがって、議論の結果が

具体化された理由として、①テーマの継続性と②上位管

理者との対話に加えて、市町が共通して利用する浄水場 

表-13 2回のグループワークにおける相違点 

所属部局
参加者
の状況

グラフ化の取組み
供給経路を

考慮した情報提示

2018
共通だが

基本的な設問
水道部局 全員が初見

なし
（管路施設の情報提供のみ）

なし
オブザーバー参加

（議論への関与なし）

2019
共通だがより
具体的な設問

水道部局
6名が交替
で初見*

あり
（参加者も一部参画して作成）

あり あり

上位管理者
の参加

実施年度 テーマ

参加者 情報の整理と提示方法

* 初見ではない残りの4名の市町の参加者の内、みよし市の担当者は、1回目はオブザーバー参加したが、議論に加わっていない。 
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を起点とした連携の具体案も示されたことから、③グラ

フ化の取組みの 3 点が認められ、議論の結果（地域連携

の案の具体化）に影響を及ぼしたことを推測する。 
 

６．基礎自治体防災担当者の防災研究会への適用 
（１）防災研究会「自治体研究会」の概要 
筆者らが所属する組織では、基礎自治体や民間企業の

防災関連業務を担う担当者を受託研究員として受け入れ、

通常毎月 1 回のペースで災害に備えた学びの機会として

防災研究会（自治体研究会）を定期的に開催している。

基礎自治体の防災担当者も集まるこの場に、西三河研究

会のワークショップ実施結果を踏まえて、より実践的な

連携（例えば地域防災計画に共通して記述するレベル）

を検討する際に用いことを想定して、図-3に対して、筆

者らが各市町からの情報提供や平成 30 年度愛知県の水

道（水道年報）の記載事項に基づき、平常時の年間供給

量に基づく対象地域の供給割合を追記し、グラフの別図

（図-9）を作成した。このグラフを、防災研究会に提示

し、防災担当者の目線で、災害時の上水の融通に関する

連携の可能性について、必要な情報及びその共有のあり

方を主な論点に議論を行った。尚、図-3から図-9のグラ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

フを作成する段階で、特に浄水場から各市町への供給経

路について、省略・単純化を行っている。これは、供給

経路の複雑性や共通して利用する浄水場の存在が共有さ

れていることを前提にした上で、供給割合における「量」

に基づく関係性に着目した理解も別途行うことで、実践

的な連携を検討する上で有用と考えたからである。 
（２）適用方法 
 災害時の地域連携に向けて、前節で示した 2019 年度の

西三河研究会のグループワークと同様の議題（表-12）を

基礎自治体間で検討する際に、図-9の情報がある事の有 
効性について、意見聴取を行った。議論の参加者を表-14

に示した。主な参加者は愛知県を中心としたの基礎自治 
体の防災担当者及び、広域水道事業を行う愛知県企業庁 
の担当者 17 名である。その内、4 名がオンライン参加、

また、大学関係者 4 名が運営のサポートを行っている。 
（３）防災研究会への適用結果と課題の整理 
 意見交換の結果、グラフ化による上水の供給経路と供

給割合の可視化の意義については、基礎自治自治体の参

加者 16 名からの異論はなく、平時の状況を理解する上で

必要な情報との評価を受けた。一方で、災害時の水の融

通に関しては、事前の災害時の水の需給バランスの想定

とともに、実際の災害時にどの程度供給量に余裕がある 
かなど、災害時の上水の供給状況に関する情報が必要と

の意見が参加者 2 名から示された。 
企業庁の担当者からは、広域調整池には関連市町村の

供給人口に応じた一定程度十分な水の貯えがあるとのコ

メントがあった。例えば給水車など周辺市町で比較的被

災程度が軽度なエリアから被災状況が厳しい基礎自治体

に運搬の支援をするなどが考えられ、事前の体制づくり

に向けた議論の要点となる可能性が確認された。 
 
７．まとめ 
 本研究で明らかになったことの要点と、今後の課題に

ついて示し、まとめとしたい。 

図-9 西三河地域の上水の供給割合 

no. 地域 所属自治体 参加形態

1 西三河 豊田市 会場
2 西三河 幸田町 会場
3 西三河 安城市 会場
4 西三河 知立市 会場
5 西三河 みよし市 会場
6 西三河 岡崎市 オンライン
7 西三河 碧南市 オンライン
8 西三河 高浜市 オンライン

9 尾張地域 東海市 オンライン
10 尾張地域 東海市 会場
11 尾張地域 愛西市 会場
12 尾張地域 津島市 会場
13 尾張地域 半田市 会場
14 尾張地域 稲沢市 会場
15 尾張地域 飛島村 会場
16 三重北勢 四日市市 会場

17 愛知県 愛知県企業庁 オンライン

表-14 防災研究会の参加者と構成 
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し、防災担当者の目線で、災害時の上水の融通に関する
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方を主な論点に議論を行った。尚、図-3から図-9のグラ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

フを作成する段階で、特に浄水場から各市町への供給経

路について、省略・単純化を行っている。これは、供給

経路の複雑性や共通して利用する浄水場の存在が共有さ

れていることを前提にした上で、供給割合における「量」

に基づく関係性に着目した理解も別途行うことで、実践

的な連携を検討する上で有用と考えたからである。 
（２）適用方法 
 災害時の地域連携に向けて、前節で示した 2019 年度の

西三河研究会のグループワークと同様の議題（表-12）を

基礎自治体間で検討する際に、図-9の情報がある事の有 
効性について、意見聴取を行った。議論の参加者を表-14

に示した。主な参加者は愛知県を中心としたの基礎自治 
体の防災担当者及び、広域水道事業を行う愛知県企業庁 
の担当者 17 名である。その内、4 名がオンライン参加、

また、大学関係者 4 名が運営のサポートを行っている。 
（３）防災研究会への適用結果と課題の整理 
 意見交換の結果、グラフ化による上水の供給経路と供

給割合の可視化の意義については、基礎自治自治体の参

加者 16 名からの異論はなく、平時の状況を理解する上で

必要な情報との評価を受けた。一方で、災害時の水の融

通に関しては、事前の災害時の水の需給バランスの想定

とともに、実際の災害時にどの程度供給量に余裕がある 
かなど、災害時の上水の供給状況に関する情報が必要と

の意見が参加者 2 名から示された。 
企業庁の担当者からは、広域調整池には関連市町村の

供給人口に応じた一定程度十分な水の貯えがあるとのコ

メントがあった。例えば給水車など周辺市町で比較的被

災程度が軽度なエリアから被災状況が厳しい基礎自治体

に運搬の支援をするなどが考えられ、事前の体制づくり

に向けた議論の要点となる可能性が確認された。 
 
７．まとめ 
 本研究で明らかになったことの要点と、今後の課題に

ついて示し、まとめとしたい。 

図-9 西三河地域の上水の供給割合 

no. 地域 所属自治体 参加形態

1 西三河 豊田市 会場
2 西三河 幸田町 会場
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16 三重北勢 四日市市 会場
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表-14 防災研究会の参加者と構成 

まず、5 章では、地域連携を進める上での情報提示や

共有のあり方を示すことを目的に、4 章で行った上水道

の供給経路に関するグラフを用いた情報整理の結果を、

上位管理者も交えた災害時の連携を検討する継続的な議

論の場に適用した。その結果、前年度との比較から、浄

水場を起点とした、より具体的な連携の案が示され、そ

の要因として、①「テーマの継続性」による課題意識の

共有が成された状態から議論を行えること、②「上位管

理者との対話」により、より妥当な連携策の検討が可能

となること、③「グラフ化の取組み」による、階層性を

踏まえた情報の整理により、上位管理者との役割分担も

含め連携すべき対象が可視化されたこと、の 3 点が効果

的であることが確認された。加えて、本研究が対象とし

たグループワークでは、過半数を超える参加者が異動に

より交替していたように、一般に行政職員は数年で異動

し、改めて情報共有に時間を割く必要がある。したがっ

て、グラフ化も含めて、情報の共有レベルを高める工夫

を行うことは、連携の具体化への寄与のみならず、継続

的な議論を支える上でも、有用と思われる。  
また、6 章では、より実効性のある地域連携策の検討

を行う場面での適用を目的に、各市町への上水の供給割

合の情報を加えて作成したグラフの別図に対して、自治

体の防災担当者に意見聴取を行った。その結果、量に基

づく情報の整理が、より具体的な連携に向けた基礎資料

となり得ることが示された。一方で、災害時の水の融通

に関しては、想定される災害時の上水の供給状況や、必

要な量に対する過不足など、より実践的な連携を検討す

る上での情報提示のあり方としては、改善点も示された。 
 最後に、今後の展望と研究課題を示す。地域連携によ

る災害時の対応を確かなものにする上では、より実践的

な連携策を検討する議論を経て、各市町の地域防災計画

の記述の不一致の解消や、応受援計画などの協定内容の

記述について、発災時に想定される状況を踏まえてより

具体化するなど、残された課題がある。その為には、上

記の改善点で示された情報のほか、人員や資・機材の過

不足など、発災後の被災像の情報共有が必要あり、それ

らを踏まえた情報提示のあり方についても、今後検討し

ていく必要がある。 
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補注 
1) 市制施行順に、岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、 

西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町の9 市1町。 
2) 以降も含め、本稿では原則的に愛知県が示す、最大想定モ

デルによる被害想定に基づいて論述する。 
3) 現在は、下記 URL より令和元年度の結果が参照できるが、

本稿ではグループワーク時点の状況を示す目的から、参照

文献に示す、平成 30年度の結果を用いている。 
  https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/365478.pdf 
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In this study, the supply routes of waterworks in the Nishi-mikawa region of Aichi Prefecture were graphed and 
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As a result, concrete proposals for cooperation were presented, and it was shown that the following three points 
were useful in the materialization of regional cooperation: (1) continuity of themes, (2) dialogue with upper 
management principal, and (3) visualization of cooperation targets through graphing efforts. In addition, with a view 
to applying the graph to the consideration of more effective collaboration measures, a person in charge of disaster 
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和文要約 
世界各地でテロや火災などの突発的災害によって多くの死傷者が発生している。このような災害

は最初に局所エリアで発生し、広がっていく災害である。このような局所的突発性災害の発生を迅

速に検知し、リアルタイム性の高い災害情報を被災者に提供することを目的として、我々は緊急救

命避難支援システム(ERESS)の研究開発を行っている。このシステムは、スマートフォンなどの携

帯端末に搭載されているセンサを利用して、人の動きのデータを無線通信で収集することにより災

害を迅速に検出しようとするものである。従来の ERESS では一箇所で災害が起きた場合の避難経路

を端末に表示し、避難誘導を行っていたが、複数箇所の災害に対しての避難誘導は考慮されていな

かった。そこで本論文では、複数箇所の災害発生時の避難誘導方式を提案する。実際に複数箇所で

災害が起きた場合の避難誘導実験を行い、その有効性を検証する。 
 

キーワード：緊急救命避難支援システム、複数箇所災害、避難誘導、iBeacon、BLE 
 
 

１．はじめに 
近年、世界各地でテロや火災などの突発的災害によっ

て多くの死傷者が発生している。テロや火災などの局所

的な災害に遭遇した被災者や災害を認知していない被災

者は、即時に災害の発生場所や安全な場所などの情報を

正確に得ることは難しい。そこで災害時における代表的

な避難支援システムとして、携帯電話などの通信手段を

用いた災害時ナビ（KDDI 株式会社, 2016）や各種センサ

情報を通信で収集するセンサネットワーク（Barnes et al., 
2007）などが存在する。災害時ナビは、携帯端末のGPS
機能を使って現在地情報を取得し、現在地から避難所ま

でのルートを表示する避難支援システムである。しかし、

災害や避難所の場所などの情報取得はサーバに依存して

いるため、災害時にサーバが破損した場合には情報を取

得できない。また、災害発生直後などでサーバへのアク

セスが集中した場合、情報の取得までにかなり時間を要

する可能性がある。センサネットワークは、建物内に設

置した複数のセンサがネットワークを介して相互に接続

し、センサ情報をサーバに集約して管理するものである。

収集したセンサデータから災害発生検知を行い、建物内

にいる被災者に通知される。しかし、センサを建物内に

複数設置するためにコストがかかり、災害の影響により

設置されたセンサやサーバが損傷した場合、システムが

正常に機能しないという問題点がある。 
これらの従来システムの問題点を解決するために、

我々は緊急救命避難支援システム（ERESS：Emergency 
Rescue Evacuation Support System）の研究開発を行ってい

る。ERESS（Wada et al., 2016）とは、災害の発生を即時

に自動で検知し、リアルタイム性の高い災害情報を被災

者に提供することにより避難支援を行うシステムである。

本システムでは、携帯ネットワークの基地局のような通

信インフラを用いず、携帯端末間で直接通信してアドホ

ックネットワークを構成するため、災害時においてもサ

ーバなどに依存せず動作が可能である。ERESS の機能を

実装したソフトウェアをインストールしたスマートフォ

ンなどの携帯端末を ERESS 端末と呼ぶ。ERESS 端末に

搭載されている加速度センサを用いて端末保持者の行動

判定を行っている。加速度センサを用いた行動分析には
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機械学習の１種である SVM（Support Vector Machine）
（Cristianini et al., 2000）を用いる。加速度センサから得

られたデータに SVM を用いることで、停止・歩行・走

行といった基本行動の判別を行う。また、非常時に起こ

る行動として、転倒・しゃがみ・伏せの異常行動を検出

することも必要である。 
このような異常行動を検出してモバイルアドホックネ

ットワーク(MANET) (Kuo et al., 2016) を利用し情報収集

して災害検知を行う。災害検知された場合、端末の地図

情報から避難経路探索を行い、適切な避難経路を提示し

て誘導を行う。 
本論文では、避難経路探索と誘導に焦点を当てる。他

の避難支援システムは災害発生の検知および通知が主な

機能である。避難経路探索は、安全な避難経路を示すた

めに必須の要素である。災害発生直後に避難誘導を即時

に開始することにより犠牲者を大幅に低減できると考え

られる。 
従来の ERESS では一か所で災害が発生した場合の避

難経路を端末に表示して避難誘導を行っていた。しかし、

実際の災害現場に起こるような複数箇所の災害に対して

の避難誘導は考慮されていない。そこで本論文では、

ERESS における複数箇所の災害発生時の避難誘導方式

を提案する。情報の送信・受信機能の両方を搭載したア

プリケーションを用いることにより、災害の発生場所を

通知し、リアルタイムな災害にも対応することが可能と

なる。これにより複数箇所で火災や建物の倒壊が起き、

通路が通行不可になっても、その場所を避けた経路を端

末上に表示して安全に避難することができる。現在のエ

リア情報や災害発生場所などの情報を周囲の端末に通知

するために超低消費電力無線技術である BLE (Bluetooth 
Low Energy) を用いる。これは約 10 m の通信距離で比較

的簡単に無線通信ができる規格である。また、実際に複

数箇所で災害が発生した場合を模擬した避難誘導実験を

行い、提案方式の有効性を検証する。実験では火災を実

際に生じさせることは難しいため、部屋からは視認がし

にくい通路の端で火災が発生した直後を想定する。火災

発生直後はまだ通路に煙は充満していないため、火災が

発生したことを部屋にいる人の携帯端末に即時に伝える

ことにより、何も情報が無い場合よりも早く安全地帯へ

の避難が可能であることを明らかにする。さらに、複数

箇所の火災では、従来方式よりも提案方式がより効果が

高いことを明らかにする。今回の実験の想定は、火災が

発生した直後でまだ煙が充満していない実際の状況に類

似していると考えられる。 
 
２．緊急救命避難支援システム (ERESS) 
局所的突発性災害の発生時において、適切な避難をす

ることが非常に困難である問題を解決するため、我々は

被災者の保持する携帯電話・スマートフォン・タブレッ

トなどの携帯端末を利用できないかと考えた。携帯端末

同士が直接通信を行い、モバイルアドホックネットワー

クを構成し、リアルタイム性の高い情報を被災者に提供

するシステムである ERESS を開発してきた。本システ

ムは、局所的突発性災害発生現場に居合わせた人々の保

持する ERESS 端末間で自動的に災害情報を共有し、災

害発生後 30 秒以内に避難指示を行うことで災害による

犠牲者数を減少させることを目的としている。 
図 1 に ERESS の概要を示す。火災の例では火の近辺

にいる端末は、非常状態を検知し、周辺の端末に災害情

報の配信を行う。一方、災害地点から遠方の端末は、災

害情報を取得すると画面表示や音声により避難支援（和

田, 2019）を行う。これまでに提案されている避難誘導の

システムの一例として、緊急避難誘導システム（株式会

社 KTS, 2019）がある。このシステムは、災害発生後に

役場等の災害対策拠点から緊急信号を発出し、地域内に

設置した受信機が災害情報や各種災害に応じた避難方向

を表示し、従来の音声案内ではできなかった避難誘導が

できるシステムである。しかし、受信機が設置されてい

る場所でしか有効でないため、使用場所が限られる。我々

の提案している ERESS は携帯端末を所持していれば避

難誘導されるため、適用範囲が広いという特長がある。

利用可能な災害事例として、比較的狭い範囲で発生する

火災や不審者による傷害事件などが挙げられる。 

行動分析

出口

情報共有

避難経路探索災害発生検知
避難経路表示・誘導

 

図-1 ERESS の概要 
 

ERESS を実現するために、その機能として 5 つの機能

から構成される。各機能の概要を以下に述べる。 
機能 1: MANET を用いた情報の交換・共有 
機能 1 は、災害時にリアルタイムな災害情報をERESS

端末保持者へ迅速に提供することを目的としている。災

害情報とは、災害の発生位置や危険箇所、混雑している

通路など、被災者の緊急避難に必要な情報である。災害

時において被災者に有益な情報を提供するには、あらゆ

る環境・状況・場所においてもシステムが利用できる必

要がある。これを実現するため、ERESS ではインフラに

依存せずにローカルなネットワークを構築できるモバイ

ルアドホックネットワーク（MANET）を用いる。ERESS
端末間でMANET を構築することにより、災害時にリア

ルタイムな避難支援情報を ERESS 保持者に提供するこ
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とができる。 
機能 2: ERESS 端末保持者の行動分析 
機能 2 は、災害発生検知において必要となる、ERESS

端末保持者の非常状態の取得を目的としている。非常状

態とは、災害に遭遇した際に被災者がとる可能性の高い

行動を指す。具体的には、日常的な行動（以下、通常状

態）と異なる急な加速および方向転換などの非日常的な

行動である。ERESS 端末は、加速度・角速度・地磁気な

どのセンサを用いて、常に端末保持者の行動をセンシン

グする。端末保持者のセンシングデータ値の変位を分析

することにより、端末保持者の行動を把握する。また、

ERESS 端末には、屋外位置情報を取得する GPS と BLE
の搭載を想定している。屋内のビーコン発信機からのビ

ーコン信号を受信して端末保持者の位置情報を取得する

ことにより、周囲にいる他端末の位置分布を把握できる。

従って、混雑している通路や危険と予想されるエリア等

を算出することにより、安全かつ迅速に避難可能な経路

の探索に利用できる。 
機能 3: 災害発生検知 
機能 3 は、機能 2 において取得した ERESS 端末保持

者の非常状態を用いて災害発生検知をすることを目的と

している。一人の ERESS 保持者の非常状態のみで災害

発生検知を行うと、予期せぬ行動（子供が急に駆け出す、

地面に落ちているものに躓くなど）により、動きの変化

が現れるために災害が発生していないにも関わらず、災

害発生と判定する恐れがある。そこで、災害発生検知で

は、誤検知を低減するために、複数の端末の情報を集め

る必要がある。ERESS 端末は周囲の ERESS 端末から行

動分析結果を収集・分析する。分析の結果、災害が発生

していないと判定した場合には機能 4 へは移行せず、機

能 3 までを定期的に繰り返す。災害を検知したと判定し

た場合には機能 4 へ移行する。 
機能 4: 避難経路探索 
機能 4 は、ERESS 端末が取得・分析した情報を用いて

各々の ERESS 端末保持者に適した、出口まで迅速に避

難できる経路を探索することを目的としている。災害を

検知した場合、災害の発生地点や混雑している通路およ

び出口を特定する。これらの情報を用いて各 ERESS 端

末の保有者に適した避難経路を探索する。ここで探索さ

れる避難経路は、災害による危険に遭遇せず、混雑した

通路および出口を回避できる経路である。災害の状況や

使用可能な経路、出口の状況はリアルタイムに変化する。

これらの情報を ERESS 端末保持者の移動経路などから

割り出し、リアルタイムに避難経路に反映することによ

り、安全な経路で避難できるようにする。 
機能 5: 避難経路の表示・誘導 
機能 5 は、機能 4 で探索した避難経路を ERESS 端末

保持者に提示し、出口まで正確に誘導することを目的と

している。避難経路の提示方法として、ERESS 端末の画

面上に避難すべき方向を表示する、ERESS 端末のスピー

カーから避難すべき方向を音声で通知するなどが挙げら

れる。 
 本論文では、機能 4 と 5 に焦点を絞り、避難経路探索

と避難誘導について検討する。従来の避難経路探索では

1 箇所で災害が起きた場合の避難経路を端末に表示して

避難誘導を行っていた。しかし、実際の災害現場におい

ては災害発生場所が１箇所とは限らず、複数箇所の災害

に対しての避難誘導も考慮する必要がある。従来方式で

は 1 箇所の災害発生場所を発見した人の端末から周辺端

末に通信して避難経路探索を行うため、2 箇所以上の災

害発生が生じた場合には適切な避難経路探索ができない

という問題点がある。 
そこで、本論文ではこの問題を解決するために、災害

が複数箇所で起きた場合を考慮した避難経路探索を新た

に提案する。そして、複数箇所の災害発生時にも対応で

きる避難誘導方式を考慮した BLE を活用したシステム

開発を提案する。 
 
３．提案方式 
（１）目的と概要 

屋内で火災等の災害が複数発生した場合における、迅

速で正確な避難誘導を目的として、複数箇所の災害発生

を考慮した新たな避難誘導方式を提案する。本方式にお

けるアルゴリズムは、リアルタイムに変化する災害状況

を把握し、災害場所を考慮することで避難経路を適宜変

更するものである。また、災害発生判定には iBeacon と

BLE を用い、近くの端末保持者に災害発生事象と発生場

所を通知する。これにより、災害発生場所近辺に居る被

災者のスムーズな避難が可能となる。提案方式では、屋

内の天井に iBeacon を設置したものとし、iBeacon によ

りエリア分けを行うものとする。iBeacon を利用した理

由は、建物に安価に設置でき、導入しやすいためである。

また、iBeaconによるエリア推定は、ビーコン間隔を 7 m 

で格子状に設置し、端末の加速度センサによる移動状態

と進行方向からエリア推定を行うと、エリア情報の誤推

定を低減でき、エリア推定精度を向上できるということ

をすでに確認している（Matsumoto, 2017）。また本方式

は、災害発生後の屋内において災害にいち早く気づいた

被災者と気づいていない被災者が共存する環境を想定し

ている。 

 
（２）処理手順 

提案方式のシステム構成を図 2に示す。火災の発見者

は親端末となり、火災発見場所のエリア情報を周囲の子

端末へ向けて BLE通信で送信される。そのネットワーク

プロトコルは BLE通信プロトコルである。送信されたデ

ータは受信した端末に蓄積される。地図は各端末に事前

に生成されている。地図の更新は各端末で新たな

iBeacon からのエリア情報を受信したときに更新され、

火災発生を検知した人が端末のボタンで入力することに
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より BLE通信が行われる。避難経路の選定方法は、各端

末から候補となる安全地帯までの距離が最短となる経路

をダイクストラアルゴリズムにより選定する。避難経路

の再構築は同じアルゴリズムを適用して行う。 

 

親端末 子端末1

火災場所

メモリ エリア情報
地図
火災場所
避難経路

送信 受信

BLEプロトコル

入力

iBeacon

BLEプロトコル

火災場所

メモリ エリア情報
地図
火災場所
避難経路

送信 受信

入力

iBeacon

子端末
2, 3, …

BLEプロトコル

…

…

 
図-2 システム構成 

 

具体的な処理手順は、以下に示す 3ステップから構成

される。 

Step 1 : iBeaconからエリア情報を取得 

Step 1では建物内に設置された iBeaconからエリア情

報を取得する。取得した情報の RSSI(Received Signal 

Strength Indicator:受信信号強度)は対数表記のため、

真値に変換する。エリア情報を取得後、ERESS 端末は自

分の存在を周囲に伝えるためにインターバル時間ごとに

自動でアドバタイズパケット（告知パケット）を周囲に

送信する。 

 

Step 2 : 端末保持者が災害を発見、災害発生場所を通知 

 災害を発見した被災者は、自らが親端末(情報の送信

者)となり、Step 1 のアドバタイズパケットを基に周囲

に存在する端末保持者に向けて災害発生場所の送信を行

う。災害発生検知は人が親端末に発生場所のボタンを押

して入力することにより行われる。 

 

Step 3 : 災害発生場所を基に避難経路探索 

 Step 2より、災害発生場所を取得すると、自身が存在

するエリアから安全地帯までの最適な避難経路の探索を

行う。ここでもし、図 3と図 4に示すように、避難の最

中に別の場所で災害が発生した場合は、その災害を発見

した端末が親端末となり災害発生場所を通知する。子端

末は、新たな災害発生場所を受信すると、図 5に示すよ

うに iBeaconによるエリア情報と送られてきた災害発生

場所から、ダイクストラ法を用いて最短距離で避難でき

る避難経路の再構築を行う。また、複数の災害が同時発

生した場合においても、その位置情報を基にダイクスト

ラ法を用いて最短距離で避難できる避難経路を再構築す

る。このように、災害発生場所の通知と避難経路の再構

築を繰り返すことにより、被災者は安全に避難すること

が可能となる。 

 以上のステップにより、端末保持者を迅速に避難誘導

させることが可能となる。また、どの端末でも親端末お

よび子端末となれることでリアルタイムに発生する複数

の災害に対応することが可能となる。従来方式との違い

は、端末に 2種類（親と子）の機能を搭載しており、複

数災害発生場所を考慮して最短の避難経路を提示できる

ことである。 

 

 
図-3 1つ目の災害以外の場所で2 つ目の災害が発生 

 

 

図-4 2 つ目の災害を周辺に通知 

 

 
図-5 避難経路の再構築 

 

図 6に提案方式のフローチャートを示す。屋内エリア

情報の取得開始後、端末保持者の現在地を端末上に表示

する。端末保持者が災害を発見した場合、親端末となり

周囲の端末に災害発生場所を送信する。災害発生場所を

受信した端末は、それを基に避難経路の再構築を行う。
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そして安全地帯まで避難することができれば避難誘導を

終了する。もし避難中に他の場所や安全地帯で新たな災

害が発生していた場合、親端末となりその場所が災害発

生場所であることを周囲に送信する。これにより、提案

方式はリアルタイムに複数の災害が起きた場合において

も避難誘導が可能となる。仮に避難可能な経路が消失し

た場合、避難経路探索を繰り返し行う。 

 

屋内エリア情報取得

避難誘導終了

避難経路探索開始

親端末となり周囲に
災害発生場所を送信

安全地帯に避難完了

端末で
避難経路の更新

災害発見

他の場所で
災害発見

Yes

Yes

No

No

屋内エリア情報取得

避難誘導終了

避難経路探索開始

各端末で
避難経路の更新

Yes

(a) 親端末

災害発生場所を受信

安全地帯に
避難完了

No

(b) 子端末
 

図-6 提案方式のフローチャート 
 

４．実験による性能評価 

（１）目的と実験概要 

提案方式の有効性を確かめるため、2 種類の実験によ

り性能評価を行う。実験１は基礎実験に相当するもので、

iBeacon によるエリアを正しく認識できているかを実験

した。実験２は複数災害を想定した避難誘導実験であり、

避難誘導の効果について検証を行った。 

 

表-1 実験１の環境 

実験場所

実験フィールドの広さ

使用携帯端末

使用iBeacon

iBeaconの出力電力

被験者数

関西大学学術フロンティア・コア
4階 F42教室および廊下

縦 6.0 m   横 10.0m   高さ 2.2m

iPhone 6s     6台

MB004 Pro Ac-DR  6台

-16 dBm

8人
 

 

 
(a) エリア１の部屋 

 
(b) エリア２～６の廊下 
図-7 実験フィールド 

 

（２）実験１：エリア認識実験 

a) 実験環境 

iBeacon からエリア情報を正確に取得し、端末上に避

難経路を示すマップが表示されているかについて基礎実

験を行う。この実験は次に行う実験 2 のために iBeacon
の設置場所や間隔を決定するための実験という位置づけ

となる。廊下と部屋で構成されているシンプルなフィー

ルドにおいて、ある部屋から避難する場合の人の歩行と

走行の違いによりエリア認識が正しくされるかどうかを

検証する。この結果を参考にして実験２に活用する。火

災を想定して、被験者は西出口および東出口の 2 つの安

全地帯に避難してもらい、その際ERESS 端末が iBeacon
を読み取り、マップが正確に表示されているかについて

正誤判定を行う。また、通過する速度で判定率が変わる

可能性を考え、歩行と走行の 2 パターンで実験を行う。

実験環境は表 1、実験フィールドは図 7(a)，(b)、iBeacon
のエリアは図 8 にそれぞれ示す。被験者は図 8 のエリア

１から避難を開始するものとする． 
 

 

図-8 iBeacon のエリア 
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b) 実験結果 

被験者が iBeacon の対応するエリアを通過した際に正

しく判定できている割合を正判定率として評価する。図

8 より、西出口が安全地帯の場合には 1→2→3→4、東出

口が安全地帯の場合には 1→5→6 となっていれば正判定

となる。1 秒ごとにエリア判定を行い、8 人の被験者に対

して行った実験結果を表 2 に示す。表 2 の右下に示され

た箇所は被験者全体の平均正判定率を示す。実験結果よ

り、被験者全体の平均正判定率は 77％であった。表の西

出口が安全地帯の場合の誤判定が多くあった。これは、

iBeacon の設置間隔が近かったため、２つの iBeacon を受

信する範囲が広くなり誤判定してしまったと考えられる。

また、被験者によって平均正判定率に大きく差がついて

しまった原因として、2 つの iBeacon からの信号を受信

する場所に長く滞在すると地図が激しく切り替わり、立

ち止まってしまったためと考えられる。従って、iBeacon
の設置間隔を適切に行う必要がある。なお、iBeacon ご

とにUUID は変更しており、その信号を受信する端末で

のサンプリング周波数は 1 Hz とする。この理由は、サン

プリング周波数を上げても iBeacon からの信号到達距離

は 7 m 以上あるため、それほど正判定率は上がらず、処

理時間が増えて消費電力も上がってしまうため、あまり

大きくないサンプリング周波数としている。 
 

表-2 歩行と走行の正判定率 

被験者番号 歩行(西) 走行(西) 走行(東) 歩行(東) 平均正判定率
① 60% 60% 100% 67% 72%
② 60% 100% 100% 100% 90%
③ 80% 100% 100% 100% 95%
④ 60% 100% 50% 100% 78%
⑤ 100% 100% 100% 100% 100%
⑥ 40% 60% 50% 50% 50%
⑦ 42% 60% 100% 100% 76%
⑧ 29% 50% 50% 100% 57%

平均正判定率 59% 79% 81% 90% 77%  
 

（３）実験２：避難誘導実験 

a) 実験環境 

複数災害を想定した避難誘導実験を行う目的は、複数

箇所で災害が起きた際、被災者間で災害発生場所の共有

を行いながら避難誘導を行い、迅速に安全な場所へ避難

可能かを評価することである。性能評価における比較対

象は複数の災害について考慮する提案方式と、１つの災

害について避難誘導を行う従来方式の 2つとする。この

実験は、従来方式と比較して提案方式がより迅速な避難

が可能であることを明らかにするものである。 

 

 

図-9 実験フィールドと安全地帯 
 

 
(a) 同時火災を想定した避難 

 
(b) 時間差火災を想定した避難 (1) 

 

(c) 時間差火災を想定した避難 (2) 
図-10 避難のシナリオ 

 
本実験では、天井に設置した iBeaconからエリア情報 

を取得し、取得したエリア情報を用いて実験場所に設置

した安全地帯まで避難誘導を行う。実験 1での結果を参

考に iBeaconの設置場所と間隔を決定した。図 9に実験

フィールドと安全地帯(A～D)の設置場所を示す。安全地

帯の場所はランダムに変更し４か所存在するうちの１か
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所に限定する。また、本実験では火災を想定し、安全地

帯付近の通路で火災が起こるものとする。この火災の通

知(親端末)は実験者が行うものとする。被験者は建物内

で火災が発生した状況を想定し、実験開始地点(4202教

室)から安全地帯まで避難を行ってもらう。被験者はこの

エリアを利用したことがある人であるため、完全な土地

勘のない建物というわけではない。仮に土地勘のない人

が被験者となった場合、教室から避難する際の方向が全

く分からない人が出てくる可能性があるため、避難する

のにさらに時間がかかる可能性がある。 

実験における避難のシナリオを図 10 に示す。実験は以

下の 2 種類について行う。 
(1) 同時火災を想定した避難 
提案方式では、実験開始と同時に全箇所の火災発生場

所を被験者の端末に通知し避難を行ってもらう（図

10(a)）。従来方式では複数災害を想定しておらず、1 か所

のみの火災を仮定しているため、１か所の火災発生場所

のみを通知し避難を行ってもらう。従って、火災が発生

している別のエリアを安全地帯として避難誘導してしま

う場合があり、その場合には自力で別の場所を探さなく

てはならない。 
(2) 時間差火災を想定した避難 
提案方式では、実験開始と同時に１か所の火災発生場

所を被験者の端末に通知し（図 10(b)）、一定時間（10 秒）

後に別の場所の火災発生場所を通知し避難を行ってもら

う（図 10(c)）。従来方式では最初の火災発生場所のみを

通知し、その後の別の火災発生場所を通知しないため、

その場所へ誘導してしまう可能性もある。 
表 3 に本実験の実験環境を示す。また、図 11 に提案方

式のアプリの動作画面を示す。送信画面において、エリ

ア認識が完全に正確であるという保証はないため、今回

は確実にA, B, C, D の各場所で災害発生を特定して行っ

た。実験開始地点(4202 教室)から避難を開始し、被験者

が安全地帯に避難することができた場合を避難完了とし、

その時の時間を避難完了時間とする。これは端末の接続

時間込みの時間を示している。端末間が離れていて接続

が不安定になる場合、接続に時間がかかる場合があるた

め、本実験ではこのような場合は除いている。実験ごと

に安全地帯の場所と火災発生場所を変化させ、被験者の

避難行動を確認する。端末を見ており、結果的に他の人

と一緒に集団として同じ方向へ避難する被験者も見られ

た。1 回の実験当たり 5 人で行い、ERESS 端末を 5 人に

配布して実験を実施した。行った実験パターンを表 4 に

示す。例としてパターン①を説明する。パターン①では

B を安全地帯、D とA を火災発生場所とする。同時火災

の場合はDとAで火災が起きていることを端末で確認し

てもらい避難を行う。時間差火災の場合はD で火災が起

きていることを確認してもらい避難を行うが、端末上で

はAが安全地帯になっているため被験者はAへ避難しよ

うとする。そして実験開始から一定時間（10 秒）後にA

を火災発生場所に設定する。これを表 4 に示すパターン

①と定義する。また、パターン③では実験開始時に１か

所、一定時間（10 秒）後に２か所の計３か所で災害が発

生するものとする。実験ではこのパターンに基づいて行

い、避難完了時間の検証を行う。 
 

表-3 実験2 の環境 
実験日時 2020年1月26日

関西大学千里山キャンパス
第4学舎4号館2F

実験フィールドの広さ 40×50m
被験者総数 30人
使用機器 iPod touch(第6世代):10台

使用ビーコン MB004 Pro Ac-DR
想定災害 火災

1回の実験あたりの被験者数 5名
iBeaconの出力電力 -16dBm
サンプリング周波数 1Hz

実験場所

 
 

 
 

(a) 送信画面 (b) 受信画面(通常時)(c)受信画面(火災時) 

図-11 アプリの動作画面 
 

表-4 実験パターン 

実験パターン 安全地帯&火災発生場所
B (安全地帯)

D→A (火災発生場所)
A (安全地帯)

C→B(火災発生場所)
D(安全地帯)

A→B，C(火災発生場所)

①

②

③
 

 

b) 実験結果 

5 人の被験者による避難誘導実験を行い、同時火災が

起きた際の複数災害を考慮しない従来方式、複数災害を

考慮した提案方式の２つの場合における避難時間完了の

比較と、時間差火災が起きた際の複数災害を考慮しない

従来方式、複数災害を考慮した提案方式の２つの場合に

おける避難完了時間の比較を行う。なお、火災の発見か

ら地図を表示するまでの処理と通知にかかる時間は、従

来方式および提案方式ともに 1 秒以内である。 
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実験パターン①での各方式における被験者ごとの避難

完了時間と平均避難完了時間を表 5 に示す。被験者のス

タート位置は教室内のランダムな位置、通過ルートは従

来方式では教室出口からA へ行き、その後B、提案方式

では教室出口からB となった。表 5 中の下から 2 番目に

示された箇所は各方式の平均避難完了時間を示す。実験

結果より、同時火災の場合の複数災害を考慮せず避難誘

導を行う従来方式の平均避難完了時間は 57.4 秒、複数災

害を考慮した避難誘導を行う提案方式の平均避難完了時

間は 25.8 秒であった。また、時間差火災の場合の複数災

害を考慮せず避難誘導を行う従来方式の平均避難完了時

間は 68.8 秒、複数災害を考慮した避難誘導を行う提案方

式の平均避難完了時間は52.8秒であった。この結果より、

火災発生場所DとAで同時に火災が発生した際に安全地

帯B へ避難誘導を行った場合、提案方式は平均 31.6 秒避

難時間を短縮できることが分かる。また、火災発生場所

D で火災が発生し、一定時間（10 秒）後にA で火災が発

生し、安全地帯B へ避難誘導を行った場合、提案方式は

平均 16.0 秒避難時間を短縮できることが分かる。 

 
表-5 実験パターン①での避難完了時間 

パターン①
火災条件

従来方式(秒) 提案方式(秒) 従来方式(秒) 提案方式(秒)
被験者1 60 26 71 52
被験者2 61 26 63 53
被験者3 55 25 66 55
被験者4 58 27 73 52
被験者5 53 25 71 52
平均 57.4 25.8 68.8 52.8
最大 61 27 73 55

安全地帯B、火災発生場所D→A
同時 時間差

 
 
実験パターン②での各方式における被験者ごとの避難

完了時間と平均避難完了時間を表 6 に示す。被験者のス

タート位置は教室内のランダムな位置、通過ルートは従

来方式では教室出口からB へ行き、その後A、提案方式

では教室出口からA となった。表 6 中の下から 2 番目に

示された箇所は各方式の平均避難完了時間を示す。実験

結果より、同時火災の場合の従来方式の平均避難完了時

間は 42.6 秒、提案方式の平均避難完了時間は 21.2 秒であ

った。また、時間差火災の従来方式の平均避難完了時間

は 47.2 秒、提案方式の平均避難完了時間は 21.6 秒であっ

た。この結果より、火災発生場所C とB で同時に火災が

発生した際に安全地帯A へ避難誘導を行った場合、提案

方式は平均 21.4 秒避難時間を短縮できることが分かる。

また、火災発生場所 C で火災が発生し、一定時間（10
秒）後にB で火災が発生し、安全地帯A へ避難誘導を行

った場合、提案方式は平均 25.6 秒避難時間を短縮できる

ことが分かる。被験者 1 の避難完了時間を確認すると、

従来方式の場合は17秒、提案方式の場合は21秒となり、

提案方式が従来方式より 4 秒避難に遅れが生じる結果に

なった。これは、従来方式で被験者 1 がアプリの計測完

了ボタンを避難完了していない状態で間違えて押してし

まったことが原因だと分かった。 
 

表-6 実験パターン②での避難完了時間 
パターン②
火災条件

従来方式(秒) 提案方式(秒) 従来方式(秒) 提案方式(秒)
被験者1 17 21 47 20
被験者2 51 25 45 18
被験者3 47 18 49 26
被験者4 46 19 47 17
被験者5 52 23 48 27
平均 42.6 21.2 47.2 21.6
最大 52 25 49 27

安全地帯A、火災発生場所C→B
同時 時間差

 
 

実験パターン③での各方式における被験者ごとの避難

完了時間と平均避難完了時間を表 7 に示す。被験者のス

タート位置は教室内のランダムな位置、通過ルートは従

来方式では教室出口からB へ行き、その後D、提案方式

では教室出口からD となった。表 7 中の下から 2 番目に

示された箇所は各方式の平均避難完了時間を示す。実験

結果より、同時火災の場合の従来方式の平均避難完了時

間は 41.6 秒、提案方式の平均避難完了時間は 15.8 秒であ

った。また、時間差火災の従来方式の平均避難完了時間

は 42.6 秒、提案方式の平均避難完了時間は 31.6 秒であっ

た。この結果より、火災発生場所B とC で同時に火災が

発生した際に安全地帯D へ避難誘導を行った場合、提案

方式は平均 25.8 秒避難時間を短縮できることが分かる。

また、火災発生場所C で火災が発生し、一定時間（10
秒）後にB で火災が発生し、安全地帯D へ避難誘導を行

った場合、提案方式は平均 11.0 秒避難時間を短縮できる

ことが分かる。 
 

表-7 実験パターン③での避難完了時間 
パターン③
火災条件

従来方式(秒) 提案方式(秒) 従来方式(秒) 提案方式(秒)
被験者1 46 16 43 33
被験者2 40 17 43 30
被験者3 38 12 43 34
被験者4 40 18 42 30
被験者5 44 16 42 31
平均 41.6 15.8 42.6 31.6
最大 46 18 43 34

安全地帯D、火災発生場所A→B,C
同時 時間差

 
 

表-8 全被験者の避難完了時間 

火災条件
方式 従来方式（秒） 提案方式（秒） 従来方式（秒） 提案方式（秒）

①安全地帯B、火災発生場所D→A 61 27 73 55
②安全地帯A、火災発生場所C→B 52 25 49 26
③安全地帯D、火災発生場所A→B,C 46 18 43 34

同時
全被験者の避難完了時間

時間差

 
 
被験者全員が安全地帯に避難完了するまでの避難完了

時間を実験パターンごとに示したものを表 8 に示す。表

より、いずれの実験パターンにおいても提案方式を用い
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ることで全被験者の避難完了時間が従来方式よりも短く、

改善できていることが分かる。従来方式の場合、端末上

には実験開始時に親端末からあらかじめ決定された１ヶ

所の災害発生場所と安全地帯の情報が送信され、表示さ

れている。そのため、安全地帯で２つ目の災害が発生し

た場合、別の安全地帯までの経路が再構築されない。端

末には常に最初に表示された地図が残り、自力で安全地

帯まで避難するのに時間がかかり、避難完了時間が増加

したと考えられる。 
一方、提案方式の場合、端末上には実験開始時に親端

末からすべての火災の位置と避難経路が地図に表示され

るため迷わず避難でき、避難時間が短縮できたと考えら

れる。また、提案方式の時間差火災の場合、後から２次

災害などで火災が発生しても、親端末がその火災場所を

送信することで避難経路が再構築されるため迷わず避難

でき、避難時間が短縮できたと考えられる。つまり、従

来方式ではすぐに安全地帯へ到着せずに避難経路が長く

なってしまうことがあるが、提案方式では避難経路を短

く安全地帯へ誘導できていると言える。 
以上の実験結果により、提案方式を用いることで複数

災害に対応した迅速な避難が可能となる。 
 
５．おわりに 

本論文では、ERESS における複数箇所の災害発生時の

避難誘導方式を提案した。提案方式の有効性を示すため

に、実験 1: エリア認識実験および実験 2: 避難誘導実験

による性能評価を行った。実験 1 では、iBeacon からエ

リア情報を正確に取得し、端末上に避難経路を示すマッ

プが表示されているかについて検証を行った。 
実験 2 では複数災害を考慮した避難誘導実験の検証を

行った。提案方式は、端末上には実験開始時に親端末か

らすべての火災の位置と避難経路が地図に表示されるた

め迷わず避難でき、避難時間が短縮できた。また、時間

差火災の場合で後から２次災害などで火災が発生しても、

親端末がその火災場所を送信することで避難経路が再構

築されるため迷わず避難でき、避難時間が短縮できた。

以上の結果より、複数箇所の災害発生を考慮した避難誘

導方式の有効性を示した。 
しかし、本実験と提案方式の問題点として、エリア情

報を受信しにくい場所があった。BLE には最大出力 2.5 
mWのClass 2を用いており、通信距離は約10 mである。

エリア情報を受信しにくかった場所は、親端末がエリア

C 付近におり、子端末がエリアA もしくはB 付近にいる

場合には 4201 教室を超えての通信となるために通信距

離が大きく教室の壁による遮蔽により受信しにくい状況

があった。これを改善するためには、途中の廊下や教室

に存在する端末による中継が考えられる。 
これらの問題点は、今後検討して改善していく必要が

あると考えている。 
 

謝辞：本研究は、科研費基盤研究(C) （No.17K01309）
および関西大学先端科学技術推進機構研究グループ研究

助成の支援を受けて実施した。ここに記して謝意を表す。 
 
参照文献 

Y. Inoue, A. Sashima, T. Ikeda, and K. Kurumatani (2008), 
“Indoor Emergency Evacuation Service on Autonomous 
Navigation System using Mobile Phone,” Second 
International Symposium on Universal Communication 
2008 (ISUC 2008), pp. 79-85. 

K. Uemura, H. Murotsu, K. Matsumoto, S. Nakajima, T. Wada, 
and K. Ohtsuki (2018), “Number of People Grasp System 
of Neighboring Terminals Using Bluetooth Low Energy,” 
The 32nd International Conference on Information 
Networking (ICOIN 2018), pp.98-103. 

大重美幸 (2016), 詳細! Swift3 iPhone アプリ開発入門ノ

ート Swift3 + Xcode 8 対応, ソーテック社. 
KDDI 株式会社, 災害時ナビ, （参照年月日：2020 年 12

月 10 日）, 
https://www.au.com/mobile/service/featurephone/safety/s
aigai-navi/ 

関口聖, 通信できなくても使える「災害時ナビ」, （参照

年月日：2020 年 12 月 10 日）, 
http://k-tai.watch.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/
34608.html 

N. Cristianini, J. Shawe-Taylor (2000), An Introduction to 
Support Vector Machines and Other Kernel-based 
Learning Methods, Cambridge University Press, 
Cambridge. 

N. Cristianini and J. Shawe-Taylar, 大北剛 訳 (2005), サポ

ートベクターマシン入門，共立出版. 
拓殖久慶 (2004), 21 世紀サバイバル・バイブル, 集英社. 
S. Nakajima, T. Yamasaki, K. Matsumoto, K. Uemura, T. 

Wada, and K. Ohtsuki (2018), “Behavior Recognition and 
Disaster Detection by the Abnormal Analysis Using SVM 
for ERESS,” The 32nd International Conference on 
Information Networking (ICOIN 2018), pp.646-651. 

M. Barnes, H. Leather, and D. K. Arvind (2007), “Emergency 
Evacuation using Wireless Sensor Network,” 32nd IEEE 
Conference Local Computer Networks, pp.851-857. 

W. -K. Kuo and S. -H. Chu (2016), “Energy Efficiency 
Optimization for Mobile Ad Hoc Networks,” IEEE 
Access vol.4, pp.928-940. 

C. -K. Toh (2003), アドホックモバイルワイヤレスネット

ワーク, 共立出版. 
広瀬弘忠 (2004), 人はなぜ逃げおくれるのか －災害の

心理学, 集英社. 
K. Matsumoto, K. Komaki, K. Uemura, S. Nakajima, T. Wada, 

and K. Ohtsuki (2017), “Acquisition of indoor area 
information for evacuation support in ERESS,” Eighth 

災害情報　No.19-2  2021 129



International Conference on Indoor Positioning and 
Indoor Navigation (IPIN 2017), 184_WIP. 

松本航輝，小牧健，上村和暉，中嶋真悟，和田友孝，大

月一弘 (2017)，“緊急救命避難支援システムにおけ

る避難誘導のための屋内エリア情報取得方式,”電子

情報通信学会技術研究報告（安全・安心な生活と ICT
研究会）, vol.117, no.232, ICTSSL2017-31, pp.11-16. 

T. Wada, H. Higuchi, K. Komaki, H. Iwahashi, and K. Ohtsuki 
(2016), “Disaster Detection Using SVDD Group 
Learning for Emergency Rescue Evacuation Support 
System,” Journal of Advanced Simulation in Science and 
Engineering, vol.3, no.1, pp.79-96. 

T. Wada, S. Katayama, and Y. B. Choi (2018), “An 
Isopleth-Oriented Multi-hop Ad-Hoc Communication 
using Clustering Control for Urgent Disaster Detection,” 
International Interdisciplinary Journal of 
INFORMATION, vol.21, no.2, pp.777-788. 

和田友孝，松本航輝，大月一弘 (2019)，“緊急救命避難

支援システムにおける突発性災害時の通路混雑状

況を考慮した避難誘導方式,”日本災害情報学会誌, 
no.17-2, pp.179-190. 

K. Mori, T. Wada, and K. Ohtsuki (2020), “A new disaster 
recognition algorithm for ERESS: Buffering and 
Bagging-SVM with the grid method,” IEICE 
Communications Express, vol.9, no.8, pp.371-376. 

株式会社KTS, 緊急避難誘導システム（参照年月日：2021
年 5 月 5 日）, https://kts.ne.jp/sp-kinkyu.html  
 
 

（原稿受付 2020.12.15） 
（登載決定  2021.6.4）

災害情報　No.19-2  2021130



 
Evacuation Guidance System Considering the Occurrence of Multiple 

Disasters in Emergency Rescue Evacuation Support System 
 
 
 

Tomotaka WADA1・Kana MAEKAWA1・Kazuhiro OHTSUKI2 

 
1Department of Electrical, Electronic and Information Engineering, Faculty of Engineering Science,  
Kansai University (wadat@kansai-u.ac.jp) 

1Department of Electrical, Electronic and Information Engineering, Faculty of Engineering Science,  
Kansai University (k975275@kansai-u.ac.jp) 

2Graduate School of Intercultural Studies, Department of Culture and Globalization, Kobe University 
(ohtsuki@kobe-u.ac.jp) 

 
 
 

ABSTRACT 
 

Many casualties have been caused by sudden disasters such as terrorism and fires all over the world. Such 
disasters are disasters that first occur in local areas and then spread. We are conducting research and development of 
an Emergency Rescue Evacuation Support System (ERESS) for the purpose of promptly detecting the occurrence 
of such a local sudden disaster and providing disaster information with real-time characteristics to the evacuees. This 
system uses sensors mounted on mobile terminals such as smartphones to quickly detect disasters by collecting data 
on human movements via wireless communication. In the conventional ERESS, the evacuation route when a 
disaster occurs at one place is displayed on the terminal and evacuation guidance is performed, but evacuation 
guidance for multiple disasters is not considered. Therefore, in this paper, we propose an evacuation guidance 
method in a disaster at multiple locations. Evacuation guidance experiments have been conducted in a disaster at 
multiple locations to verify the effectiveness of the proposed method. 
 

Keywords： Emergency Rescue Evacuation Support System, multiple disasters, evacuation guidance, iBeacon, BLE 
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和文要約 
 
本研究では、警戒期の広域的な住民避難支援活動業務の改善を長期的な目標に、警戒期における

大規模な住民避難状況の把握手法として、準リアルタイムに提供される人流データの有用性を検証

した。大規模な河川氾濫や火山噴火などの警戒期には、事前に広域的な避難が必要となり、行政機

関では移動手段や避難施設の確保など住民の避難支援活動が求められる。域外への避難が必要な区

域内の人口動態を準リアルタイムに把握できれば、避難支援活動の計画立案等に資すると期待され

る。そこで、2020 年から全国的に準リアルタイムに提供の始まった携帯電話の管理情報にもとづく

人口滞在データを利用して、比較的規模の大きな事前避難の行われた令和 2 年台風第 10 号襲来時の

熊本市における 1 時間単位での人口推移を事例に分析を行い、データの有用性を考察した。 
人口動態の予測では、日単位および週単位の周期性とともに、不定期な祝日や天候等の影響を勘

案できる時系列モデルを新たに用いた。そして区域内の居住者と来訪者を分離して解析することに

より、それぞれの異なる人口動態を明確にした。データ解析の結果、氾濫区域内の滞在人口の増減

とともに、居住者における台風襲来時の昼間の外出抑制や夜間の人口減少、来訪者の宿泊施設の存

するエリアでの増加などの人口動態を抽出し、本手法の有用性と今後に必要な改善策を示した。 
 
 

キーワード：避難、令和 2 年台風第 10 号、人流データ 
 
 

１．はじめに 
大規模な河川氾濫や高潮、また火山噴火など被害が広

域に及ぶ恐れのある災害発生の危険が事前に予測される

場合には、事前から規模の大きな避難が行われる。こう

した事前の避難活動では、住民が自主的に親戚宅などの

避難場所を確保し、自家用車等での早期の待避が行われ

れる。ただし、自力では移動の困難な高齢者や避難の遅

れた住民などに対しては、行政機関による移動手段や避

難先施設の確保も必要となる。 
例えば 2000 年 3 月 31 日に噴火した有珠山噴火では、

27 日頃より火山性地震が急増し、翌 28 日には火山周辺

自治体より自主避難が呼び掛けられ、29 日までに約 1 万

人が避難をした。そして 31 日の噴火後には、自衛隊によ

る住民の移送のほか、行政からの要請にもとづき鉄道の

緊急車両による住民輸送などの避難支援活動が行われた

（北海道，2003）。また首都圏の江東 4 区などでは、大規

模な河川氾濫や高潮による浸水が懸念される際の広域避

難の必要性が周知されている。避難対象者が膨大なため、

行政による避難場所や移動手段の確保だけでは不足する

ことから、住民には 3 日程度前からの自主避難が呼びか

けられている。ただし、避難行動要支援者等に対しては、

行政機関などによる避難支援活動が想定されている。（中

央防災会議 防災対策実行会議 令和元年台風第 19 号等

を踏まえた避難情報及び広域避難等に関するサブワーキ

ンググループ，2020）。 
こうした行政機関による大規模な避難支援活動や計画
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立案は、火山噴火や大型台風の襲来などが予測される数

日前から検討が行われることとなる。数日間にわたる警

戒期に、住民がどの程度すでに自主避難しているか、あ

るいは危険な地域にまだ残っているのかなどの状況をリ

アルタイムに把握することができれば、住民への広報活

動や避難誘導の計画立案などに有用と期待される。 
そうしたなか 2020 年 1 月から、大手携帯キャリアによ

り、日本全国を対象に 500m メッシュ単位で、1 時間前の

人口分布を準リアルタイムに提供するサービスが始まっ

た。そして 2020 年の 9 月 6 日から 7 日にかけて九州に

接近した大型で非常に強い台風第 10 号の警戒期には、比

較的規模の大きな避難活動が行われた。9 月 3 日から、

気象庁と国土交通省が合同記者会見を開き、警戒が呼び

かけられた。そして 9 月 7 日 7 時時点で、九州・中国・

四国地方の約 180 万人に避難指示（緊急）が、約 690 万

人に避難勧告が発令された（内閣府，2020a）。こうした

早くからの行政や報道機関による注意喚起に伴い、多く

の住民が指定避難所やホテルなどへ避難したと報告され

ている（内閣府，2020b）。 
そこで本研究では、警戒期の大規模な住民避難支援活

動業務の改善を長期的な目標に、数日前からの警戒期に

おける住民避難状況の把握手法として、準リアルタイム

に提供される人流データの有用性を検証することとした。

検証事例として、規模は小さいながらも比較的多くの事

前の住民避難活動が行われた 2020 年台風第 10 号襲来時

の熊本市内の一級河川の想定氾濫区域を対象とした。 
データ分析においては、台風襲来時の危険地域内の滞

在人口の絶対値の合計とともに、襲来前のデータから台

風襲来のなかった場合に予測される人口との差分をとり、

台風襲来によって生じた避難などの人口動態を考察でき

るようにした。予測に用いる時系列モデルやデータは既

往研究よりも汎用的なモデル等を採用し、本事例研究で

対象とした以外の地域でも適用できるようにした。 
次の 2 章では、携帯電話端末等による人流データの仕

様や、既往の研究事例を報告する。3 章では、事例研究の

対象とした 2020 年の台風第 10 号時の熊本市における避

難関連状況の概要を記載する。4 章では、時系列分析の

方法と分析に用いたデータを説明する。滞在人口の時系

列分析にあたっては、日単位や週単位の周期性とともに、

不定期な祝日や時間降雨量などの影響を勘案できるモデ

ルを採用した。そして 5 章で、事例研究でのデータ分析

結果を報告する。事例研究のデータ分析では、避難対象

とみなした想定氾濫区域内の滞在全人口の時間推移とと

もに、その詳細な動態を把握するため居住者と、区外か

ら想定氾濫区域への訪問者とに区分した推計を行った。

さらに、避難先となる指定避難所およびホテル等の宿泊

施設のあるエリアでの人口動態の把握可能性も検証した。

6 章では、こうした 2020 年の台風第 10 号を事例とした

分析結果にもとづき、準リアルタイム人流データの事前

避難支援業務での有用性や今後の要改善点を考察した。 

２．携帯端末等の情報に基づく人流データについて    
（１）概要 
携帯端末を利用した人流データの種別には、端末で稼

働する GPS アプリの情報を用いたデータ、Wi-Fi 基地局

の通信情報を用いたデータ、そして、携帯キャリアの基

地局の管理情報を用いたデータなどがある。GPS アプリ

の情報を用いる方法では、人口の密集した首都圏では空

間分解能や精度が高いデータが取得できる一方で、人口

の少ない地域では信頼性に限界があることが報告されて

いる。また、Wi-Fi 基地局の通信情報を用いる方法は、GPS
では取得できない地下街やビル屋内のデータを取得でき

る優位性がある一方で、Wi-Fi 基地局の過疎エリアでのデ

ータ取得は難しい。これらに対して、大手携帯キャリア

の基地局の管理情報を用いる方法は、ユーザー数が多い

ことから、前者と比較すると全国的な網羅性では優位と

なる。なかでもユーザー数が多く早期よりデータ提供を

行っている携帯キャリアである NTT ドコモ社の「モ

バイル空間統計」は、信頼度が高いと想定されている

（ビッグデータ等の利活用推進に関する産官学協議

のための連携会議，2019）。本研究では、全国の火山地

域や大規模河川流域などでの避難支援業務での利用可能

性を対象としていることから、全国の任意の地域で利用

できる、携帯基地局の管理情報を用いたデータを採用し

た。 
（２）NTT ドコモ「モバイル空間統計（リアルタイム版）」 
本研究では、携帯基地局の管理情報を用いた人流デー

タのなかで、準リアルタイムに全国を対象に同一仕様（空間

分解能、属性など）で提供されている NTT ドコモ社の「モバ

イル空間統計（リアルタイム版）」のデータを用いた 1)。「モバ

イル空間統計（リアルタイム版）」のもととなる「モバイル空間

統計」は、同社の国内約 8,000 万台（2019 年実績）の携帯電

話ネットワークの運用管理情報を用いて生成される人口推

計データである。地域ごとに携帯電話の台数を集計し、ドコ

モの普及率を加味することで人口が推計されている。人口

推計にあたっては、携帯電話の契約時の情報にもとづき、

各地域で年齢層別、性別に推計が行われている（寺田，

2012）。 
対象の空間範囲はドコモのサービスエリアとなってお

り、全国で 500ｍメッシュ単位での人口分布が、人口密

集地では一部地域では 250m メッシュ単位での人口分布

が推計されている。中山間部などのメッシュで、滞在人

口の少ない時間帯が生じた際には、個人の行動が推測さ

れないよう、そのメッシュの当該時間帯の数値は除去さ

れている。またデータの集計に先立ち、電話番号のよう

な個人を識別できる情報は除かれている。 
「モバイル空間統計」のデータ種別としてはエリア内に

滞在する人口と、エリア間を移動する人口の 2 種別があ

る。本研究で対象としている準リアルタイムに提供され

ている「モバイル空間統計（リアルタイム版）」では、このう

ち滞在人口のみが対象となっている（2020 年 10 月 1 日
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立案は、火山噴火や大型台風の襲来などが予測される数

日前から検討が行われることとなる。数日間にわたる警

戒期に、住民がどの程度すでに自主避難しているか、あ

るいは危険な地域にまだ残っているのかなどの状況をリ

アルタイムに把握することができれば、住民への広報活

動や避難誘導の計画立案などに有用と期待される。 
そうしたなか 2020 年 1 月から、大手携帯キャリアによ

り、日本全国を対象に 500m メッシュ単位で、1 時間前の

人口分布を準リアルタイムに提供するサービスが始まっ

た。そして 2020 年の 9 月 6 日から 7 日にかけて九州に

接近した大型で非常に強い台風第 10 号の警戒期には、比

較的規模の大きな避難活動が行われた。9 月 3 日から、

気象庁と国土交通省が合同記者会見を開き、警戒が呼び

かけられた。そして 9 月 7 日 7 時時点で、九州・中国・

四国地方の約 180 万人に避難指示（緊急）が、約 690 万

人に避難勧告が発令された（内閣府，2020a）。こうした

早くからの行政や報道機関による注意喚起に伴い、多く

の住民が指定避難所やホテルなどへ避難したと報告され

ている（内閣府，2020b）。 
そこで本研究では、警戒期の大規模な住民避難支援活

動業務の改善を長期的な目標に、数日前からの警戒期に

おける住民避難状況の把握手法として、準リアルタイム

に提供される人流データの有用性を検証することとした。

検証事例として、規模は小さいながらも比較的多くの事

前の住民避難活動が行われた 2020 年台風第 10 号襲来時

の熊本市内の一級河川の想定氾濫区域を対象とした。 
データ分析においては、台風襲来時の危険地域内の滞

在人口の絶対値の合計とともに、襲来前のデータから台

風襲来のなかった場合に予測される人口との差分をとり、

台風襲来によって生じた避難などの人口動態を考察でき

るようにした。予測に用いる時系列モデルやデータは既

往研究よりも汎用的なモデル等を採用し、本事例研究で

対象とした以外の地域でも適用できるようにした。 
次の 2 章では、携帯電話端末等による人流データの仕

様や、既往の研究事例を報告する。3 章では、事例研究の

対象とした 2020 年の台風第 10 号時の熊本市における避

難関連状況の概要を記載する。4 章では、時系列分析の

方法と分析に用いたデータを説明する。滞在人口の時系

列分析にあたっては、日単位や週単位の周期性とともに、

不定期な祝日や時間降雨量などの影響を勘案できるモデ

ルを採用した。そして 5 章で、事例研究でのデータ分析

結果を報告する。事例研究のデータ分析では、避難対象

とみなした想定氾濫区域内の滞在全人口の時間推移とと

もに、その詳細な動態を把握するため居住者と、区外か

ら想定氾濫区域への訪問者とに区分した推計を行った。

さらに、避難先となる指定避難所およびホテル等の宿泊

施設のあるエリアでの人口動態の把握可能性も検証した。

6 章では、こうした 2020 年の台風第 10 号を事例とした

分析結果にもとづき、準リアルタイム人流データの事前

避難支援業務での有用性や今後の要改善点を考察した。 

２．携帯端末等の情報に基づく人流データについて    
（１）概要 
携帯端末を利用した人流データの種別には、端末で稼

働する GPS アプリの情報を用いたデータ、Wi-Fi 基地局

の通信情報を用いたデータ、そして、携帯キャリアの基

地局の管理情報を用いたデータなどがある。GPS アプリ

の情報を用いる方法では、人口の密集した首都圏では空

間分解能や精度が高いデータが取得できる一方で、人口

の少ない地域では信頼性に限界があることが報告されて

いる。また、Wi-Fi 基地局の通信情報を用いる方法は、GPS
では取得できない地下街やビル屋内のデータを取得でき

る優位性がある一方で、Wi-Fi 基地局の過疎エリアでのデ

ータ取得は難しい。これらに対して、大手携帯キャリア

の基地局の管理情報を用いる方法は、ユーザー数が多い

ことから、前者と比較すると全国的な網羅性では優位と

なる。なかでもユーザー数が多く早期よりデータ提供を

行っている携帯キャリアである NTT ドコモ社の「モ

バイル空間統計」は、信頼度が高いと想定されている

（ビッグデータ等の利活用推進に関する産官学協議

のための連携会議，2019）。本研究では、全国の火山地

域や大規模河川流域などでの避難支援業務での利用可能

性を対象としていることから、全国の任意の地域で利用

できる、携帯基地局の管理情報を用いたデータを採用し

た。 
（２）NTT ドコモ「モバイル空間統計（リアルタイム版）」 
本研究では、携帯基地局の管理情報を用いた人流デー

タのなかで、準リアルタイムに全国を対象に同一仕様（空間

分解能、属性など）で提供されている NTT ドコモ社の「モバ

イル空間統計（リアルタイム版）」のデータを用いた 1)。「モバ

イル空間統計（リアルタイム版）」のもととなる「モバイル空間

統計」は、同社の国内約 8,000 万台（2019 年実績）の携帯電

話ネットワークの運用管理情報を用いて生成される人口推

計データである。地域ごとに携帯電話の台数を集計し、ドコ

モの普及率を加味することで人口が推計されている。人口

推計にあたっては、携帯電話の契約時の情報にもとづき、

各地域で年齢層別、性別に推計が行われている（寺田，

2012）。 
対象の空間範囲はドコモのサービスエリアとなってお

り、全国で 500ｍメッシュ単位での人口分布が、人口密

集地では一部地域では 250m メッシュ単位での人口分布

が推計されている。中山間部などのメッシュで、滞在人

口の少ない時間帯が生じた際には、個人の行動が推測さ

れないよう、そのメッシュの当該時間帯の数値は除去さ

れている。またデータの集計に先立ち、電話番号のよう

な個人を識別できる情報は除かれている。 
「モバイル空間統計」のデータ種別としてはエリア内に

滞在する人口と、エリア間を移動する人口の 2 種別があ

る。本研究で対象としている準リアルタイムに提供され

ている「モバイル空間統計（リアルタイム版）」では、このう

ち滞在人口のみが対象となっている（2020 年 10 月 1 日

時点）。１時間前の 500m メッシュ単位での人口分布の

推計値が提供されており、本事例研究では当該データを

1 時間毎に保存されたデータを利用した。なお、年齢層

としては携帯利用率から精度の確保できる、15～79 歳の

みが対象となり推計人口データが提供されている。従っ

て、本事例研究でも対象人口は当該年齢層のみである。 
（３）人流データを用いた既往研究   
防災分野における、人流データを用いた先行研究とし

ては、都市域における地震発生時の帰宅困難者対策にお

ける平時の対応計画検討を対象とした研究が多く行われ

ている（例：鈴木ら,2012、村上,2013）。帰宅困難者対策

の検討では、突発的な地震発生時の滞在人口の推計値が

重要であり、従来のパーソントリップ調査のデータを利

用した推計よりも、時間や空間分解能が高く有効と評価

されている。帰宅困難者対策は、人口密度の高い都市域

での課題であり、こうした地域では分解能を上げても精

度を確保できる GPS アプリの情報を用いた人流データ

の優位性が高い。 
実際に発生した災害を対象とした先行研究としては、

災害発生後の長期的な生活避難の状況把握が試みられて

いる。熊本地震発生後に、舩越・畑山（2016）は、災害

前には収容避難所として指定されていなかったものの避

難者が集まった施設、いわゆる指定外避難所の同定を試

みている。また秦ら（2017）は、中長期の避難生活を対

象に、被災市町村から他自治体へ広域避難を行った被災

住民数等を、居住者属性を利用し市区町村単位で推計し

ている。これらの研究事例では、災害後の生活避難者を

対象としていることから，夜間の 1 時点の人口データを

対象として分析が行われている。本研究では、災害発生

前の警戒期の 1 時間毎の時間推移を対象とした。 
災害発生前の警戒期の緊急避難を対象に携帯端末の人

流データを用いた研究事例として、錢谷ら（2019）が、

避難情報の発令された 2 市の中心市街地 2 エリア（1km 
✕1km、1km✕2km）を対象に、滞在人口の変動を解析し

ている。全滞在人口を対象に週周期の変動をモデル化し

て台風襲来時の予測値と実測値との差異を抽出したが、

平時との差異は検出されなかった。また越山ら（2019）
は、空間的な人口分布ではなく、携帯アプリのGPS 情報

から、当該アプリ利用ユーザーの滞在場所の種別（自宅・

勤務地・移動中・その他）の時間推移を解析した。2018
年の西日本豪雨の警戒期の住民の対応行動を府県毎に分

析し、平時の滞在場所からの台風襲来時の予測値と実測

値との差異から、避難情報の発令されている時期に 1 割

程度のアプリ利用者が反応したこと、台風による降雨中

は自宅に滞在する者が多くなることなどを報告している。 
本研究の解析での空間範囲の設定は、任意の災害の警

戒区域等でも適用できるよう、複数の 500m メッシュ単

位で定義できる任意のエリアとする。事例分析では、一

級河川である白川の想定氾濫区域エリアからの流出や、

熊本市の宿泊施設、開設避難場所を含むメッシュへの流

入を対象とした。時間軸の設定は、数日間に及ぶ警戒期

とし、1 時間毎の推移を対象とする。そして、台風接近の

事象がなかった場合の予測については、既往研究のモデ

ルに比べ、週単位などの周期性に加えて、長期トレンド、

祝日などの不定期イベントなどの影響に対応する項目を

含む、より汎用性の高い時系列モデルを用いた。 
 

３．2020 年の台風第 10 号の経緯    
本事例研究では、警戒期に比較的多くの住民避難が事

前に行われた 2020 年台風第 10 号に影響のあった地域の

なかで、政令市である熊本市内の一級河川の想定氾濫区

域周辺を対象とした。本章では、2020 年台風第 10 号襲

来時における、熊本市の住民避難関連の概況を記す。 
令和 2 年台風第 10 号は、9 月 1 日夜に小笠原近海で発

生し、4 日には非常に強い勢力へ発達した。気象庁等で

は、特別警報級の勢力で接近し上陸する恐れもあったこ

とから、早い段階から最大級の警戒の呼びかけを始めた。

3 日の 17 時には、気象庁と国土交通省による緊急記者会

見を開催し「風が強くなる前に安全なところへ避難する

など早めに身の安全を確保すること」などを呼びかけた。

4 日にも共同記者会見が開催され、5 日には、九州に接近

または上陸おそれが6日午後から7日にかけてあること、

夜や風雨の強まる前に避難情報等に従って早めの避難・

安全確保を呼び掛けた。 
熊本市では、9 月 4 日 11 時に台風 10 号の接近・上陸

に係る熊本市災害対策本部会議を開催し、その後に市長

が記者会見を開き警戒を呼び掛けた。そのなかで、9 月 6
日（日）の午前 9 時より避難所を熊本市内 145 箇所開設

すること、9 月 6 日（日）から 7 日（月）までの終日、熊

本市役所本庁舎などの全ての市有施設を閉館することな

どを伝えた。また、月曜日の 7 日については、熊本市立

の学校園を臨時休業とし、市電も始発から全便運休する

ことなどを市民に伝えた。 
台風の接近した 9 月 6 日（日）以降の熊本市における、

気象状況や避難情報の発令状況などを、表-1 に示す。 
 

表-1 令和2年台風第10号襲来時の熊本市の概況 
日時 気象状況 発表情報 

9/6(日)   
 09:00 

 
 避難準備・高齢者等避難開始発令 

指定避難所開設 
 12:40  暴風・波浪警報及び大雨注意報発表  
   避難勧告発令 
 13:00 強風域に入る   
 16:30  避難指示（緊急）発令  
 19:45  洪水注意報発表 
 20時頃 暴風域に入る  
9/7(月)   
 04:59  大雨注意報解除  
 07:00 暴風域から出る  
 13:33 

 
 暴風・波浪警報解除  

避難指示（緊急）解除  

 
熊本市では、9 時に避難準備・高齢者等避難開始を発令
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するとともに、避難所を開設した。そして 12 時 40 分に

避難勧告、16 時 30 分に避難指示（緊急）を発令した。気

象状況としては、6 日の 12 時 40 分に暴風・波浪警報及

び大雨注意報発表が発表となり、13 時に強風域に入った。

その後、同日 20 時頃から翌 7 日（月）の 7 時まで暴風域

となった。そして 7 日の 13 時 33 分に暴風・波浪警報が

解除され、熊本市は避難指示（緊急）を解除した。 
熊本市では、最大で 145 箇所の指定避難所が開設され、

避難者数は最多で 10,523 人（9 月 6 日 21 時現在）となっ

た。市内で開設避難所での避難者数が最も多かった南区

では、29 箇所の指定避難所が開設され、4,443 人の避難

者があった（熊本市，2020）。なお、指定避難所ではな

く、ホテル等の宿泊施設や知人宅等への避難者数につい

ては、公的な報告数値は見られない。 
 
４．分析の方法 
 本章では、本事例研究用いたデータと時系列モデルを

記載する。利用したモデルとデータは、他の地域や災害

事例でも利用できる汎用的なものとした。 
（１）人口変動の時系列モデル 
警戒期の各日時において、行政が事前避難を支援する

必要のある住民数を把握する上では、大規模河川の想定

氾濫区域や火砕流の流下危険範囲等の中の人口の絶対数

を推計値が基本情報である。ただし警戒期に、台風の接

近や火山地震の発生、あるいは避難情報等により、どの

程度の住民が既に区域外に避難したかなどを推測するた

めには、各日時の人口の実測値だけではなく、台風接近

等の事象のなかった場合に同日時に予測される人口との

差分抽出が必要となる。例えば本事例研究の場合では、、

台風接近の事象がなかった場合に 9 月 5 日（日）の 17 時

の想定氾濫区域内の人口の予測値と、9 月 5 日 17 時の実

測値との差分をとることとなる。そして、9 月 5 日 17 時

の実測値（正確には、その日時の携帯電話に実測された

管理情報から推測される人口の推計値）の方が少なけれ

ば、その減少の原因として、区域外への避難が行われて

いる可能性が考えられることとなる。 
警戒期の台風接近の事象がなかった場合の予測は、警

戒期より前の人口の時系列データから行うこととなる。

人口の時系列のモデル化では、1 日単位の変動、土日に

よる 1 週間単位の変動などの周期性を反映できることが

必要である。ただし祝日による変動などもあることから、

不定期な要因にも対応できる時系列モデルの適性が高い。

こうした時系列モデルとして、次式の加法モデルが提案

され、広く利用されている（Taylor & Letham , 2017）。 
 

𝑦𝑦 = 𝑔𝑔(𝑡𝑡) + 𝑠𝑠(𝑡𝑡) + ℎ(𝑡𝑡) + 𝑧𝑧(𝑡𝑡) + 𝜀𝜀𝑡𝑡    （1） 
 

式(1)において、𝒈𝒈(𝒕𝒕) は恒常的なトレンドを表す項で

ある。本モデルでは、途中時点での傾きの変化を表すパ

ラメータを導入することにより、トレンドの変化を許容

するが、今回の事例分析では 2 月間程度の短い期間のデ

ータであることから、過剰適合を避けるよう、変化点の

存在は前提とせず、単純な線形トレンドを想定して解析

した。 

𝒔𝒔(𝒕𝒕) は、周期変化を表す項である。(1)式で𝒔𝒔(𝒕𝒕) をフ

ーリエ級数で導入することで、任意の周期に対応が可能

となる。人流データを対象とした本研究では、168 時間

周期となる１週周期成分と 24 時間周期となる１日周期

成分を明示的に設定し、パラメータを推定した。一方で、

2 ヶ月程度のデータであることから、年周期成分は明示

的に除外し、中長期変動は𝒈𝒈(𝒕𝒕) で代表させた。 

𝒉𝒉(𝒕𝒕)は土日などの周期的な影響要因とは異なる、 祝日

など不定期なイベント開催日の影響を表現するための項

である。既知の祝日やイベント開催日のリストから導入

する。本研究では、祝日とお盆休みの期日を導入した。 

𝒛𝒛(𝒕𝒕)は、各日時の観測値などの外部変数の線形的な影

響を表す項である。外出などには天候が影響すると想定

し、本事例では降雨量の対象とする方針で観測データを

収集したが、該当データ数が少なく、予測式からは除い

た。なお冬季を対象としたモデル化であれば積雪量など

も人口動態の影響要因として想定されよう。 

𝓔𝓔(𝒕𝒕)は確率的な誤差項であり、式（１）の各項における

パラメータを、フーリエ級数の各係数には正規分布など

の事前分布を与え、ベイズ的に推定を行う。具体的は、

準ニュートン法による最大事後確率推定（MAP 推定）行

うライブラリが、Python とR で実装されされている。本

調査では、R のパッケージProphet（Version 0.6.1）を用い

て解析を行った (CRAN，2020) 。 
（２）事例分析の対象の設定（空間、時間、属性） 
本事例研究では、大規模災害の警戒期における広域的

な住民避難の支援業務における活用を長期的な目標とし、

類似した小規模な事象が発現したとみなした 2020 年台

風第 10 号襲来時の熊本市を事例として分析を行う。避難

支援業務の対象となるエリアとしては、熊本市内の一級

河川である白川の想定氾濫区域を対象に設定した。 
データ分析では、想定氾濫区域内の滞在人口について、

総数のほか詳しい人口動態を推測できるよう、想定氾濫

区域の居住者と、区外から想定氾濫区域への訪問者とに

区分を試み、それぞれの想定氾濫区域内の滞在人口の時

間推移を分析した。また、避難先となる開設避難所およ

びホテル等の宿泊施設を含むエリアの人口も対象とした。 
対象とした時間範囲は、台風第 10 号の襲来による警戒

の呼びかけられはじめた9月5日土曜日の午前0時から、

台風が当該地域を離れた 7 日月曜日の午後 24 時までと

した。そして、この期間に台風接近等の事象のなかった

場合の予測のため、台風襲来前の 7 月 1 日から 9 月 4 日

までの実測値を利用した。この人口の「実測値」は正確

には、携帯電話の管理情報の「実測値」から推定される

「推計値」である。ただし、本稿では「予測値」との区

別のため、以下この人口推計値を「実測値」と記述する。 
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するとともに、避難所を開設した。そして 12 時 40 分に

避難勧告、16 時 30 分に避難指示（緊急）を発令した。気

象状況としては、6 日の 12 時 40 分に暴風・波浪警報及

び大雨注意報発表が発表となり、13 時に強風域に入った。

その後、同日 20 時頃から翌 7 日（月）の 7 時まで暴風域

となった。そして 7 日の 13 時 33 分に暴風・波浪警報が

解除され、熊本市は避難指示（緊急）を解除した。 
熊本市では、最大で 145 箇所の指定避難所が開設され、

避難者数は最多で 10,523 人（9 月 6 日 21 時現在）となっ

た。市内で開設避難所での避難者数が最も多かった南区

では、29 箇所の指定避難所が開設され、4,443 人の避難

者があった（熊本市，2020）。なお、指定避難所ではな

く、ホテル等の宿泊施設や知人宅等への避難者数につい

ては、公的な報告数値は見られない。 
 
４．分析の方法 
 本章では、本事例研究用いたデータと時系列モデルを

記載する。利用したモデルとデータは、他の地域や災害

事例でも利用できる汎用的なものとした。 
（１）人口変動の時系列モデル 
警戒期の各日時において、行政が事前避難を支援する

必要のある住民数を把握する上では、大規模河川の想定

氾濫区域や火砕流の流下危険範囲等の中の人口の絶対数

を推計値が基本情報である。ただし警戒期に、台風の接

近や火山地震の発生、あるいは避難情報等により、どの

程度の住民が既に区域外に避難したかなどを推測するた

めには、各日時の人口の実測値だけではなく、台風接近

等の事象のなかった場合に同日時に予測される人口との

差分抽出が必要となる。例えば本事例研究の場合では、、

台風接近の事象がなかった場合に 9 月 5 日（日）の 17 時

の想定氾濫区域内の人口の予測値と、9 月 5 日 17 時の実

測値との差分をとることとなる。そして、9 月 5 日 17 時

の実測値（正確には、その日時の携帯電話に実測された

管理情報から推測される人口の推計値）の方が少なけれ

ば、その減少の原因として、区域外への避難が行われて

いる可能性が考えられることとなる。 
警戒期の台風接近の事象がなかった場合の予測は、警

戒期より前の人口の時系列データから行うこととなる。

人口の時系列のモデル化では、1 日単位の変動、土日に

よる 1 週間単位の変動などの周期性を反映できることが

必要である。ただし祝日による変動などもあることから、

不定期な要因にも対応できる時系列モデルの適性が高い。

こうした時系列モデルとして、次式の加法モデルが提案

され、広く利用されている（Taylor & Letham , 2017）。 
 

𝑦𝑦 = 𝑔𝑔(𝑡𝑡) + 𝑠𝑠(𝑡𝑡) + ℎ(𝑡𝑡) + 𝑧𝑧(𝑡𝑡) + 𝜀𝜀𝑡𝑡    （1） 
 

式(1)において、𝒈𝒈(𝒕𝒕) は恒常的なトレンドを表す項で

ある。本モデルでは、途中時点での傾きの変化を表すパ

ラメータを導入することにより、トレンドの変化を許容

するが、今回の事例分析では 2 月間程度の短い期間のデ

ータであることから、過剰適合を避けるよう、変化点の

存在は前提とせず、単純な線形トレンドを想定して解析

した。 

𝒔𝒔(𝒕𝒕) は、周期変化を表す項である。(1)式で𝒔𝒔(𝒕𝒕) をフ

ーリエ級数で導入することで、任意の周期に対応が可能

となる。人流データを対象とした本研究では、168 時間

周期となる１週周期成分と 24 時間周期となる１日周期

成分を明示的に設定し、パラメータを推定した。一方で、

2 ヶ月程度のデータであることから、年周期成分は明示

的に除外し、中長期変動は𝒈𝒈(𝒕𝒕) で代表させた。 

𝒉𝒉(𝒕𝒕)は土日などの周期的な影響要因とは異なる、 祝日

など不定期なイベント開催日の影響を表現するための項

である。既知の祝日やイベント開催日のリストから導入

する。本研究では、祝日とお盆休みの期日を導入した。 

𝒛𝒛(𝒕𝒕)は、各日時の観測値などの外部変数の線形的な影

響を表す項である。外出などには天候が影響すると想定

し、本事例では降雨量の対象とする方針で観測データを

収集したが、該当データ数が少なく、予測式からは除い

た。なお冬季を対象としたモデル化であれば積雪量など

も人口動態の影響要因として想定されよう。 

𝓔𝓔(𝒕𝒕)は確率的な誤差項であり、式（１）の各項における

パラメータを、フーリエ級数の各係数には正規分布など

の事前分布を与え、ベイズ的に推定を行う。具体的は、

準ニュートン法による最大事後確率推定（MAP 推定）行

うライブラリが、Python とR で実装されされている。本

調査では、R のパッケージProphet（Version 0.6.1）を用い

て解析を行った (CRAN，2020) 。 
（２）事例分析の対象の設定（空間、時間、属性） 
本事例研究では、大規模災害の警戒期における広域的

な住民避難の支援業務における活用を長期的な目標とし、

類似した小規模な事象が発現したとみなした 2020 年台

風第 10 号襲来時の熊本市を事例として分析を行う。避難

支援業務の対象となるエリアとしては、熊本市内の一級

河川である白川の想定氾濫区域を対象に設定した。 
データ分析では、想定氾濫区域内の滞在人口について、

総数のほか詳しい人口動態を推測できるよう、想定氾濫

区域の居住者と、区外から想定氾濫区域への訪問者とに

区分を試み、それぞれの想定氾濫区域内の滞在人口の時

間推移を分析した。また、避難先となる開設避難所およ

びホテル等の宿泊施設を含むエリアの人口も対象とした。 
対象とした時間範囲は、台風第 10 号の襲来による警戒

の呼びかけられはじめた9月5日土曜日の午前0時から、

台風が当該地域を離れた 7 日月曜日の午後 24 時までと

した。そして、この期間に台風接近等の事象のなかった

場合の予測のため、台風襲来前の 7 月 1 日から 9 月 4 日

までの実測値を利用した。この人口の「実測値」は正確

には、携帯電話の管理情報の「実測値」から推定される

「推計値」である。ただし、本稿では「予測値」との区

別のため、以下この人口推計値を「実測値」と記述する。 

（３）利用データについて 
事例分析で利用したデータを本節で記載する。利用し

たデータは全て、国内の任意の地域で利用できる汎用的

なデータである。 
a）人流データについて 

人流データは、全国を対象に500ｍメッシュ単位で、

準リアルタイム（1時間後）に提供されているNTTド

コモ社の「モバイル空間統計（リアルタイム版）」の

データを用いた。1 時間毎の各メッシュ内の滞在人口

数を居住地区ごとに保存したデータを用いた。居住地

区は、属性データとして市区町村単位で定義されてお

り、政令市である熊本市では行政区毎に付与される。 
なお、本事例研究の対象とした空間および時間範囲

のデータのなかで、各メッシュのある 1 時間（例：13
時から 14 時）の間に滞在人口数が少なく、秘匿処理

が行われ欠損値となっていた場合には、欠損値を含む

メッシュは解析から除外した。 
b）人口動態への影響要因データについて 

人口動態に影響する要因としては、通勤通学等の影響

による、時間帯による 1 日単位の周期と、曜日による 1
週間単位の周期が想定される。このほか、非周期的な影

響要因として、土日と同様に通勤通学等に影響のある要

因として祝日が想定される。本事例の分析期間では、2020
年の「国民の祝日」および、お盆休みの期間として 8 月

13 日から 16 日までの期間を設定した。 
また買物等での外出への影響要因として仮定した降雨

量は、気象庁のホームページで公開されている１時間毎

の降水量の、熊本観測点での 7 月 1 日から 9 月 7 日まで

のデータを取得した。ただし、熊本観測点のデータを確

認した結果、全体に降雨日が少なく（約 1 割）、6 日の昼

には 4 時間以外は降雨がなかったことから、本事例分析

では外部変数としての降水量の項は除いて予測を行った。 
c）位置情報について 

白川の想定氾濫区域は、全国的に統一フォーマットで

提供されている国土数値情報の「洪水浸水想定区域デー

タ」の計画規模降雨による洪水浸水想定区域データを用

いた。その領域は、避難所への避難者数の最多であった

南区、中心市街地となる中央区、東区、西区の 4 区にま

たがる。解析対象とした 500m メッシュとともに図-1 に

示す。解析対象のメッシュは太線で表示した。 
避難所については、南区で台風第 10 号襲来時に開設さ

れた避難所 29 箇所を対象とした。指定避難所の位置情報

については、全国的に統一フォーマットで提供されてい

る国土数値情報の「避難施設データ」を利用した。そし

て、当該データに掲載のなかった開設避難所については、

各施設の住所から、緯度経度を取得した。 
宿泊施設の位置情報については、ホテル・旅館・ペン

ションなどの宿泊施設予約サービスの大手ウェブサイト

である「楽天トラベル」に掲載されてる施設のデータを

用いた。具体的には、楽天トラベルに掲載されている熊

本市内の全宿泊施設である 104 施設について、「楽天ト

ラベル施設検索API」を用いて緯度経度情報を取得した。 

 

図-1 事例研究の対象地域（熊本市、白川想定氾濫区域） 
 

５．分析の結果 
（１）想定氾濫区域内の人口の時間推移 
a）概要 

白川の想定氾濫区域内の滞在人口の時間推移を解析し

た。想定氾濫区域を含むメッシュを抽出し、該当する 319
メッシュに含まれる人口の合計を時間毎に算出した。人

口としては、想定氾濫区域を含む各メッシュ内の全数と

ともに、居住者および来訪者の近似値も対象とした。居

住者の近似値としては、想定区域内の各メッシュの人口

のうち当該メッシュが位置する行政区（例：南区）と、

居住地区属性の市区町村（例：南区）が一致する人口を

用いた。ただし想定氾濫区域外の同じ区内居住者が流入

している場合との識別はつかないことから、正確な想定

氾濫区域内の居住数ではない近似値である、以下の本稿

では「居住者」と表記する。なおメッシュが複数の区に

含まれる場合は、面積が最も広い区を居住地区とした。 
そして来訪者の近似値としては、想定区域内の各メッ

シュの人口のうち当該メッシュが位置する区（例：南区）

と、居住地区属性の市区町村が一致しない（例：益城町）

人口を用いた。当該データも、想定氾濫区域外に居住す

る中央、東、西、南区民の流入数は積算対象外となるた

め正確な想定氾濫区域外からの来訪者数ではない近似値

であるが、以下の本稿では「来訪者」と表記する。 
b）全滞在人口の時間推移 

白川の想定氾濫区域内の全滞在人口について、図-2 に

台風襲来前の 7 月１日から 9 月 4 日までの実測値を黒色

実線で示し、同実測値に基づく (１)式の時系列モデルに

よる 9 月 7 日までの予測値と推測範囲（80%信用区間）

を灰色線で示す。 
実測値の全体的な傾向として、細かい日単位の周期

と、土日の変動が顕著な週単位の周期が認められる。そ

のほか、8 月中旬のお盆期間に顕著に全体の平日の傾向

より、全体的に人口が減少している変動が認められる。
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灰色の予測値を見ると、時系列モデルでお盆を含む祝日

効果を取り入れていることから、盆期間の予測値は他の

週の同曜日と異なる範囲となり実測値に近い。 
全滞在人口の本モデルによる予測精度を交差検証によ

り評価した結果、予測期間となる 3 日後の指標として

MAPE(平均絶対パーセント誤差)は 1.5%であった。同様

に居住者、および、来訪者のみを対象としてモデルを適

用した場合は、3 日後のMAPE は、2.0%および 8.8%で

あり、来訪者の動態は人数も少なくばらつきが相対的に

大きいといえる。 
想定氾濫区域内の全滞在者、居住者、来訪者における

（1）式の時系列モデルによる 24 時間周期となる 1 日周

期成分の変動の推計を図 3 に示す。居住者は、当該領域

に夜間に多く滞在し、昼間は少ない変動となる。居住者

は、想定氾濫区域内の行政区が自宅となることから、夜

間は自宅で就寝し、昼間は通勤・通学等で領域外へ出る

ためと解釈される。一方、来訪者は居住者の変動とは逆

に、当該領域に昼間に多く、夜間は少ない。来訪者は、

別の市区町村が自宅となることから、夜間は自宅で就寝

し、昼間は通勤・通学等で領域内に来るためと解釈され

る。灰色で示す全滞在者は、居住者と来訪者の混在とな

ることから、両方の傾向が折衷された傾向となっている。 

 

図-3 白川氾濫区域内の滞在人口の 1日周期の人口動態 
 
図-4 には同様に、168 時間周期となる 1 週間周期の変

動の推計を示す。居住者は、当該領域に比較的、土日に

多く滞在し、平日は少ない変動となる。居住者は、土日

は自宅近傍に滞在することが多く、昼間は通勤・通学等

で領域外に出るためと解釈される。一方、来訪者は居住

者とは反対に、平日に多く滞在し、夜間は少ない。来訪

者は、平日に通勤・通学等で領域内に来るためと解釈さ

れる。全滞在者は、居住者と来訪者の混在となることか

ら、両方の傾向が折衷された傾向となっている。 

 

図-4 白川氾濫区域内の滞在人口の 1週間周期の人口動態 
 
図-5 に、白川の想定氾濫区域内の全滞在人口について、

台風襲来時の 9 月 5 日から 7 日を対象に、実際の携帯電

話の管理情報に基づく推計値（以下、実測値）を黒実線

で示す。また、7 月 1 日から 9 月 4 日までの期間の人口

推移にもとづく予測値と推測範囲（80%信用区間）を灰

色の実線と点線で示す。予測値は、台風襲来のなかった

場合に予測される人口数である。実測値と予測値と比較

すると、顕著な差が認められる期間は、台風の離れた翌

7 日の月曜日の昼であり、予測値よりも滞在人口が少な

くなっている。 
図-6 に、台風の最接近した 6 日の深夜、すなわち 7 日

の早朝 3 時の、人口の実測値と予測値の差分値の空間分

布を示す。宿泊施設が多く立地する熊本市の中央区のメ

ッシュに、人口が平常時よりも増えている様子が確認さ

図-2 白川想定氾濫区域内の全滞在人口の実測値（黒線）と予測値（灰色線）の時間推移 
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灰色の予測値を見ると、時系列モデルでお盆を含む祝日

効果を取り入れていることから、盆期間の予測値は他の

週の同曜日と異なる範囲となり実測値に近い。 
全滞在人口の本モデルによる予測精度を交差検証によ

り評価した結果、予測期間となる 3 日後の指標として

MAPE(平均絶対パーセント誤差)は 1.5%であった。同様

に居住者、および、来訪者のみを対象としてモデルを適

用した場合は、3 日後のMAPE は、2.0%および 8.8%で

あり、来訪者の動態は人数も少なくばらつきが相対的に

大きいといえる。 
想定氾濫区域内の全滞在者、居住者、来訪者における

（1）式の時系列モデルによる 24 時間周期となる 1 日周

期成分の変動の推計を図 3 に示す。居住者は、当該領域

に夜間に多く滞在し、昼間は少ない変動となる。居住者

は、想定氾濫区域内の行政区が自宅となることから、夜

間は自宅で就寝し、昼間は通勤・通学等で領域外へ出る

ためと解釈される。一方、来訪者は居住者の変動とは逆

に、当該領域に昼間に多く、夜間は少ない。来訪者は、

別の市区町村が自宅となることから、夜間は自宅で就寝

し、昼間は通勤・通学等で領域内に来るためと解釈され

る。灰色で示す全滞在者は、居住者と来訪者の混在とな

ることから、両方の傾向が折衷された傾向となっている。 

 

図-3 白川氾濫区域内の滞在人口の 1日周期の人口動態 
 
図-4 には同様に、168 時間周期となる 1 週間周期の変

動の推計を示す。居住者は、当該領域に比較的、土日に

多く滞在し、平日は少ない変動となる。居住者は、土日

は自宅近傍に滞在することが多く、昼間は通勤・通学等

で領域外に出るためと解釈される。一方、来訪者は居住

者とは反対に、平日に多く滞在し、夜間は少ない。来訪

者は、平日に通勤・通学等で領域内に来るためと解釈さ

れる。全滞在者は、居住者と来訪者の混在となることか

ら、両方の傾向が折衷された傾向となっている。 

 

図-4 白川氾濫区域内の滞在人口の 1週間周期の人口動態 
 
図-5 に、白川の想定氾濫区域内の全滞在人口について、

台風襲来時の 9 月 5 日から 7 日を対象に、実際の携帯電

話の管理情報に基づく推計値（以下、実測値）を黒実線

で示す。また、7 月 1 日から 9 月 4 日までの期間の人口

推移にもとづく予測値と推測範囲（80%信用区間）を灰

色の実線と点線で示す。予測値は、台風襲来のなかった

場合に予測される人口数である。実測値と予測値と比較

すると、顕著な差が認められる期間は、台風の離れた翌

7 日の月曜日の昼であり、予測値よりも滞在人口が少な

くなっている。 
図-6 に、台風の最接近した 6 日の深夜、すなわち 7 日

の早朝 3 時の、人口の実測値と予測値の差分値の空間分

布を示す。宿泊施設が多く立地する熊本市の中央区のメ

ッシュに、人口が平常時よりも増えている様子が確認さ

図-2 白川想定氾濫区域内の全滞在人口の実測値（黒線）と予測値（灰色線）の時間推移 

れる。台風接近にともない、強風等の懸念から、ホテル

等に避難した者が多かったことが窺える。 
本事例調査では、警戒期の大規模な住民避難支援活動

業務の改善を長期的な目標に、数日前からの警戒期にお

ける住民避難状況の把握手法として、準リアルタイムに

提供される人流データの有用性を検証している。避難対

象とみなした想定氾濫区域内の全滞在人口の時間推移や

空間分布は、本項のように把握された。ただし、どのよ

うな人口動態が生じているは、居住者と来訪者を混在さ

せた全滞在者の推移からは解釈が難しい。次項以降で、

居住者と来訪者とを区別して行った分析結果を記載する。 

 
図-5 白川氾濫区域内の滞在人口（9月5日から 7日） 

の実測値（黒太線）と推計値（灰色点線） 

 

図-6 白川氾濫区域内の滞在人口分布（9月7日3時） 
 

b）居住者（近似値）の時間推移 

白川の想定氾濫区域内の「居住者」を対象に、台風襲

来時の9月5日から7日の人口動態を分析した。図-7に、

実際の携帯電話の管理情報に基づく推計値（以下、実測

値）を黒実線で示す。また 7 月 1 日から 9 月 4 日までの

人口推移にもとづく予測値と推測範囲（80%信用区間)）
を灰色の実線と点線で示す。図-8 には、実測値と予測値

の差分を示した。 

最も顕著に予測値と異なる推移が見られた時間帯は、

台風襲来後の翌 7 日の月曜日の昼間であり、予測値より

区域内の人数が多い。7 日（月）については、事前より公

共交通期間の停止や学校等の休校などが市から広報され

ており、多くの住民が自宅周辺に残っていたためと解釈

できる。過去の災害でも指摘されていた全体傾向が、居

住者の動向として顕著に検出されたといえる。 

 
図-7 白川氾濫区域内の滞在人口（居住者のみ） 

の実測値（黒太線）と予測値（灰色点線） 

 
図-8 白川氾濫区域内人口の平時との差分（居住者のみ） 

の実測値（黒線）と予測範囲（灰色点線） 
 
次に、予測値と顕著に異なる推移をした時間帯は、台

風が最接近した 6 日の日曜日の昼間であり、予測値より

滞在人数が 2 万人以上多い。図７で見られる、７日の予測値

の昼夜間人口差である約５万人の４割以上に相当する増分

である。台風が接近しており、警報等も発表されているこ

とから、多くの居住者が普段の日曜日とは異なり、外出

を控え自宅に留まったためと解釈される。過去の災害で

も確認されている傾向である。 
そして、6 日（日）の夜、すなわち 7 日の早朝も、予測

値より人口が減っている傾向が見られる。自宅から区域

外の避難所やホテル、知人宅等へ避難したことによる可

能性がある。 
避難情報の発令された 6 日の昼間の推移を見ると、図
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-7 では顕著ではないが、差分を示す図-8 では、午前 9 時

の市による避難所開設、避難準備・高齢者等避難開始情

報発令の後に、傾きが緩くなっている。域外への避難者

の増加による変位が検出されている可能性がある。その

一方で、16 時 40 分後の避難指示後には顕著な変異は認

められない。全体として、前述のように居住者の多くが

平時よりも外出を抑制する大きな傾向があるため、避難

による増減は検知しにくい状態といえる。 
c）来訪者（近似値）の時間推移 

白川の想定氾濫区域への「来訪者」を対象に、台風襲

来時の9月5日から7日の人口動態を分析した。図-9に、

実際の携帯電話の管理情報に基づく推計値（以下、実測

値）を黒太線で示す。また、7 月 1 日から 9 月 4 日まで

の期間の人口推移にもとづく予測値と推測範囲（80%信

用区間)）を灰色線で示す。図-10 には、実測値と予測値

の差分を示した。 

 
図-9 白川氾濫区域内の滞在人口（来訪者のみ） 

実測値（黒太線）と予測範囲（灰色線） 

 
図-10 白川氾濫区域内人口の平時との差分（来訪者のみ） 

の実測値（黒線）と予測範囲（灰色点線） 
 
居住者が最も顕著に予測値と異なる推移をした時間帯

は、台風襲来後の翌 7 日の月曜日の昼間であり、普段の

月曜日より区域内の人数が４万人程度少ない。図９で見ら

れる、７日の予測値の昼夜間人口差である約６万人の７割程

度に相当する減分である。事前の公共交通機関の停止や

休校の通知などにより、通勤・通学者などの流入が抑制

されたためと解釈される。過去の災害でも指摘されてい

る全体傾向が、来訪者の動態として顕著に検出されたと

いえる。次に、顕著に予測値と異なる推移をした時間帯

は、台風が最接近した 6 日の日曜日の昼間であり、普段

の日曜日より来訪者が少ない。台風が接近にともない、

買物等の外出が他の日曜日よりも控えられたため、来訪

者が減ったためと解釈される。また、台風が最接近した

6 日（日）の夜すなわち 7 日の早朝、および、その前夜の

5 日（土）の夜すなわち 6 日の早朝は、平時よりも多く

傾向がある。ホテル等への避難者の流入による人口増で

ある可能性があり、次節で詳細に確認する。 
（２）避難先施設を含むメッシュ内の人口の時間推移 
住民が避難した先の施設として想定される開設避難所

および宿泊施設における人口増加の検知を試みた。ただ

しメッシュの空間分解は 500m であるため、施設内の人

口推移のみを抽出することはできず、施設の立地するメ

ッシュ内の人口増減も含んだ携帯電話の管理情報にもと

づく推計値となる。 
a）宿泊施設を含むメッシュの人口推移 

4 章で記載したように、大手宿泊施設予約サービス・ウ

ェブサイトから取得した熊本市内の全 104 宿泊施設を含

むメッシュを抽出した。人口データ属性からは行政区単

位の居住場所しか識別できないことから、各メッシュの

位置する区内の居住者が、同じ区内の宿泊施設へ避難し

た場合と、区内の自宅に留まった場合の区別ができない。

宿泊施設へ自宅を離れて避難した蓋然性が高い人数を推

計するため、宿泊施設の位置する行政区とは異なる市区

町村を住所とする「来訪者」のみを解析対象とした。 
台風の襲来した 9 月 5 日から 7 日までの、実測値と予

測値の差分を図-11 に示す。宿泊施設を含むメッシュで

は、6 日の深夜に台風の影響のない時間推移からの予測

値よりも約 4 万人来訪者が増えている。この増分は、宿

泊施設へ避難として来訪した者の影響と解釈されよう。 

 

図-11 熊本市の宿泊施設を含むメッシュの人口動態 
の実測値（黒線）と予測範囲（灰色点線） 

 
b）開設避難場所を含むメッシュの人口推移 

台風第 10 号の襲来に伴い、熊本市南区で開設された避
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-7 では顕著ではないが、差分を示す図-8 では、午前 9 時

の市による避難所開設、避難準備・高齢者等避難開始情

報発令の後に、傾きが緩くなっている。域外への避難者

の増加による変位が検出されている可能性がある。その

一方で、16 時 40 分後の避難指示後には顕著な変異は認

められない。全体として、前述のように居住者の多くが

平時よりも外出を抑制する大きな傾向があるため、避難

による増減は検知しにくい状態といえる。 
c）来訪者（近似値）の時間推移 

白川の想定氾濫区域への「来訪者」を対象に、台風襲

来時の9月5日から7日の人口動態を分析した。図-9に、

実際の携帯電話の管理情報に基づく推計値（以下、実測

値）を黒太線で示す。また、7 月 1 日から 9 月 4 日まで

の期間の人口推移にもとづく予測値と推測範囲（80%信

用区間)）を灰色線で示す。図-10 には、実測値と予測値

の差分を示した。 

 
図-9 白川氾濫区域内の滞在人口（来訪者のみ） 

実測値（黒太線）と予測範囲（灰色線） 

 
図-10 白川氾濫区域内人口の平時との差分（来訪者のみ） 

の実測値（黒線）と予測範囲（灰色点線） 
 
居住者が最も顕著に予測値と異なる推移をした時間帯

は、台風襲来後の翌 7 日の月曜日の昼間であり、普段の

月曜日より区域内の人数が４万人程度少ない。図９で見ら

れる、７日の予測値の昼夜間人口差である約６万人の７割程

度に相当する減分である。事前の公共交通機関の停止や

休校の通知などにより、通勤・通学者などの流入が抑制

されたためと解釈される。過去の災害でも指摘されてい

る全体傾向が、来訪者の動態として顕著に検出されたと

いえる。次に、顕著に予測値と異なる推移をした時間帯

は、台風が最接近した 6 日の日曜日の昼間であり、普段

の日曜日より来訪者が少ない。台風が接近にともない、

買物等の外出が他の日曜日よりも控えられたため、来訪

者が減ったためと解釈される。また、台風が最接近した

6 日（日）の夜すなわち 7 日の早朝、および、その前夜の

5 日（土）の夜すなわち 6 日の早朝は、平時よりも多く

傾向がある。ホテル等への避難者の流入による人口増で

ある可能性があり、次節で詳細に確認する。 
（２）避難先施設を含むメッシュ内の人口の時間推移 
住民が避難した先の施設として想定される開設避難所

および宿泊施設における人口増加の検知を試みた。ただ

しメッシュの空間分解は 500m であるため、施設内の人

口推移のみを抽出することはできず、施設の立地するメ

ッシュ内の人口増減も含んだ携帯電話の管理情報にもと

づく推計値となる。 
a）宿泊施設を含むメッシュの人口推移 

4 章で記載したように、大手宿泊施設予約サービス・ウ

ェブサイトから取得した熊本市内の全 104 宿泊施設を含

むメッシュを抽出した。人口データ属性からは行政区単

位の居住場所しか識別できないことから、各メッシュの

位置する区内の居住者が、同じ区内の宿泊施設へ避難し

た場合と、区内の自宅に留まった場合の区別ができない。

宿泊施設へ自宅を離れて避難した蓋然性が高い人数を推

計するため、宿泊施設の位置する行政区とは異なる市区

町村を住所とする「来訪者」のみを解析対象とした。 
台風の襲来した 9 月 5 日から 7 日までの、実測値と予

測値の差分を図-11 に示す。宿泊施設を含むメッシュで

は、6 日の深夜に台風の影響のない時間推移からの予測

値よりも約 4 万人来訪者が増えている。この増分は、宿

泊施設へ避難として来訪した者の影響と解釈されよう。 

 

図-11 熊本市の宿泊施設を含むメッシュの人口動態 
の実測値（黒線）と予測範囲（灰色点線） 

 
b）開設避難場所を含むメッシュの人口推移 

台風第 10 号の襲来に伴い、熊本市南区で開設された避

難所を含むメッシュを抽出し、そのメッシュ内の居住者

を分析した結果を図-12 に示す。顕著に確認される人口動

態は、図-8 と同様に、6 日昼間の台風襲来による外出抑

制に伴う滞在人口の増加と、7 日昼間の社会機能の低下

ともなう自宅待機と解釈される滞在人口の増加である。 

 

図-12 熊本市南区の開設避難所を含むメッシュの人口動態 
の実測値（黒線）と予測範囲（灰色点線） 

 
一方、開設避難所への避難が行われた場合に出現する

と想定される 6 日深夜の増分は検出されていない。また、

6 日の昼間に発令された避難情報に伴う顕著な傾きの増

加も認められなかった。 
 

６．考察 
（１）氾濫区域内の滞在人口の分析結果について 
本事例研究では、数日前からの警戒期における住民避

難状況を対象に、人流データの有用性を検証した。住民

避難支援業務の対象となる想定氾濫区域内の滞在人口の

総数が基本情報となるが、本事例分析対象地域では居住

者と来訪者とで、1 日および 1 週間周期の人口動態が全

く異なった。そこで両者をそれぞれ対象とし、平時との

差分を抽出する解析を行ったことで、災害警戒期の人口

動態の解釈が容易となった。また住民避難支援業務の観

点からも、両者それぞれに適した広報内容や対策が異な

るため、居住者と来訪者の時間推移や空間分布をそれぞ

れ把握することは有用であろう。 

（２）避難先施設の人口動態の分析結果について 
避難先施設として、宿泊施設と開設避難所を対象に、

人口動態を分析した。その結果、宿泊施設のあるエリア

での他市区町村からの来訪者の増加が検出された。錢谷

ら（2019）などの既往研究では、避難先施設での空間的

な人口増は検出されなかったが、本事例では居住者と来

訪者を区分し、個々の施設ではなく施設の存するメッシ

ュの総計を対象としたことなどによる効果と考えられる。 
一方、開設避難所のあるエリアでの居住者の増加は検

出されなかった。宿泊施設はオフィス街に多く立地し、

平常時夜間に来訪者は少ないのに対して、指定避難所は

住民の居住地の近隣に存在し、平常時に居住者は夜間に

多いことから、差分の検知が難しいといえる。 
本稿で考察対象としている、火山噴火や大規模河川の

氾濫の警戒期には市区町村を越えた広域避難が行われる。

その際に、他市区町村の宿泊施設や避難先となった施設

での人口増加を本事例研究と同様に検出できる可能性が

示された。さらに特定の施設への避難ではなく、各住民

が他市区町村のそれぞれの親戚知人宅等へ大規模に面的

に避難するような場合にも、本事例のようにメッシュデ

ータを合算し推計できる可能性があろう。 
一方で、居住場所と同じ市区町村内にある地域の小学

校等への居住者の避難者数は、本事例で用いた方法では、

推計が困難であることが示された。本事例研究で用いた

携帯電話の管理情報にもとづく人流データは 500m メッ

シュの空間分解能であり、属性情報の居住地区も市区町

村単位である。将来的にメッシュ粒度が細分化され、居

住地区情報も町丁目単位とするなど詳細にすれば検出で

きる可能性はある。しかし空間分解能をあげると、メッ

シュや当該属性の人数は減少し推計精度は下がることか

ら、都市域を除いては将来的にも難しいと考えられる。 
その他に人流データを用いて、居住地域内の指定避難

所での人口動態を把握する方法としては、メッシュ間の

移動人口データを用いる方法が考えられる。移動人口デ

ータを用いれば、ある時間帯に、避難場所のあるメッシ

ュ内に、同市区町村内の他のメッシュから移動した人数

を推計できる。現時点では、「モバイル空間統計（リアルタ

イム版）」サービスでは、滞在人口のみが提供されているが

（2020 年 10 月 1 日時点）、今後メッシュ間の移動人口

データの有用性についても検証が望ましいと考える。 
（３）警戒期の大規模避難支援業務での実装について 
本事例研究では、台風第 10 号襲来時の熊本市を対象に、

3 章で記載した手順で解析を行った。解析で用いた（1）
式の統計モデルおび人流データ、国土数値情報の想定氾

濫区域と避難施設のGIS データは、全国の任意の地域で

利用や入手できる共通的な手順およびデータである。そ

のため、本事例研究で行ったスタンドアロン計算機上で

データ処理を、準リアルタイムに自動処理できるようシ

ステム化することは技術的には可能といえる。具体的に

は、計画されている広域避難の想定される範囲と、避難

場所となる候補施設等を事前登録し、人流データはオン

ラインで準リアルタイムに入手できるようにし、本事例

分析と同様のデータ処理を自動的に行うシステムである。 
ただし、こうしたデータ処理によって、防災対策上に

有用な結果が得られるかどうかは当該地域の人口動態な

どの特性に大きく依存する。災害警戒期に有用なデータ

解析結果を得るためには、当該地域の常時の災害の恐れ

のない場合の人口推移の予測を適切に行う必要があり、

データの継続的な取得が不可欠である。前述のシステム

で平時より長期のデータを蓄積し解析することによって、

各地域の人口動態の周期変動や、例年開催されるイベン
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トや天候の影響など、各地域の特性を反映したパラメー

タにもとづき警戒期の予測を行うことが必要である。 
今後の基礎研究として、移動人口データを利用した避

難者数推計の試みのほか、ある地域での複数年のイベン

トや天候等のデータを蓄積し、より予測精度の向上を図

ることが必要と考える。さらに、人口規模や昼夜間人口

比など人口動態の異なる複数の地域での比較研究を行い、

手法の汎用性を検討することが望ましいと考える。 
 

７．まとめ 
警戒期の広域的な住民避難支援業務の改善を目指し、

準リアルタイム人流データの有用性を検証した。データ

分析では、周期的変動とともに不定期な祝日等の影響も

勘案できる時系列モデルを新たに用いた。令和 2 年台風

第 10 号襲来時の熊本市における人口推移を事例として

分析した。その結果、氾濫区域内の滞在総人口の増減の

ほか、区域内の居住者と来訪者を分離して解析し、それ

ぞれの人口動態を明確にした。居住者では、台風襲来時

の外出抑制と解釈される昼間人口の増加、区域外への避

難と解釈される夜間人口の減少のほか、避難情報発令後

の人口動態の変化も検知された。来訪者については、台

風襲来時の外出抑制と解釈される昼間人口の減少、区域

外の宿泊施設への避難と解釈される夜間人口の増加を抽

出した。 
またホテル等への避難者と解釈される、宿泊施設の立

地するエリアへの他市区町村からの来訪者の増加を検出

した。一方、開設避難所のあるエリアでは居住者の増加

は検出されず、メッシュ間の移動人口データの併用など

を検討する必要がある。 
今後、複数年のデータを蓄積することにより、降水量

や気温などの天候の影響をモデル化するとともに、地域

特性の異なる複数の地域での比較研究を行うことにより、

本事例研究で用いた手法の汎用化や、実用化にむけた検

討を進めていきたいと考える。 
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トや天候の影響など、各地域の特性を反映したパラメー

タにもとづき警戒期の予測を行うことが必要である。 
今後の基礎研究として、移動人口データを利用した避

難者数推計の試みのほか、ある地域での複数年のイベン

トや天候等のデータを蓄積し、より予測精度の向上を図

ることが必要と考える。さらに、人口規模や昼夜間人口

比など人口動態の異なる複数の地域での比較研究を行い、

手法の汎用性を検討することが望ましいと考える。 
 

７．まとめ 
警戒期の広域的な住民避難支援業務の改善を目指し、

準リアルタイム人流データの有用性を検証した。データ

分析では、周期的変動とともに不定期な祝日等の影響も

勘案できる時系列モデルを新たに用いた。令和 2 年台風

第 10 号襲来時の熊本市における人口推移を事例として

分析した。その結果、氾濫区域内の滞在総人口の増減の

ほか、区域内の居住者と来訪者を分離して解析し、それ

ぞれの人口動態を明確にした。居住者では、台風襲来時

の外出抑制と解釈される昼間人口の増加、区域外への避

難と解釈される夜間人口の減少のほか、避難情報発令後

の人口動態の変化も検知された。来訪者については、台

風襲来時の外出抑制と解釈される昼間人口の減少、区域

外の宿泊施設への避難と解釈される夜間人口の増加を抽

出した。 
またホテル等への避難者と解釈される、宿泊施設の立

地するエリアへの他市区町村からの来訪者の増加を検出

した。一方、開設避難所のあるエリアでは居住者の増加

は検出されず、メッシュ間の移動人口データの併用など

を検討する必要がある。 
今後、複数年のデータを蓄積することにより、降水量

や気温などの天候の影響をモデル化するとともに、地域

特性の異なる複数の地域での比較研究を行うことにより、

本事例研究で用いた手法の汎用化や、実用化にむけた検

討を進めていきたいと考える。 
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げます。 
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ABSTRACT 
 

When a large-scale disaster is predicted, wide-area evacuation is required in advance. Government agencies are 
required to secure transportation and evacuation facilities to support evacuation by residents. By grasping the number 
of residents in dangerous areas in real time, evacuation support activities can be planned appropriately. In 2020, a 
relatively large-scale pre-evacuation was carried out when Typhoon No. 10 struck. Recently data on the flow of people 
based on mobile phone management information has been provided nationwide in near real time. Using this data, we 
estimated the number of people in Kumamoto City and verified the usefulness of the data. 

In analysis on the people flow data, we adopted a model that can take into account the effects of irregular holidays 
and hourly rainfall, as well as daily and weekly periodicity. As a result of data analysis, we were able to grasp the 
increase and decrease of the resident population in the flooded area. Before the typhoon hit, more residents stayed at 
home than in normal times. And we were able to see an increase in visitors in the area where the hotel is located. 
However, it was not possible to grasp that the number of residents increased in the area where the evacuation site was 
located. We conclude that analyzing the data separately for residents and visitors is useful for the purpose of detecting 
vitality in dangerous areas. In addition, we also need to use OD data in order to grasp the inflow and outflow status in 
more detail 
 
 

Keywords：Evacuation, People-Flow Analysis, Typhoon Haishen(2020) 
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和文要約 
 

2019 年 9 月、大島町では、台風第 15 号の接近に伴う暴風により、住家・非住家損壊 1522 件等の

被害が発生した。このときの避難率は 4％であった。その約一ヵ月後にも台風第 19 号が接近し、避

難率は 11％に向上した。この避難率の向上は、台風情報の報道の効果や台風第 15 号による被災経

験が影響した結果であると考えられた。これらの台風の事例における避難行動の分析結果から、住

民は、避難勧告によって避難の判断を行ったが、台風の接近や身の危険を感じたことによって実際

の避難を開始したと考えられた。アンケート調査においても住民の避難した理由は、テレビ放送や

雨等の状況によって避難したという回答が多かった。そして、避難のきっかけとするために、雨等

の詳しい予想、被害の状況、災害の危険性や切迫度に関する情報が必要という意見が多かった。 
以上のことから、住民の自主的な避難を促進するためには、危険が迫っていることを真に感じら

れるような災害の危険性や切迫度を表す情報が有効ではないかと考える。具体的には、地域特性を

反映した過去の災害に関する資料である。このような資料を行政と住民が共有し、避難の支援情報

として活用すれば、住民が災害の危険性や切迫度を身近にイメージできるようになり、自らが避難

の判断を行って、避難行動を起こすことにつながるものと期待される。 
 
 

キーワード：土砂災害、避難、地域特性、災害資料 
 
 
１．はじめに 
近年、大雨に関する気象情報や災害の危険度に関する

防災情報が細分高度化された反面、その意味するところ

が分かりにくくなり、住民の避難行動に必ずしも結びつ

いていないという問題が指摘されていた（内閣府、2019）。
そこで、情報の意味を直感的に理解して避難を行うこと

ができるように、5 段階に区分した警戒レベルの運用が

始まった（内閣府、2019）。警戒レベルは、気象情報に地

域的な特性や被害の予測などを加味して対象地域を特定

した避難勧告等とともに発令される。この警戒レベルに

より、住民が避難の判断をするタイミングが明確になっ

たと言われている。しかし、例えば、対象地域の住民全

員が避難することとされている警戒レベル 4 では、災害

の危険性や切迫度に相当の幅や局地性があると考えられ

るため、実際に避難行動を起こすタイミングに迷いが生

じてしまう恐れがあるのではないかと考えられる。 
大島町では、2019 年 9 月に勢力の強い台風第 15 号が

接近し、住家等損壊 1522件（表-1）・公共施設損壊被害

金額約 2億 6400 万円・倒木多数・軽傷者 3名等の記録的

な被害が発生した。大島町防災対策室では、この台風に

伴う暴風・大雨・高潮による被害を想定し、早期から関

係機関と情報共有を行い、住民への注意喚起に努めた。

そして、避難勧告「警戒レベル 4」を発令した。避難者

数は 86名、避難率は 4%であった。一方、その 1ヶ月後

にも台風第 19号が接近し、同様の対応を行った。被害は、

台風第 15 号と比べて小さく、住家損壊 10 件・倒木 13
件等であった。しかし、避難者数は 807名に増加し、避

難率は 11%に向上した。この避難率の向上は、台風情報

の報道の効果や台風第 15 号による大きな暴風被害の被

災経験が影響した結果と考えられる。ただし、避難率は 
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表-1 台風第 15号による住家・非住家被害の内訳（件数） 
 
 
 
 
 
 
 
 
依然として低く、大雨等による人的被害を防ぐためには、

適時適切な避難の促進を図る必要がある。 
大島町では、避難率の向上をはじめとする防災対策の

改善に利用することを目的として、避難行動に関する検

証や住民アンケート調査を継続的に行っている（加治屋

ほか、2017、2018）。2019 年台風第 15 号・第 19 号接近

時の避難行動の分析によると、避難した人のほとんどは、

台風接近前の日中や夜のはじめ頃までの時間帯に避難を

完了していた。ただし、台風第 15号の事例では、台風が

最接近した深夜の時間帯すなわち暴風と非常に激しい雨

のなかでも避難した人がいた。これら 2つの台風接近後

の 10月下旬に実施した住民アンケート調査によると、避

難した人の多くは、テレビの台風情報や雨の状況などを

避難した理由として答えた。また、避難しなかった人の

多くは、自宅が安全な場所にあるので避難しなかったと

答えた。 
「平成 30年 7月豪雨を踏まえた内閣府の報告書（内閣

府、2018）」では「住民は自らの命は自らが守る意識を持

ち、行政は住民が適切な避難行動をとれるよう全力で支

援する社会を目指す」よう提言が行われている。ここで、

現状の行政の役割としての非平常時における適時的確な

気象警報や避難情報「警戒レベル」等の発表が、住民の

避難行動を「全力で支援する」ことの代表例であろう。

しかし、大島町の避難行動に関する検証やアンケート調

査からは、大雨警報や避難情報「警戒レベル」等が、実

際の避難行動のタイミングに直結しているかは疑問であ

る。「平成 30年 7 月豪雨直後の被災者アンケート調査（国

交省、平成 30年）」では「住民は、身に危険が迫るまで

避難の決断をしていないし、半数近くの人が災害リスク

情報に関心を示していない状況であり、情報が直接的に

避難に結びついていない状況が明らかになった。」と報告

されている。また、避難行動の分析を行った多くの研究

のうち、例えば、牛山ほか（2012）は、豪雨災害の危険

度に対する認識が高くとも、そのことが積極的・早期の

避難に必ずしもつながっていないことを述べている。 
一方、大島町における 2019年台風第 15号接近時に比

較した台風第 19 号接近時の避難率の向上は、報道の効果

や被災経験が影響した結果であると考えられた。また、

石塚ほか（2013）は、地下水位や土壌水分の増加量など

身近な災害リスクが増大していることを可視化して伝え

ることが、避難に対する動機付けになると述べている。 

 
 
 
 
 
 
 
図-1 避難率の経過（2013年 10月 19日～2019年 10月 12日） 
 
したがって、住民が自主的に避難を行うには、身に危険

が迫っていることを真に感じられるような災害の危険性

や切迫度を表す情報の提供が有効な手段ではないかと考

えることができる。 
そこで、本研究では、2019 年秋に相次いで接近した 2

つの台風に対する避難行動の比較検証と住民アンケート

調査から、災害に対する危機意識が、住民の避難の判断

や避難のタイミングにどのように影響したのかを分析す

る。そして、台風に伴う大雨や暴風の地域特性を反映し

た過去の災害に関する資料が、住民の自主避難を促進す

る可能性のある情報となり得ることを述べる。 
 
２．大島町の土砂災害に対する避難の状況 

（１）2013年～2019年の避難率の経過 

大島町では、2013年 10月 16日伊豆大島土砂災害（土

石流による死者 36 名、行方不明者 3 名）後の 6 年間に

11 回の避難勧告・避難指示（緊急）を発令した。図-1 は、

2013年10月19日～2019年10月12日の避難勧告等発令

日における避難率の経過である。ここで、避難率とは、

避難対象者数に対する指定避難所への避難者数の割合の

最大値とする。観光客及び避難対象区域以外から避難し

た人や親戚・勤務先等への避難者は含まれていない。 
2013 年伊豆大島土砂災害直後の避難率は約 40％であ

ったが、半年後には約 5％に低下した。その後、防災講

演会等、避難の促進を図る啓発活動を継続して実施する

も避難率は低迷していた。警戒レベルが運用された 2019
年 9月 8 日台風第 15号の事例においても、土砂災害特別

警戒区域に避難勧告を発令し、同区域の避難者数は 8名
（全域の避難者数 86名）、避難率は 4％であった。一方、

1 ヵ月後の 10月 12 日台風第 19号では、全域に避難勧告

を発令し、避難者数は807名、避難率は11％に向上した。 
（２）2019年台風第 15号・第 19号に対する防災対策と

避難者の避難行動の推移 

2019 年台風第 15号は、9月 8日 12 時の実況では、暴

風半径が 90km とコンパクトながら最大風速は 45m/s で
あり、当地方に暴風・高波による大きな被害をもたらし

た過去の台風と類似の経路を進む予想であった。このた

め、8 日 13 時 30 分に関係機関合同の台風情報連絡会議

を開催し、防災態勢の情報共有等を行った。引き続いて

大島町四者懇談会機関（大島町役場、大島支庁、大島警

察署、気象庁伊豆大島火山防災連絡事務所）による台風 
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表-1 台風第 15号による住家・非住家被害の内訳（件数） 
 
 
 
 
 
 
 
 
依然として低く、大雨等による人的被害を防ぐためには、

適時適切な避難の促進を図る必要がある。 
大島町では、避難率の向上をはじめとする防災対策の

改善に利用することを目的として、避難行動に関する検

証や住民アンケート調査を継続的に行っている（加治屋

ほか、2017、2018）。2019 年台風第 15 号・第 19 号接近

時の避難行動の分析によると、避難した人のほとんどは、

台風接近前の日中や夜のはじめ頃までの時間帯に避難を

完了していた。ただし、台風第 15号の事例では、台風が

最接近した深夜の時間帯すなわち暴風と非常に激しい雨

のなかでも避難した人がいた。これら 2つの台風接近後

の 10月下旬に実施した住民アンケート調査によると、避

難した人の多くは、テレビの台風情報や雨の状況などを

避難した理由として答えた。また、避難しなかった人の

多くは、自宅が安全な場所にあるので避難しなかったと

答えた。 
「平成 30年 7月豪雨を踏まえた内閣府の報告書（内閣

府、2018）」では「住民は自らの命は自らが守る意識を持

ち、行政は住民が適切な避難行動をとれるよう全力で支

援する社会を目指す」よう提言が行われている。ここで、

現状の行政の役割としての非平常時における適時的確な

気象警報や避難情報「警戒レベル」等の発表が、住民の

避難行動を「全力で支援する」ことの代表例であろう。

しかし、大島町の避難行動に関する検証やアンケート調

査からは、大雨警報や避難情報「警戒レベル」等が、実

際の避難行動のタイミングに直結しているかは疑問であ

る。「平成 30年 7 月豪雨直後の被災者アンケート調査（国

交省、平成 30年）」では「住民は、身に危険が迫るまで

避難の決断をしていないし、半数近くの人が災害リスク

情報に関心を示していない状況であり、情報が直接的に

避難に結びついていない状況が明らかになった。」と報告

されている。また、避難行動の分析を行った多くの研究

のうち、例えば、牛山ほか（2012）は、豪雨災害の危険

度に対する認識が高くとも、そのことが積極的・早期の

避難に必ずしもつながっていないことを述べている。 
一方、大島町における 2019年台風第 15号接近時に比

較した台風第 19 号接近時の避難率の向上は、報道の効果

や被災経験が影響した結果であると考えられた。また、

石塚ほか（2013）は、地下水位や土壌水分の増加量など

身近な災害リスクが増大していることを可視化して伝え

ることが、避難に対する動機付けになると述べている。 

 
 
 
 
 
 
 
図-1 避難率の経過（2013年 10月 19日～2019年 10月 12日） 
 
したがって、住民が自主的に避難を行うには、身に危険

が迫っていることを真に感じられるような災害の危険性

や切迫度を表す情報の提供が有効な手段ではないかと考

えることができる。 
そこで、本研究では、2019 年秋に相次いで接近した 2

つの台風に対する避難行動の比較検証と住民アンケート

調査から、災害に対する危機意識が、住民の避難の判断

や避難のタイミングにどのように影響したのかを分析す

る。そして、台風に伴う大雨や暴風の地域特性を反映し

た過去の災害に関する資料が、住民の自主避難を促進す

る可能性のある情報となり得ることを述べる。 
 
２．大島町の土砂災害に対する避難の状況 

（１）2013年～2019年の避難率の経過 

大島町では、2013年 10月 16日伊豆大島土砂災害（土

石流による死者 36 名、行方不明者 3 名）後の 6 年間に

11 回の避難勧告・避難指示（緊急）を発令した。図-1 は、

2013年10月19日～2019年10月12日の避難勧告等発令

日における避難率の経過である。ここで、避難率とは、

避難対象者数に対する指定避難所への避難者数の割合の

最大値とする。観光客及び避難対象区域以外から避難し

た人や親戚・勤務先等への避難者は含まれていない。 
2013 年伊豆大島土砂災害直後の避難率は約 40％であ

ったが、半年後には約 5％に低下した。その後、防災講

演会等、避難の促進を図る啓発活動を継続して実施する

も避難率は低迷していた。警戒レベルが運用された 2019
年 9月 8 日台風第 15号の事例においても、土砂災害特別

警戒区域に避難勧告を発令し、同区域の避難者数は 8名
（全域の避難者数 86名）、避難率は 4％であった。一方、

1 ヵ月後の 10月 12 日台風第 19号では、全域に避難勧告

を発令し、避難者数は807名、避難率は11％に向上した。 
（２）2019年台風第 15号・第 19号に対する防災対策と

避難者の避難行動の推移 

2019 年台風第 15号は、9月 8日 12 時の実況では、暴

風半径が 90km とコンパクトながら最大風速は 45m/s で
あり、当地方に暴風・高波による大きな被害をもたらし

た過去の台風と類似の経路を進む予想であった。このた

め、8 日 13 時 30 分に関係機関合同の台風情報連絡会議

を開催し、防災態勢の情報共有等を行った。引き続いて

大島町四者懇談会機関（大島町役場、大島支庁、大島警

察署、気象庁伊豆大島火山防災連絡事務所）による台風 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2 2019年台風第 15号接近時の避難者の推移 
実線は避難者数の最大に対する 1時間ごとの避難者数の割合（%）。点線は 10分間平均風速（m/s）の毎正時値、縦棒は前 1時間

降水量（mm）で、気象庁ホームページの東京都大島（元町家の上）の観測値を使用した。横軸は 2019 年 9 月 7 日 18 時～9 日 18
時までの 3時間ごとの時刻。図の上端には台風最接近の前後数時間の幅を横棒で示し、上段に気象警報等（発表時刻）、中段に避難

情報（発令時刻）、下段に被害状況（通報時刻）を記入した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-3 2019年台風第 19号接近時の避難者の推移 
図-2に同じ、ただし、期間は 2019年 10月 11日 9時～13日 9時。
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対策会議を開催し、避難情報発令等の協議を行った。そ

の結果、台風の最接近が 8日夜遅くから 9日明け方にな

る予想であることから、暴風になる前の夜のはじめ頃ま

でに避難を完了することを目途に、8 日 16 時 00 分に避

難に備えるための避難勧告の発令を予告するお知らせを

防災行政無線で放送し、16 時 30 分に土砂災害特別警戒

区域に避難勧告「警戒レベル 4」、土砂災害警戒区域に避

難準備・高齢者等避難開始「警戒レベル 3」を発令した。 
図-2は、2019年台風第 15号接近時における避難者の

推移である。図には、指定避難所に避難した避難者数の

最大に対する 1 時間ごとの避難者数の割合・降水量・風

速、台風最接近の時間帯（最上段）、気象警報等（上段）、 
避難情報（中段）、被害状況（下段）を記入してある。な

お、大島町には島内 8 地区に指定避難所があり、各避難

所では正時 1時間ごとの避難者数（氏名・住所等）を集

計して、大島町本部へ報告している。図-2、図-3の避難

者数の割合は、この資料を用いた。また、大島町の実績

による災害時要支援者の避難完了時間は、避難の個別電

話連絡後 2時間以内であること、避難者のほとんどは車

で避難していることから、避難の決心から完了までの時

間は、2 時間よりもかなり短いとみなして、ここでの避

難行動のタイミングとなった情報がどれであるかの推定

を行った。 
全避難者数 86名の避難行動の状況をみると、9月 8日

の午前中に発表された大雨注意報や暴風・波浪警報を契

機に避難した人はひとりもいない。一方、避難の予告に

続いて避難勧告を発令した8日16時から台風最接近の約

3 時間前にあたる 20 時までの 4 時間に全避難者 86 名の

うち 71 名（83%）が避難した。そして、1 時間 40 ミリ

程度以上の降水量を観測し、台風が最接近して暴風とな

っている夜遅くから明け方にかけて、残りの 15名（17%）

が避難した。この暴風での避難者は、住家被害が集中し

た伊豆大島南部地区に多く（15 名中 11 名）、危険を感じ

たために避難をしたものと考えられる。その後、台風が

通過して降水量が1時間4ミリ以下になった明け方には、

避難解除前であるにもかかわらず、多くの人が帰宅を開

始し、9時までに 1 名を残して他の全員が帰宅した。 
ところで、8日 23時 20 分に大雨警報、23時 47分に土

砂災害警戒情報が発表され、この時には倒木・家屋損壊・

停電等の被害が報告されていた。しかし、この時点では、

台風の目に入り、雨は止むと予想された。また、台風の

目が抜けて、台風後面の強い雨域がかかっても一過性で

あり、過去の大雨と土砂災害の調査（図-11）から土石流

発生の可能性は非常に低いと考えられた。そこで、土砂

災害警戒情報の発表があったものの、避難情報は現状の

ままとして、避難指示（緊急）の発令はされなかった。 
台風第 15 号による被害は、大島町の災害記録にある住

家等損壊数として最大となった。特に、南部地区に被災

した住家が集中しており、台風経路と暴風被害の分布と

の関係の地域的な特徴をよく示していた。そして、倒木

による停電が長期化し、損壊した住宅の修復がなかなか

進まなかった。そうした状況において、1ヶ月後の 10月
12 日に台風第 19号が接近する可能性が高くなった。 
大島町では、台風第 19号が、人的被害を伴う土石流の

発生した 1958 年狩野川台風と類似の経路を進む予想が

されていること、伊豆大島で「イナサ」と呼ばれて恐れ

られている南東の暴風が吹く可能性が高いこと、台風第

15 号により被災した住家の修復が十分でなく被害の拡

大が予想されること、そして、被災した住家に留まるこ

とは危険であること等から、最大級の警戒を要すると判

断して、台風接近の 4 日前から防災対策の検討を開始し

た。10日には、台風情報連絡会議を開催して関係機関と

の連係強化を図った。11 日の台風対策会議では、台風第

15 号による被災住宅の被害が拡大して人的被害の恐れ

があるため、暴風により避難が困難になる前に避難を完

了すること、避難対象地域の限定が困難であることから、

台風最接近前日 17 時に全域に避難勧告「警戒レベル 4」
を発令することを決定した。そして、実際にそのとおり

に発令した。さらに、12 日 4 時 14 分に大雨警報が発表

され、降り始めからの雨量が既に 200 ミリを超え、その

後も台風の接近に伴い激しい雨の降る恐れがあり、過去

の土砂災害と降水量との関係の調査（図-11）から土石流

発生の可能性もあると考えられたため、同日 9 時に土砂

災害特別警戒区域に避難指示（緊急）「警戒レベル 4」を

発令した。避難指示は、大島町として初めて防災対策室

長が直接に避難の呼びかけの防災行政無線放送を行った。

この呼びかけは、第３節で述べるアンケート調査の自由

意見欄で「危機感が伝わった」と評価されている。 
 図-3 は、台風第 19 号接近時における避難者の推移で

ある。台風接近前日にあたる 11 日夕方の避難勧告発令か

ら 21時までに全避難者 807名のうち 210名（26％）が避

難した。台風接近当日には、6 時から台風最接近の約 3
時間前の 15 時までに残りの 597 名のうち 546 名（91%、

全体の 68％）が避難した。その後、19時に避難者は 807
名（最大）となり、台風最接近中の時間帯に避難した人

はひとりもいなかった。 
台風第 19 号の事例における避難者数の増加と避難率

の向上、台風最接近中に避難者がいなかったことは、1
ヶ月前の台風第 15号による被災経験、第３節のアンケー

ト結果で述べるテレビの台風情報により危機感を持った

ことが影響していると考えられる。一方、台風が通過し

て雨が止んだ夜遅くの 21時から 0時には、暴風の中 807
名のうち 120 名（15%）が帰宅した。残りの避難者は避

難所で一夜を過ごし、避難解除を発令する前の明け方 5
時から6時までの1時間に残りの661名中648名（98%、

全体の 80％）が帰宅し、8時までには全員が帰宅した。 
このように、2019 年台風第 15号・第 19号接近時の避

難者の推移は、避難勧告発令直後から避難者が急増し、

避難勧告発令から 3時間を過ぎても避難者は増えていた。

そして、台風最接近の約 3時間前までの日中の時間帯、 
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対策会議を開催し、避難情報発令等の協議を行った。そ

の結果、台風の最接近が 8日夜遅くから 9日明け方にな

る予想であることから、暴風になる前の夜のはじめ頃ま

でに避難を完了することを目途に、8 日 16 時 00 分に避

難に備えるための避難勧告の発令を予告するお知らせを

防災行政無線で放送し、16 時 30 分に土砂災害特別警戒

区域に避難勧告「警戒レベル 4」、土砂災害警戒区域に避

難準備・高齢者等避難開始「警戒レベル 3」を発令した。 
図-2は、2019年台風第 15号接近時における避難者の

推移である。図には、指定避難所に避難した避難者数の

最大に対する 1 時間ごとの避難者数の割合・降水量・風

速、台風最接近の時間帯（最上段）、気象警報等（上段）、 
避難情報（中段）、被害状況（下段）を記入してある。な

お、大島町には島内 8 地区に指定避難所があり、各避難

所では正時 1時間ごとの避難者数（氏名・住所等）を集

計して、大島町本部へ報告している。図-2、図-3の避難

者数の割合は、この資料を用いた。また、大島町の実績

による災害時要支援者の避難完了時間は、避難の個別電

話連絡後 2時間以内であること、避難者のほとんどは車

で避難していることから、避難の決心から完了までの時

間は、2 時間よりもかなり短いとみなして、ここでの避

難行動のタイミングとなった情報がどれであるかの推定

を行った。 
全避難者数 86名の避難行動の状況をみると、9月 8日

の午前中に発表された大雨注意報や暴風・波浪警報を契

機に避難した人はひとりもいない。一方、避難の予告に

続いて避難勧告を発令した8日16時から台風最接近の約

3 時間前にあたる 20 時までの 4 時間に全避難者 86 名の

うち 71 名（83%）が避難した。そして、1 時間 40 ミリ

程度以上の降水量を観測し、台風が最接近して暴風とな

っている夜遅くから明け方にかけて、残りの 15名（17%）

が避難した。この暴風での避難者は、住家被害が集中し

た伊豆大島南部地区に多く（15 名中 11 名）、危険を感じ

たために避難をしたものと考えられる。その後、台風が

通過して降水量が1時間4ミリ以下になった明け方には、

避難解除前であるにもかかわらず、多くの人が帰宅を開

始し、9時までに 1 名を残して他の全員が帰宅した。 
ところで、8日 23時 20 分に大雨警報、23時 47分に土

砂災害警戒情報が発表され、この時には倒木・家屋損壊・

停電等の被害が報告されていた。しかし、この時点では、

台風の目に入り、雨は止むと予想された。また、台風の

目が抜けて、台風後面の強い雨域がかかっても一過性で

あり、過去の大雨と土砂災害の調査（図-11）から土石流

発生の可能性は非常に低いと考えられた。そこで、土砂

災害警戒情報の発表があったものの、避難情報は現状の

ままとして、避難指示（緊急）の発令はされなかった。 
台風第 15 号による被害は、大島町の災害記録にある住

家等損壊数として最大となった。特に、南部地区に被災

した住家が集中しており、台風経路と暴風被害の分布と

の関係の地域的な特徴をよく示していた。そして、倒木

による停電が長期化し、損壊した住宅の修復がなかなか

進まなかった。そうした状況において、1ヶ月後の 10月
12 日に台風第 19号が接近する可能性が高くなった。 
大島町では、台風第 19号が、人的被害を伴う土石流の

発生した 1958 年狩野川台風と類似の経路を進む予想が

されていること、伊豆大島で「イナサ」と呼ばれて恐れ

られている南東の暴風が吹く可能性が高いこと、台風第

15 号により被災した住家の修復が十分でなく被害の拡

大が予想されること、そして、被災した住家に留まるこ

とは危険であること等から、最大級の警戒を要すると判

断して、台風接近の 4 日前から防災対策の検討を開始し

た。10日には、台風情報連絡会議を開催して関係機関と

の連係強化を図った。11 日の台風対策会議では、台風第

15 号による被災住宅の被害が拡大して人的被害の恐れ

があるため、暴風により避難が困難になる前に避難を完

了すること、避難対象地域の限定が困難であることから、

台風最接近前日 17 時に全域に避難勧告「警戒レベル 4」
を発令することを決定した。そして、実際にそのとおり

に発令した。さらに、12 日 4 時 14 分に大雨警報が発表

され、降り始めからの雨量が既に 200 ミリを超え、その

後も台風の接近に伴い激しい雨の降る恐れがあり、過去

の土砂災害と降水量との関係の調査（図-11）から土石流

発生の可能性もあると考えられたため、同日 9 時に土砂

災害特別警戒区域に避難指示（緊急）「警戒レベル 4」を

発令した。避難指示は、大島町として初めて防災対策室

長が直接に避難の呼びかけの防災行政無線放送を行った。

この呼びかけは、第３節で述べるアンケート調査の自由

意見欄で「危機感が伝わった」と評価されている。 
 図-3 は、台風第 19 号接近時における避難者の推移で

ある。台風接近前日にあたる 11 日夕方の避難勧告発令か

ら 21時までに全避難者 807名のうち 210名（26％）が避

難した。台風接近当日には、6 時から台風最接近の約 3
時間前の 15 時までに残りの 597 名のうち 546 名（91%、

全体の 68％）が避難した。その後、19時に避難者は 807
名（最大）となり、台風最接近中の時間帯に避難した人

はひとりもいなかった。 
台風第 19 号の事例における避難者数の増加と避難率

の向上、台風最接近中に避難者がいなかったことは、1
ヶ月前の台風第 15号による被災経験、第３節のアンケー

ト結果で述べるテレビの台風情報により危機感を持った

ことが影響していると考えられる。一方、台風が通過し

て雨が止んだ夜遅くの 21時から 0時には、暴風の中 807
名のうち 120 名（15%）が帰宅した。残りの避難者は避

難所で一夜を過ごし、避難解除を発令する前の明け方 5
時から6時までの1時間に残りの661名中648名（98%、

全体の 80％）が帰宅し、8時までには全員が帰宅した。 
このように、2019 年台風第 15号・第 19号接近時の避

難者の推移は、避難勧告発令直後から避難者が急増し、

避難勧告発令から 3時間を過ぎても避難者は増えていた。

そして、台風最接近の約 3時間前までの日中の時間帯、 

 
 
 
 
 
 

図-4 台風第 15号・19号の接近に対する避難行動の内訳 
黒が台風第 15 号のときで N は回答者数 108 名、灰色が台風

第 19号のときでNは回答者数 109名。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図-5 台風第 15号・19号の接近に対して避難した人の避難の 

理由（N＝35、複数回答） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図-6 台風第 15号・19号の接近に対して避難をしなかった人 

のその理由（N＝90） 
 
 
 
 
 
 
 

図-7 特別警報・警戒レベルの認知度（N＝107） 
黒は特別警報、灰色は警戒レベル 

 
 
 
 
 
 
 
 

図-8 避難のきっかけとするために必要な情報 

（N＝557、複数回答） 

または夜のはじめ頃までに大部分の人が避難を完了して

いた。ただし、台風第 15 号の事例では、台風最接近中に

17%の人が避難した。そして、台風第 15 号・第 19 号の

事例ともに、台風が通過して雨が弱まると深夜でも帰宅

をする人がおり、避難所で一夜を過ごした人も明るくな

る時間帯に帰宅を始め、避難解除前にほとんどの人が帰

宅していた。これらのことは、住民が避難の判断を行う

際には、避難勧告が重要視されているものの、実際の避

難行動の開始は、台風の接近や雨の降り方、身の危険の 
感じ方により、避難者自身で判断していることを示して

いるのではないかと考えられる。 
 

３．台風防災対策に関するアンケート調査の結果              

2019年10月23日～31日に島内7つの地区において「令

和元年度大島町自主防災組織地域防災連絡会」を開催し

た。本連絡会では、台風防災対策に関するアンケート調

査を実施し、台風に関する情報とその伝達手段について 
のグループディスカッションを行った。出席者は、自主

防災組織役員・一般住民・警察署員・消防団員・町会議 
員・大島町職員である。アンケート調査は、警察署員・

消防団員・大島町職員は対象外とした。回答率は 98％
（109/111 名）であった。ここでは、避難にかかわる項目

の「避難した／避難しなかった」「避難した理由」「避難

しなかった理由」「警戒レベル／特別警報の認知度」の結

果を示す。なお「避難した／避難しなかった」の設問・

回答以外は、台風第 15 号と第 19号とを分けていないの

で「避難した理由」「避難しなかった理由」は、台風第

15 号と第 19 号との場合が混在している。 
図-4は、2019 年台風第 15 号・第 19 号それぞれに対す

る避難行動の集計結果である。指定避難所への避難者数

は、台風第 15号は 5名であったのに対し、第 19号では

20 名に増加している。 
図-5は、避難した人の避難の理由である。最も多いの 

のは「テレビの台風情報を見て危機感を持った」で 29%
となっている。2013 年以降に実施したアンケートでは、

避難した理由としていずれも避難勧告・避難指示（緊急）

の発令が最も多く、テレビの台風情報はごく少数であっ

た（加治屋ほか、2017、2018）。2019 年台風第 15号・第

19 号の事例では、台風情報に関するテレビ放送が多くあ

り、特に台風第 19 号では、1958 年狩野川台風と同様の

進路が予想され、大雨に対する注意喚起が行われていた

ことが影響していると考えられる。また、このことが第

２節で述べたように、台風第 19 号の接近に対する避難者

数が多かった理由のひとつではないかと考えられる。次

に多かったのは「風や雨の状況から自分で判断」して避

難したが 23%、「避難勧告や避難指示」は 17%、「大雨 
警報や土砂災害警戒情報」は 14％となっている。「家が

壊れたりして危険を感じて」は 6%であり、台風第 15号
による被災のことを指している。 
図-6 は、避難しなかった人のその理由である。「自宅
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は安全な場所にある」が最も多く 58%になる。高齢者等

がいて「避難が困難な理由があった」17%、「雨の降り方 
などから自分で判断」12%と続く。これらは、2013 年以

降のアンケート結果（加治屋ほか、2017、2018）とほぼ

同様である。なお、避難しなかった理由で最も多かった

「安全な場所」とは、土砂災害警戒（特別）区域外や過

去に土砂災害が発生していない場所等を指していると思

われる。しかし、回答者の居住区域の種別は、61%が土 
砂災害特別警戒区域・警戒区域になっており、自分の住

んでいる場所の土砂災害リスクに対する理解が十分では

ない可能性がある。 
次に 2019 年に運用開始の警戒レベルと同年に伊豆大

島ひとつの島でも発表されるように改善された特別警報

の認知度を図-7に示す。いずれも認知度は高く、特別警

報は 70%、警戒レベルは 75%が知っていると答えた。知

らないと答えたのは、それぞれ 5%、4%であった。これ

は、警戒レベル等に関する住民説明会や大島町広報誌に

よる周知の結果と考えられる。反面、台風第 15 号・第

19号接近時に発令された警戒レベル4の意味を知りなが

ら、避難しなかった人が多かったとも言える。 
アンケートでは、大島町が住民向けに発信する防災情

報に関する意見照会も行った。設問は「台風接近への対

策や避難の参考になった情報」「必要と思う情報」「情報

の伝達手段」である。表-2に設問と回答（抜粋）を記す。

参考になった情報としては、気象情報や避難に関する情

報が多かった。必要と思う情報では、気象情報や避難に

関する情報のさらに詳細な情報を求める意見が多くあっ

た。例えば、降雨強度の強い雨、風速が何時ごろからど

のくらい強くなるかの予想、大島に対する台風の具体的

な影響の予想、避難者数の状況、冠水や増水の状況、停

電等である。いずれも具体的であり、避難の判断や避難

のタイミングを決定するための地域的かつ詳細な情報を

望んでいることが分かる。これは、令和 2年 11月 22日
に実施した大島町防災訓練時のアンケート調査（回答者

数 179名、回答率 88%）において、避難のきっかけとす

るために必要な情報として回答のあった上位 3つが、倒

木等被害の状況、雨等の詳しい予想、災害の切迫度等に

関する情報であったことと整合している（図-8）。 

情報の伝達手段は、既存の防災行政無線放送やエリア

メールのほか、大島町ホームページに災害情報ページを

特設するという提案もあった。 

以上のように、第２節の避難行動と第３節のアンケー

トの分析結果から、避難者は避難勧告によって避難の判

断をしていると考えられること、一方、避難行動のタイ

ミングは、台風の接近、雨の降り方、身の危険の感じ方

によって避難者自身が判断していると考えられることが

分かった。実際、台風第 15号の接近時に比べて約 1ヶ月

後の台風第 19号接近時に避難者数が大幅に増加したこ

とは、台風第 15 号による大きな被災経験やテレビ放送が

影響しており、現実的な災害の危機意識を持てば、多く

表-2 防災情報に関するアンケート結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の人が避難をすることを示している。そして、第３節の

アンケート結果から、住民の自主的な避難行動のために、

倒木等被害の状況、雨等の詳しい予想、避難所の状況、

災害の切迫度等に関する情報が求められていることが分

かった。そこで、次節では、住民の自主的な避難を促進

するために、災害の危険性や切迫度の把握に利用可能な

地域特性を反映した過去の災害に関する資料について検

討を行う。 
 
４．地域的な出現特性を反映した災害の情報資料                        
（１）大島町が使用している既存の災害の情報資料 
大島町では、大雨警報の発表の可能性が高まったり、

台風が接近して災害が発生する恐れがあったりする場合 

【設問】大島町では、注意喚起、気象情報、避難情報

等を防災行政無線放送、ツイッター、エリアメールで

住民の皆様にお知らせしています。これらの情報は、

台風が接近する前の対策や避難の判断などの参考に

なりましたか。また、今後、必要と思う情報や伝達手

段等についてご意見を記入してください。 
【回答】 
【参考になった情報】 
・気象情報、防災アプリ情報、避難所開設の情報 
・大島の気象情報、エリアメール、切実感があった 
・早めの気象情報、注意喚起放送は、良かった 
・防災無線放送が頻繁にあるので安心している 
・19 号では防災無線で早くから情報が伝達され警戒区

域の方は避難した 
【必要と思う情報】 
・時間ごとの雨量、累積の雨量、降雨強度の強い雨 
・風速、何時ころからどのくらい強くなるか 
・より具体的な大島に対しての台風の影響 
・台風の目に入ったその後も大きな危険があること 
・避難所開設 1～2時間前の事前放送 
・避難所に何人くらいの人が集まっているかの情報 
・通行止めや冠水、大金沢などの増水、停電、断水 
・情報が多いと、またかと思うのでタイミングが必要 
【情報の伝達手段】 
・防災無線、スマホ、テレビ、エリアメール、SNS 
・防災無線での情報伝達量には限りがあるので、ツイ

ッターや町のホームページに災害情報ページを特

設して住民がアクセスできるようにする 
・エリアメールでこまかく情報がくるとありがたい 
・隣近所での声の掛け合いが、お年寄りの不安を取り

除き避難の判断が出てくるのではないか 
・防災無線が聞き取りにくい時があるので、一考を 
・パトカー、消防車等がサイレンを鳴らしていれば緊

迫感を感じ、避難する人が多くなるのではないか 
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は安全な場所にある」が最も多く 58%になる。高齢者等

がいて「避難が困難な理由があった」17%、「雨の降り方 
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は、警戒レベル等に関する住民説明会や大島町広報誌に

よる周知の結果と考えられる。反面、台風第 15 号・第

19号接近時に発令された警戒レベル4の意味を知りなが

ら、避難しなかった人が多かったとも言える。 
アンケートでは、大島町が住民向けに発信する防災情
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のくらい強くなるかの予想、大島に対する台風の具体的

な影響の予想、避難者数の状況、冠水や増水の状況、停

電等である。いずれも具体的であり、避難の判断や避難

のタイミングを決定するための地域的かつ詳細な情報を

望んでいることが分かる。これは、令和 2年 11月 22日
に実施した大島町防災訓練時のアンケート調査（回答者

数 179名、回答率 88%）において、避難のきっかけとす

るために必要な情報として回答のあった上位 3つが、倒

木等被害の状況、雨等の詳しい予想、災害の切迫度等に

関する情報であったことと整合している（図-8）。 

情報の伝達手段は、既存の防災行政無線放送やエリア

メールのほか、大島町ホームページに災害情報ページを

特設するという提案もあった。 

以上のように、第２節の避難行動と第３節のアンケー

トの分析結果から、避難者は避難勧告によって避難の判

断をしていると考えられること、一方、避難行動のタイ

ミングは、台風の接近、雨の降り方、身の危険の感じ方

によって避難者自身が判断していると考えられることが

分かった。実際、台風第 15号の接近時に比べて約 1ヶ月

後の台風第 19号接近時に避難者数が大幅に増加したこ

とは、台風第 15 号による大きな被災経験やテレビ放送が

影響しており、現実的な災害の危機意識を持てば、多く
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・時間ごとの雨量、累積の雨量、降雨強度の強い雨 
・風速、何時ころからどのくらい強くなるか 
・より具体的な大島に対しての台風の影響 
・台風の目に入ったその後も大きな危険があること 
・避難所開設 1～2時間前の事前放送 
・避難所に何人くらいの人が集まっているかの情報 
・通行止めや冠水、大金沢などの増水、停電、断水 
・情報が多いと、またかと思うのでタイミングが必要 
【情報の伝達手段】 
・防災無線、スマホ、テレビ、エリアメール、SNS 
・防災無線での情報伝達量には限りがあるので、ツイ

ッターや町のホームページに災害情報ページを特

設して住民がアクセスできるようにする 
・エリアメールでこまかく情報がくるとありがたい 
・隣近所での声の掛け合いが、お年寄りの不安を取り

除き避難の判断が出てくるのではないか 
・防災無線が聞き取りにくい時があるので、一考を 
・パトカー、消防車等がサイレンを鳴らしていれば緊

迫感を感じ、避難する人が多くなるのではないか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-9 台風情報連絡会議資料 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-10 避難行動の協議のための資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-11 土砂災害と 1時間降水量・土壌雨量指数との関係 
縦軸は 1時間降水量（mm）、横軸は土壌雨量指数、右上に伸

びる太い実線は土石流の 2 例、矢印は土石流発生推定時刻、点

線はがけ崩れ 23例、左下領域の薄い実線は土砂災害が発生しな

かった 6 例、太い直線で囲まれた領域は土石流の危険領域。1
時間降水量と土壌雨量指数はアメダス（大島町元町津倍付、1991
年 12月からは大島町元町家の上）の観測値による。 
 
には、台風対策会議・台風情報連絡会議等を開催してい

る。台風対策会議は、大島町四者懇談会機関（大島町役

場、大島支庁、大島警察署、気象庁火山防災連絡事務所）

で行うことを基本としている。台風が接近して災害の規

模が大きいと予想される場合や避難勧告等を発令する可

能性がある場合には、東海汽船等交通機関、東京電力等

ライフライン機関、観光協会、建設業協会、小中学校、

報道機関等に参加者を拡大した台風情報連絡会議を開催

している。どの会議を行うかは、想定される災害の程度

や避難運用に応じて防災対策室長が決定している。 
これらの会議では、気象庁発表の気象情報による降水

量や風速の予想、台風データベース（大島町防災対策室）

による過去の類似台風、想定される災害等を共有し、想

定災害に応じた配備体勢や避難対応等の協議を行ってい

る。会議で使用する最も重要な資料は、地域特性を反映

した災害に関するものである。降水量や最大風速等の予

想は、例えば、注意報級なのか警報級なのかによって配

備態勢等の決定に関わるので重要ではあるが、本質的な

ことは、それらの予想された降水量等によって、どのよ

うな種類のどの程度の規模の災害が想定され、どのよう

な対策を行う必要があるのかに尽きるからである。 
図-9は、2019年台風第 15号に対する台風情報連絡会

で実際に使用した資料の一部である。台風の進路・風速・

降水量等の予報に地域的な特性を考慮して、災害の種類

と規模を想定したもので、防災対策の検討のための基本

的な資料である。これにより、災害をイメージして共有

し、関係機関が連携した効果的な防災対策の具体的な検

討を行うことが可能になっている。 
図-10 は、避難の対象区域と避難のタイミングの協議

を行うための表形式の資料で「台風の予想」「災害に関す

る留意事項」「避難対応」の 3 つの要素で構成している。

台風の予想は、台風最接近の時間帯、雨・風・波の量的

予報、現象の注意報級・警報級の種別を 3時間ごとのコ

マで色分けしてある。災害に関する留意事項は、台風の

特徴や想定される災害について記載している。そして、

避難対応では、大島町各地区・土砂災害警戒区域・要支

援者等に区分して、いつ・どこの・誰に、注意喚起・避

難準備・避難勧告・避難指示（緊急）等の避難情報を発

令するかを 3時間ごとのコマに記入する形式になってい

る。この資料は、大島測候所（平成 21年 10 月廃止）が

防災関係機関向けの台風解説資料として使用していたも

のに避難行動の協議と情報共有を円滑に行えるように、

大島町が避難対応の欄を追加、改修したものである。 
 図-11は、過去約 70 年間に大島町で起こった土砂災害

の 1時間降水量と土壌雨量指数の時間変化曲線である。

土砂災害の内訳は、住家被害と死者のあった土石流 2例、

規模の大きいがけ崩れ・小規模ながけ崩れ合わせて 23
例、比較のための土砂災害が発生しなかった 6例の合計

31 事例である。1時間降水量と土壌雨量指数はアメダス

観測雨量を用いているため、土砂災害が発生した地点と

離れている場合があるので注意を要するが、土砂災害の

種類と規模を想定する資料として使用している。また、1
時間降水量と土壌雨量指数をリアルタイムに図にプロッ

トして、土砂災害の切迫度を推定し、避難勧告・避難指

示（緊急）の判断材料としても使用している。 
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 これらの資料は、大島町が避難対応等防災対策の検討

のために使用しているものであるが、例えば、どのよう

な資料に基づいて、どのような種類の災害が、どの程度

のリスクとして評価されたのか、その結果として、どの

ような避難情報が発令されるのかを理解するという点に

おいて、住民と共通した認識を持つことができると考え

られるので、住民に提供すれば避難の促進に効果がある

のではないかと期待される。ただし、図-11 の土壌雨量

指数は、一般にはなじみの薄い物理量であり、気象庁ホ

ームページでも公開されていない。したがって、実際に

住民向けの資料として利用するには、修正や説明が必要

であるし、提供方法についても考慮しなければならない。

次項では、そうした検討を行う。 

（２）住民向けの災害の情報資料 

大島町では、台風の接近が予想されるとき、土砂災害

警戒情報・気象警報・大雨注意報が発表されたとき、避

難情報を発令するときには、大島町防災行政無線放送に

よって住民への周知を行っている。これらの情報は、大

島町ホームページ「防災大島 Twitter」にも掲載される。

したがって、住民は、台風接近のタイミングや気象警報

の発表を知って、想定される災害に備え、避難情報の発

令の放送によって、避難準備や避難を行うことができる。 
アンケート調査では「防災無線放送が頻繁にあるので

安心している」「19 号では防災無線で早くから情報が伝

達され警戒区域の方は避難した」等の意見があり、防災

行政無線が防災情報の伝達の基本的手段であることが分

かる。しかし、「防災無線が聞き取りにくい時がある」「防

災無線での情報伝達量には限りがある」等の欠点や制約

があるため、例えば、必要と思う情報として回答のあっ

た「より具体的な大島に対しての台風のどんな影響が予

想されるのか」「災害の切迫度等に関する情報」を音声放

送によって周知するのは難しい。そこで、防災情報の伝

達手段として、住民から提案のあった「町のホームペー

ジに災害情報ページを特設する」ことを前提として、避

難行動を支援するための災害の地域特性を反映した災害

の情報資料の検討を行うこととする。 
まず、防災行政無線による放送文の実例を示す。「こち

らは防災大島です。町役場から土砂災害警戒情報の発表

についてお知らせします。気象庁予報部より午後 11 時

47 分に土砂災害警戒情報が発表されました。現在、特別

警戒区域に避難勧告、警戒区域に避難準備・高齢者等避

難開始を発表しています。がけ崩れなどに注意し、危険

を感じたら、2 階など高いところへの垂直避難を行うな

ど、身を守る行動をお願い致します。今後の気象情報に

十分注意して下さい。（2019年9月8日23時57分放送）」 
これは、土砂災害警戒情報発表の放送である。当日 16
時30分に避難勧告「警戒レベル4」を発令しているので、

土砂災害の危険度が高くなったことにより、避難を促し、

屋外が危険な場合には屋内で身を守る行動をとることを

周知する目的を持つ。実際、24時頃は、台風第 15 号が 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図-12 1952年～2019年の大島町の土砂災害と降水量との関係 

縦軸は最大 1時間降水量、横軸は総降水量（台風などによる

降り始めから降り終わりまでの降水量で数時間程度の止み間を

含む）、降水量（mm）はアメダス（大島町元町津倍付、1991年
12月からは大島町元町家の上）の観測値、図中の白丸は土砂災

害がなかった事例、灰色丸は小規模ながけ崩れ、黒丸はがけ崩

れが 10ヶ所以上、黒いドーナツ円は住家被害と死傷者のあった

土石流の 2事例（2013年台風第 26号、1958年狩野川台風）。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図-13 1948年～2017年の大島町の暴風災害と風速との関係 
（風向が南東～西南西のケース） 

縦軸は最大風速、横軸は最大瞬間風速、風速（m/s）はアメ

ダス（大島町元町津倍付、1991 年 12 月からは大島町元町家の

上）の観測値、図中の白抜き丸は被害がなかった事例、灰色丸

は被害があった事例、黒丸は被害が大きかった（公共施設・住

家の全半壊件数 10件以上または被害金額 1億円以上）事例。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-14 大島町で大きな災害が発生した台風の経路 
大きな災害とはがけ崩れ 10 カ所以上、公共施設・住家全半

壊件数 10件以上、被害金額 1憶円以上、死者・行方不明者の人

的被害があったもの。 
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 これらの資料は、大島町が避難対応等防災対策の検討

のために使用しているものであるが、例えば、どのよう

な資料に基づいて、どのような種類の災害が、どの程度

のリスクとして評価されたのか、その結果として、どの

ような避難情報が発令されるのかを理解するという点に

おいて、住民と共通した認識を持つことができると考え

られるので、住民に提供すれば避難の促進に効果がある

のではないかと期待される。ただし、図-11 の土壌雨量

指数は、一般にはなじみの薄い物理量であり、気象庁ホ

ームページでも公開されていない。したがって、実際に

住民向けの資料として利用するには、修正や説明が必要

であるし、提供方法についても考慮しなければならない。

次項では、そうした検討を行う。 

（２）住民向けの災害の情報資料 

大島町では、台風の接近が予想されるとき、土砂災害

警戒情報・気象警報・大雨注意報が発表されたとき、避

難情報を発令するときには、大島町防災行政無線放送に

よって住民への周知を行っている。これらの情報は、大

島町ホームページ「防災大島 Twitter」にも掲載される。

したがって、住民は、台風接近のタイミングや気象警報

の発表を知って、想定される災害に備え、避難情報の発

令の放送によって、避難準備や避難を行うことができる。 
アンケート調査では「防災無線放送が頻繁にあるので

安心している」「19 号では防災無線で早くから情報が伝

達され警戒区域の方は避難した」等の意見があり、防災

行政無線が防災情報の伝達の基本的手段であることが分

かる。しかし、「防災無線が聞き取りにくい時がある」「防

災無線での情報伝達量には限りがある」等の欠点や制約

があるため、例えば、必要と思う情報として回答のあっ

た「より具体的な大島に対しての台風のどんな影響が予

想されるのか」「災害の切迫度等に関する情報」を音声放

送によって周知するのは難しい。そこで、防災情報の伝

達手段として、住民から提案のあった「町のホームペー

ジに災害情報ページを特設する」ことを前提として、避

難行動を支援するための災害の地域特性を反映した災害

の情報資料の検討を行うこととする。 
まず、防災行政無線による放送文の実例を示す。「こち

らは防災大島です。町役場から土砂災害警戒情報の発表

についてお知らせします。気象庁予報部より午後 11 時

47 分に土砂災害警戒情報が発表されました。現在、特別

警戒区域に避難勧告、警戒区域に避難準備・高齢者等避

難開始を発表しています。がけ崩れなどに注意し、危険

を感じたら、2 階など高いところへの垂直避難を行うな

ど、身を守る行動をお願い致します。今後の気象情報に

十分注意して下さい。（2019年9月8日23時57分放送）」 
これは、土砂災害警戒情報発表の放送である。当日 16
時30分に避難勧告「警戒レベル4」を発令しているので、

土砂災害の危険度が高くなったことにより、避難を促し、

屋外が危険な場合には屋内で身を守る行動をとることを

周知する目的を持つ。実際、24時頃は、台風第 15 号が 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図-12 1952年～2019年の大島町の土砂災害と降水量との関係 

縦軸は最大 1時間降水量、横軸は総降水量（台風などによる

降り始めから降り終わりまでの降水量で数時間程度の止み間を

含む）、降水量（mm）はアメダス（大島町元町津倍付、1991年
12月からは大島町元町家の上）の観測値、図中の白丸は土砂災

害がなかった事例、灰色丸は小規模ながけ崩れ、黒丸はがけ崩

れが 10ヶ所以上、黒いドーナツ円は住家被害と死傷者のあった

土石流の 2事例（2013年台風第 26号、1958年狩野川台風）。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図-13 1948年～2017年の大島町の暴風災害と風速との関係 
（風向が南東～西南西のケース） 

縦軸は最大風速、横軸は最大瞬間風速、風速（m/s）はアメ

ダス（大島町元町津倍付、1991 年 12 月からは大島町元町家の

上）の観測値、図中の白抜き丸は被害がなかった事例、灰色丸

は被害があった事例、黒丸は被害が大きかった（公共施設・住

家の全半壊件数 10件以上または被害金額 1億円以上）事例。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-14 大島町で大きな災害が発生した台風の経路 
大きな災害とはがけ崩れ 10 カ所以上、公共施設・住家全半

壊件数 10件以上、被害金額 1憶円以上、死者・行方不明者の人

的被害があったもの。 
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伊豆大島付近を通過中であり、総降水量 200mm 以上か

つ 1 時間降水量 50mm 以上の雨が観測され、中村ほか

（2005）による、がけ崩れの危険性が高まっていた。ま

た、最大瞬間風速が 35m/s 以上になっており、倒木が既

に発生して、屋外への避難行動は危険な状態であった。

このような状況において、指定避難所へ避難した住民は、

23 時までの 1 時間に 5名、24時 2名、01時 3名、02 時

2 名であった。したがって、このケースでは、土砂災害

の危険が迫っていること、暴風・大雨により屋外が危険

な状態になっていることを認識させる必要がある。 
土砂災害の危険性・切迫度に関する資料としては、土

壌雨量指数の替わりに総降水量を用いた図-12 がある。

降水量はアメダス観測値であり、土砂災害が発生した地

点と離れている場合があることに注意を要するが、土砂

災害と降水量との関係を表現している。具体的には、最

大 1 時間降水量 20mm 以下かつ総降水量 100mm 以下で

は土砂災害は発生していない。最大 1 時間降水量50 ミリ

以上かつ総降水量200mm以上では10ヶ所以上のがけ崩

れが多く発生している。両者の中間領域では、がけ崩れ 
が発生した事例と発生しなかった事例が混在している。

また、特に、最大 1 時間降水量 85mm以上かつ総降水量

400mm以上の場合には、人的被害のあった土石流が発生

している。この図に、最大 1時間降水量と総降水量の予

想値をプロットすれば、土砂災害の危険性を推定するこ

とができる。また、最大 1時間降水量と総降水量のリア

ルタイムデータを気象庁ホームページから読み取ってプ

ロットすれば、土砂災害の切迫度をイメージとして把握

できる。このように、避難の必要性や緊急性等を判断す

る災害の情報資料として利用することが可能であろう。 

図-13は、過去約 70年間に大島町で発生した暴風災害

と風速との関係である。風速はアメダス観測値を用いて

いるので注意が必要であるが、最大風速が 15m/s 以上、

最大瞬間風速が 30 m/s 以上で災害が発生し、最大瞬間風

速が40 m/s以上になると災害が大きくなる傾向があるこ

とが分かる。この図に風速値をプロットすれば、暴風災

害の危険性を把握することができるので、早めの避難行

動につながると期待される。また、プロットした付近の

災害事例について、例えば「平成 24年 9月 30日に波浮

小学校の屋根が破損し、ビニールハウス 5件が倒壊した」

等の具体的な被害状況を補足すれば、より身近に感ずる

ことができるであろう。 
図-14は、過去約 70年間に大島町で大きな災害が発生

したときの台風の経路である。原図は、カラーで月別に

分けてあり、大島町防災の手引き風水害編（2017）にも

掲載している。この資料を気象庁の台風進路予報と比較

することにより、災害の危険性を推定することができる。 

これらの資料を大島町ホームページに掲載して、住民

がリアルタイムに利用すれば、災害の危険性や切迫度を

把握して、自主的に避難の判断を行ったり、避難のタイ

ミングの判断を行ったりするのに有効であると考える。 

５．おわりに 
（１）土砂災害に対する避難の課題 

第 2.1節で述べたように、2013 年伊豆大島土砂災害直

後の大島町の避難率は約 40％であったが、半年後には約

5％に低下した。その後、避難の促進を図るための防災知

識の普及啓発や避難所の改善等を継続して実施してきた

ものの、避難率は低迷したままである。最近の 2019 年

10 月台風第 19 号の事例では、避難率が向上したが、そ

れでも約 11％にとどまっている。これは、例えば、高木

ほか（2019）による西日本豪雨時の岐阜県内における避

難者数上位 5 市の避難率（1.89％～13.15％）と比べても

大差はなく、避難率の低さは、全国的な課題である。 
この課題の実態を把握するための手法として、アンケ

ート調査が行われている（例えば、内閣府、2018、高木

ほか、2019 等）。これまでの多くのアンケート調査によ

ると、避難しなかった理由として最も多いのは「土砂災

害は起こらないだろうと考えた、家が安全と判断した」

等であり、土砂災害に対する危機意識の希薄さや認識不

足が指摘されている。大島町では、2013年伊豆大島土砂

災害以降 2019年までの 6年間に 10回（延べ 795名）の

アンケートと 1 回のヒアリング（11名）調査を行ってお

り、これらの調査でも避難しなかった理由として同様の

結果を得ている。さらに、加治屋ほか（2018）は、避難

率の低下には、経年的な避難の意識の薄れと避難勧告・

大雨警報等の空振りも要因となっていると報告した。特

に、伊豆大島土砂災害後には大雨警報の基準値を引下げ

て運用されていたこと、大雨警報の発表を避難勧告発令

のトリガーとしていたこと、避難の対象範囲が現状の土

砂災害警戒区域よりも広く設定されていたこと等、より

安全面に配慮した避難の運用を行っていたことが影響し

て、避難勧告を発令しても土砂災害が起こらない事例が

続き、避難勧告・大雨警報等の空振りを住民に強く印象

付けてしまい、避難する人が少なくなり、避難率低下の

要因になった可能性があると分析している。また、加治

屋ほか（2019）は、大島町の土砂災害警戒情報の基準値

が、山中急傾斜地での表層崩壊や道路沿い急斜面の崩落

を災害事例として作成されているため、実際の土砂災害

警戒情報等による避難勧告等の運用が災害の実態と乖離

している問題を指摘した。これも避難勧告・土砂災害警

戒情報等の空振りの連続を招き、住民に土砂災害は起こ

らないだろうと考えさせ、雨が激しくなるまで様子をみ

よう、避難指示が出るまで待とう、などと直ちに避難を

しないことにつながってしまい、結果として避難率が低

下すると考えられている。 
そこで、加治屋ほか（2019）は、土砂災害警戒情報の

基準値の問題に関して、過去の土砂災害発生事例に基づ

く独自の避難基準を設けて避難運用を実施する等、避難

勧告の空振りを減少させるための工夫を行っていること

を紹介した。また、土砂災害警戒情報の基準値策定や運

用等には、市町村も含めた関係機関の共同検討体制が重
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要であると主張した。共同検討体制を通じて、基準値策

定の根拠となる災害事例や策定方法の共有がなされると、

土砂災害警戒情報の持つ意味や危険性等の理解が進み、

実際に避難を行う住民にとっては、土砂災害警戒情報の

深い意味を反映した、より効果的な防災教育を通じて、

空振りを容認する意識が醸成されることにつながると述

べている。 
しかし、土砂災害に対する避難率の低さは、住民ひと

りひとりに対する土砂災害の出現頻度が非常に小さいこ

と、それに対して大雨警報・土砂災害警戒情報、避難勧

告等の発表頻度が高いことに起因する危機意識の希薄さ

が、根本的な要因のひとつになっているとすれば、住民

ひとりひとりが土砂災害に対する危険性を理解して、土

砂災害の切迫度に応じた避難行動を取らない限り、避難

率は向上しないであろう。実際、大島町での台風第 19
号に対する避難では、避難者数が大幅に増加した。これ

は、1ヶ月前の台風第 15号による被災経験やテレビ放送

が影響したことの結果であり、危機意識を持てば避難率

は向上することを示している。 
（２）避難支援のための地域特性を反映した災害情報資

料の提案 

したがって、土砂災害に対する危機意識を高めて避難

行動を促すためには、土砂災害の危険性が高まり、切迫

していることを認識できるような情報が必要であると考

えられる。そのような既存の情報として、例えば、気象

庁ホームページで公開されている土砂災害警戒判定メッ

シュ情報がある。これは、土砂災害の危険度の高まりを

5 段階に色分けして示してあり、自分のいる場所の危険

度を 10分ごとに把握することができるので、避難情報・

警戒レベルと併せて、避難の判断に利用することができ

る。しかしながら、この情報は、加治屋ほか（2019）が

述べているように、これまでの実績では、大島町の土砂

災害の実態と乖離しているので、住民が自分のこととし

て、土砂災害の危険性や切迫度を感じる情報になってい

ないのではないかと思われる。 
そこで、図-11や図-12で示したような過去の災害の資

料を利用すれば、地域特性を反映した災害の実態に即し

た情報として、土砂災害の危険性や切迫度を把握するこ

とが可能となり、何より、住民が身近なこととして認識

できるので、自主的な避難の促進につながる可能性があ

ると思われる。また、大島町が避難等防災対策の検討に

使用している台風対策会議資料を住民と共有すれば、ど

のような種類のどの程度の災害が、どの程度のリスクと

して評価され、どのような避難情報が発令されるのかを

理解するという点において、住民と共通した認識を持つ

ことができると考えられ、避難の促進に効果があるので

はないかと期待される。 
 
謝辞：避難に関するアンケートに協力していただいた大

島町住民の皆様に御礼申し上げます。3名の査読者には、

的確なご指摘と非常に丁寧な修正案を提示していただき

ました。また、論文内容全般に対する貴重なご意見と避

難情報等の運用に関する実例なども教示していただきま
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要であると主張した。共同検討体制を通じて、基準値策

定の根拠となる災害事例や策定方法の共有がなされると、

土砂災害警戒情報の持つ意味や危険性等の理解が進み、

実際に避難を行う住民にとっては、土砂災害警戒情報の

深い意味を反映した、より効果的な防災教育を通じて、

空振りを容認する意識が醸成されることにつながると述

べている。 
しかし、土砂災害に対する避難率の低さは、住民ひと

りひとりに対する土砂災害の出現頻度が非常に小さいこ

と、それに対して大雨警報・土砂災害警戒情報、避難勧

告等の発表頻度が高いことに起因する危機意識の希薄さ

が、根本的な要因のひとつになっているとすれば、住民

ひとりひとりが土砂災害に対する危険性を理解して、土

砂災害の切迫度に応じた避難行動を取らない限り、避難

率は向上しないであろう。実際、大島町での台風第 19
号に対する避難では、避難者数が大幅に増加した。これ

は、1ヶ月前の台風第 15号による被災経験やテレビ放送

が影響したことの結果であり、危機意識を持てば避難率

は向上することを示している。 
（２）避難支援のための地域特性を反映した災害情報資

料の提案 

したがって、土砂災害に対する危機意識を高めて避難

行動を促すためには、土砂災害の危険性が高まり、切迫

していることを認識できるような情報が必要であると考

えられる。そのような既存の情報として、例えば、気象

庁ホームページで公開されている土砂災害警戒判定メッ

シュ情報がある。これは、土砂災害の危険度の高まりを

5 段階に色分けして示してあり、自分のいる場所の危険

度を 10分ごとに把握することができるので、避難情報・

警戒レベルと併せて、避難の判断に利用することができ

る。しかしながら、この情報は、加治屋ほか（2019）が

述べているように、これまでの実績では、大島町の土砂

災害の実態と乖離しているので、住民が自分のこととし

て、土砂災害の危険性や切迫度を感じる情報になってい

ないのではないかと思われる。 
そこで、図-11や図-12で示したような過去の災害の資

料を利用すれば、地域特性を反映した災害の実態に即し

た情報として、土砂災害の危険性や切迫度を把握するこ

とが可能となり、何より、住民が身近なこととして認識

できるので、自主的な避難の促進につながる可能性があ

ると思われる。また、大島町が避難等防災対策の検討に

使用している台風対策会議資料を住民と共有すれば、ど

のような種類のどの程度の災害が、どの程度のリスクと

して評価され、どのような避難情報が発令されるのかを

理解するという点において、住民と共通した認識を持つ

ことができると考えられ、避難の促進に効果があるので

はないかと期待される。 
 
謝辞：避難に関するアンケートに協力していただいた大

島町住民の皆様に御礼申し上げます。3名の査読者には、

的確なご指摘と非常に丁寧な修正案を提示していただき

ました。また、論文内容全般に対する貴重なご意見と避
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ABSTRACT 
 

 In September 2019, in Oshima town, 1522 houses were damaged by the storm caused by the approach of 
Typhoon No. 15. The evacuation rate at that time was 4 %. About a month later, as typhoon No. 19 approached, and 
the evacuation rate at that time improved to 11%. This improvement in the evacuation rate was thought to be the 
result of the effects of typhoon information coverage and the experience of the disaster caused by typhoon No. 15. 
Based on the analysis of evacuation behavior in these typhoon cases suggest that the residents made the decision to 
evacuate based on evacuation advisories, but started actual evacuation due to the approaching typhoon and feeling 
of danger. According to the questionnaire survey the reasons for the residents evacuating were mostly TV 
broadcasting and rain conditions. And there were many opinions that detailed forecasts such as rain, damage status, 
disaster risk and urgency were needed to trigger evacuation. 

 Therefore, in order to promote the voluntary evacuation of residents, we think that information showing the 
risk and urgency of disasters that allows residents to feel the urgency of danger is effective. Specifically, they are 
materials on past disasters that reflect regional characteristics. If these materials are used to support evacuation, 
residents will be able to imagine the danger and imminence of a disaster in their daily lives and will be able to make 
their own decisions and take evacuation actions.  

If these materials are shared by local governments and residents and used as support information for 
evacuation, it is expected that residents will be able to familiarize themselves with the danger and urgency of 
disasters and make their own decisions on evacuation, leading to evacuation actions. 
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２０２０年 
4月 

・ニュースレター81号発行 

特集「阪神・淡路大震災 四半世紀いま改めて伝えた

いこと」ほか 

・第 33回勉強会「新型コロナウイルスの社会的影響」 

（4/11 オンライン開催） 

1．新型コロナウイルスと購買行動―新型コロナウイ

ルス感染症に関する国民アンケート調査結果より―  

安本真也 氏（東京大学大学院 情報学環） 

2．モバイル空間統計の概要と新型コロナによる人の

動きの可視化 

斧田佳純 氏（株式会社ドコモ・インサイトマーケティ

ング エリアマーケティング部） 

・第 34回勉強会「新型コロナウイルスを踏まえた水害

時の避難・避難所等に係る課題」（4/18 オンライ

ン開催） 

1．新型コロナウイルスを踏まえた水害時の避難・避

難所等に係る課題 「地域防災の視点から」 

小山真紀 氏（岐阜大学 流域圏科学研究センター）  

2．新型コロナウイルスを踏まえた水害時の避難・避

難所等に係る課題 災害看護の視点から」 

神原咲子 氏（高知県立大学 看護学部）  

・緊急事態宣言発出に伴い、事務局業務一時停止 

一部リモートワークにて対応（6/2まで) 

5月  

・「避難に関する提言」を発表 

6月 

・事務局業務再開 

7月 

・第 22回学会大会・開催方針決まる 

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、大会は

オンラインでの開催を決定（11/27～28） 

8月 

・ニュースレター82号発行 

 特集「災害情報とコロナ禍」ほか 

・学会誌「災害情報18号」発行 

「災害時の『避難』を考える」 

・第 43回理事会開催（8/20 オンライン開催） 

各委員会より中間報告など 

 

 

9月 

・2020年廣井賞決定 

学術的功績分野に東洋大学理工学部都市環境デザ

イン学科・及川 康 教授を選出 

・第 35回勉強会「2020年台風10号と情報伝達」 

1．「令和 2 年台風第 10号の概要と気象庁の対応

について」 

坪井嘉宏 氏（気象庁予報部予報課気象防災推進室） 

2．「2020年台風10号と防災気象情報」 

牛山素行 氏（静岡大学総合防災センター）   

3．討論者：森山聡之 氏（福岡工業大学社会環境学部） 

10月 

・第36回勉強会「2020年7月豪雨・台風10号 その時 

メディアは…」（10/24 オンライン開催） 

 1．柴田 高宏 氏 九州朝日放送株式会社(KBC)報
道情報局長 
2．竹野内 崇宏 氏 朝日新聞 福岡本部報道セン

ター社会グループ記者 
3．田中 俊憲 氏 九州災害情報（報道）研究会幹

事 株式会社福岡放送編成局コンテンツ事業部 
・第 44回理事会開催（10/28日 オンライン開催） 

会員現況 973人・法人（前年973人・法人）、第22

期委員会活動・決算・監査報告、第23期委員会活動

計画、予算案承認など 

11月 

・ニュースレター83号発行 

 特集「「特別警報級」台風 10 号における災害情報

伝達と避難を考える」ほか 

・第22回学会大会開催（11/28～29 明治大学・オンラ

イン開催） 

大会実行委員長：小林秀行（明治大学） 

27日：研究発表、意見交換会 

参加者252名、研究発表77件（口頭発表42、投稿

のみ35） 

28日：シンポジウム「「避難」のあるべき方向を考

える」 
基調講演１：永松伸吾 氏（関西大学） 

基調講演２：及川康 氏（東洋大学） 

ディスカッサント：飯田和樹 氏、牛山素行 氏 

日本災害情報学会 2020年 4月～2021年 3月までの主な活動 

２０２０年４月からの１年は、新型コロナウイルス感染症に翻弄された年となった。国は「緊急事態宣言」を２０２０年４月に第

１回目、２回目を２０２１年１月に発出した。このため学会の各種活動も大きな影響を受けることとなった。具体的には、理事

会の開催を始めとして学会大会、総会も延期を余儀なくされた。また、委員会なども対面ではできなくなった。しかしながら

学会として年度当初計画していたイベントなどの事業は、ほぼオンラインで実施することができた。 

学会としてコロナ禍における避難のあり方を考えてもらうため２０２０年５月に「避難に関する提言」を発表、大きな反響を

得た。７月には大雨が全国的に降り続き、特に熊本県で大きな被害が発生した。被災地では危惧していたコロナ感染者も

確認された。また、９月には「過去最強クラス」といわれた「台風１０号」が九州地方に接近した。一時は甚大な被害が懸念さ

れたが、台風の勢力が弱まったため最悪の事態は免れた。 

新型コロナで諸活動苦戦の中、学会としては初めての取り組みになる「若手研究発表大会」を４月に開催することを決定

した。 
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片田敏孝 氏、金井昌信 氏、越山健治 氏、秦康範 

氏、廣井悠 氏、本間基寛 氏、矢守克也 氏 

参加者232名 

２０２１年 

1月 

・ニュースレター84号発行 

片田敏孝会長新春所感、特集「気象庁新時代」ほか 

2月 

・第22回定時総会開催（2/20 オンライン開催） 

会員現況 973人・法人（前年973人・法人）、第22

期委員会活動・決算・監査報告、第23期委員会活動

計画、予算案承認など 

*新型コロナ感染症の状況を踏まえ、初のオンライ

ン開催となった 

3月 

・学会誌J-Stage掲載へ 

 創立２０周年事業として進めてきた学会誌のJ-

Stageへの掲載作業が完了し、4月1日から公開す

ることとした。 

・若手研究発表大会開催を決定 

 災害情報・防災分野を研究する学生・若手研究者間

の交流と、先達の研究者との対話の機会を創出す

るために若手研究発表大会の開催を4月24日(土)

に、オンラインで開催することを決定し告知した 
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学会誌編集委員会関連規定及び投稿に関する規程 
 

１ 学会誌編集委員会運営細則 

（通則） 
第1条 本運営細則は、日本災害情報学会運営規程（以

下、「学会運営規程」という）第１２条（５）及び第

13条（５）に規定された学会誌編集委員会の運営につ

いて、学会運営規程第22条第１項に基づく運営細則と

して定められたものである。学会誌編集委員会の運営

については、学会運営規程第14条から第16条及び第

22条によるほか、この細則によるものとする。 
 

（組織及び構成） 
第２条 本委員会には、委員長（１名）、副委員長（１名）

および幹事（若干名）を置き、委員長、副委員長及び

幹事を含め委員は１５名程度とする。 
 ２ 委員長は、正会員より会長が指名し、理事会の承

認を得る。 
  ３ 副委員長、幹事、委員は、委員長が正会員より指

名し、理事会の承認を得る。 
４ 本委員会に事務局長の出席を求めることができる。 

 

（所掌事務） 
第３条 本委員会の所掌事務は、会則第４条の趣旨に則

り災害情報に関する論文、調査報告、事例紹介等の発

表の場として学会誌「災害情報」を編集・刊行し、災

害情報研究の向上と発展に資するとともに、広く災害

情報の社会的重要性を喚起することである。 
 

(小委員会の設置) 
第４条 学会誌の編集・刊行に関連する事項を協議する

ために、本委員会に小委員会を設置することができる。 
 

(本運営細則等の改廃) 
第５条 本委員会の運営を円滑に行うために定める内規

等を除き、本運営細則及び本委員会の所掌事務に係る

規則等の改廃は、本委員会の議を経て理事会の承認を

得なければならない。 
 

付 則 
本運営細則は、平成14年9月1日から施行する。 
本運営細則の改正は、平成25年10月27日から施行する。 
本運営細則の改正は、平成26年10月26日から施行する。 
 

２ 投稿規定 

 
１．論文 
 論文の内容は、防災・災害情報に新たな貢献が期待で

きるもので、結論の導出過程が適切であるものとする。

なお防災および災害情報に新たな貢献ができるものであ

れば、従来の学術論文の体裁にとらわれず、下記の内容

に該当するものも論文の対象とする。 
・災害情報に関する理論的・実証的な研究成果で，対象

の開拓，新しい点・手法の導入，従来手法の統合化など

によって明確な結論を得たオリジナリティの高いもの。 
・災害情報に関する理論的・実証的な研究成果で，有用

な結果を得たもの。 
・調査報告（災害情報に関わる調査結果を，客観的に報

告したもの） 
・事例紹介（災害情報に関わる様々な取り組み，事例に

ついて紹介したもの） 
 
２．投稿者 
投稿は本会会員に限る。ただし，本会の依頼した原稿の

場合はその限りではない。 
 
３．投稿 
(1)投稿原稿は，原則として他雑誌において未発表でかつ

査読中にないものとする． 
(2)会員は投稿規定に基づき、投稿原稿（和文および英文

の要約を含む）のコピー３部および電子記録媒体（Ｃ

Ｄ等）に，必要事項を記入した申し込みフォーマット

を添えて本会編集委員会宛に提出する。また、メール

で学会宛に論文を送付する。 
(3)投稿原稿は随時受け付け，学会誌刊行予定日の６ヶ月

前に締め切り，編集作業を開始する． 
 
４．投稿原稿の区分 
 論文は、査読論文、特集論文、報告（調査団報告など）

からなる。 
 
５．査読及び編集 
(1)投稿原稿は，編集委員会の定める編集規定に従って，

掲載の可否を決定する。 
(2)初校校正は著者が自らの責任で行う。なお，校正は誤

字・脱字等の編集にかかわる修正のみとし，内容にか

かわる変更は再査読の対象とする。 
(3)カラーページの印刷には対応しない。 
(4)掲載著作物の別刷り印刷には対応しない。 
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６．著作権 
 本学会はその学会誌の編集著作権を持つ．本学会誌掲

載の著作物の著作権は当該著者がもつ．なお著者が自ら

の用途のために本学会誌掲載論文の掲載論文等を他の著

作物（主として書籍など）に転載する場合にはその旨を

明記することとし、他の著作物発刊者が許容する限りに

おいては制限はしない。 
 
 

３ 編集規程 

 

１．査読 
(1)編集委員会は、各投稿原稿について、学会員の中から

論文については３名の査読員を選び、別紙書式により査

読を依頼する。ただし、必要に応じて学会員以外に査読

を依頼することができる。 
(2)査読結果は、下記の評価区分で表記する。 
Ａ－－－掲載可 
Ｂ－－－部分的な修正をすれば掲載可 
Ｃ－－－大幅な修正をすれば掲載の可能性がある 
Ｄ－－－掲載不可 
 (3)投稿者および査読員の氏名は相互に匿名とする。査

読および編集を通じて、個人のプライバシーは保護され

なければならない。 
(4)編集委員からの所定回数の督促にもかかわらず、査読

員が査読結果を提出しない場合には、編集委員会は査読

員を変更することができる。 
(5)査読結果が相違した場合については、基本的に低いラ

ンク扱いとし、２ランク以上の相違がある場合は編集委

員会で検討する。また、また、その措置にあたって、編

集委員会は査読員から意見を求めることができる。 
 
２．原稿修正 
(1)査読が終了次第、編集委員会は査読結果に基づいて、

掲載の可否、査読員のコメントおよび原稿修正期間の指

示等を投稿者に通知する。 
(2)原稿修正期間については、１ヶ月を標準とする。 
(3)修正原稿掲載の可否は、原則として、編集委員会が最

終判定する。 
(4)編集委員会は最終判定終了次第、前条に従って、投稿

者に結果を通知する。 
 
３．依頼原稿等 
(1)依頼原稿は本会の編集委員会が依頼した原稿であり，

投稿規定に準ずるものとする。 
(2)学会大会における会長講演・記念講演等および学会が

行うシンポジウム・講演会等の報告は、これを掲載する

ことができる。 
 

(3)依頼原稿，シンポジウム報告等の掲載可否は、編集委

員会が判定する。 
 
４．編集委員 
 編集委員は、編集委員会の会議に出席し、編集および

審査に関する事項を審議し、次の編集の実務を行う。 
(1)学会誌各号の目次の決定 
(2)特集の企画、依頼 
(3)学会活動報告の編集 
(4)編集後記の執筆 
(5)投稿原稿の審査に関する諸措置 
(6)編集委員会規程、同施行細則および編集規程・投稿規

定・執筆要領の点検と改正 
(7)その他 
 
 

４ 執筆要領 
 
１． 言語  
投稿原稿は和文に限る。 
 
２． 原稿の形式と分量 
論文の分量は 20,000 字以内（10 頁以内）とする。分量

計算はすべて文字数を単位とする。文字数には題名、

著者名、所属、和文要約、図表、注、参考文献すべ

てを含む。英文要約は含めない。図表の文字数は面

積相当とする。編集委員会が指定した場合はこの限

りではない。 
 
３． 所属 
所属は原則１箇所のみ記載する。掲載時の所属が投稿時

の所属と変わった場合、投稿時の所属のみを記載す

る。著者の肩書きは記載しない。 
 
４． 要約、キーワード 
論文は、題名、著者名、所属、メールアドレス、英文タ

イトル、英文著者名、所属、英文要約、英文キーワ

ードを添付すること。 
(1) 表題紙には、題名の全文、著者名、所属のみを記す。 
(2) 和文要約は、600 字以内のものを本文の前に添付す

る。 
(3) 英文要約は、130 ワード以内のものを本文の後に添

付する。 
(4) キーワードは日本語・英語各５語以内で、要約の後

に各々記載する。 
 
 
５． 原稿フォーマット 
原稿作成にあたっては、学会ホームページにある投稿論
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６．著作権 
 本学会はその学会誌の編集著作権を持つ．本学会誌掲

載の著作物の著作権は当該著者がもつ．なお著者が自ら

の用途のために本学会誌掲載論文の掲載論文等を他の著

作物（主として書籍など）に転載する場合にはその旨を

明記することとし、他の著作物発刊者が許容する限りに

おいては制限はしない。 
 
 

３ 編集規程 

 

１．査読 
(1)編集委員会は、各投稿原稿について、学会員の中から

論文については３名の査読員を選び、別紙書式により査

読を依頼する。ただし、必要に応じて学会員以外に査読

を依頼することができる。 
(2)査読結果は、下記の評価区分で表記する。 
Ａ－－－掲載可 
Ｂ－－－部分的な修正をすれば掲載可 
Ｃ－－－大幅な修正をすれば掲載の可能性がある 
Ｄ－－－掲載不可 
 (3)投稿者および査読員の氏名は相互に匿名とする。査

読および編集を通じて、個人のプライバシーは保護され

なければならない。 
(4)編集委員からの所定回数の督促にもかかわらず、査読

員が査読結果を提出しない場合には、編集委員会は査読

員を変更することができる。 
(5)査読結果が相違した場合については、基本的に低いラ

ンク扱いとし、２ランク以上の相違がある場合は編集委

員会で検討する。また、また、その措置にあたって、編

集委員会は査読員から意見を求めることができる。 
 
２．原稿修正 
(1)査読が終了次第、編集委員会は査読結果に基づいて、

掲載の可否、査読員のコメントおよび原稿修正期間の指

示等を投稿者に通知する。 
(2)原稿修正期間については、１ヶ月を標準とする。 
(3)修正原稿掲載の可否は、原則として、編集委員会が最

終判定する。 
(4)編集委員会は最終判定終了次第、前条に従って、投稿

者に結果を通知する。 
 
３．依頼原稿等 
(1)依頼原稿は本会の編集委員会が依頼した原稿であり，

投稿規定に準ずるものとする。 
(2)学会大会における会長講演・記念講演等および学会が

行うシンポジウム・講演会等の報告は、これを掲載する

ことができる。 
 

(3)依頼原稿，シンポジウム報告等の掲載可否は、編集委

員会が判定する。 
 
４．編集委員 
 編集委員は、編集委員会の会議に出席し、編集および

審査に関する事項を審議し、次の編集の実務を行う。 
(1)学会誌各号の目次の決定 
(2)特集の企画、依頼 
(3)学会活動報告の編集 
(4)編集後記の執筆 
(5)投稿原稿の審査に関する諸措置 
(6)編集委員会規程、同施行細則および編集規程・投稿規

定・執筆要領の点検と改正 
(7)その他 
 
 

４ 執筆要領 
 
１． 言語  
投稿原稿は和文に限る。 
 
２． 原稿の形式と分量 
論文の分量は 20,000 字以内（10 頁以内）とする。分量

計算はすべて文字数を単位とする。文字数には題名、

著者名、所属、和文要約、図表、注、参考文献すべ

てを含む。英文要約は含めない。図表の文字数は面

積相当とする。編集委員会が指定した場合はこの限

りではない。 
 
３． 所属 
所属は原則１箇所のみ記載する。掲載時の所属が投稿時

の所属と変わった場合、投稿時の所属のみを記載す

る。著者の肩書きは記載しない。 
 
４． 要約、キーワード 
論文は、題名、著者名、所属、メールアドレス、英文タ

イトル、英文著者名、所属、英文要約、英文キーワ

ードを添付すること。 
(1) 表題紙には、題名の全文、著者名、所属のみを記す。 
(2) 和文要約は、600 字以内のものを本文の前に添付す

る。 
(3) 英文要約は、130 ワード以内のものを本文の後に添

付する。 
(4) キーワードは日本語・英語各５語以内で、要約の後

に各々記載する。 
 
 
５． 原稿フォーマット 
原稿作成にあたっては、学会ホームページにある投稿論
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文フォーマットを用いること。 
MS明朝10pt、英数字はTimes New Roman10pt、25

文字（字送り 9.25pt）、50 行（行送り 14.25pt）で

作成し、余白上 20mm、下 25mm、左 20mm、右

20mm、ヘッダー10mm、フッター10mm、奇数/
偶数ページ別指定で作成し、ヘッダーに論文種別を、

頁番号をセンタリングで記載する。 
 
６． 原稿の書式 
(1) 題名 題名は20pt、センタリングすること。 
(2) 氏名 氏名はスペースを空けない 
(3) 本文 本文はMS 明朝 10pt、英数字はTimes New 

Roman10ptを用いてください。「（ ）」は原則、全

角を用いる。 
 
(4) 章題、節題、表題、図題 原則 MS ゴシック 10pt

を用いてください。 
(5) 題名 副題の前後には「―（ダッシュ）」をつける「～

（波型）」「‐（ハイフン）」「－（マイナス）」は用い

ないこと 
(6) 図表 図表は鮮明なものを用いること。図表はそれ

ぞれ１から順に番号を打ち、本文中の該当箇所で引

用すること。写真は図として掲載する。著作権者の

了解を得ることなく、他者の図版を転用してはなら

ない。 
(7) 段組 原稿はＡ４版の用紙を使って、25字×50行の

2段組で印字する。 
(8) 注釈 注と文献リストを別々にする。注は、本文中

の該当箇所の右肩に上付き文字で1)から順に番号を

打ち、注自体は本文の後にまとめて記載すること。

文献・資料類は基本、参照文献に記載すること。注

釈に記載しても参照文献に記載すること 
(9) 挙示 参考文献の本文における挙示は、著者名（発

行年）または（著者名，発行年）、もしくは著者名（発

行年：ページ数）または、（著者名，発行年：ページ

数）とする。 
本文中での文献の引用は，以下を参考にする。 
（ア）･･････例えば阿部（1991）のように， 
（イ）･･････これらの研究（Abe et al., 1987a；Abe et al., 

1987b；廣井，1999）によれば、、、。 
(10) 文献 参照文献は、著者名（発行年）題名，出版社

（欧文の場合はその前に出版社 所在地 都市名を併

記）の順に記載すること。性と名の間はあけないこ

と。論文の引用としての「 」、文献の引用としての

『 』は用いないこと。欧文の書名はイタリック体

にすること。著者が複数いる場合には、「・（中点）」

でつなげる。参照文献において著者名は省略しない

（本文ではこの限りではない）。参照文献リストは、

アルファベット順もしくは 50 音順で記載。同一著

者のものは発表年代順に並べる。 

(11) ホームページ 参照したホームページは、原則参考

文献に記載し、著者（ホームページの所有者等）、タ

イトル（参照年月日：○○○○年○月○日）とURL
を明記する。URLの下線は外すこと。 

リンク切れの場合は「入手先URL（現在参照不可）」と

記入する。サイトがリンク切れとなった場合でも，

読者・差読者からの質問に対応できるよう，当該画

面が保存されているものであること。 
(12) オンラインジャーナル、ネット上の論文 原則文献

の記述方法を行った後に、URL を記載する。URL
の下線は外すこと。参照年月日は不要。 
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～～～編集後記～～～

 

 

 

 

 

 

 

 

 
学会誌「災害情報」の第19号をお届けします。本号も

「災害情報」に関連する様々なテーマの論文を掲載するこ

とができました。論文を投稿いただいた皆さまはじめ、本

号の編集、査読等にご協力いただきましたすべての方々に、

心より御礼を申し上げます。 

本誌の編集作業中に東日本大震災の発生から10回目の3

月11日を迎えました。いわゆる「コロナ禍」で迎えた10回

目の3.11となりましたが、本誌をお手にした学会員の皆さ

まもそれぞれの立場、想いでこの日を迎えられたのではな

いかと思います。未だ故郷に帰れない方、大切な人を亡く

した方など、今なお苦しい生活を続けられている皆さまへ

お見舞い申し上げます。 

被災者支援、災害復興が重要かつ必要不可欠であること

は言うまでもありません。しかし私個人としては、関連死

を含めて2万人以上の方が犠牲・行方不明となった東日本

大震災の10周年を迎えるにあたり、「災害による犠牲者を

ださない」、「そのために、何ができるのか」を今一度し

っかり考えなければならないと思いました。今、東日本大

震災と同規模の地震津波や大水害が発生した際に、どれだ

け犠牲者を減らすことができるのか。この10年間で取り組

んできた対策の方向性に間違いはなかったのか。起こって

ほしくないですが、次の大災害に備えて、より一層の多様

な対策・研究が必要ではないかと感じています。 

 

コロナ禍での避難や避難所運営のあり方、長年の課題で

あった避難勧告・避難指示の一本化、そしてその直後に熱

海市で発生した土石流災害など、「災害情報」に関する課

題は毎年のように顕在化します。これら最新のトピックス

をフォローする研究はもちろん重要ですが、地に足のつい

た基礎研究も「災害情報」という学術分野の発展には必要

不可欠です。学会誌「災害情報」は、そのような対応な研

究成果を公表・議論することのできる場でありたいと考え

ております。引き続き、学会員の皆さまの積極的なご投稿

をお待ちしております。 

最後になりますが、諸般の事情により本号には特集を掲

載することができませんでした。特集の掲載を楽しみにさ

れていた読者の皆さまに心よりお詫び申し上げます。次号

には魅力的な内容の特集を掲載させていただきます。 

なお、投稿規定がNo.20-2(2021年12月15日投稿締切、2022

年3月末頃掲載決定の予定)から一部変更されます。最新の

情報は投稿時に学会ホームページでご確認ください。（本

誌に掲載されている原稿は、旧投稿規定のプロセスを経た

査読論文となります） 

（学会誌編集委員長 金井昌信） 
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本誌の無断複写を禁じます。 
複写される場合は、事前に下記事務局の許諾を得てください。 
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